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学童クラブ P67

子どもの居場所「プレディ」P67

区立小学校　P66

区立幼稚園　P64

※3歳になった最初の3月31日まで

トワイライトステイ　P32

未就学児の遊び場「すきっぷ」　P36

病児・病後児保育　P33

※18歳

※18歳

になった最初の3月３１日まで

になった最初の3月３１日まで

※3歳になった最初の3月３１日まで

小児用肺炎球菌
追加（1回）

※6歳になった最初の3月31日まで

バースデーサポート
P38

P34

｜ 子育てガイドブック｜



問合せ先：福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係　☎ 03-3546-5444

是非ご活用ください！
https://chuo-city.mamafre.jp/

学ぶ・出かける

届 出

健 康

おかね
出産育児一時金、子ども医療費助成、
児童手当、ひとり親手当などの情報

あずける

相談する

（一部オンライン相談もできます。）
産・子育てに関する相談先の情報

病院・救急
妊娠出産・子育てに関する
病院と救急連絡の情報

子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」とは……
妊娠・出産・子育てに関する行政サービスや情報について

カテゴリー別にまとめられたサイトです。

スマートフォンやタブレット端末を活用し、2次元コードからアクセスすることで、

簡単に必要な情報を手に入れることができます。

保育園や幼稚園の入園、
一時預かり（一時保育）、
病児・病後児保育などの情報

パパママ教室、
子育て交流サロン「赤ちゃん天国」

子ども家庭支援センター「きらら中央」
などの情報

妊娠届、出生届、
赤ちゃん訪問連絡はがき

などの情報

子育て
応援サイト

妊娠出

妊婦健診、乳幼児健診、
予防接種、産後ケアなどの情報

妊娠がわかったら、保健所・保健センター、区役所、
特別出張所窓口で、妊娠届出書を提出してください。
その場で、『母と子の保健バッグ』をお渡しします。
この中には母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、新
生児聴覚検査受診票、赤ちゃん訪問連絡はがき、プレ
ママ教室（母親学級）のお知らせなどが入っています。
早い時期にひととおり目を通しておきましょう。
【妊娠・出産に関する相談窓口のご案内】

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月
晴海保健センター健康係
島保健センター健康係 ☎（5560）0765

☎（6381）2972

●交付場所
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972
　区民生活課住民記録係 ☎（3546）5320
日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153
晴海特別出張所区民係 ☎（3520）8096

妊娠届・母子健康手帳の交付

妊婦さんから3歳までのお子さんをお持ちのママ・
パパに対して、妊娠週数や乳児の月齢に応じたママの
からだのこと、赤ちゃんの成長の様子、子育てアドバイ
ス、区の母子事業情報などを配信するメールです。次

①あのねママメール（マタニティ）
産前・女性向け

娠妊（スイバドアのへママ、子様の長成の児胎：容内
週数に応じたからだのことなど）、区保健師からの
メッセージ、区母子事業の案内など

②あのねパパメール
産前・男性向け

保区、スイバドアのへパパ、子様の長成の児胎：容内
健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

③あのねママメール（育児）
産後の家族向け

区、スイバドアのて育子、子様の長成のんゃち赤：容内
保健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

●登録方法

●費用
登録・利用は無料（通信費は自己負担）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930

「あのねママメール」

妊娠したら

妊婦さんが安心して出産を迎えていただける
よう、妊娠届出以降に母子保健コーディネー
ター（助産師等）が面談をします。下記の二次
元コード「ちゅうおう子育てナビアプリ」内の
妊婦面談予約システムより、住所地管轄の保
健所・保健センターに予約をしてください。

妊婦面談

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「あのねママメール」は「ちゅうおう子育てナビア
プリ」から登録できます。トップ画面のメニューで
利用サービスを選択してください。
また、トップ画面からはお子さんにあわせた予防接
種スケジュールを自動作成してくれる「かんたん予
防接種スケジュール」もご利用いただけます。

の3種類のメールがあります。

　妊娠をして、とまどいや不安な気持ちがあるかもし
れません。中央区では相談支援の母子保健コーディネ
ーター（助産師等）と保健師がいますので、お住まい
の地区を担当する保健所または保健センターへご相談
ください。

4
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問合せ先：福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係　☎ 03-3546-5444

是非ご活用ください！
https://chuo-city.mamafre.jp/

学ぶ・出かける

届 出

健 康

おかね
出産育児一時金、子ども医療費助成、
児童手当、ひとり親手当などの情報

あずける

相談する

（一部オンライン相談もできます。）
産・子育てに関する相談先の情報

病院・救急
妊娠出産・子育てに関する
病院と救急連絡の情報

子育て応援サイト「こどもすくすくナビ」とは……
妊娠・出産・子育てに関する行政サービスや情報について

カテゴリー別にまとめられたサイトです。

スマートフォンやタブレット端末を活用し、2次元コードからアクセスすることで、

簡単に必要な情報を手に入れることができます。

保育園や幼稚園の入園、
一時預かり（一時保育）、
病児・病後児保育などの情報

パパママ教室、
子育て交流サロン「赤ちゃん天国」

子ども家庭支援センター「きらら中央」
などの情報

妊娠届、出生届、
赤ちゃん訪問連絡はがき

などの情報

子育て
応援サイト

妊娠出

妊婦健診、乳幼児健診、
予防接種、産後ケアなどの情報

妊娠がわかったら、保健所・保健センター、区役所、
特別出張所窓口で、妊娠届出書を提出してください。
その場で、『母と子の保健バッグ』をお渡しします。
この中には母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、新
生児聴覚検査受診票、赤ちゃん訪問連絡はがき、プレ
ママ教室（母親学級）のお知らせなどが入っています。
早い時期にひととおり目を通しておきましょう。
【妊娠・出産に関する相談窓口のご案内】

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月
晴海保健センター健康係
島保健センター健康係 ☎（5560）0765

☎（6381）2972

●交付場所
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972
　区民生活課住民記録係 ☎（3546）5320
日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153
晴海特別出張所区民係 ☎（3520）8096

妊娠届・母子健康手帳の交付

妊婦さんから3歳までのお子さんをお持ちのママ・
パパに対して、妊娠週数や乳児の月齢に応じたママの
からだのこと、赤ちゃんの成長の様子、子育てアドバイ
ス、区の母子事業情報などを配信するメールです。次

①あのねママメール（マタニティ）
産前・女性向け

娠妊（スイバドアのへママ、子様の長成の児胎：容内
週数に応じたからだのことなど）、区保健師からの
メッセージ、区母子事業の案内など

②あのねパパメール
産前・男性向け

保区、スイバドアのへパパ、子様の長成の児胎：容内
健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

③あのねママメール（育児）
産後の家族向け

区、スイバドアのて育子、子様の長成のんゃち赤：容内
保健師からのメッセージ、区母子事業の案内など

●登録方法

●費用
登録・利用は無料（通信費は自己負担）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930

「あのねママメール」

妊娠したら

妊婦さんが安心して出産を迎えていただける
よう、妊娠届出以降に母子保健コーディネー
ター（助産師等）が面談をします。下記の二次
元コード「ちゅうおう子育てナビアプリ」内の
妊婦面談予約システムより、住所地管轄の保
健所・保健センターに予約をしてください。

妊婦面談

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「ちゅうおう子育てナビアプリ」
https://chuo.city-hc.jp

「あのねママメール」は「ちゅうおう子育てナビア
プリ」から登録できます。トップ画面のメニューで
利用サービスを選択してください。
また、トップ画面からはお子さんにあわせた予防接
種スケジュールを自動作成してくれる「かんたん予
防接種スケジュール」もご利用いただけます。

の3種類のメールがあります。

　妊娠をして、とまどいや不安な気持ちがあるかもし
れません。中央区では相談支援の母子保健コーディネ
ーター（助産師等）と保健師がいますので、お住まい
の地区を担当する保健所または保健センターへご相談
ください。
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◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

妊婦さんの歯科健診を受けましょう
妊娠中は食生活や生活環境が変化し、むし歯

や歯周病にかかりやすくなります。
ぜひ歯科健診を受けましょう。
詳しくは20ページ「歯の健康相談」をご覧

ください。

理想的な妊娠中の健康診査の回数

1）妊娠満23週までは、４週間に１回
2）妊娠満24週～35週までは、2週間に１回
3）妊娠満36週以降分娩までは、1週間に１回

妊婦健康診査

丈夫な赤ちゃんを産むためには、母体の健康を保つ
ことが大切です。妊娠中の定期的な健康診査は、下記
の表を参考にして受診しましょう。
定期的な健康診査のうち、都内委託医療機関等にお

いて公費で受けられる制度を実施しています。『母と子
の保健バッグ』の中の「妊婦健康診査受診票」を都内委
託医療機関等に提出して受診してください。
また、都外の医療機関や助産所で受診した場合にも

助成がありますのでお問い合わせください。

●対象者
区内在住で、母子健康手帳などにより妊娠を確認で
きる方
●申請方法
申請者は、本人または同居の親族（それ以外の方は
委任状が必要です。）
出産日の前日まで申請できます。

●申請に必要なもの
①申請者本人（委任状による場合は委任された方）
の本人確認書類

②妊娠が経過欄記載で確認できる母子健康手帳また
は健診票の写しなど

◆問合せ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
☎（3546）5350・5351

出産支援祝品（タクシー利用券）
妊婦さんに対して、産婦人科への通院などの経済
的・身体的な負担を軽減し、健やかな出産に寄与する
ために、タクシー利用券（１万2千円分）をお贈りして
います。また、多胎児を妊娠された方に対しては、2万
4千円分をお贈りします。

※特別出張所、保健所・保健センター、郵送および電子申
請でも申請できます。

※多胎児を妊娠している場合は、母子健康手帳を同時に
複数提示してください。

●対象者
・区内に在住の妊婦
 （母子健康手帳の交付を受けた方）
・区内に在住の対象乳幼児を養育している方
※「対象乳幼児」とは、2歳到達月の末日までのお子さんをいいます。

●有効期限
・利用開始日：無料乗車券の交付日
・利用終了日：出産予定日（お子さんが既に生まれ
　ている場合は、出生日）から2年後の月末

●申請に必要なもの
申請者本人（委任状による場合は、委任された方）
の本人確認書類

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係
☎（3541）5930

コミュニティバス（江戸バス）無料乗車券
妊婦さんの通院、乳幼児健診、日常生活や親子で外
出する際などに使用していただくため、コミュニティバ
ス(江戸バス)の無料乗車券を交付しています。

※保健所・保健センター、区役所6階子ども子育て支援
課、郵送および電子申請で申請できます。

経済的理由のため入院して出産することができない
場合に、出産費用を助成します。
ただし、所得制限、費用の一部本人負担があります。

●対象者
区内在住の妊産婦で、その方の属する世帯が次のい
ずれかに該当する方
・生活保護世帯の方
・前年の課税所得金額が一定額以下の世帯で、かつ
健康保険などから給付を受けることのできる出産

育児一時金の額が48万8千円未満である方
●要　件
助産施設として指定されている病院・産院に入院す
ることが必要です。
必ず事前にご相談ください。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

入院助産費用の援助

産前産後で家事援助などを必要としている方に、地
域にお住まいの協力会員が家事などのお手伝いをする
たすけあい活動です。

●対象となる家庭
区内在住で次のいずれかに該当する方
・健康状態に不安がある方または障害や持病があり
妊娠や出産によって家事が困難になることが予想
される方
・産前産後の家事について、家族などの支援が受け
られない方

●サービス内容
掃除、洗濯、買物、食事の支度、代行など、普段ご
家庭で日常的に行っている家事をお手伝いします。
※

利用回数・時間は、ご相談のうえ決めさせていただ
きます。
●利用料金など
年度会費　　2,400円

（利用期間が半年以内の場合1,200円）
利用料金　1時間　800円

●申込方法
電話などでお問い合わせいただいた後、サービスの説
明と併せてご要望などを伺うため、職員がご自宅を訪
問します。

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会　在宅福祉サービス部

☎（3206）0603

虹のサービス（区民どうしのたすけあい家事サポート）

育児や家事の支援を必要とする家庭に、区と契約し
た事業者からヘルパーを派遣します。

●利用対象
出産前（母子健康手帳交付時）から出産後6カ月に
達するまでの乳児がいる家庭

●利用日・利用時間
日曜、祝日、年末年始を除く午前8時～午後6時
の時間
別途、出産後の多胎児対応あり。）

帯で1日2時間または3時間（15日を限度。

●利用者負担金
所得により異なります。

●利用方法
事前に利用登録をしてください。登録後、利用日の

育児支援ヘルパーの派遣

◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3542）6321

3日前（土・日・祝日、年末年始を除く。）までに
派遣事業者へ直接お申し込みください。

【育児支援ヘルパーの派遣】

サービス期間は、原則として出産前後の3カ月程
です。なお、保育などのお子さんのお世話はでき
ません。
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◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

妊婦さんの歯科健診を受けましょう
妊娠中は食生活や生活環境が変化し、むし歯

や歯周病にかかりやすくなります。
ぜひ歯科健診を受けましょう。
詳しくは20ページ「歯の健康相談」をご覧

ください。

理想的な妊娠中の健康診査の回数

1）妊娠満23週までは、４週間に１回
2）妊娠満24週～35週までは、2週間に１回
3）妊娠満36週以降分娩までは、1週間に１回

妊婦健康診査

丈夫な赤ちゃんを産むためには、母体の健康を保つ
ことが大切です。妊娠中の定期的な健康診査は、下記
の表を参考にして受診しましょう。
定期的な健康診査のうち、都内委託医療機関等にお
いて公費で受けられる制度を実施しています。『母と子
の保健バッグ』の中の「妊婦健康診査受診票」を都内委
託医療機関等に提出して受診してください。
また、都外の医療機関や助産所で受診した場合にも

助成がありますのでお問い合わせください。

●対象者
区内在住で、母子健康手帳などにより妊娠を確認で
きる方
●申請方法
申請者は、本人または同居の親族（それ以外の方は
委任状が必要です。）
出産日の前日まで申請できます。

●申請に必要なもの
①申請者本人（委任状による場合は委任された方）
の本人確認書類

②妊娠が経過欄記載で確認できる母子健康手帳また
は健診票の写しなど

◆問合せ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
☎（3546）5350・5351

出産支援祝品（タクシー利用券）
妊婦さんに対して、産婦人科への通院などの経済

的・身体的な負担を軽減し、健やかな出産に寄与する
ために、タクシー利用券（１万2千円分）をお贈りして
います。また、多胎児を妊娠された方に対しては、2万
4千円分をお贈りします。

※特別出張所、保健所・保健センター、郵送および電子申
請でも申請できます。

※多胎児を妊娠している場合は、母子健康手帳を同時に
複数提示してください。

●対象者
・区内に在住の妊婦
 （母子健康手帳の交付を受けた方）
・区内に在住の対象乳幼児を養育している方
※「対象乳幼児」とは、2歳到達月の末日までのお子さんをいいます。

●有効期限
・利用開始日：無料乗車券の交付日
・利用終了日：出産予定日（お子さんが既に生まれ
　ている場合は、出生日）から2年後の月末

●申請に必要なもの
申請者本人（委任状による場合は、委任された方）
の本人確認書類

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係
☎（3541）5930

コミュニティバス（江戸バス）無料乗車券
妊婦さんの通院、乳幼児健診、日常生活や親子で外

出する際などに使用していただくため、コミュニティバ
ス(江戸バス)の無料乗車券を交付しています。

※保健所・保健センター、区役所6階子ども子育て支援
課、郵送および電子申請で申請できます。

経済的理由のため入院して出産することができない
場合に、出産費用を助成します。
ただし、所得制限、費用の一部本人負担があります。

●対象者
区内在住の妊産婦で、その方の属する世帯が次のい
ずれかに該当する方
・生活保護世帯の方
・前年の課税所得金額が一定額以下の世帯で、かつ
健康保険などから給付を受けることのできる出産

育児一時金の額が48万8千円未満である方
●要　件
助産施設として指定されている病院・産院に入院す
ることが必要です。
必ず事前にご相談ください。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

入院助産費用の援助

産前産後で家事援助などを必要としている方に、地
域にお住まいの協力会員が家事などのお手伝いをする
たすけあい活動です。

●対象となる家庭
区内在住で次のいずれかに該当する方
・健康状態に不安がある方または障害や持病があり
妊娠や出産によって家事が困難になることが予想
される方
・産前産後の家事について、家族などの支援が受け
られない方

●サービス内容
掃除、洗濯、買物、食事の支度、代行など、普段ご
家庭で日常的に行っている家事をお手伝いします。
※

利用回数・時間は、ご相談のうえ決めさせていただ
きます。
●利用料金など
年度会費　　2,400円

（利用期間が半年以内の場合1,200円）
利用料金　1時間　800円

●申込方法
電話などでお問い合わせいただいた後、サービスの説
明と併せてご要望などを伺うため、職員がご自宅を訪
問します。

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会　在宅福祉サービス部

☎（3206）0603

虹のサービス（区民どうしのたすけあい家事サポート）

育児や家事の支援を必要とする家庭に、区と契約し
た事業者からヘルパーを派遣します。

●利用対象
出産前（母子健康手帳交付時）から出産後6カ月に
達するまでの乳児がいる家庭
●利用日・利用時間
日曜、祝日、年末年始を除く午前8時～午後6時
の時間
別途、出産後の多胎児対応あり。）

帯で1日2時間または3時間（15日を限度。

●利用者負担金
所得により異なります。

●利用方法
事前に利用登録をしてください。登録後、利用日の

育児支援ヘルパーの派遣

◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3542）6321

3日前（土・日・祝日、年末年始を除く。）までに
派遣事業者へ直接お申し込みください。

【育児支援ヘルパーの派遣】

サービス期間は、原則として出産前後の3カ月程
です。なお、保育などのお子さんのお世話はでき
ません。
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●対象者

●免除対象月

◆問合せ先
福祉保健部保険年金課資格係 ☎（3546）5362

産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除します

産前産後期間は国民年金保険料が免除になります

●免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ

　月間。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出
　産日が属する月の３カ月前から６カ月間の国民年金
　保険料が免除されます。
●対象者
国民年金第１号被保険者で、出産日が平成31年2月
　１日以降の方。 ただし、国民年金に任意加入している
　方は該当しません。
　なお、出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、
　流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

●届出時期
出産予定日の６カ月前から届出可能です。
●届出に必要な書類
　届出書、母子健康手帳など
●届出先
区役所4階 保険年金課

◆問合せ先
　福祉保健部保険年金課年金係  ☎（３５４6） ５3７１
　中央年金事務所国民年金課　 ☎（３543） 1411（代表）

　子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る
産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除するこ
とにより、世帯に係る保険料を軽減します（要届出）。

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産
した国民健康保険被保険者の方。
なお、出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、
流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

●免除額
出産する被保険者の所得割保険料及び均等割保険
料の12分の1に免除対象月数を乗じた額

●免除方法
その年度に納める世帯の国民健康保険料の所得割
額と均等割額から、本免除額分を減額します。なお、
世帯の保険料が最高限度額に達している場合、保険
料を免除できないことがあります。

●届出に必要な書類
届出書、母子健康手帳など

出産予定日または出産日が属する月の前月から
4カ月間。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日ま
たは出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

　低所得世帯の方に分娩入院費や出産のために必要な
経費を貸し付けます。

●貸付対象者
一定の収入基準以下の低所得世帯で、他の公的資金
からの借り入れができない、出産予定日の２カ月前
から産後１カ月までの方
●貸付内容
分娩費、母子に必要な衣料の費用など詳しくはお
問い合わせください。
　貸付限度額：50万円
●申請に必要なもの
収入を証明できる書類、母子健康手帳、出産費用の

概算が明示されている書類など
●貸付金の償還について
償還期間：3年以内
貸付利子：連帯保証人がいる方は無利子

連帯保証人がいない方は年1.5％
償還方法：元利均等の月賦償還

●その他
資金の貸付けから返済にいたる過程で、民生委員に
よる相談援助が行われます。

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会　地域ささえあい課

☎（3523）9295

生活福祉資金（出産のための費用）の貸付
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9｜ 子育てガイドブック｜

「産後、家族などの手助けがない」「体調がすぐれない」
「はじめての子育てで不安」などのお母さんが、赤ちゃ
んと一緒に、助産師などから母子のケアや授乳指導、
育児指導などを受けることができます。

●利用できる方
中央区に住民登録がある出産後のお母さんとお子
さん

●実施施設
・聖路加助産院 
・東峯サライまたは東峯婦人クリニック（江東区）
・浜田病院（千代田区）
・同愛記念病院（墨田区）
・スワンレディースクリニック（北区）
・賛育会病院（墨田区）
・東京都済生会中央病院（港区）

※利用施設によって受入可能な月齢が異なります。
　詳しくは区のホームページをご覧ください。

●産後ケアの主な内容
・母体ケア（母体の健康状態のチェックなど）
・乳児ケア（乳児の健康状態、体重のチェックなど）
・育児相談、授乳指導

マタニティケアホーム（中央区）

産後ケア事業

◆実施場所・問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930 月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

プレママ教室（母親学級）・パパママ教室（両親学級）

事業名

プレママ教室
（母親学級） 初めて赤ちゃんを迎える

妊娠20～36週未満の方
（抽選制）

(平日)
妊娠中のお口の健康・食生活のポイントと料理の工夫
出産に向けての健康管理・産後の生活・沐浴実習　など

(土曜日)
出産に向けての健康管理・産後の生活・沐浴実習　など

（土曜日）
妊婦とそのパートナーで学ぶ赤ちゃんとの生活、妊婦体験、
沐浴実習　など

パパママ教室
（両親学級）

対象 主な内容

※プレママ教室は、平日か土曜日開催か、どちらかを選んでご参加ください。

禁煙外来医療費助成

　禁煙を希望する喫煙者に対し、禁煙外来での治療を
促すとともに、治療成功に向けた取組を支援するため、
健康保険が適用される禁煙外来での治療に要する医療
費の一部助成を行っています。
　助成制度について、詳しくは区のホームページをご
覧ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係
　日本橋保健センター健康係
月島保健センター健康係 

☎（３５４１）５９３０
☎（３６６１）５０７１
☎（５５６０）０７６５

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

たばこ・お酒の害
　妊娠中に、夫婦共にまたはどちらか１人が喫
煙している場合、両親とも吸わない場合と比較
して、早産、流産、低出生体重児の出産や乳幼
児突然死症候群（SIDS）の起こる頻度が高いと
報告されています。たばこの煙によって赤ちゃ
んが喘息などになる確率が高くなることも知ら
れています。妊婦自身の禁煙はもちろんのこ
と、パパや周囲の人も、妊婦や赤ちゃんのそば
での喫煙はやめましょう。
　また、アルコールについても胎盤を通過し、
胎児の発育（特に脳）に影響を及ぼします。出
産後もアルコールが母乳を通じて赤ちゃんに移
行することが知られています。
たばことお酒の害から赤ちゃんを守りましょう！

　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071 晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972
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　妊娠高血圧症候群などにより、入院医療を必要とす
る妊産婦の方の医療費を助成します。所得や入院期間
の条件があります。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

妊娠高血圧症候群等の医療費助成

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

流産・死産等を経験された方へ

大切な赤ちゃんを亡くされた悲しみはとても大きな
ものです。これまで通りの生活を送ることが難しく感
じられたり、その気持ちを抱えたまま、誰にも話すこと
ができずつらい思いをしていませんか。誰かに話すこ
とで、気持ちに変化が生まれるかもしれません。「気持
ちをきいてほしい」「気持ちを共有できる場所を知りた
い」などありましたらいつでもご相談ください。

【相談窓口】
○保健所、保健センター
相談時間：平日　午前９時～午後５時
 　　　中央区保健所  ☎(3541)5963
　　　 日本橋保健センター ☎(3661)6854
　　　 月島保健センター ☎(5560)0765
　　　 晴海保健センター                     ☎(6381)2972
　 
○東京都の相談窓口
（相談日時はホームページ等でご確認ください）
赤ちゃんを亡くされたご家族のための電話相談　
 ☎ (5320)4388
不妊・不育ホットライン ☎ (6407)8270

【手続きについて】
死産（妊娠１２週以降の流産を含む）の時期によっ

て、以下の手続きが必要になります。

○出産育児一時金
妊娠１２週（８５日）以降の方（死産・流産を含む）は

支給対象となります。ご加入の健康保険組合等にご確
認ください。

○母子健康手帳について
母子健康手帳についてはお返しいただく必要はあ

りません。また、妊娠健康診査等の受診券の償還払い
等の手続きが必要な方は手続きをお願いします。

【働く女性が利用できる制度について】
○産後休業
妊娠４カ月以降に流産・死産（人工妊娠中絶を含む）

の方も対象になります。（P16参照）

【妊婦のための支援給付について】
妊娠されていたことが確認できれば、申請により給

付を受けることができます。（P38参照）

●利用期間・回数
【宿泊型】1回の出産で5泊6日まで
（分割利用の場合は合計6日まで）
【日帰り型】1回の出産で5回まで

●利用者負担金

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（３５４１）５９３０
日本橋保健センター健康係 ☎（３６６１）５０７１
月島保健センター健康係 ☎
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

（５５６０）０７６５

「産後、家族などの手助けがない」「体調がすぐれない」
「はじめての子育てで不安」などのお母さんが、赤ちゃ
んと一緒に、助産師などから母子のケアや授乳指導、
育児指導などを受けることができます。

●利用できる方
下記全てにあてはまるお母さんと生後10週未満の

お子さん
①中央区民
②体調不良や育児不安などがある
③ご家族などからの援助がうけられない
※医療行為の必要な方などは利用できません。
●産後ケアの主な内容
・母体ケア（母体の健康状態のチェックなど）
・乳児ケア（乳児の健康状態、体重のチェックなど）
・育児相談、授乳指導

●実施施設
聖路加助産院 マタニティケアホーム
中央区明石町1-24 2 階から4階
●利用期間
6泊 7日まで（1泊2日から利用可能）

●利用者負担金
1泊2日10,000円（食事含む）
※以後1日ごとに10,000円加算
※住民税非課税世帯は半額、生活保護世帯
除されます。

※双子の場合は自己負担額が追加になりま
についてはお問い合わせください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課予防係 ☎（３５４１
日本橋保健センター健康係 ☎（３６６１
月島保健センター健康係 ☎（５５６０

産後ケア（宿泊型）事業

●免除期間
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４ヶ
月間。なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産
日が属する月の３ヶ月前から６ヶ月間の国民年金保険
料が免除されます。
●対象者
　国民年金第１号被保険者で、出産日が平成31年2月
１日以降の方。ただし、国民年金に任意加入している
方は該当しません。
　なお出産とは、妊娠85日（4ヶ月）以上の出産をい
い、死産、流産、早産された方を含みます。

●届出時期
　出産予定日の６ヶ月前から届出可能です。
●添付書類
　母子健康手帳等出産予定日または出産日が確認でき
る書類が必要です。（ただし、被保険者が世帯主で出産
後に届出する場合は、不要です。）
●届出先
　区役所４階保険年金課

◆問合せ先
　保険年金課保険年金係　　　　☎（３５４6）５
　中央年金事務所国民年金課　　☎（３543）14

産前産後期間は国民年金保険料が免除になります

12

【詳細は区のホームページをご確認ください。】

利用施設によって利用者負担金が異なります。
詳しくは区のホームページをご覧ください。
※住民税非課税世帯は2,500円減額、生活保護世
帯は全額免除されます。
※多胎児の場合は自己負担額が追加になります。
　金額については利用施設へお問い合わせください。
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｢これから赤ちゃんを迎えるあなた｣ へ
妊婦さん向けの情報を紹介しています！

中央区ホームページの
「食育ガイド」をご覧ください。
【検索方法】中央区トップページ→
健康・医療・福祉→保健所・保健センター→
食育ガイド

　妊娠中の食生活の話や、妊娠中に必要な栄養素（葉
シウム・鉄など）がとれるバランス料理を、実演・

実習・試食をとおしてわかりやすく紹介します。
ぜひ、ご参加ください。

アタリ写真

声参加者の
バランスのよい
食生活の大切さが
わかりました。

（妊娠 6カ月・36歳）

試食してみて、
ふだんの食事の味付けが
濃いことがわかった。
家でも作ってみようと
いう気持ちになった。
（妊娠 8カ月・28歳）

□ 前期破水　　□ 妊娠高血圧症候群
□ 巨大児分娩　□ 帝王切開分娩
□ 分娩時の出血量過多
□ 羊水混濁・胎児心拍数異常　など

25.0以上《肥満》

18.5以上25.0未満《ふつう》

18.5未満《低体重（やせ）》

個別対応

7～12㎏

9～12㎏

個別対応

0.3～0.5㎏／週

0.3～0.5㎏／週

＊厚生労働省「妊産婦のための食生活指針」より

非妊娠時の体格区分BMI 推奨体重増加量
妊娠中期から末期における
１週間あたりの推奨体重増加量

妊娠中の体重増加が
著しく多い場合のリスク

□ 切迫流産　　　□ 切迫早産
□ 低出生体重児
　 （2500g未満）分娩　など

妊娠中の体重増加が
著しく少ない場合のリスク

妊娠中の体重コントロール

妊娠前のBMI＝妊娠前の体重（kg）÷ 身長（ｍ）2
～やせすぎ ＆太りすぎに注意～ 妊娠前のBMIで望ましい体重増加量を目指します。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課予防係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

小さく生まれた
赤ちゃんは、

将来生活習慣病を
発症しやすくなることが
わかってきました。
※詳しくは教室で

13子育てガイドブック
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妊婦さん向けの情報を紹介しています！
中央区ホームページの
「食育ガイド」をご覧ください。

　妊娠中の食生活の話や、妊娠中に必要な栄養素（葉酸・カルシウム・鉄など）がとれる料理を、実演・実習
・試食をとおしてわかりやすく紹介します。

声参加者の
バランスのよい
食生活の大切さが
わかりました。

（妊娠 6カ月・36歳）

試食してみて、
ふだんの食事の味付けが
濃いことがわかった。
家でも作ってみようと
いう気持ちになった。
（妊娠 8カ月・28歳）

□ 前期破水　　□ 妊娠高血圧症候群
□ 高出生体重児分娩　□ 帝王切開分娩
□ 分娩時の出血量過多

妊娠中の体重増加が
著しく多い場合のリスク

□ 切迫流産　　　□ 切迫早産
□ 低出生体重児
　 （2500g未満）分娩　など

妊娠中の体重増加が
著しく少ない場合のリスク

妊娠中の体重コントロール

妊娠前のBMI＝妊娠前の体重（kg）÷ 身長（ｍ）2
～やせすぎ ＆太りすぎに注意～ 妊娠前のBMIで望ましい体重増加量を目指します。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

低体重（やせ）

普通体重

肥満（1度）

肥満（2度以上）

※BMI（Body Mass Index）：
体重（kg）/身長（m）2

＊1　「増加量を厳格に指導する根拠は必ずしも十分ではないと認識し、個人差を考慮したゆるやかな指導
を心がける。」産婦人科診療ガイドライン産科編 2020 CQ 010 より

＊2　日本肥満学会の肥満度分類に準じた。

18.5未満

18.5以上25.0未満

25.0以上30.0未満

30.0以上

12～15kg

10～13kg

7～10kg

個別対応
（上限5kgまでが目安）

妊娠前の体格＊2（BMI）※ 体重増加指導の目安

妊娠中の体重増加指導の目安＊1

小さく生まれた赤ちゃんは、
将来生活習慣病を発症しや
すくなることがわかってきま
した。※詳しくは教室で

＊厚生労働省「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」より

【これから赤ちゃんを
迎えるあなたへ】

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

レンジでチャプチェ風
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◆問合せ先
　区民部区民生活課戸籍係 ☎（3546）5317
　区民部日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
　区民部月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153
　区民部晴海特別出張所区民係 ☎（3520）8096

生まれた日から14日（生まれた日を含みます。）以
内に父母の本籍地、届出人の住所地、子の出生地のう
ち、いずれかの区市町村役場（中央区は、平日の日中
は特別出張所も提出可能）に提出してください。
なお、届出の際は、届書1通、出生証明書（届書

についているので医師に記入してもらう）、母子健康手
帳と届出人の印鑑、本人確認書類をお持ちください。
また、夜間・休日に届出される場合は、母子健康手

帳は届出後、平日の日中に出生届を提出した
役場（中央区は戸籍係または特別出張所）へ
ださい。

◆問合せ先
　区民部区民生活課戸籍係 ☎（3546）5317
　区民部日本橋特別出張所区民係 ☎（3666）4253
　区民部月島特別出張所区民係 ☎（3531）1153

生後 4カ月までの赤ちゃんがいるすべてのご家庭を
保健師・助産師などが訪問し、赤ちゃんの体重測定や
健康状態の確認をするとともに、育児相談などを行っ
ています。
訪問は母子健康手帳交付時にお渡しする『母と子の

保健バッグ』の中に入っている「赤ちゃん訪問連絡は
がき」（出生通知書）をもとに行っています。赤ちゃん
が生まれたらなるべく早くご投函ください。

連絡はがきをお持ちでない方はお住まいの
健所・保健センターへお問い合わせください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課予防係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

新たな区民の誕生を祝福し、お子さんの健やかな成
長を願うため、区内共通買物券（3万円分）をお贈り
しています。

●対象者
出生日において、保護者および新生児の住所が中央

区にある方で、お子さんが１歳になる前日まで申請で
きます。（申請日に区内に住所のない方は除きます。）
●申請方法
申請者は、同居する保護者または親族（それ以外の

方は、委任状が必要です）

●申請に必要なもの
①申請者本人（委任状による場合は委任さ
の身分証明書

②朱肉が使用できる印鑑

※日本橋・月島特別出張所でも申請できます。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（3546）535

赤ちゃんが生まれたら

出生届を提出しましょう

赤ちゃんとママの訪問をします 赤ちゃん訪問連絡はがきを出して

新生児誕生祝品（区内共通買物券）をお贈りします

14

出生届

赤ちゃんが生まれたら

生後4カ月までの赤ちゃんがいるすべてのご家庭を
保健師・助産師などが訪問し、赤ちゃんの体重測定や
健康状態の確認をするとともに、育児相談などを行っ
ています。
訪問は母子健康手帳交付時にお渡しする『母と子の

保健バッグ』の中に入っている「赤ちゃん訪問連絡は
がき」（出生通知書）をもとに行っています。赤ちゃん
が生まれたらなるべく早くご投函ください。

連絡はがきをお持ちでない方はお住まいの地域の保
健所・保健センターへお問い合わせください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

新生児訪問

健康保険に加入している方が出産をした場合、出産
した日に加入している健康保険から「出産育児一時金」
が支給されます。（死産や流産は、妊娠85日以上の
場合に支給されます。詳しくは加入している健康保険
にお問い合わせください。）

【直接支払制度】
　原則として、健康保険から直接、医療機関に支払い
ます。出産費用から「出産育児一時金」の金額が差し
引かれますので、一時金を超えた分の費用を退院の際
に医療機関にお支払いください。出産費用が一時金の
金額までかからなかった場合には、健康保険に申請す
ることにより差額が支給されます。

【手続方法、支給金額】
　加入している健康保険により異なりますので、出産
する方が加入している健康保険組合または会社の担当
部署にお問い合わせください。
～中央区国民健康保険加入者の場合 ～
●支給対象者
中央区国民健康保険の加入者で出産した方の世帯主
●支給額　50万円
●申請方法　医療機関に直接お申し込みください。
※次の場合は区役所に問い合わせください。
・ 直接支払制度を利用しない場合
・ 出産費用が50万円未満の場合

◆問合せ先
　福祉保健部保険年金課給付係 ☎（3546）5360

出産育児一時金の支給

生まれた日から14 日（生まれた日を含みます。）以
内に父母の本籍地、届出人の住所地、子の出生地のう
ち、いずれかの区市町村役場（中央区は、平日の日中
は特別出張所も提出可能）に提出してください。
なお、届出の際は、届書1 通、出生証明書（届書
についているので医師に記入してもらう）、母子健康手
帳と本人確認書類をお持ちください。
　また、夜間・休日に届出される場合は、母子健康手
帳に証明ができないため、平日の日中に出生届を提出

した区市町村役場（中央区は、戸籍係ま
たは特別出張所）へお持ちください。

【詳細は区のホームページをご覧ください】
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【自立支援医療（育成医療）】
身体に障害のある児童に対し、生活能力を得るため

に必要な医療の給付を行います。
　18歳未満で、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、
音声、言語、そしゃく機能、心臓疾患、腎臓疾患、先
天性内臓疾患などで体に障害を有する方または疾患を
放置した場合にこれと同じ程度の障害を残すと認めら
れる方に対し、指定医療機関での手術などにかかる医
療費を負担します。

【養育医療】
　出生時の体重が2,000グラム以下か、生活力が特
に弱く、身体機能に特定の症状がみられる方の入院治
療について、医療費の一部を負担します。

【小児慢性疾患】
　18歳未満で、悪性新生物（小児がん）、慢性腎疾患、
慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、
糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・
筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化
を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の
病気にかかっているお子さんに対し、医療費の一部を
助成します。

【療育給付】
　18歳未満の結核にかかっているお子さんで、その
治療のための入院が必要な場合は、医療費の給付とと
もに、学習や療養生活に必要な物品を支給します。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月
晴海保健センター健康係
島保健センター健康係 ☎（5560）0765

☎（6381）2972

お子さんが病院・薬局などで診療や調剤を受ける際
に、健康保険の適用される医療について保護者の負担
する額を助成します。所得制限はありません。

●対象となる児童

●交付される医療証

　小・中学生（15歳になった年度の末日まで）には
　　子ども医療証（　医療証）

●申請に必要なもの
お子さんの加入健康保険がわかるもの（資格確認
書、資格情報のお知らせ等）もしくはお子さんのマ
イナ保険証

●助成の範囲
・ 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分（乳幼
児健診、予防接種料、入院室料差額などの健康保
険が適用されないものなどは対象になりません。）

・ 入院時の食事療養標準負担額
●助成の方法
・

・

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

子どもの病気への医療費助成

子ども医療費助成

☎（3546）5350・5351

【詳細は区のホーム
ページをご覧ください】

　区内に住所があり、健康保険に加入している高校生
　等（18歳になった年度の末日）までの児童

　　乳幼児（6歳になった年度の末日まで）には乳幼児
　　医療証（　医療証）

　　高校生等（18歳になった年度の末日まで）には高
　　校生等医療証（　医療証）青

　※特別出張所、郵送および電子申請でも手続きができま
　すが、医療証は後日郵送します。

都内の医療機関で受診する場合は、マイナ保険証
（資格確認書等）と医療証を提示してください。
健康保険適用のものは無料になります。
医療証を取り扱わない医療機関（都外の病院など）
で受診する場合または食事療養標準負担額がか
かった場合は、後日払い戻しの申請によりお支払
いします。払い戻しの申請は原則、郵送では受付
ておりません。

・

・

・
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◆問合せ先

児童手当

虹のサービス（区民どうしのたすけあい家事サポート）

　産前産後で家事援助などを必要としている方に、地
域の協力会員がお手伝いをするたすけあい活動です。
詳しくはP7「虹のサービス（区民どうしのたすけあい
家事サポート）」をご覧ください。

お子さんが１歳になる前日まで申請できます。

●対象者
出生日において、保護者および新生児の住所が中央
区にある方。

（申請日に区内に住所のない方は除きます。） ◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

新生児誕生祝品（区内共通買物・食事券）
新たな区民の誕生を祝福し、お子さんの健やかな成
長を願うため、区内共通買物・食事券（3万円分）を贈
呈しています。
現在、物価高騰におけるご家庭の経済的な負担軽減

を図るために、２万円分を追加し、５万円分の区内共通
買物・食事券を贈呈しています。（令和7年４月１日現在）

18歳になった年度の末日までの児童を養育してい
る方へ支給している手当です。
公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

●手当額
　・3歳未満：月額15,000円
　・3歳～高校生：月額10,000円
　（第3子以降は月額30,000円）

●申請に必要なもの
手続きする方の本人確認書類、申請者の預金口座番
号のわかるもの、個人番号確認書類、ほかに個別の

　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
☎（3546）5350・5351

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会在宅福祉サービス部

☎（3206）0603

◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」 ☎（3542）6321

育児支援ヘルパーの派遣
育児や家事の支援を必要とする家庭に、区と契約し
た事業者からヘルパーを派遣します。詳しくはP7
「育児支援ヘルパーの派遣」をご覧ください。

【詳細は区のホーム
ページをご覧ください】

【育児ヘルパーの派遣】

●申請に必要なもの
申請者本人（委任状による場合は委任された方）の　
本人確認書類
※特別出張所、郵送および電子申請でも申請できます。

【詳細は区のホーム
ページをご覧ください】

●申請者
同居する保護者または親族（それ以外の方は、委任
　状が必要です。）

事情に応じた必要書類があります。
※特別出張所、郵送および電子申請でも申請できます。
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らは、産後のホルモンの変化や赤ちゃんの誕生
大きな生活の変化が原因とされています。

数日で現れる場合にはマタニティブルーといわ
とんどの方が経験しますが、1週間ほどで軽快
しかし症状が2週間以上続いたり、ひどくなっ
場合には「産後うつ」の可能性があり、１～2
におこるといわれています。

の場合には家事育児を休んで、ゆっくり休養したり、
する必要があります。しかし、お母さんがこうし
体の変化を感じても、育児に追われ対応が後回
てしまったり、お父さんや周囲の方も赤ちゃん
先で、お母さんの変化を見逃しがちになること

応が早いほど回復も早いといわれています。もし
……と思ったら、迷わず医師や保健師にご相談く
い。

●中央区保健所では、月1回専門医による「ママのこ
ころの相談」を行っています。（予約制）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課予防係 ☎（3541）5963

●ママに限らず、どなたでもこころに関する相談は保　
健所・ 保健センターで実施しています。

　お気軽にご相談ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課予防係 ☎（3541）5963
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）6854
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

こんなことありませんか？

わけもなく
悲しくなって涙がでる
いつも不安感が強い

いつまでも
疲れがとれない

原因のわからない頭痛が続く

ちょっとしたことで
イライラする

赤ちゃんの世話が苦痛

マのこころの相談

17子育てガイドブック

●中央区保健所では、月1回専門医による「ママのこ
ころの相談」を行っています。（保育あり、予約制）

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5963

●ママに限らず、どなたでもこころに関する相談は保　
健所・ 保健センターで実施しています。

　お気軽にご相談ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5963
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）6854
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

こんなことありませんか？

わけもなく
悲しくなって涙がでる
いつも不安感が強い

いつまでも
疲れがとれない

原因のわからない頭痛が続く

ちょっとしたことで
イライラする

赤ちゃんの世話が苦痛

ママのこころの相談

これらは、産後のホルモンの変化や赤ちゃんの誕生
による大きな生活の変化が原因とされています。

産後数日で現れる場合にはマタニティブルーとい
われ、ほとんどの方が経験しますが、1 週間ほどで軽
快します。しかし、症状が2 週間以上続いたり、ひどく
なっている場合には「産後うつ」の可能性があり、１～ 
2割の方におこるといわれています。

この場合には家事育児を休んで、ゆっくり休養した
り、治療をする必要があります。しかし、お母さんがこ
うした心や体の変化を感じても、育児に追われ対応が
後回しになってしまったり、お父さんや周囲の方も赤
ちゃんが最優先で、お母さんの変化を見逃しがちにな
ることも。

対応が早いほど回復も早いといわれています。もし
かして……と思ったら、迷わず医師や保健師にご相談
ください。
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◆問合せ先
　東京労働局雇用環境均等部 指導課 ☎（3512）1611

◆問合せ先
ハローワーク飯田橋 ☎（3812）8609

【出産育児一時金・出産手当金など】
　出産後には、出産育児一時金や出産手当金などが支
給される制度があります。

◆問合せ先
　勤務先、年金事務所、健康保険組合など

働く女性・ 男性のための、出産・育児に関する制度

【育児休業給付金】
　育児休業、産後パパ育休を取得したときは、一定の
要件を満たした場合に、雇用保険から育児休業給付
金が支給される制度があります。

【産前・産後の健康管理】
　妊産婦は、事業主に申し出ることにより、健康診査
などを受けるために必要な時間を確保することがで
きます。
　医師などから受けた指導を職場に伝達するために、
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してくだ
さい。（「母子健康手帳」に様式があります。）

【産前・産後の休業】
　産前6 週間（多胎児妊娠の場合は14 週間）は、事
業主に請求することにより、休業することができ
ます。
　出産後8 週間は、事業主は就業させることができ
ません。ただし、産後6 週間経過後に本人が請求し、
医師が認めた業務については、働くこともできます。

【育児休業】
　子どもが1 歳に達するまでの間、事業主に申し出
ることにより、父親、母親のいずれでも分割して2回
まで育児休業を取得することができます。
　また、保育所に入所できないなどの一定の要件を
満たす場合は、最長で子どもが2歳に達するまでの
間、育児休業を延長することができます。

【産後パパ育休（出生時育児休業）】
　育児休業とは別に、子どもの出生後8週間以内に、
4週間まで育児休業を取得することができます。
（分割して2回取得可能）

【産前・産後・育児期の労働】
　妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外、
休日、深夜業労働が免除されます。
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公費

新生児聴覚検査

〈都内契約医療機関で実施〉

私費

1カ月児健診

おっぱいやミルク
上手に飲めているかな。

公費

9～10カ月児健診

〈都内契約医療機関で実施〉
☆はいはいやつかまり立ち、
周りの人とかかわりが持て
ているかな。

私費

1歳児健診

公費

6～7カ月児健診

〈都内契約医療機関で実施〉
身体もこころも発達しているかな。
☆寝返りやおすわり、周りのものに
興味があるか、などをみます。

公費

3歳児健診

〈保健所・保健センターで実施〉
☆身体計測、小児科医の診察を通して、身体
もこころも順調に成長したか、お話はでき
るか、などをみます。
☆さまざまな専門スタッフがいるので、子ど
もの気になる癖や偏食などの子育てに関す
るご相談にのります。

公費

1歳 6カ月児健診

〈からだの健診は、区内契約医療機関で実施〉
☆一人歩き、言葉の理解や単語（一語文）が
でているか、などをみます。

〈歯科健診、育児・栄養相談は保健所・保健
センターで実施〉
☆むし歯、お口のチェックや歯みがきの仕方
をお話します。
☆そろそろ自我がでてきて、かんしゃくを起こ
したり、食べムラがあったり…そんなご相談
にのります。

公費

3～4カ月児健診

〈保健所・保健センターで実施〉
すくすくおおきくなっているかな。
☆身体計測や首すわりの様子などを見ます。
☆育児のご相談、離乳食の進め方などのお
話もあります。

出 生 （上限あり）

乳幼児健診

健康に育つために

　公費で実施する健診は、個別に通知をお送りします。（新生児聴覚検査は、母子健康手帳交付時に受診票をお渡し
します。）乳幼児健診は、赤ちゃんの発育・発達をみてもらったりママ・パパの不安を解消する良い機会ですので、ぜ
ひ受診しましょう。
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　お母さんからもらった病気に対する抵抗力も生後3
カ月を過ぎるころからだんだん失われていきます。また、
子どもの成長とともに外出の機会は増え、病気に感染
する可能性も増大します。保育園や幼稚園に入るまで
に予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように予
防しましょう。区では各予防接種の対象年齢にあるお子
さんに、案内をお送りしています。忘れずに受けましょう。

　なお、中央区へ転入された方で未接種の予防接種が
ある場合には、母子健康手帳と保護者の本人確認書類
を持って保健所・保健センターへお越しください。

【子どもの予防接種】
◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課感染症対策係
　☎（3541）5930

※小児用肺炎球菌は、接種開始月齢により接種回数が異なります。

（令和7年4月1日）

子どもの予防接種

予防接種名 法律による対象年齢 標準的な接種期間 予診票発送時期 接種方法など

B型肝炎

ロタウイルス
感染症

1歳の

ロタリックス
（2回）

ロタテック
（3回）

出生６週０日後～
24週０日後

生後2カ月～5歳の
前日

生後6カ月～
7歳6カ月の前日

生後2カ月～
7歳6カ月の前日

初回接種は
生後2カ月～出生14週
6日までに開始

1日～14日生まれの方は
2カ月に達する前月

15日～31日生まれの方は
2カ月に達する月

1日～14日生まれの方は
2カ月に達する前月

15日～31日生まれの方は
2カ月に達する月

1日～14日生まれの方は
3歳に達する前月

15日～31日生まれの方は
3歳に誕生月

1日～14日生まれの方は
4歳に達する前月

15日～31日生まれの方は
4歳に誕生月

1日～14日生まれの方は
9歳に達する前月

15日～31日生まれの方は
9歳に誕生月

1日～14日生まれの方は
11歳に達する前月

15日～31日生まれの方は
11歳に誕生月

1日～14日生まれの方は
2カ月に達する前月

15日～31日生まれの方は
2カ月に達する月

1日～14日生まれの方は
2カ月に達する前月

15日～31日生まれの方は
2カ月に達する月

27日以上の間隔を
おいて2回接種

初回は生後24カ月の
前日までに27日以上
の間隔をおいて3回

27日以上の間隔を
おいて3回接種

出生６週０日後～
32週０日後

前日

27日以上の間隔を
おいて2回、

1回目の接種から
139日以上
おいて1回

HPV 小学校6年生～
高校1年生相当の女子

中学校1年生 小学校5年生の3月

１期
初回

日本脳炎 1期
追加

2期 9歳～13歳の前日 1回

小児用
肺炎球菌

初回 生後2カ月～7カ月未満

追加 1回

ＢＣＧ 1歳の前日 生後5カ月に達する月 1回

MR（麻しん
風しん混合）

1期

2期

1歳～2歳の前日

5歳～7歳未満で小学校就学前年度
（入学前年度4月1日～3月31日）

生後11カ月に達する月 1回

小学校就学前々年度の3月 1回

水痘
（水ぼうそう） 1歳～3歳の前日 生後11カ月に達する月

3月以上の間隔を
おいて2回接種

2期二種混合 11歳～13歳の前日 1回

2回または3回

１期初回

五種混合

20日以上の間隔を
おいて3回

3回目の接種から6月
以上の間隔をおいて1回

6日以上の間隔を
おいて2回接種

1期初回接種から
6月以上の間隔を
おいて1回

1期追加

生後12カ月～15カ月未満
（初回終了後60日
以上の間隔をあける）

生後2カ月～9カ月未満

生後2カ月～7カ月未満
（20～56日の間隔をあける）

初回終了後６カ月～
18カ月の間隔をあける

1回目は生後
12カ月～15カ月未満、
2回目は1回目終了後

6～12カ月の間隔をあける

3歳～4歳未満
（6～28日の間隔
をあける）

4歳～5歳未満
（初回接種終了後おおむね
1年の間隔をあける）

9歳～10歳未満

11歳～12歳未満

生後5カ月～8カ月未満
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＜接種間隔のめやす＞

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課感染症対策係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課感染症対策係

☎（3541）5930

「ちゅうおう子育てナビアプリ」

注射生ワクチン 経口生ワクチン

 ・  ・ロタウイルスBCG
 ・ MR
 ・ 水痘
 ・ おたふくかぜ

不活化ワクチン
 ・ 小児用肺炎球菌
B型肝炎
五種混合
日本脳炎
二種混合
HPV
インフルエンザ

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

予防接種の注意点

任意予防接種の費用助成

注射生ワクチン接種後、他の注射生
ワクチンは27日間うけられません。

不活化ワクチン同士や生ワクチン
と不活化ワクチンの接種間隔の制
限はありません。

予防接種の種類や接種回数が多く、接種スケジュー
ルの管理が大変な乳幼児の保護者の方向けに、感染
症の流行情報や区からのお知らせなどを提供する
サービスです。
お子さんに合わせた予防接種スケジュールを自動
で作成し、接種日が近づくと事前にお知らせしますの
で、接種忘れ防止に役立ちます。
登録は無料ですので、右記よりご利用ください。

①おたふくかぜ任意予防接種費用の一部助成
［対象年齢］
1 回目：1歳～小学校就学前年度
2 回目：小学校就学前年度
［発送時期］
1 回目：生後11カ月に達する月
2 回目：小学校就学前々年度の3月
詳しくは、保健所・保健センターまでお問い合わせ
ください。
②小児インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成
［対象年齢］
生後6カ月～18歳
詳しくは、保健所までお問い合わせください。

ちゅうおう子育てナビアプリ
【Web版】
https://chuo.city-hc.jp/
【アプリ版】
iPhoneの場合はApple store
Androidの場合は
Google Playにて
「ちゅうおう子育てナビアプリ」と
検索してください。 Web版

③男性へのHPV任意予防接種費用の助成
［対象年齢］
小学校6年生～高校1年生相当の男性
詳しくは、保健所・保健センターまでお問い合わせ
ください。
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●プレママ教室　→　P9へ

●産前・産後歯科健康診査
＜区内契約歯科医療機関で実施：公費＞
　時期　妊娠中、出産後1年未満に各1回
　内容　歯科健診・歯科保健指導

●1歳6カ月児歯科健診
→1歳6カ月児健診 （P17）

●3歳児歯科健診
→3歳児健診 （P17）

●赤ちゃんの歯の健康相談
（乳児歯科健康相談）（毎月実施・通知制）
　対象　生後10～１１カ月ごろの乳児
　内容　歯科健診・歯科相談・食べ方相談

●子どもの歯の健康相談
（幼児歯科経過観察）（毎月実施・予約制）
　対象　2歳6カ月までの幼児
　内容　歯科健診・歯科保健指導

●むし歯予防処置
（幼児歯科予防処置

（年2回実施）
対象 幼児～成人
内容 矯正専門家による
 歯並びなどの相談
費用 無料

）（毎月実施・予約制）
　　対象　1歳6カ月～2歳6カ月までの幼児
　　内容 フッ化物塗布など
　　費用 フッ化物塗布：有料

●歯

（毎月実施・予約制）
対象　2歳7カ月～ 4歳未満
内容　個別相談・ミニ講話・お口の機能チェック
費用　無料

●すくすく歯科相談

並び・かみ合わせ相談

●よい歯のすこやか家族表彰
（年1回実施）
　対象　歯の健康づくりに努力されている

ご家族（前年度3歳児健診を受診した
　　　　幼児とその家族）
　受賞要件 かかりつけ歯科医からの推薦

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

よい歯並びを育むポイントの紹介、歯や歯並びの
相談を行います。

むし歯予防や歯みがきのコツ、また、歯ぎしり・
かまない・食べ方などのご相談もお受けします。

歯みがき、むし歯、食べ方などのご相談をお受け
します。

1歳6カ月児から、約6カ月ごとに、むし歯　
予防処置（フッ化物塗布）を行っています。

歯の健康相談

よい歯の
すこやか家族表彰

受賞
者のコメントをご紹介します。

【子ども健診等一覧】

☆令和6年度は、57組118人受賞

☆令和6年度は、49人受賞！

◎たくさん食べて歯磨きをがんばります
（女の子）

◎これからも家族でむし歯ゼロ目指します
（女の子）

◎姉弟で受賞！
　これからも家族みんなで歯磨き！ 

（男の子）

◎今後も自分の歯で食生活を楽しみたい
（93 歳女性）

◎楽しく元気に過ごしていきたいと思います
（81 歳男性）
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妊　娠

出　産
入　学

4カ月

10カ月

1歳

1歳 6カ月

3歳

プレママ教室 P9

産前歯科健診 P20

産後歯科健診 P20

赤ちゃんの歯の
健康相談 P20

1歳 6カ月児
歯科健診 P17

フッ化物塗布
デビュー！ P20

子どもの歯の
健康相談 P20

3歳児
歯科健診 P17

歯並びの相談 P20

すくすく歯科相談 P20

ママ、近所にかかりつけ
歯医者をつくる

ママと赤ちゃん
初めてのお散歩デビュー！

公園デビュー！
水筒を持ちましたか？

草市、べったら市、大江戸
まつり、…お祭りデビュー！
今日は甘いものOK！

一人でおつかいデビュー！
今日はグッとがまんの
お菓子売り場

「8020」…
80歳になっても20本以上の

自分の歯を保って、元気に暮らそうと
いう健康づくり運動です。

かかりつけの歯医者をget！
歯医者さん情報 P96

あこがれの「8020」へ

おめでとう！
「よい歯のすこやか家族表彰」

受賞！ P20

フッ化物入り歯みがき剤
好きな味はフルーツ味
うがいの練習も
はじめよう！

スタート ゴール

◆ママが歯科治療を受ける時

・ かかりつけ歯医者に相談する
・ ファミリーサポートを利用する  

（P36）

  ◆むし歯予防のポイント
　1. 水・ 麦茶で水分補給
　2.おやつの時間を決める
　3. 定期的な歯科健診を

受ける

まだまだ続く・・・

CHUO CITY　歯っぴー大作戦
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　子どもの成長に合わせた離乳食の進め方・食べさせ方について、中央区オリジナルテキストを使って説明したり、
料理の紹介や試食を行います。
　日程については、「３～４カ月児健康診査」の案内に同封している“離乳食講習会年間予定表”や 区のホーム
ページに掲載しますので、対象の誕生月に合わせてご参加ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

●離乳期に健康的な食習慣の基礎を作ることが「食育」につながります。

いつでもお気軽に
保健所・保健センターの

管理栄養士に
ご相談ください。

保健所・保健センターで実施する「３～４カ月児健康診査」で、
講習を行います。
「離乳食はいつ頃から始めたらいいの？」
「どうやって進めていくの？」など進め方のポイントの
お話をします。

後期と完了期に向けた食事についてのお話をします。
「固さや量がわからなくて、困っています」
「遊び食べが始まったけど･･･」など
ステップアップの段階で、実際に出てくる質問にお答えします。

初期～中期

後期～完了期

離乳食講習会

「食品の種類を増やすって？」
「魚のすりつぶしってどうやって作るの？」など
離乳食をスタートした時に知っておきたい離乳食づくりの
基本と中期の進め方のお話をします。
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23｜ 子育てガイドブック｜

　「食べムラがあって困っています」「最近、野菜をあまり食べなくて」「うちの子って少食？」「アレルギーが
心配で」など、幼児期の食生活全般で気になることがありましたら、保健所・保健センターの管理栄養士にお気
軽にご相談ください。（予約制）

　幼児期の適切な食事内容や量は、「幼児向け食事バランスガイド」が参考になります。
食事バランスガイドは、コマをイメージして描き、1日に“何”を“どれだけ”食べたらよいかが一目でわかる
食事の目安です。「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5つのグループの料理・食品を組み合
わせてとれるように、わかりやすく示しています。

幼児の食事量は、どれくらい？

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）4260
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

菓
子
嗜
好

飲
料
楽しく適度に

主  食
3～4つ

（ごはん・パン・麺）

副  菜
4つ

（野菜・きのこ・芋・海藻料理）

主  菜
3 つ

（肉・魚・卵・大豆料理）

牛乳・乳製品
2 つ

果  物
1～2つ

幼児向け食事バランスガイド
◆3～5歳児1日の目安量（料理例）◆
―1250～1300kcal を基準に作成―

※参考「東京都幼児向け食事バランスガイド」

食パン 6 枚切り1枚

運動
・・・水、お茶

ごはん子ども茶碗1杯 ごはん子ども茶碗1杯

たまご1個 納豆1パック 焼き魚1/2 匹

ヨーグルト1個
り

切干大根の煮物ほうれん草のお浸し

んご1/2 個

牛乳コップ半分 みかん1個

野菜サラダ 具だくさん汁

食事バランスガイドの見方
①食事に偏りがあって、バランスが悪くなるとコ
マが倒れます。

②運動することによってコマが回転し、初めて
安定します。

栄養相談（子どもの食事アドバイス）



24

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係  ☎（5560）0765
晴海保健センター健康係  ☎（6381）2972

　保健所・保健センターでは、親子で一緒に参加したり、子ども達が食事の大切さを楽しく学べる、さまざまな
「食育」を実施しています。

幼児食育教室
1歳 6カ月～3歳未満

の親子対象

親子食育教室

子ども健康教室

キッズクッキング
小学生・中学生対象

幼児期の食生活の話と、子どもが食べやすい料理を紹介します。
お子さんは食育遊びをして楽しく過ごします。

食育クイズや食事の話、親子で料理作りにチャレンジする
体験型の教室です。

「 しく料理ができる力」を育てるために、
子ども達のやる気を応援します。

簡単な料理だったので、一緒に作
る楽しみを知った気がします。

（4歳児の保護者）

・普段見過ごしてきたことをこの
教室をきっかけにできそうで、
参加してよかったです。
　　　　　　 （5歳児の保護者）

子どもは遊びながら親は学べるよ
い機会となりました。調理実演や
試食ですぐに役立つ知恵を得るこ
とができました。

（1歳7カ月児の保護者）

・どんなおやつが体にいいかわか
りました。 （5歳児）

シャカシャカサラダが簡単でおいし
かったので気に入りました。

（小学2年生）

子どものための健康教室

学ぶ
＆
料理作り

食べることの大切さを親子で楽しく学んだり、子どもだけで料理を作り、
親子で試食します。食生活面からの健康づくりを親子で学べる教室です。

楽

3歳～6歳未満
の親子対象

4歳～未就学児
の親子対象
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25｜ 子育てガイドブック｜

家庭における“共食（きょうしょく）”の推進

“共食”とは、誰かと食事を共にすることです。家族一
緒に食事をとりながら、楽しくコミュニケーションを図る
共食は、食育の原点であり、子どもへの食育を推進する大
切な時間と場になります。　

ご存じですか？ 食育ガイド
区のホームページに、「食育ガイド」を掲載しています。簡単にできるおすすめ料理や食

育絵本の紹介など、ご家庭での食育の取り組みのヒントを紹介しています。
ぜひ、ご活用ください。　

“食べよう野菜350（サン・ゴー・マル）”運動の推進

区では、区民ひとりひとりが“毎日350g以上の野菜を
食べよう”という運動を通して、野菜摂取の重要性と1日
の望ましい摂取量を理解し、日々の食生活に今より多く
の野菜料理をとり入れていけるように取り組んでいます。

“噛ミング30（カミングサンマル）”運動の推進

～ ゆっくりよく噛んで 食べよう ～

“噛ミング30”とは、ひとくち30回以上
ゆっくりよく噛んで食べることで、より健康的
な生活を目指すためのキャッチフレーズです。 ◆問合せ先

　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
　月島保健センター健康係 ☎（5560）0765
　晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

350g

家族そろって、いただきます
共食っていいね！

【食育ガイド】
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　最近の子育て事情をふまえて、医師や子育ての専門
家がお話しします。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

子育て支援講習会

◆問合せ先
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071

アレルギー講演会

　保健センターでは、就学前のお子さんを対象にアレ
ルギー専門相談（アトピー性皮膚炎
ます。

など）を行ってい

　皮膚科医、保健師が個別にご相談を伺います。（年
6回予約制）

◆問合せ先
日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

専門医のワンポイントレッスン
アトピー性皮膚炎の原因や悪化因子となる

ものには、さまざまなものがあります。偏った
自己判断によって、かえってトラブルを招いて
しまっている方も少なくありません。正しい基
礎知識と各患者さんにあったケアが大事です！
ぜひ一度ご相談ください。

アレルギー専門相談

すくすく健康相談（乳幼児健康相談）

「こどもの発達がゆっくりな気がする。」
「こどもは元気に成長してるかな。」
「離乳食を食べてくれない…」
「お友だちとうまく遊べないのはなぜかしら?」
 いろいろ心配・・・ ◆問合せ先

　中央区保健所健康推進課健康係 ☎（3541）5930
　日本橋保健センター健康係 ☎（3661）5071
月島保健センター健康係 ☎（5560）0765

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

晴海保健センター健康係 ☎（6381）2972

お一人で悩まず、すくすく健康相談をご利用くださ
い。就学前のお子さんを対象に乳幼児の成長・発達、
育児の不安や子育てに関する相談を、医師・保健師・
管理栄養士・心理職が個別にお受けします。また、必

要に応じて専門機関へのご紹介も行っています。
詳しくはお近くの保健所・保健センターにお問い合
わせください。（※完全予約制）

日本橋保健センターでは、年1回、アレルギー講演会
を行っています。
アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患に対する

正しい理解を深め、適切な対処方法を学びましょう。

※日程・テーマなどは、「区のおしらせ ちゅうおう」に掲載
しますので、お気軽にお申し込みください。（無料・保育
あり・要予約）

※日程・テーマなどは、「区のおしらせ ちゅうおう」に掲載
しますので、お気軽にお申し込みください。（無料・保育
あり・要予約）
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27｜ 子育てガイドブック｜

ぜん息児運動教室
子どもたちが医師など専門スタッフの下でぜん息に
関する知識・呼吸法などを学び、有酸素運動を通じて
健康の増進を図るとともに、自己管理方法を習得しま
す。

●対象
医師に気管支ぜん息と診断されている小学校1年生
　から中学校3年生までの区内在住者
●申請方法
参加申込書を窓口に持参または郵送でお申し込み
　ください。（電子申請も可）

●費用
無料

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係　☎（3546）5400

ぜん息児水泳教室
運動中に発作を起こしにくく、ぜん息児の体力づく
りに適している水泳を通じて、健康回復・増進を図りま
す。医師・看護師が常時待機しています。　

●対象
医師に気管支ぜん息と診断されている5歳児から小
　学校6年生までの区内在住者
●申請方法
参加申込書を窓口に持参または郵送でお申し込み
　ください。（電子申請も可）

●費用
無料

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係　☎（3546）5400

東京都大気汚染医療費助成
●対象
18歳未満で都内に1年以上住所を有する方で、大気
　汚染の影響を受けると推定される疾病（気管支ぜん
　息など）にかかった方に医療費の助成を行ってい
　ます。（18歳の誕生日の属する月の末日まで）
●申請方法
認定申請書に主治医診療報告書、健康保険証の写
　しを添付する。
●費用
認定疾病に係る医療に関する給付の自己負担額を助
成する。（入院時の食事療養標準負担額等を除く。）

●その他必要な情報
他の法令などにより自己負担額が生じない方は除く。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課給付係　☎（3546）5400

【東京都大気汚染医療費助成】
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子ども発達支援センターは、育ちに支援を必要とす
るお子さんやご家族の相談をお受けし、お子さんの発
達状況に応じて、さまざまな支援を行う地域の療育の
拠点です。
　通園・通学先が替わっても、お子さんへの適切な支
援が一貫して継続されるよう、保健・福祉・教育を繋ぐ「中
央区育ちのサポートシステム」の中心的役割を担い、
すべての子どもたちののびやかな育ちを応援します。

所在
（地図はP88をご覧ください。）

地：中央区明石町１２-１（３階） ☎（3545）9844

このようなご相談をお受けし、お子さんの発達状況
に応じて、心理面接、個別療育（理学療法、作業療法、
言語療法）、集団療育や児童精神科などの専門相談を
活用し、継続的な支援を行います。
対象　０歳から高校生までのお子さん
※新規相談は、原則として就学前までのお子さん
日　時　平日　午前９時～午後５時

●保育園巡回相談
　相談員が、保育所、認定こども園などを訪問し、在園
するお子さんの発達状況についての助言を行います。

●児童発達支援（幼児室）※
小グループでの遊びや課題を通して、基本的生活習
慣、運動機能や人との関わる力を育てます。幼稚園や
保育園という大きな集団でも、意欲や自信を持って
適応できるよう支援します。

●保育所等訪問支援※
　集団生活に課題のあるお子さんについて、相談員が、
保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学
校などを訪問し、お子さんが集団生活に適応できる
よう専門的な支援を行います。
●放課後等デイサービス※
小学生から高校生までの障害児の放課後や夏休みな
どの居場所づくりの支援を行います。
●障害児相談支援
　障害福祉サービスを利用する障害児または保護者に
対し、支援計画を作成し、情報提供や関係機関との連
絡調整などを行います。

※障害児通所支援の支給決定を受けた方が対象となります。

主治医や通園先の先生に
療育を勧められた

こだわりが強い
興味関心にかたよりがある

動作がぎこちなかったり
とても不器用

●こどもの発達相談

ことばが遅い
発音がはっきりしない

友だちとうまく関われない

なかなかひとり歩きしない

子ども発達支援センター　ゆりのき
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29｜ 子育てガイドブック｜

　子どもの育ちや特性を理解し、ひとりひとりが持てる力を存分に発揮できるよう、横の連携・縦の連携を図ること
で、保護者と一緒に、子どもの育ちを応援します。

●「育ちのサポートカルテ」
　集団の中で「お友だちと一緒」が難しいなど個別の支援を必要とするお子さんの育ちを助けます。保護者
　からの申請で、「育ちのサポートカルテ」の作成が始まり、お子さんの成長を見守る環境が整い始めます。
　詳しくは子ども発達支援センターにお問い合わせください。

中央区育ちのサポートシステム

お子さんが安心して集団生活を送れるようにこれまでの
支援をスムーズに新たな通園・通学先に引き継ぎます。
お子さんが安心して集団生活を送れるようにこれまでの
支援をスムーズに新たな通園・通学先に引き継ぎます。

子ども発達支援センター子ども発達支援センター

コーディネートコーディネート

子ども発達支援センター子ども発達支援センター

※保健・福祉・教育コーディネーターは、子ども発達支援センターに配置されたその分野に精通した専門職でお子さんに関わる他機関との連絡調整を行います。※保健・福祉・教育コーディネーターは、子ども発達支援センターに配置されたその分野に精通した専門職でお子さんに関わる他機関との連絡調整を行います。

早期発見・早期療育早期発見・早期療育 総合的な相談総合的な相談 障害への理解促進障害への理解促進
★乳幼児健診や区内保育所等を巡回します。 ★講演会等を通して、保護者や地域

に啓発をします。
★支援者のスキルアップを図ります。幼稚園・学校

特別支援教育コーディネーター

教育コーディネーター

保健コーディネーター 福祉コーディネーター

保健所・保健センター
医療機関

就
労
支
援

就
労
支
援

医療機関医療機関

保健所・保健センター保健所・保健センター

保育所・幼稚園等保育所・幼稚園等

教育センター教育センター

小学校小学校

教育センター教育センター

中学校中学校

教育センター教育センター

高校高校

専門学校専門学校

大学大学

18歳18歳 23歳23歳育ちのサポートカルテの作成と集積育ちのサポートカルテの作成と集積 保管保管

横の連携横の連携

縦の連携縦の連携

保育所・認定こども園
障害者福祉課

障害福祉サービス事業所
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児童室
相談室1

相談室2受付

子育て交流室

授乳室

情報交流室

WC

WC

WC

地域活動室

湯沸室
湯沸・調乳室

幼児室 乳幼児室

ベビーカー
置き場

ロッカー
コーナー

階段

出入口E
V

〈勝どき分室　案内図〉
誰もが輝く
未来をめざして

地域活動室

　区内で子育て支援に関する活動を
行っている人やグループに無料で貸
し出します。
●利用時間
　午前9時～正午、午後1時～午後5時、
　午後6時～午後10時

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」…P34参照

情報交流室

　子育てに役立つ情報や子ど
もの事故予防など、さまざま
な情報を発信しています。

★ 印…午前9時から午後5時まで
　　 自由にご利用いただけます。

　　 自由にご利用いただけます。
★ 印…一時預かり保育
★ 印…トワイライトステイ

★ 印…午前9時から午後4時まで

（地図はP92をご覧ください。）

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

児童室
相談室1

相談室2受付

子育て交流室

授乳室

情報交流室

WC

WC

WC

地域活動室

湯沸室
湯沸・調乳室

幼児室 乳幼児室

ベビーカー
置き場

ロッカー
コーナー

階段

出入口E
V

〈きらら中央　案内図〉誰もが輝く未
来をめざして

地域活動室

　区内で子育て支援に関する活動を
行っている人やグループに無料で貸
し出します。
●利用時間
　午前9時～正午、午後1時～午後5時、
　午後6時～午後10時

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」…P38参照

情報交流室

　子育てに役立つ情報や子ど
もの事故予防など、さまざま
な情報を発信しています。

★ 印…午前9時から午後5時まで
　　 自由にご利用いただけます。

★ 印…一時預かり保育
★ 印…トワイライトステイ

子ども家庭支援センターは、子どもと子育
関するあらゆる相談に応じ、必要により専門機
ビスの紹介、調整を行います。また、子育て
ン「あかちゃん天国」、一時預かり保育、トワ
ステイなどのサービス提供や子育てに関する
などの事業を実施しています。
また、「中央区要保護児童対策地域協議会」を
要保護児童などの実態把握や早期発見から援
児童相談センターや区内関係機関とのネットワ
と行っています。
所在地　中央区勝どき1丁目4番1号（3階）

☎（3534）2103
（地図はP74をご覧ください）

【子どもと子育て家庭の総合相談】
18歳未満の子どもと子育て家庭に関するあらゆる相
談に応じ、必要により専門機関の紹介などを行います。
　相談の内容に応じて保健、心理、福祉などの専門相
談員が個別にお話を伺います。
お子さんに関して、悩みや不安がありましたらお気軽

にご相談ください。

●相談時間
　午前9時～午後5時（祝日・年末年始は休み）
　※来所される場合は、あらかじめご連絡ください。

◆相談電話 ☎（3534）2255

子育て支援サービス

子ども家庭支援センター「きらら中央」
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　勝どき分室は、一時預かり保育、トワイライトステ
イ、子育て交流サロン「あかちゃん天国」、未就学児の遊
び場「すきっぷ」などのサービス提供や子育てに関する
情報提供などの事業を実施しています。

所在地　中央区勝どき1丁目4番1号（3階）
☎（3534）2103

未就学児の遊び場
「すきっぷ」…P36参照

　子どもと子育て家庭に関する相談に応じるとともに、さ
まざまな子育て支援サービスを提供しています。また、「中
央区要保護児童対策地域協議会」の事務局として、児童相談
センターや区内関係機関と連携を図りながら、要保護児童
等の早期発見・適時適切な保護や支援を行い、児童虐待や
非行などを防止しています。
　なお、令和6年7月に中央区保健所等複合施設4階に移
転し、子育て家庭に対する総合相談機能を強化しています。
従前の施設は、子ども家庭支援センター「きらら中央」勝ど
き分室として、一時預かり保育やあかちゃん天国などを引
き続き実施し、未就学児の遊び場「すきっぷ」を新たに開設
しています。

子ども家庭支援センター「きらら中央」

子育て支援サービス

・子どもショートステイ
・緊急一時保育援助事業
・病児・病後児保育(※)
・育児支援ヘルパー(※)
・ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用
支援）(※)
　※勝どき分室及び日本橋分室の窓口でも受け付
けています。

［「きらら中央」での申請等の窓口受付］

１８歳未満の子どもと子育て家庭に関するあら
ゆる相談に応じ、必要により専門機関の紹介などを
行います。
相談の内容に応じて保健、心理、福祉などの専門
相談員が個別にお話を伺います。
お子さんに関して、悩みや不安がありましたらお
気軽にご相談ください。
※来所される場合は、あらかじめご連絡ください。

子どもと子育て家庭の総合相談

マークのある事業は、ご利用前に登録・申請などの手続きが必要です。各問合せ先へお問い合わせください。登 申

【子どもと子育て家庭の総合相談】

◆相談電話　☎(3542)6322

所在地　中央区明石町１２番１号(４階)　　☎(3542)6321　　　　　　　　　 （地図はP88をご覧ください）
休業日　祝日・年末年始　　時間　午前9時～午後5時

こども家庭センターの整備
　令和７年4月より、保健所、子ども家庭支援
センターや児童館等がこれまでの相談支援ネッ
トワークを基盤に子ども子育て家庭の相談・サ
ポート機能を充実します。
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児童室
相談室1

相談室2受付

子育て交流室

授乳室

情報交流室

WC

WC

WC

地域活動室

湯沸室
湯沸・調乳室

幼児室 乳幼児室

ベビーカー
置き場

ロッカー
コーナー

階段

出入口E
V

〈勝どき分室　案内図〉
誰もが輝く
未来をめざして

地域活動室

　区内で子育て支援に関する活動を
行っている人やグループに無料で貸
し出します。
●利用時間
　午前9時～正午、午後1時～午後5時、
　午後6時～午後10時

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」…P34参照

情報交流室

　子育てに役立つ情報や子ど
もの事故予防など、さまざま
な情報を発信しています。

★ 印…午前9時から午後5時まで
　　 自由にご利用いただけます。

　　 自由にご利用いただけます。
★ 印…一時預かり保育
★ 印…トワイライトステイ

★ 印…午前9時から午後4時まで

（地図はP92をご覧ください。）

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

児童室
相談室1

相談室2受付

子育て交流室

授乳室

情報交流室

WC

WC

WC

地域活動室

湯沸室
湯沸・調乳室

幼児室 乳幼児室

ベビーカー
置き場

ロッカー
コーナー

階段

出入口E
V

〈きらら中央　案内図〉誰もが輝く未
来をめざして

地域活動室

　区内で子育て支援に関する活動を
行っている人やグループに無料で貸
し出します。
●利用時間
　午前9時～正午、午後1時～午後5時、
　午後6時～午後10時

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」…P38参照

情報交流室

　子育てに役立つ情報や子ど
もの事故予防など、さまざま
な情報を発信しています。

★ 印…午前9時から午後5時まで
　　 自由にご利用いただけます。
★ 印…一時預かり保育
★ 印…トワイライトステイ

子ども家庭支援センターは、子どもと子育
関するあらゆる相談に応じ、必要により専門機
ビスの紹介、調整を行います。また、子育て
ン「あかちゃん天国」、一時預かり保育、トワ
ステイなどのサービス提供や子育てに関する
などの事業を実施しています。
また、「中央区要保護児童対策地域協議会」を
要保護児童などの実態把握や早期発見から援
児童相談センターや区内関係機関とのネットワ
と行っています。
所在地　中央区勝どき1丁目4番1号（3階）

☎（3534）2103
（地図はP74をご覧ください）

【子どもと子育て家庭の総合相談】
18歳未満の子どもと子育て家庭に関するあらゆる相
談に応じ、必要により専門機関の紹介などを行います。
　相談の内容に応じて保健、心理、福祉などの専門相
談員が個別にお話を伺います。
お子さんに関して、悩みや不安がありましたらお気軽

にご相談ください。

●相談時間
　午前9時～午後5時（祝日・年末年始は休み）
　※来所される場合は、あらかじめご連絡ください。

◆相談電話 ☎（3534）2255

子育て支援サービス

子ども家庭支援センター「きらら中央」
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　勝どき分室は、一時預かり保育、トワイライトステ
イ、子育て交流サロン「あかちゃん天国」、未就学児の遊
び場「すきっぷ」などのサービス提供や子育てに関する
情報提供などの事業を実施しています。

所在地　中央区勝どき1丁目4番1号（3階）
☎（3534）2103

未就学児の遊び場
「すきっぷ」…P36参照
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一時預かり保育

　保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの場合に一時的
にお預かりする「一時保育」と、保護者の出産や入院な
どの緊急な理由によりお預かりする「緊急保育」の 2
つの事業があります。

●利用対象
0 歳（生後 57 日）から 6 歳（未就学児）まで

●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室
  　　　　　　　　　　　　　　　☎（3534）2103
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室
  　　　　　　　　　　　　　　　☎（3666）4267
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室

 　 ☎（3665）6530
●利用時間
・ 一時保育
午前9時～午後5時（1時間単位で利用）

・ 緊急保育
午前9時～午後5時（1日単位で利用、原則 2 日
以上 30 日以内）

●利用料金
・ 一時保育　1 時間　800 円
・ 緊急保育　1日　2,000 円（減免制度あり）
※次の施設でも運営事業者の独自事業として一時
預かり保育を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
昭和こども園                       ☎（5542）1731
京橋こども園 ☎（3564）5532
阪本こども園 ☎（6661）9080
晴海こども園 ☎（3534）3553
晴海西こども園 ☎（6204）2855
まなびの森保育園銀座 ☎（6264）4650

◆問合せ先
勝どき分室 ☎（3534）2103
日本橋分室 ☎（3666）4267
十思分室 ☎（3665）6530

トワイライトステイ

仕事などの理由により帰宅が夜間となる場合に、お
子さんをお預かりします。

●利用対象
2歳から小学6年生まで
●実施場所
子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

●利用時間
午後5時～午後10時
●利用料金
1 回 2,000 円（減免制度あり）
夕食代　1 食 400 円（持ち込みも可）
※ 京橋こども園でも運営事業者の独自事業としてトワ
イライトステイを実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
京橋こども園 ☎（3564）5532

◆問合せ先
    子ども家庭支援センター「きらら中央」 勝どき分室

☎（3534）2103

登 申

登 申

「施設利用の予約・取消・確認等」については
  各施設へお問い合わせください。

【トワイライトステイ】

【一時預かり保育】

「施設利用の予約・取消・確認等」については
  各施設へお問い合わせください。
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一時預かり保育

　保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの場合に一時的
にお預かりする「一時保育」と、保護者の出産や入院な
どの緊急な理由によりお預かりする「緊急保育」の 2
つの事業があります。

●利用対象
0 歳（生後 57 日）から 6 歳（未就学児）まで
●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室
  　　　　　　　　　　　　　　　☎（3534）2103
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室
  　　　　　　　　　　　　　　　☎（3666）4267
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室

 　 ☎（3665）6530
●利用時間
・ 一時保育
午前9時～午後5時（1時間単位で利用）

・ 緊急保育
午前9時～午後5時（1日単位で利用、原則 2 日
以上 30 日以内）

●利用料金
・ 一時保育　1 時間　800 円
・ 緊急保育　1日　2,000 円（減免制度あり）
※次の施設でも運営事業者の独自事業として一時
預かり保育を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
昭和こども園                       ☎（5542）1731
京橋こども園 ☎（3564）5532
阪本こども園 ☎（6661）9080
晴海こども園 ☎（3534）3553
晴海西こども園 ☎（6204）2855
まなびの森保育園銀座 ☎（6264）4650

◆問合せ先
勝どき分室 ☎（3534）2103
日本橋分室 ☎（3666）4267
十思分室 ☎（3665）6530

トワイライトステイ

仕事などの理由により帰宅が夜間となる場合に、お
子さんをお預かりします。

●利用対象
2歳から小学6年生まで

●実施場所
子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

●利用時間
午後5時～午後10時

●利用料金
1 回 2,000 円（減免制度あり）
夕食代　1 食 400 円（持ち込みも可）

※ 京橋こども園でも運営事業者の独自事業としてトワ
イライトステイを実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
京橋こども園 ☎（3564）5532

◆問合せ先
    子ども家庭支援センター「きらら中央」 勝どき分室

☎（3534）2103

登 申

登 申

「施設利用の予約・取消・確認等」については
  各施設へお問い合わせください。

【トワイライトステイ】

【一時預かり保育】

「施設利用の予約・取消・確認等」については
  各施設へお問い合わせください。

病児・病後児保育

仕事などの理由により、入院加療の必要のない病中
または病気回復期のお子さんを家庭で看護できない
ときに区が委託する病児・病後児保育室でお預かりし
ます。

●利用対象
生後 7 カ月から小学 3 年生まで

●実施場所
＜病児・病後児保育室＞
・ 聖路加国際病院附属保育所 聖路加ナーサリー
（定員 6 名）
・ 病児・病後児保育室　ゆめみらい（定員 6 名）
＜病後児保育室＞
・ ニチイキッズさわやか日本橋浜町保育園（定員4名）
・ 勝どき小児クリニック病後児保育室（定員 6 名）

●利用料金
1日　2,000 円（助成制度あり）　

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 ☎（3542）6321

育児支援ヘルパーの派遣

　育児や家事の支援を必要とする家庭に、区と契約し
た事業者からヘルパーを派遣します。詳しくはP7
「育児支援ヘルパーの派遣」をご覧ください。

登 申

登 申

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 ☎（3542）6321

【病児・病後児保育】

【育児支援ヘルパーの派遣】

子どもショートステイ

　疾病などの理由により、養育が一時的に難しくなった
ときに、区が委託する施設または協力家庭で短期間お
預かりします。

●利用対象
・ 乳児院　生後57日目から3歳まで
・ 児童養護施設　2歳から中学3年生まで
・ 協力家庭　2歳から小学6年生まで
●利用期間
・ 乳児院、児童養護施設　原則7日（６泊7日）以内
・ 協力家庭　原則3日（2泊3日）以内

●利用料金
1日（24時間以内） 6,000 円（減免制度あり）
※以降 1日増えるごとに 3,000 円加算

◆問合せ先
   子ども家庭支援センター 「きらら中央」 ☎（3542）6322

登 申

【子どもショートステイ】

「登録・申請した内容」については
  登録申請書を提出した施設へお問い合わせください。
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▶一時預かり利用支援
保護者が都が認定しているベビーシッターを利用
する場合の利用料を助成します。
●対象期間
お子さんが満6歳に達する年度の末日まで
●利用日、時間
毎日（365日）、午前７時～午後10時
●助成内容
ベビーシッター利用上限１時間当たり2,500円ま
で、年度内144時間のうち、月当たり利用時間の上
限あり
●申請方法等
詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先（一時預かり利用支援）
　パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
　中央区ベビーシッター事務局　　　 ☎0120（503）487
※令和7年9月に事業者が変更となる場合がありますのでご
確認ください。

▶緊急対応枠
一時預かり保育（緊急保育）や緊急一時保育援助事
業などを利用するまでの繋ぎの期間として、都が認
定しているベビーシッターを利用する場合の利用料
を助成します。利用するには、子ども家庭支援セン
ターへの事前相談・利用承認が必要です。

●対象期間
満6歳に達する年度の末日までのお子さん

●利用日、時間
毎日(365日)、午前7時～午後10時

●助成内容
ベビーシッター利用上限1時間当たり2,500円まで、
児童1人当たり1回最大60時間、一会計年度2回まで

◆問合せ先（緊急対応枠）
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 
　☎(3542)6321

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援・緊急対応枠）

子育て交流サロン「あかちゃん天国」

　お子さんと遊びながら仲間づくりをしたり、育児に
対する不安を解消し、楽しく子育てをしませんか。
　子育て交流サロン「あかちゃん天国」は、子育てに関
するさまざまな情報交換や交流の場として、また、必要
な方には育児に関する相談や助言を行うことを目的と
したひろばです。お気軽にご利用ください。

●利用対象
・ 区内在住の0歳から3歳になった最初の3月31
日までの乳幼児とその保護者の方

・ 妊娠中の方
●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室 
 勝どき1-4-1 ☎（3534）2103
・ 築地児童館 築地7-9-17 ☎（3544）0127
・ 新川児童館 新川2-13-4 ☎（3553）2084

・ 堀留町児童館
 日本橋堀留町1-1-1 ☎（3661）8937
・ 浜町児童館
 日本橋浜町3-37-1 ☎（3669）3386
・ 月島児童館 月島4-1-1
 月島区民センター1F ☎（3531）2307
 2F ☎（3533）0885
※ 月島児童館では、対象年齢により1階と2階に分けて
運営しています。1階は1歳6カ月未満が対象です。

・ 晴海児童館 晴海2-4-31 ☎（3534）3021
●利用時間
午前9時～午後5時（祝日及び年末年始は除く。）

●利用料
無料（ミルクなどは持参していただきます。）

●利用方法
直接施設にお越しください。

【あかちゃん天国】

緊急一時保育援助事業

　保護者の入院などの理由により、家庭での保育が一
時的に困難になったときに、区と契約した事業者から
保育員（ベビーシッター）を派遣します。
●利用対象
生後0カ月から6歳（未就学児）まで
●利用期間
原則として1カ月以内（日曜、祝日、年末年始を除く）
●利用時間
午前8時～午後6時の間で9時間以内

申

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 
　☎（3542）6321

【緊急一時保育援助事業】

●利用者負担金
利用時間および家庭の所得により異なります。
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▶一時預かり利用支援
保護者が都が認定しているベビーシッターを利用
する場合の利用料を助成します。

●対象期間
お子さんが満6歳に達する年度の末日まで

●利用日、時間
毎日（365日）、午前７時～午後10時

●助成内容
ベビーシッター利用上限１時間当たり2,500円ま
で、年度内144時間のうち、月当たり利用時間の上
限あり

●申請方法等
詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先（一時預かり利用支援）
　パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
　中央区ベビーシッター事務局　　　 ☎0120（503）487
※令和7年9月に事業者が変更となる場合がありますのでご
確認ください。

▶緊急対応枠
一時預かり保育（緊急保育）や緊急一時保育援助事
業などを利用するまでの繋ぎの期間として、都が認
定しているベビーシッターを利用する場合の利用料
を助成します。利用するには、子ども家庭支援セン
ターへの事前相談・利用承認が必要です。

●対象期間
満6歳に達する年度の末日までのお子さん

●利用日、時間
毎日(365日)、午前7時～午後10時

●助成内容
ベビーシッター利用上限1時間当たり2,500円まで、
児童1人当たり1回最大60時間、一会計年度2回まで

◆問合せ先（緊急対応枠）
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 
　☎(3542)6321

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援・緊急対応枠）

子育て交流サロン「あかちゃん天国」

　お子さんと遊びながら仲間づくりをしたり、育児に
対する不安を解消し、楽しく子育てをしませんか。
　子育て交流サロン「あかちゃん天国」は、子育てに関
するさまざまな情報交換や交流の場として、また、必要
な方には育児に関する相談や助言を行うことを目的と
したひろばです。お気軽にご利用ください。

●利用対象
・ 区内在住の0歳から3歳になった最初の3月31
日までの乳幼児とその保護者の方

・ 妊娠中の方
●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室 
 勝どき1-4-1 ☎（3534）2103
・ 築地児童館 築地7-9-17 ☎（3544）0127
・ 新川児童館 新川2-13-4 ☎（3553）2084

・ 堀留町児童館
 日本橋堀留町1-1-1 ☎（3661）8937
・ 浜町児童館
 日本橋浜町3-37-1 ☎（3669）3386
・ 月島児童館 月島4-1-1
 月島区民センター1F ☎（3531）2307
 2F ☎（3533）0885
※ 月島児童館では、対象年齢により1階と2階に分けて
運営しています。1階は1歳6カ月未満が対象です。

・ 晴海児童館 晴海2-4-31 ☎（3534）3021
●利用時間
午前9時～午後5時（祝日及び年末年始は除く。）

●利用料
無料（ミルクなどは持参していただきます。）

●利用方法
直接施設にお越しください。

【あかちゃん天国】

緊急一時保育援助事業

　保護者の入院などの理由により、家庭での保育が一
時的に困難になったときに、区と契約した事業者から
保育員（ベビーシッター）を派遣します。
●利用対象
生後0カ月から6歳（未就学児）まで

●利用期間
原則として1カ月以内（日曜、祝日、年末年始を除く）

●利用時間
午前8時～午後6時の間で9時間以内

申

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 
　☎（3542）6321

【緊急一時保育援助事業】

●利用者負担金
利用時間および家庭の所得により異なります。

お子さんと遊びながら仲間づくりをしたり、育児に対
する不安を解消し、楽しく子育てをしませんか。
子育て交流サロン「あかちゃん天国」は、子育てに

関するさまざまな情報交換や交流の場として、また、
必要な方には育児に関する相談や助言を行うことを目
的としたひろばです。お気軽にご利用ください。

●利用対象
・ 区内在住の0歳から3歳になった最初の3月31
日までの乳幼児とその保護者の方

・ 妊娠中の方
●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」
勝どき1-4-1 ☎（3534）2103

・ 築地児童館
築地7-9-17 ☎（3544）0127

・ 新川児童館
新川2-13-4 ☎（3553）2084

・ 堀留町児童館
日本橋堀留町1-1-1 ☎（3661）8937

・ 浜町児童館
日本橋浜町3-37-1 ☎（3669

・ 月島児童館
月島4-1-1
月島区民センター1F ☎（3531）2307

　　　　　　　　　　2F ☎（3533）0885
※月島児童館では、対象年齢により1階と2
て運営しています。1階は1歳6カ月未満
す。

・ 晴海児童館
晴海2-4-31 ☎（3534）3021

●利用時間
　午前9時～午後5時（祝日及び年末年始は
●利用料
　無料（ミルクなどは持参していただきます）
●利用方法
　直接施設にお越しください。

子育ての手助けが必要な方（依頼会員）と、子育て
の手助けができる方（提供会員）が会員になり、お互
いに助け合いながら地域の中で子育てをする相互援助
活動です。

●援助内容［例］
・ 保育園、幼稚園、学童クラブなどへの送り迎え
・ 保育園などが終わってから保護者が帰ってくるまで
の預かり

・ 保護者のリフレッシュの際の預かり
・ 産前産後の時、上のお子さんの送迎や預かりなど
※「預かり」は依頼会員宅では行いません。詳細はお問
い合わせください。

●会員資格
小（歳21上以日75後生、で住在内区：員会頼依・

学6年生）以下のお子さんを育てている方。
※障害や疾病がある場合はあらかじめセンターにご相談く
ださい。

・ 提供会員：満20歳以上の、健康で子育
どがあり、子育ての援助に理解と熱意の
センターが実施する講習会を受講してい
方。

方るす当該に方両の記上：員会方両・
●登録方法

ーに来所しての登録がタンセ：員会頼依・
（所要時間：約1時間）事前予約制で
開所時間内（平日午前8時30分～午後５
話でお問い合わせのうえ、センターまでお越しくだ

・ 提供会員：年3回実施している講習会を
いただきます。日程など詳細はお問い合
さい。

●活動時間と謝礼金

曜 日 時　間
月曜日から
金曜日

午前7時～午後8時 子ども1人当たり
上記以外の時間 子ども1人当たり

土曜・日曜・祝日
年末年始

全時間 子ども1人当たり

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会ファミリー・サポート・セ

☎（3206）0120         FAX（3523）6386
メールアドレス family@shakyo-chuo-city.jp

ファミリー・サポート・センター

④打ち合わせ・援助

⑤謝礼金の受け渡し

①登録       　  ②援助依頼          　   　　　　　 ①登録

依頼会員 提供会員

③活動依頼

子育て交流サロン「あかちゃん天国」

ファミリー・サポート・センター

38

さい。登録は無料です。

☆浜町児童館　

いちご組
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

れもん組
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

もも組
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

各児童館では、子育て支援の一環として「乳幼児ク
ラブ」を開設し、保護者とお子さんが一緒に楽しめ親
子の絆が深められる事業を行っています。季節感を取
り入れたミニ行事や、親子の遊び、いろいろな遊具を
使っての自由遊びなどにより、親同士・子ども同士の交
流を図ることもできます。

●実施日時
おおむね週1回で、時間は午前中の1時間程度です。
学校休業日（春・夏・冬など）および祝日・年末年始
は除きます。

●対　象

●その他
　参加費は必要ありません。随時入会ができます。
0・1・2歳児とは4月1日時点の年齢をさしています。
　※詳細は各児童館へお問い合わせください。

乳幼児クラブ（児童館）

☆築地児童館 住所：築地7－9－17　 ☎（3544）0127

☆新川児童館 住所：新川2－13－4　 ☎（3553）2084

はいはいランド
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

みるくくらぶ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

よちよちランド
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

ひよこくらぶ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

キッズランド
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

ちびっこくらぶ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

毎週、
うちの子は、

仲良しのお友だちに
会うことを楽しみに
しています。

■ 乳幼児クラブ（児童館）一覧

☆堀留町児童館 住所：日本橋堀留町1－1－1　 ☎（3661）8937

さくらんぼ組
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

いちご組
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

ばなな組
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

参加する中で
親同士仲良くなり、
一緒に出かける
仲間もできました。

住所：日本橋浜町3－37－1　 ☎（3669）3386

区内在住で保育園、幼稚園に入園していないお子さ
んと保護者（主に0歳児から2歳児までの親子が
対象）

☆月島児童館　住所：月島4－1－1　 ☎（3533）0885

☆晴海児童館　住所：晴海2－4－31　 ☎（3534）3021

☆勝どき児童館　住所：勝どき1－8－1　 ☎（3531）3250　 

☆佃児童館　住所：佃1－11－1　 ☎（3531）7811

おひさまクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

ひよこクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

らっこランド
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

いちごクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

あおぞらクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

うさぎクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

ぺんぎんランド
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

バナナクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

こんぺいとうクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

きりんクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

いるかランド
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

メロンクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30



36

子育ての手助けが必要な方（依頼会員）と、子育て
の手助けができる方（提供会員）が会員になり、お互
いに助け合いながら地域の中で子育てをする相互援助
活動です。

●援助内容［例］

・ 保育園、幼稚園、学童クラブなどへの送り迎え

・ 保育園などが終わってから保護者が帰ってくるまで
の預かり

・ 保護者のリフレッシュの際の預かり

・ 産前産後の時、上のお子さんの送迎や預かりなど

※「預かり」は依頼会員宅では行いません。詳しくは
お問い合わせください。

●会員資格
小（歳21上以日75後生、で住在内区：員会頼依・

学6年生）以下のお子さんを育てている方
※障害や疾病がある場合はあらかじめセンターにご相談く
ださい。

・ 提供会員：満20歳以上の、健康で子育て経験な
どがあり、子育ての援助に理解と熱意のある方で
センターが実施する講習会を受講していただいた
方。

●登録方法
依頼会員・提供会員ともに事前の登録が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

●活動時間と活動謝礼

曜 日 時　間 1 時 間
月曜日から
金曜日

午前7時～午後8時 子ども1人当たり800円
上記以外の時間 子ども1人当たり1,000円

土曜・日曜・祝日
年末年始

全時間 子ども1人当たり1,000円

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会ファミリー・サポート・センター

☎（3206）0120

ファミリー・サポート・センター

④打ち合わせ・援助

⑤謝礼金の受け渡し

①登録       　  ②援助依頼          　   　　　　　 ①登録

依頼会員 提供会員

③活動依頼

ファミリー・サポート・センター

未就学児の遊び場「すきっぷ」

　「あかちゃん天国」を卒業した3～5歳児と、保護者
の方が遊んで過ごせる場所です。対象のお子さんの弟
妹も一緒に利用できます。

●利用対象
区内在住の３歳になったあと最初の4月1日から
就学前までの幼児とその保護者の方（上記のお子
さんの弟妹がいる場合は、一緒にご利用いただけ
ます。）

●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」 勝どき分室
   勝どき1-4-1　　　　　　    ☎（3534）2103

●利用時間
午前9時～午後4時（祝日及び年末年始のほか、休
止日があります。詳しくは施設にお問い合わせくだ
さい。）

●利用料
無料

●利用方法
直接施設にお越しください。

【ファミリー・サポート・センター】

　１年を通じて季節ごとの花が咲き、緑あふれる浜離
宮恩賜庭園で自然に親しみ、親子でゆっくりとした時間
を満喫してもらうため、５月上旬から３月末まで、子ど
もと同伴する保護者などの入園料を区が負担します。

●対象者
区内在住の０歳から中学生までの子どもがいる家庭

●入園料
子ども一人につき保護者（同伴者）２名まで入園料
無料（水上バスで来場の場合は対象外）

●入園方法
　乳幼児医療証または子ども医療証を入園窓口で提示

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

●その他

◆「浜離宮花と緑の集い」についての問合せ先
　総務部総務課総務係 

親子で親しむ浜離宮

●お預かりする子ども
　親の離婚、家出、病気や虐待などの理由で、親と一
緒に暮らすことができない、おおむね１８歳までの子
ども

●養育家庭申し込み資格
◎都内在住の夫婦で健康な方
◎経済的に困窮していないこと、かつ、原則として
世帯の収入が生活保護基準を上回っていること。

◎申込者の家庭及び住居の環境が、家族の構成に応
じた適切な環境であること など
※詳しくはお問い合わせください。

養育家庭制度

☎（3546）5444

☎（3546）5233

年を通じて季節ごとの花が咲き、緑あふれる浜離
宮恩賜庭園で自然に親しみ、親子でゆっくりとした時間

してもらうため、５月上旬から３月末まで、子ど
伴する保護者などの入園料を区が負担します。

●対象者
　中央区在住の０歳から中学生までの子どもがいる家

●入園料
も一人につき保護者（同伴者）２名まで入園料

無料（水上バスで来場の場合は対象外）
●入園方法
　乳幼児医療証又は子ども医療証を入園窓口で提示

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（３５４６）５３５０
●その他
　４月１日から５月上旬までの「浜離宮花と緑の集い」
期間中は、区のおしらせなどに掲載する入園整理券に
より無料で入園できます。

◆「浜離宮花と緑の集い」についての問合せ先
　総務部総務課総務係 ☎（３５４６）５２３２

いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできない
たちを、養子縁組を目的としないで、より家庭

近い環境で、一定期間養育していただく制度です。
都では、養育家庭をさらに親しみやすく、かつ
方に覚えていただくため、「ほっとファミリー」と
います。

かりする子ども
　親の離婚、家出、病気、虐待などの理由で、親と一

らすことができない、おおむね１８歳までの子ど
。
かりいただく期間
則として１か月以上です。

預てし続継をもど子にとご年２、合場るえ超を
かるかどうかの意思を確認させていただきます。

　◎短い期間であれば ･･･という方には、
育していただく期間が２か月以内と見込まれる子
もを預かることができます。
他の養育家庭が現に預かっている子どもを数日間
かることができます。

●養育家庭申し込み資格
◎都内在住の夫婦で健康な方
◎配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育でき

ると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育
者（申込者本人）の補助者として関わることので
きる成人の親族などがいる場合は申し込みが可能
（子どもを適切に養育できると認められる特段の
事情がある場合は除く）
◎経済的に困窮していないこと、かつ、原則として
世帯の収入が生活保護基準を上回っていること。

◎申込者の家庭及び住居の環境が、家族の構成に応
じた適切な環境であること。
　注記：令和元年８月20日から養育家庭になるため
の要件が改定されました。
※その他詳しい要件は、お問い合わせ先にご確認く
ださい。

●養育に係る費用
　委託中は養育費（子どもの生活費などと里親手当）
が支払われます。

●申し込みや詳しい問い合わせ先
　東京都児童相談センター ☎（5937）2316
◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3534）2103

子で親しむ浜離宮

育家庭制度
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●養育に係る費用
　委託中は養育費（子どもの生活費などと里親手当）
が支払われます。

●申し込みや詳しい問合せ先
　東京都児童相談センター ☎（5937）2316

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 ☎（3542）6322

　４月１日から５月上旬までの「浜離宮花と緑の集い」
　期間中は、「区のおしらせ ちゅうおう」などに掲載す
　る入園整理券により無料で入園できます。

　さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもたちを
養子縁組を目的としないで、より家族に近い環境で、
一定期間家族に迎え入れ養育をする子どものための
仕組みです。
　東京都では、養育家庭をさらに親しみやすく、かつ
多くの方に覚えていただくため、「ほっとファミリー」と
呼んでいます。
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37｜ 子育てガイドブック｜

子育ての手助けが必要な方（依頼会員）と、子育て
の手助けができる方（提供会員）が会員になり、お互
いに助け合いながら地域の中で子育てをする相互援助
活動です。

●援助内容［例］

・ 保育園、幼稚園、学童クラブなどへの送り迎え

・ 保育園などが終わってから保護者が帰ってくるまで
の預かり

・ 保護者のリフレッシュの際の預かり

・ 産前産後の時、上のお子さんの送迎や預かりなど

※「預かり」は依頼会員宅では行いません。詳しくは
お問い合わせください。

●会員資格
小（歳21上以日75後生、で住在内区：員会頼依・

学6年生）以下のお子さんを育てている方
※障害や疾病がある場合はあらかじめセンターにご相談く
ださい。

・ 提供会員：満20歳以上の、健康で子育て経験な
どがあり、子育ての援助に理解と熱意のある方で
センターが実施する講習会を受講していただいた
方。

●登録方法
依頼会員・提供会員ともに事前の登録が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

●活動時間と活動謝礼

曜 日 時　間 1 時 間
月曜日から
金曜日

午前7時～午後8時 子ども1人当たり800円
上記以外の時間 子ども1人当たり1,000円

土曜・日曜・祝日
年末年始

全時間 子ども1人当たり1,000円

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会ファミリー・サポート・センター

☎（3206）0120

ファミリー・サポート・センター

④打ち合わせ・援助

⑤謝礼金の受け渡し

①登録       　  ②援助依頼          　   　　　　　 ①登録

依頼会員 提供会員

③活動依頼

ファミリー・サポート・センター

未就学児の遊び場「すきっぷ」

　「あかちゃん天国」を卒業した3～5歳児と、保護者
の方が遊んで過ごせる場所です。対象のお子さんの弟
妹も一緒に利用できます。

●利用対象
区内在住の３歳になったあと最初の4月1日から
就学前までの幼児とその保護者の方（上記のお子
さんの弟妹がいる場合は、一緒にご利用いただけ
ます。）

●実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きらら中央」 勝どき分室
   勝どき1-4-1　　　　　　    ☎（3534）2103

●利用時間
午前9時～午後4時（祝日及び年末年始のほか、休
止日があります。詳しくは施設にお問い合わせくだ
さい。）

●利用料
無料

●利用方法
直接施設にお越しください。

【ファミリー・サポート・センター】

　１年を通じて季節ごとの花が咲き、緑あふれる浜離
宮恩賜庭園で自然に親しみ、親子でゆっくりとした時間
を満喫してもらうため、５月上旬から３月末まで、子ど
もと同伴する保護者などの入園料を区が負担します。

●対象者
区内在住の０歳から中学生までの子どもがいる家庭

●入園料
子ども一人につき保護者（同伴者）２名まで入園料
無料（水上バスで来場の場合は対象外）

●入園方法
　乳幼児医療証または子ども医療証を入園窓口で提示

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

●その他

◆「浜離宮花と緑の集い」についての問合せ先
　総務部総務課総務係 

親子で親しむ浜離宮

●お預かりする子ども
　親の離婚、家出、病気や虐待などの理由で、親と一
緒に暮らすことができない、おおむね１８歳までの子
ども

●養育家庭申し込み資格
◎都内在住の夫婦で健康な方
◎経済的に困窮していないこと、かつ、原則として
世帯の収入が生活保護基準を上回っていること。

◎申込者の家庭及び住居の環境が、家族の構成に応
じた適切な環境であること など
※詳しくはお問い合わせください。

養育家庭制度

☎（3546）5444

☎（3546）5233

年を通じて季節ごとの花が咲き、緑あふれる浜離
宮恩賜庭園で自然に親しみ、親子でゆっくりとした時間

してもらうため、５月上旬から３月末まで、子ど
伴する保護者などの入園料を区が負担します。

●対象者
　中央区在住の０歳から中学生までの子どもがいる家

●入園料
も一人につき保護者（同伴者）２名まで入園料

無料（水上バスで来場の場合は対象外）
●入園方法
　乳幼児医療証又は子ども医療証を入園窓口で提示

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（３５４６）５３５０
●その他
　４月１日から５月上旬までの「浜離宮花と緑の集い」
期間中は、区のおしらせなどに掲載する入園整理券に
より無料で入園できます。

◆「浜離宮花と緑の集い」についての問合せ先
　総務部総務課総務係 ☎（３５４６）５２３２

いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできない
たちを、養子縁組を目的としないで、より家庭

近い環境で、一定期間養育していただく制度です。
都では、養育家庭をさらに親しみやすく、かつ
方に覚えていただくため、「ほっとファミリー」と
います。

かりする子ども
　親の離婚、家出、病気、虐待などの理由で、親と一

らすことができない、おおむね１８歳までの子ど
。
かりいただく期間
則として１か月以上です。

預てし続継をもど子にとご年２、合場るえ超を
かるかどうかの意思を確認させていただきます。

　◎短い期間であれば ･･･という方には、
育していただく期間が２か月以内と見込まれる子
もを預かることができます。
他の養育家庭が現に預かっている子どもを数日間
かることができます。

●養育家庭申し込み資格
◎都内在住の夫婦で健康な方
◎配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育でき

ると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育
者（申込者本人）の補助者として関わることので
きる成人の親族などがいる場合は申し込みが可能
（子どもを適切に養育できると認められる特段の
事情がある場合は除く）

◎経済的に困窮していないこと、かつ、原則として
世帯の収入が生活保護基準を上回っていること。
◎申込者の家庭及び住居の環境が、家族の構成に応
じた適切な環境であること。
　注記：令和元年８月20日から養育家庭になるため
の要件が改定されました。
※その他詳しい要件は、お問い合わせ先にご確認く
ださい。

●養育に係る費用
　委託中は養育費（子どもの生活費などと里親手当）
が支払われます。

●申し込みや詳しい問い合わせ先
　東京都児童相談センター ☎（5937）2316
◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3534）2103

子で親しむ浜離宮

育家庭制度
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●養育に係る費用
　委託中は養育費（子どもの生活費などと里親手当）
が支払われます。

●申し込みや詳しい問合せ先
　東京都児童相談センター ☎（5937）2316

◆問合せ先
　子ども家庭支援センター「きらら中央」 ☎（3542）6322

　４月１日から５月上旬までの「浜離宮花と緑の集い」
　期間中は、「区のおしらせ ちゅうおう」などに掲載す
　る入園整理券により無料で入園できます。

　さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもたちを
養子縁組を目的としないで、より家族に近い環境で、
一定期間家族に迎え入れ養育をする子どものための
仕組みです。
　東京都では、養育家庭をさらに親しみやすく、かつ
多くの方に覚えていただくため、「ほっとファミリー」と
呼んでいます。
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都内に在住する18歳以下のお子さんに対し、一人
当たり月額5,000円（年額6万円）を支給すること
で、学びなど子どもの育ちを切れ目なくサポートし、
「子育てのしやすい東京」を実現します。
詳しくは、都のホームページをご覧ください。

◆問合せ先
　018サポート給付金コールセンター ☎ 0120（056）018

018サポート

【018サポート】

　子育て家庭に対し、出産後、子育て支援サービスの
利用や育児用品等と交換できる10万円分のギフト
カードを支給します。
※別途、東京都への申請が必要です。
※詳しくは都のホームページをご覧ください。

赤ちゃんファーストギフト

バースデーサポート

２歳を迎えるお子さんがいる家庭の子育てを応援
するために、子育ての状況を把握し、必要な情報提供
や相談支援を行うとともに、子育て支援サービスの利
用や育児用品等と交換できるWEBカタログギフトを
支給します。
　
●支給対象者
２歳を迎える子どもがいる区内の子育て世帯
●支給要件
・お子さんの2歳の誕生日時点で区内に住民登録が
　  されていること。
・Webアンケートに回答すること。

●ギフトの内容
第１子：6万円相当
第２子：7万円相当
第３子以降：8万円相当

※上記金額は令和5年4月1日以降に出生したお子
さんが対象となります。詳しくは区のホームページ
をご覧ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課 ☎（3541）5930

【バースデーサポート】

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、必要
な支援につなぐ伴走型相談支援及び経済的支援を実施
します。
原則として、次の要件を満たした方に給付金を支給
します。

①妊娠届出書を提出し、保健所・保健センターで保健
師や助産師による妊婦面談を受けた方　　　5万円
②区が実施する新生児等訪問指導を受けた方      

胎児1人につき5万円

※左記①②ともに、別途、申請が必要です。
※詳しくは区のホームページをご覧ください。

◆問合せ先
　中央区保健所健康推進課 ☎（3541）5930

【妊婦のための支援給付・
　妊婦等包括相談支援事業】
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●障害程度の目安
①身体障害者

●申請に必要なもの
1.

2.

3.

4.
5.
※個別事情によって追加で必要・不要となる書類が
ございます。詳しくはお問合せください。

申請者（父母または養育者）と児童の戸籍謄本
※原則として概ね１か月以内のもの
特別児童扶養手当認定診断書（医師記入済のもの）
※原則として概ね１～２か月以内のもの
申請者名義の口座がわかるもの（預金通帳または
キャッシュカード）
マイナンバーがわかるもの
同意書

1.

2.

3.
※個別事情によって追加で必要となる書類がござい
ます。詳しくはお問合せください。

扶養している児童の身体障害者手帳または愛の
手帳
申請者名義の口座がわかるもの（預金通帳また
はキャッシュカード）
マイナンバーがわかるもの

手帳1～3級程度の児童（4級の一
部を含む）
②愛の手帳1～3度程度の児童
③精神

※各種手帳をお持ちでなくても申請できます。

障害または内部障害により、日常生活に著し
い制限を受ける状態にある児童

●支給制限
住所要件・在宅要件・扶養義務者の所得要件などに
よる制限があります。
●手当額
1級 月額56,800円
2級 月額37,830円

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

心身に障害のある20歳未満の児童を扶養している
父、母または養育者に支給している手当です。

●障害程度の目安
①身体障害者手帳1・2級程度の児童
②愛の手帳1～3度程度の児童
③脳性麻
※特別児童扶養手当を受給中の方は各種手帳をお
持ちでなくても受給できる可能性があります。
詳しくはお問合せください。

痺または進行性筋萎縮症の児童

●支給制限
住所要件・在宅要件・扶養義務者の所得要件などに
よる制限があります。

●手当額
月額15,500円

●申請に必要なもの

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

特別児童扶養手当

児童育成手当（障害手当）

障害のある子ども・家庭への支援

心身に障害のある20歳未満の児童を監護してい
る父、母または養育者に支給している手当です。
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※各種手帳をお持ちでなくても申請できます。

心身に重度の障害を有するため、日常生活において
常時介護されている20歳未満の方に支給している手
当です。

●障害程度の目安
①身体障害者手帳1級（2級の一部）程度の方
②愛の手帳1度（2度の一部）程度の方
③上記①・②と同程度の疾病、精神障害の方

●資格喪失
　次のいずれかに該当する場合は、受給できません。
①施設に入所しているとき
②障害を理由とする公的年金を受けているとき

●手当額
月

●申請に必要なもの
額16,100円

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

障害児福祉手当

●支給制限
本人または扶養義務者の所得が基準額以上になる

　と、認定されても手当の支給が制限されます。

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福
祉手帳（お持ちの方のみ）
障害児福祉手当認定診断書（医師記入済のもの）
障害児本人名義の口座がわかるもの
年金証書(お持ちの方のみ)
マイナンバーがわかるもの
扶養義務者との関係がわかる戸籍謄本（扶養義
務者と別居している等の場合のみ）
同意書
承諾書

●障害程度の目安
①重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な
配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方

②重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
③重度の肢体不自由者であって、両上肢および両下
肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難
な程度以上の身体障害を有する方

●支給制限
　住所要件・在宅要件・所得要件などによる制限があり
ます。
●手当額
月額60,000円

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

東京都重度心身障害者手当

　心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必
要とする原則65歳未満の方に支給している手当です。

※各種手帳をお持ちでなくても申請できます。

●申請に必要なもの
1.

2.

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福
祉手帳（お持ちの方のみ）
印鑑

●障害程度の目安
①身体障害者手帳1～3級の方
②愛の手帳1～4度の方
③脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
④精神障害者保健福祉手帳 1級の方

●支給制限
　住所要件・在宅要件・所得要件（20歳未満の児童
の場合には扶養義務者の方の所得要件）・保護者が
児童育成手当（障害手当）を受給している場合

●手当額
　身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1～3度の方
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方

月額15,500円
　身体障害者手帳3級または愛の手帳4度の方
　精神障害者保健福祉手帳1級の方

月額10,200円
●申請に必要なもの

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係

☎（3546）6032
FAX（3248）1322

心身障害者福祉手当

重度障害者紙おむつの支給

　寝たきりもしくは失禁状態にある重度の心身障害
のある方、重度の知的障害のある方または重度の精神
障害のある方に紙おむつをお届けします。

●障害程度の目安
在宅または入院中の方で、3歳以上65歳未満の常

　時臥床の状態、もしくはこれに準ずる状態にあり、
　または失禁状態にある、次のいずれかに該当する障
　害のある方。
　①身体障害者手帳1・2級の方
　②愛の手帳1・2度の方
　③精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
　④その他特に区長が必要と認める方
●支給内容
　区が作成したカタログの中から商品を選択していた
　だき、1カ月につき150枚を限度として無料で支給

　します。
　また、病院などに入院・転院し、病院が指定するお
　むつ以外を使用することができない場合には、月
　7,000円を限度におむつ代を助成します。
●申請に必要なもの
・ 紙おむつの支給
身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健
福祉手帳

・ おむつ代の助成
詳しくはお問い合わせください。

　原則65歳未満で心身に障害のある方に支給してい
る手当です。

1.

2.
3.
※個別事情によって追加で必要・不要となる書類が
ございます。詳しくはお問合せください。

扶養している児童の身体障害者手帳、愛の手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳
申請者（障害者・児）の預金口座がわかるもの
マイナンバーがわかるもの
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※各種手帳をお持ちでなくても申請できます。

心身に重度の障害を有するため、日常生活において
常時介護されている20歳未満の方に支給している手
当です。

●障害程度の目安
①身体障害者手帳1級（2級の一部）程度の方
②愛の手帳1度（2度の一部）程度の方
③上記①・②と同程度の疾病、精神障害の方

●資格喪失
　次のいずれかに該当する場合は、受給できません。
①施設に入所しているとき
②障害を理由とする公的年金を受けているとき

●手当額
月
●申請に必要なもの
額16,100円

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

障害児福祉手当

●支給制限
本人または扶養義務者の所得が基準額以上になる

　と、認定されても手当の支給が制限されます。

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福
祉手帳（お持ちの方のみ）
障害児福祉手当認定診断書（医師記入済のもの）
障害児本人名義の口座がわかるもの
年金証書(お持ちの方のみ)
マイナンバーがわかるもの
扶養義務者との関係がわかる戸籍謄本（扶養義
務者と別居している等の場合のみ）
同意書
承諾書

●障害程度の目安
①重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な
配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
②重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
③重度の肢体不自由者であって、両上肢および両下
肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難
な程度以上の身体障害を有する方

●支給制限
　住所要件・在宅要件・所得要件などによる制限があり
ます。
●手当額
月額60,000円

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

東京都重度心身障害者手当

　心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必
要とする原則65歳未満の方に支給している手当です。

※各種手帳をお持ちでなくても申請できます。

●申請に必要なもの
1.

2.

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福
祉手帳（お持ちの方のみ）
印鑑

●障害程度の目安
①身体障害者手帳1～3級の方
②愛の手帳1～4度の方
③脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
④精神障害者保健福祉手帳 1級の方
●支給制限
　住所要件・在宅要件・所得要件（20歳未満の児童
の場合には扶養義務者の方の所得要件）・保護者が
児童育成手当（障害手当）を受給している場合

●手当額
　身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1～3度の方
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方

月額15,500円
　身体障害者手帳3級または愛の手帳4度の方
　精神障害者保健福祉手帳1級の方

月額10,200円
●申請に必要なもの

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

☎（3546）5389
FAX（3248）1322

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係

☎（3546）6032
FAX（3248）1322

心身障害者福祉手当

重度障害者紙おむつの支給

　寝たきりもしくは失禁状態にある重度の心身障害
のある方、重度の知的障害のある方または重度の精神
障害のある方に紙おむつをお届けします。

●障害程度の目安
在宅または入院中の方で、3歳以上65歳未満の常
　時臥床の状態、もしくはこれに準ずる状態にあり、
　または失禁状態にある、次のいずれかに該当する障
　害のある方。
　①身体障害者手帳1・2級の方
　②愛の手帳1・2度の方
　③精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
　④その他特に区長が必要と認める方
●支給内容
　区が作成したカタログの中から商品を選択していた
　だき、1カ月につき150枚を限度として無料で支給

　します。
　また、病院などに入院・転院し、病院が指定するお
　むつ以外を使用することができない場合には、月
　7,000円を限度におむつ代を助成します。
●申請に必要なもの
・ 紙おむつの支給
身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健
福祉手帳

・ おむつ代の助成
詳しくはお問い合わせください。

　原則65歳未満で心身に障害のある方に支給してい
る手当です。

1.

2.
3.
※個別事情によって追加で必要・不要となる書類が
ございます。詳しくはお問合せください。

扶養している児童の身体障害者手帳、愛の手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳
申請者（障害者・児）の預金口座がわかるもの
マイナンバーがわかるもの
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ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者　
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月
31日までの児童を養育している方（20歳未満で中
度以上の障害がある児童を含む。）
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●手当額（令和7年４月1日現在）
　児童1人・全部支給　月額46,690円

てじ応に得所給支部一・
月額46,680円～11,010円

　児童2人目以降は 月額11,030円～5,520円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受けられま
せん。

●所得制限

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月
31日までの児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●手当額
1人につき月額13,500円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受けられま
せん。

●所得制限
扶養親族の人数によって異なります。詳しくはお問

　い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

児童育成手当

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者　
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月

31日までの児童を養育している方（20歳未満で中
度以上の障害がある児童を含む。）
①離婚、死亡などで父または母がいない
②父または母に重度の障害がある
③婚姻によらないで生まれ、父または母の扶養がない

他
●手当額（令和２年４月現在）
　児童1人・全部支給　月額43,160円

てじ応に得所給支部一・
月額43,150円～ 10,180円

　児童2人目 月額10,190円～ 5,100円加算
児童 3人目以降は 1人につき月額 6,110 円～

3,060円加算

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受

せん。

●所得制限
本人および同居している親・兄弟などの所得

異なるためお問い合わせください。

●申請に必要なもの
　戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり
た事由の記載のあるもの）、印鑑、預金口座
かるもの、個人番号確認書類、ほかに個別の
じた必要書類があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（3546）535

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月

31日までの児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない
②父または母に重度の障害がある
③婚姻によらないで生まれ、父または母の扶養がない

他
●手当額
1人につき月額13,500円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受

せん。

●所得制限
あり（詳しくはお問い合わせください。）

●申請に必要なもの
　戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり
た事由の記載のあるもの）、印鑑、預金口座
かるもの、個人番号確認書類、ほかに個別の
じた必要書類があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（3546）535

児童扶養手当

ひとり親家庭の子育て支援サービス

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、預金口座番号のわかるも
の、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、ほか
に個別の事情に応じた必要書類があります。

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、預金口座番号のわかるも
の、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、ほか
に個別の事情に応じた必要書類があります。

養育費や同居している親・兄弟などの所得も加味さ
　れます。詳しくはお問い合わせください。

【児童育成手当】

【児童扶養手当】

加算

このほかにも障害のあるお子さんのいるご家庭へのさま
ざまな支援サービスを行っています。
詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

障害児通所支援
通所による療育などの支援が必要な障害児に対し
て、サービスの支給決定をします。未就学児に対しては
児童発達支援、小学生以上の児童に対しては放課後等
デイサービスなどのサービスがあります。

●対象
通所による療育などの支援が必要だと認められた障
　害児

●申請方法
詳しくはお問い合わせください。

●費用
利用料はかかりません。ただし、おやつ代などの実費

　負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係 ☎（3546）6032
 FAX（3248）1322

自立支援給付
居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステ
イ）などのサービスの支給をします。

●対象
身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）などを取得し
　た障害児または難病の児童で必要と認められた方

●申請方法
詳しくはお問い合わせください。

●費用
本人の属する世帯の所得状況によって変わります。

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係　☎（3546）6032
 FAX（3248）1322
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ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者　
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月
31日までの児童を養育している方（20歳未満で中
度以上の障害がある児童を含む。）
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●手当額（令和7年４月1日現在）
　児童1人・全部支給　月額46,690円

てじ応に得所給支部一・
月額46,680円～11,010円

　児童2人目以降は 月額11,030円～5,520円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受けられま
せん。

●所得制限

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月
31日までの児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●手当額
1人につき月額13,500円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受けられま
せん。

●所得制限
扶養親族の人数によって異なります。詳しくはお問

　い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

児童育成手当

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者　
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月

31日までの児童を養育している方（20歳未満で中
度以上の障害がある児童を含む。）
①離婚、死亡などで父または母がいない
②父または母に重度の障害がある
③婚姻によらないで生まれ、父または母の扶養がない

他
●手当額（令和２年４月現在）
　児童1人・全部支給　月額43,160円

てじ応に得所給支部一・
月額43,150円～ 10,180円

　児童2人目 月額10,190円～ 5,100円加算
児童 3人目以降は 1人につき月額 6,110 円～

3,060円加算

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受

せん。

●所得制限
本人および同居している親・兄弟などの所得

異なるためお問い合わせください。

●申請に必要なもの
　戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり
た事由の記載のあるもの）、印鑑、預金口座
かるもの、個人番号確認書類、ほかに個別の
じた必要書類があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（3546）535

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、
18歳までの児童を養育している方に支給している手当
です。

●受給対象者
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月

31日までの児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない
②父または母に重度の障害がある
③婚姻によらないで生まれ、父または母の扶養がない

他
●手当額
1人につき月額13,500円

●支給制限
児童福祉施設などに入所している場合は受

せん。

●所得制限
あり（詳しくはお問い合わせください。）

●申請に必要なもの
　戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり
た事由の記載のあるもの）、印鑑、預金口座
かるもの、個人番号確認書類、ほかに個別の
じた必要書類があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課子育て支援係

☎（3546）535

児童扶養手当

ひとり親家庭の子育て支援サービス

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、預金口座番号のわかるも
の、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、ほか
に個別の事情に応じた必要書類があります。

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、預金口座番号のわかるも
の、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、ほか
に個別の事情に応じた必要書類があります。

養育費や同居している親・兄弟などの所得も加味さ
　れます。詳しくはお問い合わせください。

【児童育成手当】

【児童扶養手当】

加算

このほかにも障害のあるお子さんのいるご家庭へのさま
ざまな支援サービスを行っています。
詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

障害児通所支援
通所による療育などの支援が必要な障害児に対し

て、サービスの支給決定をします。未就学児に対しては
児童発達支援、小学生以上の児童に対しては放課後等
デイサービスなどのサービスがあります。

●対象
通所による療育などの支援が必要だと認められた障

　害児

●申請方法
詳しくはお問い合わせください。

●費用
利用料はかかりません。ただし、おやつ代などの実費

　負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係 ☎（3546）6032
 FAX（3248）1322

自立支援給付
居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステ

イ）などのサービスの支給をします。

●対象
身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）などを取得し

　た障害児または難病の児童で必要と認められた方

●申請方法
詳しくはお問い合わせください。

●費用
本人の属する世帯の所得状況によって変わります。

◆問合せ先
　福祉保健部障害者福祉課相談支援係　☎（3546）6032
 FAX（3248）1322
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ひとり親家庭などの方が病気やケガなどをしたとき、
安心して病院などで受診できるように医療費の自己負
担分の全部または一部を助成しています。

●助成の範囲
・ 住民税課税世帯　各種保険適用の自己負担分の一

部を助成
・ 住民税非課税世帯　各種保険適用の自己負担分全

額、入院時の食事療養標準負
担額を助成

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭で日常生活を営むのに著しく支障が生じ
たときに、ホームヘルパーを派遣します。

●対象となる家庭
　義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭で、就職
活動や疾病、冠婚葬祭などにより、家事または育児な
どの日常生活に支障が生じ、ホームヘルプサービス
の必要があると認められる家庭

●サービス内容
育児（子どもの見守り）、家事（食事の支度、洗濯、
掃除など）

●派遣の上限
・ 派遣時間　午

家事：原則２時間以内
育児：

前7時～午後10時の間
原則2時間以上4時間以内

・ 派遣回数　原
一時的に支援が必要な場合は１カ月の
み4回まで

則として月12回まで

●利用者負担金
　申請者本人の所得に応じた費用負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（3546）5444

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、申請者及び対象児童の加入
健康保険が分かるもの（資格確認書、資格情報のお知
らせ等）、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、
ほかに個別の事情に応じた必要書類があります。

●対象者
次のいずれかに該当する健康保険に加入している
　18歳になった最初の3月31日までの児童（中度以
　上の障害がある場合は20歳未満までの方）と、その
　児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●支給制限
・生活保護を受けている場合や、児童福祉施設に入所
している場合は受けられません。
・対象者が他に医療費の助成を受けている場合、他の
医療費助成制度が優先される場合があります。

●所得制限
養育費や同居している親・兄弟などの所得も加味さ
　れます。詳しくはお問い合わせください。

【ひとり親家庭等医療費助成】

●対象者

●支給額
費用の60％（上限があり、講座によって上限額が異

　なります。12,000円以下の場合は支給対象外です。）

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

　母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受
けており20歳未満の児童を扶養している方

　母子家庭の母または父子家庭の父の就労促進のた
め、区が認める教育訓練講座を受講する場合に、訓練
給付金を支給します。事前に面談が必要です。

☎（6278）8421

●支給額

住民税非課税世帯 住民税課税世帯

金訓練促進給付 （月額） 141,000円
70,500円

修了支援給付金 50,000円 25,000円

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

（最後の12カ月は）110,500円

　母子家庭の母または父子家庭の父の就業に有利な
資格取得のため、一定期間以上養成機関で修業する
場合に、訓練促進給付金を支給します。事前に面談が
必要です。

●対象者
児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得

　水準にあり20歳未満の児童を扶養している方

●対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、製菓衛生師、調理師など

●対象者
　児童育成手当を受給している方および手当の支給
対象児童（3歳未満の方は対象外）

●助成額 ◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭休養ホーム
　ひとり親家庭の休養とレクリエーションのため、区
指定の宿泊施設や日帰り施設の利用料金の一部を助
成しています。
　また、観劇やスポーツ観戦の興行入場券の購入費用
の一部を助成しています。

４月から翌年３月までの１年間で宿泊施設１泊、日帰
り施設１回、観劇・スポーツ観戦等利用助成は助成
額に達するまで申請できます。
①宿泊施設 大人（１２歳以上）  １泊 7,000円以内
　　　　　 小人（３歳以上１２歳未満）
　　　　　　　　　　　　　    １泊 6,300円以内
②日帰り施設　　　　　　　    １回 3,000円以内
③観劇・スポーツ観戦等利用助成

１人 3,000円以内

【日帰り施設】

【観劇・スポーツ観戦等】

【宿泊施設】
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ひとり親家庭などの方が病気やケガなどをしたとき、
安心して病院などで受診できるように医療費の自己負
担分の全部または一部を助成しています。

●助成の範囲
・ 住民税課税世帯　各種保険適用の自己負担分の一

部を助成
・ 住民税非課税世帯　各種保険適用の自己負担分全

額、入院時の食事療養標準負
担額を助成

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭で日常生活を営むのに著しく支障が生じ
たときに、ホームヘルパーを派遣します。

●対象となる家庭
　義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭で、就職
活動や疾病、冠婚葬祭などにより、家事または育児な
どの日常生活に支障が生じ、ホームヘルプサービス
の必要があると認められる家庭

●サービス内容
育児（子どもの見守り）、家事（食事の支度、洗濯、
掃除など）

●派遣の上限
・ 派遣時間　午

家事：原則２時間以内
育児：

前7時～午後10時の間
原則2時間以上4時間以内

・ 派遣回数　原
一時的に支援が必要な場合は１カ月の
み4回まで

則として月12回まで

●利用者負担金
　申請者本人の所得に応じた費用負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（3546）5444

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

●申請に必要なもの
戸籍謄本（申請者本人、支給対象児童、ひとり親となっ
た事由の記載のあるもの）、申請者及び対象児童の加入
健康保険が分かるもの（資格確認書、資格情報のお知
らせ等）、個人番号確認書類、申請者の本人確認書類、
ほかに個別の事情に応じた必要書類があります。

●対象者
次のいずれかに該当する健康保険に加入している

　18歳になった最初の3月31日までの児童（中度以
　上の障害がある場合は20歳未満までの方）と、その
　児童を養育している方
①離婚、死亡などで父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③婚姻によらないで生まれた児童

他
●支給制限
・生活保護を受けている場合や、児童福祉施設に入所
している場合は受けられません。

・対象者が他に医療費の助成を受けている場合、他の
医療費助成制度が優先される場合があります。

●所得制限
養育費や同居している親・兄弟などの所得も加味さ

　れます。詳しくはお問い合わせください。

【ひとり親家庭等医療費助成】

●対象者

●支給額
費用の60％（上限があり、講座によって上限額が異

　なります。12,000円以下の場合は支給対象外です。）

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

　母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受
けており20歳未満の児童を扶養している方

　母子家庭の母または父子家庭の父の就労促進のた
め、区が認める教育訓練講座を受講する場合に、訓練
給付金を支給します。事前に面談が必要です。

☎（6278）8421

●支給額

住民税非課税世帯 住民税課税世帯

金訓練促進給付 （月額） 141,000円
70,500円

修了支援給付金 50,000円 25,000円

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

（最後の12カ月は）110,500円

　母子家庭の母または父子家庭の父の就業に有利な
資格取得のため、一定期間以上養成機関で修業する
場合に、訓練促進給付金を支給します。事前に面談が
必要です。

●対象者
児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得

　水準にあり20歳未満の児童を扶養している方

●対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、製菓衛生師、調理師など

●対象者
　児童育成手当を受給している方および手当の支給
対象児童（3歳未満の方は対象外）

●助成額 ◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

☎（3546）5350・5351

ひとり親家庭休養ホーム
　ひとり親家庭の休養とレクリエーションのため、区
指定の宿泊施設や日帰り施設の利用料金の一部を助
成しています。
　また、観劇やスポーツ観戦の興行入場券の購入費用
の一部を助成しています。

４月から翌年３月までの１年間で宿泊施設１泊、日帰
り施設１回、観劇・スポーツ観戦等利用助成は助成
額に達するまで申請できます。
①宿泊施設 大人（１２歳以上）  １泊 7,000円以内
　　　　　 小人（３歳以上１２歳未満）
　　　　　　　　　　　　　    １泊 6,300円以内
②日帰り施設　　　　　　　    １回 3,000円以内
③観劇・スポーツ観戦等利用助成

１人 3,000円以内

【日帰り施設】

【観劇・スポーツ観戦等】

【宿泊施設】
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　母子家庭のための施設として、生活上の問題を抱え
ているため子どもの養育が十分にできない場合に、母
子で入所することができます。

●支援の内容
・ 居室の提供
・ 母子指導員による自立・生活支援

●利用者負担金
　所得に応じた費用負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

住宅に困窮しているひとり親世帯を対象に設置している
区立住宅です。あき家が発生した場合に募集しています。

●申込資格
①区内に引き続き1年以上居住していること、または、
中央区を通じて母子生活支援施設に入所していること

②同居者が扶養関係にある18歳未満の児童のみで、
配偶者・内縁関係・パートナーシップ関係にある
方がいないひとり親世帯であること
③年間所得金額が240万円以内であること

④現に住宅に困っていること
⑤暴力団員でないこと

◆問合せ先
　都市整備部住宅課住宅管理係

☎（3546）5467・5470

母子生活支援施設

ひとり親世帯への住宅支援

ひとり親家庭の親子を対象に、相互の交流やレクリ
エーションを目的とした研修を、中央区ひとり親家庭福
祉協議会との共催で年1回実施しています。

●対　象
おおむね4歳以上中学生以下の児童と一緒に参加で
きる区内在住のひとり親世帯

●時　期
毎年7月下旬ごろ

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会　在宅福祉サービス部

☎（3206）0603

ひとり親家庭日帰りバス研修

母子家庭または父子家庭の生活の安定と、その児童
の福祉の増進を図るために、各種資金を貸し付け
ます。
必ず支払い・契約前に事前にご相談ください。

●対象者

●連帯保証人
　原則として連帯保証人が1人必要です。

●償還方法
期限内に月賦・半年賦または年賦による元利均等償
還となります。

●貸付金の種類
　事業開始資金・事業継続資金・修業資金・就職支度
資金・住宅資金・転宅資金・医療介護資金・技能習得資金・
生活資金・結婚資金・修学資金・就学支度資金

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（6264）7190

東京都母子及び父子福祉資金貸付

　なお、都営住宅においては、ひとり親世帯を対象に、
抽選の当選確率が高くなる制度や住宅困窮度の高い
順にあっせんする募集方式（ポイント方式）があります。

　都内に6カ月以上居住している母子家庭の母または
　父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方

養育費確保支援事業
　養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切な
ものです。
　離婚によりひとり親となる方が養育費を確実に受
け取れるよう、養育費の確保に係る手続に必要な費
用の一部を補助します。
　補助の範囲や上限額等についてはホームページを
ご覧ください。また、申請をする際は必ず事前にご相
談ください。

【公正証書等作成費用の補助】
　養育費の取決めに係る公正証書の作成費用、家庭
裁判所の調停申立て・裁判に係る費用を補助します。

【ＡＤＲ費用の補助】
　養育費の取決めにADR（裁判外紛争解決手続）を
利用する場合の申込料、依頼料に相当する費用や調
停期日に係る費用を補助します。

【養育費保証料の補助】
　養育費の受取者が、養育費保証会社と養育費に係
る保証契約を締結した際に必要となる保証料を補助
します。

【弁護士費用の補助】
　「養育費請求調停」や「強制執行」申立てを行う際の
弁護士費用を補助します。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課　  ☎（6278）8421

ADR（裁判外紛争解決手続）
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの
略で、訴訟手続によることなく、民事上の紛争を解
決しようとする当事者のため、中立的な第三者の専
門家に関与してもらい、話し合いにより解決を図る
方法です。
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　母子家庭のための施設として、生活上の問題を抱え
ているため子どもの養育が十分にできない場合に、母
子で入所することができます。

●支援の内容
・ 居室の提供
・ 母子指導員による自立・生活支援

●利用者負担金
　所得に応じた費用負担があります。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課 ☎（6278）8421

住宅に困窮しているひとり親世帯を対象に設置している
区立住宅です。あき家が発生した場合に募集しています。

●申込資格
①区内に引き続き1年以上居住していること、または、
中央区を通じて母子生活支援施設に入所していること

②同居者が扶養関係にある18歳未満の児童のみで、
配偶者・内縁関係・パートナーシップ関係にある
方がいないひとり親世帯であること

③年間所得金額が240万円以内であること

④現に住宅に困っていること
⑤暴力団員でないこと

◆問合せ先
　都市整備部住宅課住宅管理係

☎（3546）5467・5470

母子生活支援施設

ひとり親世帯への住宅支援

ひとり親家庭の親子を対象に、相互の交流やレクリ
エーションを目的とした研修を、中央区ひとり親家庭福
祉協議会との共催で年1回実施しています。

●対　象
おおむね4歳以上中学生以下の児童と一緒に参加で
きる区内在住のひとり親世帯

●時　期
毎年7月下旬ごろ

◆問合せ先
　中央区社会福祉協議会　在宅福祉サービス部

☎（3206）0603

ひとり親家庭日帰りバス研修

母子家庭または父子家庭の生活の安定と、その児童
の福祉の増進を図るために、各種資金を貸し付け
ます。
必ず支払い・契約前に事前にご相談ください。

●対象者

●連帯保証人
　原則として連帯保証人が1人必要です。

●償還方法
期限内に月賦・半年賦または年賦による元利均等償
還となります。

●貸付金の種類
　事業開始資金・事業継続資金・修業資金・就職支度
資金・住宅資金・転宅資金・医療介護資金・技能習得資金・
生活資金・結婚資金・修学資金・就学支度資金

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（6264）7190

東京都母子及び父子福祉資金貸付

　なお、都営住宅においては、ひとり親世帯を対象に、
抽選の当選確率が高くなる制度や住宅困窮度の高い
順にあっせんする募集方式（ポイント方式）があります。

　都内に6カ月以上居住している母子家庭の母または
　父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方

養育費確保支援事業
　養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切な
ものです。
　離婚によりひとり親となる方が養育費を確実に受
け取れるよう、養育費の確保に係る手続に必要な費
用の一部を補助します。
　補助の範囲や上限額等についてはホームページを
ご覧ください。また、申請をする際は必ず事前にご相
談ください。

【公正証書等作成費用の補助】
　養育費の取決めに係る公正証書の作成費用、家庭
裁判所の調停申立て・裁判に係る費用を補助します。

【ＡＤＲ費用の補助】
　養育費の取決めにADR（裁判外紛争解決手続）を
利用する場合の申込料、依頼料に相当する費用や調
停期日に係る費用を補助します。

【養育費保証料の補助】
　養育費の受取者が、養育費保証会社と養育費に係
る保証契約を締結した際に必要となる保証料を補助
します。

【弁護士費用の補助】
　「養育費請求調停」や「強制執行」申立てを行う際の
弁護士費用を補助します。

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課　  ☎（6278）8421

ADR（裁判外紛争解決手続）
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの
略で、訴訟手続によることなく、民事上の紛争を解
決しようとする当事者のため、中立的な第三者の専
門家に関与してもらい、話し合いにより解決を図る
方法です。
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【申込方法】

◆問合せ先
　中央区地域家庭教育推進協議会事務局
（区民部文化・生涯学習課生涯学習係）

☎（3546）5526

子育てのヒントがいっぱいです

子育てキャンパス「乳幼児期コース」

おやじの出番！「親子釣り体験教室」

子育て情報のページ

　「区のおしらせ ちゅうおう」や区のホームページ、
「家庭教育学習会のお知らせ」をご覧いただき、お申
し込みください。

「中央区地域家庭教育推進協議会」（以下「協議会」と
いいます。）は、家庭教育の推進や親力の強化を図るた
め平成16 年度に設置した団体で、区、学校関係者、
PTA、民生・児童委員、青少年委員など地域の家庭教育
関係者で構成しています。
地域全体で子育て家庭を支援するためにPTA・学
校・地域が連携し、保護者などに子どもの成長や子育
てについて学ぶ機会を提供しています。また乳幼児の
子育て家庭も安心してご参加いただけるよう、託児付
きの講座も開催しています。

①家庭教育学習会の開催
協議会は各幼稚園、小・中学校やPTA、地域の子育
て支援団体と共催し、保護者向けの講座や、親子で参加
する学習会を開催しています。
協議会主催の学習会では、子どもの発達段階に応じ
た家庭教育のあり方について専門の講師のお話を聞き
ながらみなさんと一緒に考えていく学習（子育てキャ
ンパス）を開催しています。子育てキャンパスは、乳幼
児期、思春期や発達障害を考える講座など、子どもの成
長にあわせたコースがあり、子育てに関する悩みを解
決するヒントがたくさんつまっています。どなたでも
ご参加いただけます。
また、年1回の報告・交流会では、共催団体の学習会
の報告や各団体の交流・情報交換などを行っています。

②家庭教育講演会の開催　
PTA 連合会と共催し、保護者が子どもを育ててい
く力「親力」を高めるため、広く保護者に呼びかけて家
庭教育講演会を開催しています。

③入園・入学準備期などの学習会
少しでも多くの保護者が学習会に参加できるよう、
入園・入学説明会などと日程をあわせて、家庭教育な
どを学ぶ学習会を各幼稚園、小・中学校と共催で開催
しています。

④おやじの出番！
父親が家庭教育に参加するきっかけを作るため、父
親が参加しやすい内容の親子参加型の学習会「おやじ
の出番！」を開催しています。

●中央区民カレッジ
◆問合せ先
　区民部文化・生涯学習課生涯学習係

☎（3546）5524
●消費生活講座
◆問合せ先
　中央区消費生活センター ☎（3546）5332

●男女共同参画講演会
●男女共同参画講座
●再就職支援事業（講座・個別相談）
●講演と映画のつどい
●育児中の保護者社会参加応援事業（ほっと一息私の
時間）

●キャリアアップ講座
◆問合せ先
　男女平等センター「ブーケ21」 ☎（5543）0651

【図書館の利用方法】

●区立図書館
・ 京橋図書館
中央区新富1-13-14（本の森ちゅうおう2～5階）

☎（3551）2151
・ 日本橋図書館
中央区日本橋人形町1-1-17（日本橋小学校等複
合施設6・7階） ☎（3669）6207

・ 月島図書館
中央区月島4-1-1（月島区民センター3階）

☎（3532）4391

☎（5166）3131

・ 晴海図書館
中央区晴海4-8-1（晴海区民センター3・4階）

・ 開館時間
月～土曜日 午前9時～午後9時

親子で楽しめるサークルの情報

託児付き講座の情報

図書館からのご案内

　区内在住・在勤の方々が社会教育会館などの施
設を利用して、さまざまな分野のサークル活動をし
ています。サークルの中には親子で参加し、音楽やリ
ズム体操（リトミック）を楽しむサークルや、「子育て
コミュニティ」をテーマに活動しているサークルもあ
ります。生涯学習情報誌「サークルガイドブック」ま

区が開催する講座や講習会では、受講生のお子さん
をお預かりしています。各講座の詳細はホームページで
紹介していますので、ご活用ください。

◆問合せ先
　区民部文化・生涯学習課生涯学習係　☎（3546）5524

日曜日・休日 午前9時～午後5時
・ 休館日
京橋・晴海図書館 第3木曜日（休日の場合は翌日）

第4木曜日（休日の場合は翌日）日本橋・月島図書館　
共通 年末年始（12月31日～1月2日）

特別整理期間（年間4日間）
※その他、臨時休館があります。

・ ホームページ
　https：//www.library.city.chuo.tokyo.jp/

図書館の本の検索・予約がインター
ネットからできます。「こどものペー
ジ」や「Teensのページ」（10代向
け）もあります。

たはホームページでも紹介していますので、ご活用
ください。

図書館の児童室には、絵本や読みもの、紙芝居など
子ども向けの本がたくさんあります。また、子ども向
けの本を紹介した小冊子「このほんしってる」や赤ちゃ
んへの絵本選びに役立つ「はじめてであう赤ちゃんえ
ほん」、3歳から5歳児向けの本を紹介した「よんで
よんで！」を配布しています。
初めて本を借りる時は、住所が確認できる書類（マイ

ナンバーカードなど）をお持ちになれば、その場で
「利用カード」が作成できます。
また一人あたり10冊まで2週間借りられます。



子
育
て
情
報
の
ペ
ー
ジ

49｜ 子育てガイドブック｜

【申込方法】

◆問合せ先
　中央区地域家庭教育推進協議会事務局
（区民部文化・生涯学習課生涯学習係）

☎（3546）5526

子育てのヒントがいっぱいです

子育てキャンパス「乳幼児期コース」

おやじの出番！「親子釣り体験教室」

子育て情報のページ

　「区のおしらせ ちゅうおう」や区のホームページ、
「家庭教育学習会のお知らせ」をご覧いただき、お申
し込みください。

「中央区地域家庭教育推進協議会」（以下「協議会」と
いいます。）は、家庭教育の推進や親力の強化を図るた
め平成16 年度に設置した団体で、区、学校関係者、
PTA、民生・児童委員、青少年委員など地域の家庭教育
関係者で構成しています。
地域全体で子育て家庭を支援するためにPTA・学
校・地域が連携し、保護者などに子どもの成長や子育
てについて学ぶ機会を提供しています。また乳幼児の
子育て家庭も安心してご参加いただけるよう、託児付
きの講座も開催しています。

①家庭教育学習会の開催
協議会は各幼稚園、小・中学校やPTA、地域の子育
て支援団体と共催し、保護者向けの講座や、親子で参加
する学習会を開催しています。
協議会主催の学習会では、子どもの発達段階に応じ

た家庭教育のあり方について専門の講師のお話を聞き
ながらみなさんと一緒に考えていく学習（子育てキャ
ンパス）を開催しています。子育てキャンパスは、乳幼
児期、思春期や発達障害を考える講座など、子どもの成
長にあわせたコースがあり、子育てに関する悩みを解
決するヒントがたくさんつまっています。どなたでも
ご参加いただけます。
また、年1回の報告・交流会では、共催団体の学習会
の報告や各団体の交流・情報交換などを行っています。

②家庭教育講演会の開催　
PTA 連合会と共催し、保護者が子どもを育ててい

く力「親力」を高めるため、広く保護者に呼びかけて家
庭教育講演会を開催しています。

③入園・入学準備期などの学習会
少しでも多くの保護者が学習会に参加できるよう、

入園・入学説明会などと日程をあわせて、家庭教育な
どを学ぶ学習会を各幼稚園、小・中学校と共催で開催
しています。

④おやじの出番！
父親が家庭教育に参加するきっかけを作るため、父

親が参加しやすい内容の親子参加型の学習会「おやじ
の出番！」を開催しています。

●中央区民カレッジ
◆問合せ先
　区民部文化・生涯学習課生涯学習係

☎（3546）5524
●消費生活講座
◆問合せ先
　中央区消費生活センター ☎（3546）5332

●男女共同参画講演会
●男女共同参画講座
●再就職支援事業（講座・個別相談）
●講演と映画のつどい
●育児中の保護者社会参加応援事業（ほっと一息私の
時間）

●キャリアアップ講座
◆問合せ先
　男女平等センター「ブーケ21」 ☎（5543）0651

【図書館の利用方法】

●区立図書館
・ 京橋図書館
中央区新富1-13-14（本の森ちゅうおう2～5階）

☎（3551）2151
・ 日本橋図書館
中央区日本橋人形町1-1-17（日本橋小学校等複
合施設6・7階） ☎（3669）6207

・ 月島図書館
中央区月島4-1-1（月島区民センター3階）

☎（3532）4391

☎（5166）3131

・ 晴海図書館
中央区晴海4-8-1（晴海区民センター3・4階）

・ 開館時間
月～土曜日 午前9時～午後9時

親子で楽しめるサークルの情報

託児付き講座の情報

図書館からのご案内

　区内在住・在勤の方々が社会教育会館などの施
設を利用して、さまざまな分野のサークル活動をし
ています。サークルの中には親子で参加し、音楽やリ
ズム体操（リトミック）を楽しむサークルや、「子育て
コミュニティ」をテーマに活動しているサークルもあ
ります。生涯学習情報誌「サークルガイドブック」ま

区が開催する講座や講習会では、受講生のお子さん
をお預かりしています。各講座の詳細はホームページで
紹介していますので、ご活用ください。

◆問合せ先
　区民部文化・生涯学習課生涯学習係　☎（3546）5524

日曜日・休日 午前9時～午後5時
・ 休館日
京橋・晴海図書館 第3木曜日（休日の場合は翌日）

第4木曜日（休日の場合は翌日）日本橋・月島図書館　
共通 年末年始（12月31日～1月2日）

特別整理期間（年間4日間）
※その他、臨時休館があります。

・ ホームページ
　https：//www.library.city.chuo.tokyo.jp/

図書館の本の検索・予約がインター
ネットからできます。「こどものペー
ジ」や「Teensのページ」（10代向
け）もあります。

たはホームページでも紹介していますので、ご活用
ください。

図書館の児童室には、絵本や読みもの、紙芝居など
子ども向けの本がたくさんあります。また、子ども向
けの本を紹介した小冊子「このほんしってる」や赤ちゃ
んへの絵本選びに役立つ「はじめてであう赤ちゃんえ
ほん」、3歳から5歳児向けの本を紹介した「よんで
よんで！」を配布しています。
初めて本を借りる時は、住所が確認できる書類（マイ
ナンバーカードなど）をお持ちになれば、その場で
「利用カード」が作成できます。
また一人あたり10冊まで2週間借りられます。
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「よんでよんで！」
《3歳から5歳児向け絵本リスト》

図書館および保健所・保健センターで配布しています。

「はじめてであう赤ちゃんえほん」
《0歳から2歳児向け絵本リスト》

図書館および保健所・保健センターで配布しています。

「よんでよんで！」
《3歳から5歳児向け絵本リスト》

「はじめてであう赤ちゃんえほん」
《0歳から2歳児向け絵本リスト》

【おはなし会のご案内】
図書館では、職員及びボランティアが絵本や紙芝居

などを読み聞かせするおはなし会を毎週行っています。
絵本などの本に親しむことは、子どもたちのことばと

心を育むうえで、大きな力があると言われています。

　図書館ではさまざまなお話を子どもたちに
書をとおした親子のふれあいのきっかけになれ
ています。お気軽にご参加ください。参加費
です。

【ブックスタートのご案内】
　区内在住の0歳児の赤ちゃんへ絵本を渡すブックス
タート事業を実施しています。満1歳の誕生月まで、

図書館で引換えています。

お子さんに絵本や本を選びたいと思っていても、迷っ
てしまうことが多いのではないでしょうか。図書館では、
おすすめの絵本や本のリストを作成していますので、お
役立てください。

○「このほんしってる」
《乳児～小学6年生向け》
図書館及び区内の小学校、幼稚園、保育園で
います。

○開催時間・対象

※曜日・時間などは変更になる場合がありますので、各図書館にお問い合わせください。

　京橋図書館
（第2土曜日） 　　午前11時～11時 20分 0～２歳向け
（火曜日） 　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上
（土曜日） 　　午後3時～3時30分 おおむね3歳以上

日本橋図書館
（水曜日）

　　午前11時～11時 30分 0～２歳向け
　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上

（土曜日） 　　午後2時～2時30分 おおむね3歳以上

月島図書館
（水曜日）

　　午後2時30分～3時 0～２歳向け
　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上

（土曜日） 　　午後2時～2時30分 おおむね3歳以上

図書館および保健所・保健センターで配布しています。 図書館および保健所・保健センターで配布しています。
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「このほんしってる」
《乳幼児から小学6年生向けリスト》

図書館および区内の小学校・幼稚園・保育園で
配布しています。

　お子さんに絵本や本を選びたいと思っていても、迷ってしまうことが多いのではないでしょうか。図書館では、お
すすめの絵本や本のリストを作成していますので、お役立てください。

赤ちゃん
えほん

は じ め て で あ う

令和6年8月発行

赤ちゃんえほん
は じ め て で あ う

中央区立図書館

子ども読書手帳のご案内
区立小・中学校の児童生徒および区内の幼稚園、保

育園の３歳児以上の園児に、自分が読んだ本のタイト
ルや感想などを記入することができる「子ども読書手
帳」を、学校（園）を通じて配布しています。図書館での
配布もしています。
また、図書館のホームページからダウンロードする

こともできます。

◆問合せ先
　本の森ちゅうおう（京橋図書館）
 ☎（3551）２１５１
　日本橋図書館 ☎（3669）6207
　月島図書館 ☎（3532）4391
　晴海図書館 ☎（5166）3131

【おはなし会のご案内】

【ブックスタートのご案内】

○開催時

○開催時間・対象

間・対象

※曜日・時間などは変更になる場合がありますので、各図書館にお問い合わせください。

　本の森
　ちゅうおう
　（京橋図書館）

本の森ちゅうおう（京橋図書館）

日本橋図書館

月島図書館

（毎週土曜日）

（第2・第4土曜日） 午前10時30分～10時50分
午前11時  ～  11時20分
午後2時 ～ 2時20分
午後2時 ～ 2時20分
午後2時 ～ 2時20分

0歳から満1歳の誕生月まで
（第2火曜日）

（毎週水曜日）
晴海図書館 (第１･第３水曜日)

0～２歳向け
（毎週火曜日） おおむね3歳以上
（毎週土曜日） おおむね3歳以上

日本橋図書館
（毎週水曜日）

0～２歳向け
おおむね3歳以上

（毎週土曜日）
（第1・第3土曜日）

お
年齢問わず
おむね3歳以上

晴海図書館

月

(毎週火曜日)
０～２歳向け

～２歳向け

午前11時～11時20分
午後3時30分 ～ 4時
午後3時 ～ 3時30分
午前11時～11時20分
午後3時30分 ～ 4時
午後2時 ～ 2時30分
午前11時～11時30分
午後2時30分 ～ 3時
午後3時30分 ～ 4時
午後2時 ～ 2時30分
午前11時～11時20分
午後3時 ～ 3時30分
午後3時 ～ 3時30分

おおむね３歳以上

おむね3歳以上

（毎週土曜日） おおむね３歳以上

島図書館
（毎週水曜日）

0
お

（毎週土曜日） おおむね3歳以上

　図書館では、子どもたちが本に親しむために、職員及びボランティアが絵本や紙芝居などを読み聞かせるおはな
し会を行っています。親子でお気軽にご参加ください。参加費用は無料です。

　区内在住の0歳児の赤ちゃんへ絵本を渡すブックスタート事業を実施しています。「中央区ブックスタート引換
券」は3～4カ月児健診の通知に同封しています。引き換えは、満1歳のお誕生月までです。図書館では、ブックス
タートおはなし会を実施していますので、引き換え時にぜひご参加ください。参加費用は無料です。
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「よんでよんで！」
《3歳から5歳児向け絵本リスト》

図書館および保健所・保健センターで配布しています。

「はじめてであう赤ちゃんえほん」
《0歳から2歳児向け絵本リスト》

図書館および保健所・保健センターで配布しています。

「よんでよんで！」
《3歳から5歳児向け絵本リスト》

「はじめてであう赤ちゃんえほん」
《0歳から2歳児向け絵本リスト》

【おはなし会のご案内】
図書館では、職員及びボランティアが絵本や紙芝居

などを読み聞かせするおはなし会を毎週行っています。
絵本などの本に親しむことは、子どもたちのことばと

心を育むうえで、大きな力があると言われています。

　図書館ではさまざまなお話を子どもたちに
書をとおした親子のふれあいのきっかけになれ
ています。お気軽にご参加ください。参加費
です。

【ブックスタートのご案内】
　区内在住の0歳児の赤ちゃんへ絵本を渡すブックス
タート事業を実施しています。満1歳の誕生月まで、

図書館で引換えています。

お子さんに絵本や本を選びたいと思っていても、迷っ
てしまうことが多いのではないでしょうか。図書館では、
おすすめの絵本や本のリストを作成していますので、お
役立てください。

○「このほんしってる」
《乳児～小学6年生向け》
図書館及び区内の小学校、幼稚園、保育園で
います。

○開催時間・対象

※曜日・時間などは変更になる場合がありますので、各図書館にお問い合わせください。

　京橋図書館
（第2土曜日） 　　午前11時～11時 20分 0～２歳向け
（火曜日） 　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上
（土曜日） 　　午後3時～3時30分 おおむね3歳以上

日本橋図書館
（水曜日）

　　午前11時～11時 30分 0～２歳向け
　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上

（土曜日） 　　午後2時～2時30分 おおむね3歳以上

月島図書館
（水曜日）

　　午後2時30分～3時 0～２歳向け
　　午後3時30分～4時 おおむね3歳以上

（土曜日） 　　午後2時～2時30分 おおむね3歳以上

図書館および保健所・保健センターで配布しています。 図書館および保健所・保健センターで配布しています。

48

「このほんしってる」
《乳幼児から小学6年生向けリスト》

図書館および区内の小学校・幼稚園・保育園で
配布しています。

　お子さんに絵本や本を選びたいと思っていても、迷ってしまうことが多いのではないでしょうか。図書館では、お
すすめの絵本や本のリストを作成していますので、お役立てください。

赤ちゃん
えほん

は じ め て で あ う

令和6年8月発行

赤ちゃんえほん
は じ め て で あ う

中央区立図書館

子ども読書手帳のご案内
区立小・中学校の児童生徒および区内の幼稚園、保
育園の３歳児以上の園児に、自分が読んだ本のタイト
ルや感想などを記入することができる「子ども読書手
帳」を、学校（園）を通じて配布しています。図書館での
配布もしています。
また、図書館のホームページからダウンロードする
こともできます。

◆問合せ先
　本の森ちゅうおう（京橋図書館）
 ☎（3551）２１５１
　日本橋図書館 ☎（3669）6207
　月島図書館 ☎（3532）4391
　晴海図書館 ☎（5166）3131

【おはなし会のご案内】

【ブックスタートのご案内】

○開催時

○開催時間・対象

間・対象

※曜日・時間などは変更になる場合がありますので、各図書館にお問い合わせください。

　本の森
　ちゅうおう
　（京橋図書館）

本の森ちゅうおう（京橋図書館）

日本橋図書館

月島図書館

（毎週土曜日）

（第2・第4土曜日） 午前10時30分～10時50分
午前11時  ～  11時20分
午後2時 ～ 2時20分
午後2時 ～ 2時20分
午後2時 ～ 2時20分

0歳から満1歳の誕生月まで
（第2火曜日）

（毎週水曜日）
晴海図書館 (第１･第３水曜日)

0～２歳向け
（毎週火曜日） おおむね3歳以上
（毎週土曜日） おおむね3歳以上

日本橋図書館
（毎週水曜日）

0～２歳向け
おおむね3歳以上

（毎週土曜日）
（第1・第3土曜日）

お
年齢問わず
おむね3歳以上

晴海図書館

月

(毎週火曜日)
０～２歳向け

～２歳向け

午前11時～11時20分
午後3時30分 ～ 4時
午後3時 ～ 3時30分
午前11時～11時20分
午後3時30分 ～ 4時
午後2時 ～ 2時30分
午前11時～11時30分
午後2時30分 ～ 3時
午後3時30分 ～ 4時
午後2時 ～ 2時30分
午前11時～11時20分
午後3時 ～ 3時30分
午後3時 ～ 3時30分

おおむね３歳以上

おむね3歳以上

（毎週土曜日） おおむね３歳以上

島図書館
（毎週水曜日）

0
お

（毎週土曜日） おおむね3歳以上

　図書館では、子どもたちが本に親しむために、職員及びボランティアが絵本や紙芝居などを読み聞かせるおはな
し会を行っています。親子でお気軽にご参加ください。参加費用は無料です。

　区内在住の0歳児の赤ちゃんへ絵本を渡すブックスタート事業を実施しています。「中央区ブックスタート引換
券」は3～4カ月児健診の通知に同封しています。引き換えは、満1歳のお誕生月までです。図書館では、ブックス
タートおはなし会を実施していますので、引き換え時にぜひご参加ください。参加費用は無料です。
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ゃん・ふらっとは、乳幼児連れでも安心して外出
ようおむつ替えや授乳などが行えるスペースの
す。
ゃん・ふらっととして東京都へ届出をしている施
いては、入口などに適合証を掲示していますの
気軽にご利用ください。

　都内の届出施設の一覧はとうきょう子育てスイッチの
ホームページをご覧ください。
http：//tokyo.kosodateswitch.jp/
◆問合せ先
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課☎（5320）4371
子ども家庭支援センター「きらら中央」☎（3534）2103

ちゃん・ふらっと

■赤ちゃん・ふらっと設置場所

最寄駅 施設名 設置者 所在地 施設利用
可能日

施設利用
可能時間 備　考

半蔵門線 三越
日本橋本店

株式会社三越
日本橋本店

中央区日本橋
室町1-4-1 全 日 10：00～19：00 営業時間に準ずる

東山
ビルディング

東山興業
株式会社

中央区日本橋
本町4-4-2 平日 10：00～17：00

・都営浅
地下鉄日

比谷線 小伝馬町駅

中央区立
堀留町児童館 中央区 中央区日本橋

堀留町1-1-1 全 日 9：00～20：00 祝日及び年末年始を除く

JR総武線 馬喰町駅
ピジョン
株式会社本社

ピジョン
株式会社

中央区日本橋
久松町4-4

月～金曜日
（夏季および年
末年始休業）

9：00～17：00 母乳パッド・おしりナップを用意

・都営浅
地下鉄半
駅、都営

中央区立
浜町児童館 中央区 中央区日本橋

浜町3-37-1 全 日 9：00～17：00 祝日及び年末年始を除く

本橋駅 高島屋日本橋店 株式会社高島屋
日本橋店長

中央区日本橋
2-4-1 全 日 10：00～20：00 店舗営業時間に準ずる

本橋駅
ディーアイシー
ビル

日誠不動産
株式会社

中央区日本橋
3-7-20 月～金曜日 9：00～17：00

 京橋駅
京橋トラストタ
ワー

森トラスト
株式会社

中央区京橋
2-1-3

毎 日
（ビル休館日
を除く）

6：30～25：00 授乳室は1F共用ロビー奥にあります

京メトロ マロニエゲート
銀座２

株式会社
マロニエゲート

中央区銀座
3-2-1 全 日 11：00～21：00 臨時休館・営業時間変更有

丸の内線・
駅、地下鉄
一丁目駅、
銀座駅、

松屋銀座本店
ベビー休憩室

株式会社松屋
銀座本店

中央区銀座
3-6-1
松屋銀座6階子
供服売場内

全 日 10：00～20：00

育児相談室 03（3567）2366直通
①面接相談（小児科医担当）
原則毎週土曜日14：00～16：00開設日は要問合せ
②電話相談（育児コンサルタント担当）
月・水・木・金曜日11：00～15：00

丸の内線・
、地下鉄
一丁目駅、

都営浅草線 東銀座駅
銀座三越 株式会社三越

銀座店
中央区銀座
4-6-16 全 日 10：00～20：00 店舗営業時間に準ずる

丸の内線・

新橋駅

ニューメルサ
ファミリア銀座
本店

株式会社メルサ 中央区銀座
5-7-10 全 日 11：00～20：00

調乳用のお湯はベビーカウンターにて提供します。
年2回マタニティーセミナーを実施（別会場にて要予約）
月2回助産師スタッフにて相談を受け付けます。
（ミニマタニティーセミナーあり　要予約）
年4回臨時休業日

・都営浅 保険deあんしん
館銀座本店

アセットガーディ
アン株式会社

中央区銀座
5-13-3いちか
わビル7階

月、火、水、
金、土、祝日

10：00～19：00
鍵がかかる「おむつ替え・授乳室」を無料貸出。
キッズスペースも自由に利用可能。
使用中の保険勧誘なし。

・丸の内
比谷線 銀座駅 GINZA SIX

GINZA SIX
リテールマネジ
メント株式会社

中央区銀座
6-10-1

全 日
（年3日休館
日有）

9：00～23：30 キッズトイレ完備
トイレ各個室にベビーキープ有

 新橋駅 博品館銀座本店 株式会社博品館 中央区銀座
8-8-11 全 日 11：00～20：00 おむつ用ダストボックスがあります

比谷線
はぐみっく子連
れコワーキング
スペース

一般社団法人
双育会

中央区入船
1-1-24
6F

月～金曜日 9：00～18：00

比谷線
中央区立
女性センター
「ブーケ21」

中央区 中央区湊
1-1-1 全 日 9：00～21：00 年末年始（12月28日から1月4日）及び臨時休

館日は除く

中央区日本橋
1-13-1 7：30～20：00 年末年始を除く

国立がん
研究センター

日鉄
日本橋ビル

日鉄興和不動産
株式会社

国立研究開発法
人国立がん研究
センター

中央区築地
5-1-1
研究棟1階

月～金曜日

月～金曜日

8：30～17：15 年末年始（12/29～1/3）を除く

49子育てガイドブック

赤ちゃん・ふらっとは、乳幼児連れでも安心して外出
できるようおむつ替えや授乳などが行えるスペースの
愛称です。
赤ちゃん・ふらっととして東京都へ届出をしている施

設については、入口などに適合証を掲示していますの
で、お気軽にご利用ください。

　都内の届出施設の一覧はとうきょう子育て
スイッチのホームページをご覧ください。
https://kosodateswitch.jp/

◆問合せ先
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 ☎（5320）4371
子ども家庭支援センター「きらら中央」☎（3542）6321

赤ちゃん・ふらっと

■赤ちゃん・ふらっと設置場所 （令和7年4月1日現在）

最寄駅 施設名 設置者 所在地 施設利用
可能日

施設利用
可能時間 備考

銀座線・半蔵門線
三越前駅

三越
日本橋本店

株式会社三越
日本橋本店

中央区日本橋
室町 1-4-1 全　日 10:00 〜 19:00 営業時間に準ずる

JR 新日本橋駅 東山
ビルディング

東山興業
株式会社

中央区日本橋
本町 4-4-2 平　日 10:00 〜 17:00

地下鉄日比谷線・都営浅
草線 人形町駅、地下鉄日
比谷線 小伝馬町駅

中央区立
堀留町児童館 中央区 中央区日本橋

堀留町 1-1-1 全　日 9:00 〜 20:00 祝日及び年末年始を除く

JR 総武線 馬喰町駅 ピジョン
株式会社本社

ピジョン
株式会社

中央区日本橋
久松町 4-4

月〜金曜日
（夏季および年

末年始休業）
9:00 〜 17:00 母乳パッド・おしりナップを用意

地下鉄日比谷線・都営浅
草線 人形町駅、地下鉄半
蔵門線 水天宮前駅、都営
新宿線 浜町駅

中央区立
浜町児童館 中央区 中央区日本橋

浜町 3-37-1 全　日 9:00 〜 17:00 祝日及び年末年始を除く

東京メトロ 日本橋駅 日鉄
日本橋ビル

日鉄興和不動産
株式会社

中央区日本橋
1-13-1 月〜金曜日 7:30 〜 20:00 年末年始を除く

東京メトロ 日本橋駅 高島屋日本橋店 株式会社高島屋
日本橋店長

中央区日本橋
2-4-1 全　日 10:00 〜 20:00 店舗営業時間に準ずる

東京メトロ 日本橋駅 ディーアイシー
ビル

日誠不動産
株式会社

中央区日本橋
3-7-20 月〜金曜日 9:00 〜 17:00　　

東京メトロ 茅場町駅 KABUTO ONE
平和不動産プロ
パティマネジメン
ト株式会社

中央区日本橋
兜町 7-1

月〜日曜日
祝日

8:00 〜 20:00　　
11 月第 1 土曜日は施設休業のため閉鎖。
おむつ用ダストボックスがあります。
茅場町駅 10 番・11 番出口と直結しています。

東京メトロ 京橋駅 京橋トラストタ
ワー

森トラスト
株式会社

中央区京橋
2-1-3

毎　日
（ビル休館日

を除く）
6:30 〜 25:00 授乳室は 1F 共用ロビー奥にあります

JR 有楽町駅、東京メトロ
丸の内線 銀座駅

マロニエゲート
銀座 2

株式会社
マロニエゲート

中央区銀座
3-2-1 全　日 11:00 〜 21:00 臨時休館・営業時間変更有

地下鉄銀座線・丸の内線・
日比谷線 銀座駅、地下鉄
有楽町線 銀座一丁目駅、
都営浅草線 東銀座駅、
JR 有楽町駅

松屋銀座本店
ベビー休憩室

株式会社松屋
銀座本店

中央区銀座
3-6-1
松屋銀座 6 階
子供服売場内

全　日 10:00 〜 20:00

育児相談室 03（3567）2366 直通
①面接相談（小児科医担当）
　原則毎週土曜日 14:00~16:00 開設日は要問合せ
②電話相談（育児コンサルタント担当）
　月・水・木・金曜日 11:00 〜 15:00

地下鉄銀座線・丸の内線・
日比谷線 銀座駅、地下鉄
有楽町線 銀座一丁目駅、
都営浅草線 東銀座駅

銀座三越 株式会社三越
銀座店

中央区銀座
4-6-16 全　日 10:00 〜 20:00 店舗営業時間に準ずる

地下鉄銀座線・丸の内線・
日比谷線 銀座駅
JR 有楽町駅・新橋駅

ニューメルサ
ファミリア銀座
本店

株式会社メルサ 中央区銀座
5-7-10 全　日 11:00 〜 20:00

調乳用のお湯はベビーカウンターにて提供します。
年 2 回マタニティセミナーを実施（別会場にて要予約）
月 2 回助産師スタッフにて相談を受け付けます。

（ミニマタニティーセミナーあり　要予約）
年 4 間臨時休業日

東京メトロ銀座線・丸の内
線・日比谷線 銀座駅 GINZA SIX

GINZA SIX
リテールマネジ
メント株式会社

中央区銀座
6-10-1

全　日
（年 3 日休

館日有）
10:00 〜 23:00

キッズトイレ完備
トイレ各個室にベビーキープ有

JR・東京メトロ 新橋駅 博品館銀座本店 株式会社博品館 中央区銀座
8-8-11 全　日 11:00 〜 20:00 おむつ用ダストボックスがあります

JR・東京メトロ八丁堀駅 中央区立
京橋図書館 中央区 中央区新富

1-13-14 全　日 9:00〜21:00（月〜土）
9：00 〜 17：00（日・祝）

第 3 木曜日、年末年始（12 月 31 日から 1
月 2 日）、臨時休館日を除く

JR・地下鉄日比谷線
八丁堀駅

はぐみっく子連
れコワーキング
スペース

一般社団法人
双育会

中央区入船
1-1-24
6F

月〜金曜日 9:00 〜 18:00

JR・地下鉄日比谷線
八丁堀駅

中央区立
男女平等センター

「ブーケ 21」
中央区 中央区湊

1-1-1 全　日 9:00 〜 21:00
年末年始（12 月 28 日から 1 月 4 日）及び
臨時休館日は除く

都営大江戸線
築地市場駅

国立がん
研究センター

国立研究開発法
人国立がん研究
センター

中央区築地
5-1-1
研究棟 1 階

月〜金曜日 8:30 〜 17:15 年末年始（12/29 〜 1/3）を除く

地下鉄日比谷線 築地駅、
地下鉄有楽町線 新富町駅

中央区立
築地児童館 中央区 中央区築地

7-9-17 全　日 9:00 〜 17:00 祝日及び年末年始を除く
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53｜ 子育てガイドブック｜

ゃん・ふらっとは、乳幼児連れでも安心して外出
ようおむつ替えや授乳などが行えるスペースの
す。
ゃん・ふらっととして東京都へ届出をしている施
いては、入口などに適合証を掲示していますの
気軽にご利用ください。

　都内の届出施設の一覧はとうきょう子育てスイッチの
ホームページをご覧ください。
http：//tokyo.kosodateswitch.jp/
◆問合せ先
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課☎（5320）4371
子ども家庭支援センター「きらら中央」☎（3534）2103

ちゃん・ふらっと

■赤ちゃん・ふらっと設置場所

最寄駅 施設名 設置者 所在地 施設利用
可能日

施設利用
可能時間 備　考

半蔵門線 三越
日本橋本店

株式会社三越
日本橋本店

中央区日本橋
室町1-4-1 全 日 10：00～19：00 営業時間に準ずる

東山
ビルディング

東山興業
株式会社

中央区日本橋
本町4-4-2 平日 10：00～17：00

・都営浅
地下鉄日

比谷線 小伝馬町駅

中央区立
堀留町児童館 中央区 中央区日本橋

堀留町1-1-1 全 日 9：00～20：00 祝日及び年末年始を除く

JR総武線 馬喰町駅
ピジョン
株式会社本社

ピジョン
株式会社

中央区日本橋
久松町4-4

月～金曜日
（夏季および年
末年始休業）

9：00～17：00 母乳パッド・おしりナップを用意

・都営浅
地下鉄半
駅、都営

中央区立
浜町児童館 中央区 中央区日本橋

浜町3-37-1 全 日 9：00～17：00 祝日及び年末年始を除く

本橋駅 高島屋日本橋店 株式会社高島屋
日本橋店長

中央区日本橋
2-4-1 全 日 10：00～20：00 店舗営業時間に準ずる

本橋駅
ディーアイシー
ビル

日誠不動産
株式会社

中央区日本橋
3-7-20 月～金曜日 9：00～17：00

 京橋駅
京橋トラストタ
ワー

森トラスト
株式会社

中央区京橋
2-1-3

毎 日
（ビル休館日
を除く）

6：30～25：00 授乳室は1F共用ロビー奥にあります

京メトロ マロニエゲート
銀座２

株式会社
マロニエゲート

中央区銀座
3-2-1 全 日 11：00～21：00 臨時休館・営業時間変更有

丸の内線・
駅、地下鉄
一丁目駅、
銀座駅、

松屋銀座本店
ベビー休憩室

株式会社松屋
銀座本店

中央区銀座
3-6-1
松屋銀座6階子
供服売場内

全 日 10：00～20：00

育児相談室 03（3567）2366直通
①面接相談（小児科医担当）
原則毎週土曜日14：00～16：00開設日は要問合せ
②電話相談（育児コンサルタント担当）
月・水・木・金曜日11：00～15：00

丸の内線・
、地下鉄
一丁目駅、

都営浅草線 東銀座駅
銀座三越 株式会社三越

銀座店
中央区銀座
4-6-16 全 日 10：00～20：00 店舗営業時間に準ずる

丸の内線・

新橋駅

ニューメルサ
ファミリア銀座
本店

株式会社メルサ 中央区銀座
5-7-10 全 日 11：00～20：00

調乳用のお湯はベビーカウンターにて提供します。
年2回マタニティーセミナーを実施（別会場にて要予約）
月2回助産師スタッフにて相談を受け付けます。
（ミニマタニティーセミナーあり　要予約）
年4回臨時休業日

・都営浅 保険deあんしん
館銀座本店

アセットガーディ
アン株式会社

中央区銀座
5-13-3いちか
わビル7階

月、火、水、
金、土、祝日

10：00～19：00
鍵がかかる「おむつ替え・授乳室」を無料貸出。
キッズスペースも自由に利用可能。
使用中の保険勧誘なし。

・丸の内
比谷線 銀座駅 GINZA SIX

GINZA SIX
リテールマネジ
メント株式会社

中央区銀座
6-10-1

全 日
（年3日休館
日有）

9：00～23：30 キッズトイレ完備
トイレ各個室にベビーキープ有

 新橋駅 博品館銀座本店 株式会社博品館 中央区銀座
8-8-11 全 日 11：00～20：00 おむつ用ダストボックスがあります

比谷線
はぐみっく子連
れコワーキング
スペース

一般社団法人
双育会

中央区入船
1-1-24
6F

月～金曜日 9：00～18：00

比谷線
中央区立
女性センター
「ブーケ21」

中央区 中央区湊
1-1-1 全 日 9：00～21：00 年末年始（12月28日から1月4日）及び臨時休

館日は除く

中央区日本橋
1-13-1 7：30～20：00 年末年始を除く

国立がん
研究センター

日鉄
日本橋ビル

日鉄興和不動産
株式会社

国立研究開発法
人国立がん研究
センター

中央区築地
5-1-1
研究棟1階

月～金曜日

月～金曜日

8：30～17：15 年末年始（12/29～1/3）を除く

49子育てガイドブック

赤ちゃん・ふらっとは、乳幼児連れでも安心して外出
できるようおむつ替えや授乳などが行えるスペースの
愛称です。
赤ちゃん・ふらっととして東京都へ届出をしている施

設については、入口などに適合証を掲示していますの
で、お気軽にご利用ください。

　都内の届出施設の一覧はとうきょう子育て
スイッチのホームページをご覧ください。
https://kosodateswitch.jp/

◆問合せ先
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 ☎（5320）4371
子ども家庭支援センター「きらら中央」☎（3542）6321

赤ちゃん・ふらっと

■赤ちゃん・ふらっと設置場所 （令和7年4月1日現在）

●児童の虐待とは・・・
　本来子どもを守るべき立場の親や親に代わる保護者
が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損なう行
為をいいます。

●こんな行為は虐待です
■身体的虐待
なぐる、ける、タバコなどの火をおしつける、逆さ
づりにする、戸外に長時間しめだすなど
■ネグレクト（養育の放棄または怠慢）
食事を与えない、病気になっても受診させない、
乳幼児を車や家の中に放置するなど

■心理的虐待
　言葉による脅し、無視する、兄弟で差別する、子
どもの目の前でDVを行うなど
■性的虐待
子どもへの性交や性的行為の強要、性器や性交を
見せるなど

●児童虐待かな？と思ったら
迷わずご連絡ください。通告後、慎重に調

対応します。通告した方の秘密は守られます。
　虐待ではなかったとしても通告した方の責
れません。あなたの一言が子どもと保護者を
かけになります。

★児童虐待情報専用電話
「子どもほっとライン」 ☎（3534）2228
月～金曜日　午前9時～午後5時

★緊急時　夜間、土・日曜日、祝日、年末年始の場合
・ 東京都児童相談センター ☎（5937）2330
・ 児童相談所全国共通ダイヤル 
　夜間、緊急の場合
・ お近くの警察署 ☎

しつけは子どもの成長のために大切なことです。
けれど、しつけは「子どものためにする行為」であり、
保護者が自分の感情を解消するための行為ではありま
せん。子どもの心を傷つけないよう、叱るときは次の
点に気をつけましょう。

・ 叱るべきときに、その場ですぐに短時間で
しょう。

・ なぜ叱っているのか、言葉で適切に伝えま
・ 子どもの存在を否定するようなことは、決
ないようにしましょう。

・ 叱ったあとは、ケアやフォローをしてあげてく

最寄駅 施設名 設置者 所在地 施設利用
可能日

施設利用
可能時間 備　考

地下鉄日比谷線 築地駅、
地下鉄有楽町線 新富町駅

中央区立
築地児童館 中央区 中央区築地

7-9-17 全 日 9：00～17：00 祝日及び年末年始を除く

地下鉄日比谷線・東西線 
茅場町駅、地下鉄日比谷
線・JR 八丁堀駅

中央区立
新川児童館 中央区 中央区新川

2-13-4 全 日 9：00～20：00 祝日及び年末年始を除く

地下鉄有楽町線・都営大
江戸線 月島駅

中央区立
月島児童館 中央区 中央区月島

4-1-1 全 日 9：00～17：00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅
アパートメンツ
タワー勝どき
（マナViva!）

東京建物
株式会社

中央区勝どき
1-3-1

火～日
（祝含む）

10：00～18：00 年末年始・お盆などを除く

都営大江戸線 勝どき駅
中央区立子ども
家庭支援センター 中央区

中央区勝どき
1-4-1 全 日 9：00～17：00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅
中央区立
勝どき児童館 中央区 中央区勝どき

1-8-1 全 日 9：00～20：00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅
中央区立
晴海児童館 中央区 中央区晴海

2-4-31 全 日 9：00～20：00 祝日及び年末年始を除く

Column

オレンジリボンとは…
子ども虐待を防止するというメッセージがこ

められています。

子どもへの虐待をなくそう！

しつけと虐待は違います
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（令和7年4月1日現在）

●児童の虐待とは・・・

●

●しつけと虐待は違います

こんな行為は虐待です

子どもへの虐待をなくそう！

しつけは子どもの成長のために大切なことです。
けれど、しつけは「子どものためにする行為」であり、
保護者が自分の感情を解消するための行為ではあ
りません。子どもの心を傷つけないよう、叱るときは
次の点に気をつけましょう。
・叱るべきときに、その場ですぐに短時間で叱りま
しょう。
・なぜ叱っているのか、言葉で適切に伝えましょう。
・子どもの存在を否定するようなことは、決して言
わないようにしましょう。
・叱ったあとは、ケアやフォローをしてあげてください。

本来子どもを守るべき立場の親や親に代わる保護
者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損な
う行為をいいます。

■身体的虐待
叩く、殴る、蹴る、タバコの火などを押し付ける、逆さ
づりにする、戸外にしめ出すなど
■ネグレクト（養育の放棄または怠慢）
適切な衣食住の世話をせず放置する、病気なのに医
師にみせない、乳幼児を家に残したまま外出する、学
校等に登校させないなど
■心理的虐待
無視、拒否的な態度、罵声を浴びせる、言葉によるお
どし、脅迫、夫婦喧嘩や配偶者への暴力など
■性的虐待
子どもへの性交や性的暴行、性器や性交を見せるな
ど

最寄駅 施設名 設置者 所在地 施設利用
可能日

施設利用
可能時間 備考

地下鉄日比谷線・東西線
茅場町駅、地下鉄日比谷
線・JR 八丁堀駅

中央区立
新川児童館 中央区 中央区新川

2-13-4 全　日 9:00 〜 20:00 祝日及び年末年始を除く

地下鉄有楽町線・
都営大江戸線 月島駅

中央区立
佃児童館 中央区 中央区佃

1-11-1 全　日 9:00 〜 20:00 祝日及び年末年始を除く

地下鉄有楽町線・
都営大江戸線 月島駅

築地本願寺
佃ビル 築地本願寺 中央区月島

1-2-9 全　日 9:00 〜 16:30

地下鉄有楽町線・
都営大江戸線 月島駅

MID TOWER
GRAND

MID TOWER
GRAND 管理組合

中央区月島
1-22-1 全　日 0:00 〜 24:00

地下鉄有楽町線・都営大
江戸線 月島駅

中央区立
月島児童館 中央区 中央区月島

4-1-1 全　日 9:00 〜 17:00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅
アパートメンツ
タワー勝どき

（マナ ViVa!）

東京建物
株式会社

中央区勝どき
1-3-1

火〜日
（祝含む）

10:00 〜 18:00 年末年始・お盆などを除く

都営大江戸線 勝どき駅

中央区立子ども
家庭支援センター

「きらら中央」
勝どき分室

中央区 中央区勝どき
1-4-1 全　日 9:00 〜 17:00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅 中央区立
勝どき児童館 中央区 中央区勝どき

1-8-1 全　日 9:00 〜 20:00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅

ＧＲＡＮＤ ＭＡＲ
ＩＮＡ ＴＯＫＹＯ
パークタワー勝
どきミッド

ＧＲＡＮＤ ＭＡＲ
ＩＮＡ ＴＯＫＹＯ
パークタワー勝
どきミッド管理
組合 

中央区勝どき
4-6-2

月〜日 
（祝含む） 7:00 〜 23:59

都営大江戸線 勝どき駅 中央区立
晴海児童館 中央区 中央区晴海

2-4-31 全　日 9:00 〜 20:00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅 晴海区民
センター 中央区 中央区晴海

4-8-1 1 階 全　日
8:30〜21:00（月〜金）
9:00〜21:00（土）
9:00〜17:00（日・祝）

臨時休館日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅 中央区立
晴海図書館 中央区 中央区晴海

4-8-1 3 階 全　日 9:00〜21:00（月〜土）
9:00〜17:00（日・祝）

臨時休館日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅 中央区立
晴海保健センター 中央区 中央区晴海

4-8-1 5 階 月〜金 8:30 〜 17:00 祝日及び年末年始を除く

都営大江戸線 勝どき駅

三井ショッピング
パーク　ららテ
ラス HARUMI 
FLAG

三井不動産株式
会社

中央区晴海
5-2-31

月〜日 
（祝含む）10:00 〜 22:00

施設の営業時間に準ずる 
キッズトイレ・キッズコーナーを併設
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保育園に関する情報は
　中央区ホームページ
　http：//www.city.chuo.lg.jp
トップページ → 子育て・教育 → 保育園

開所時間
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。）
午前7時30分～午後6時30分
※家庭的保育事業については、
　午前8時30分～午後5時の間で8時間以内
※居宅訪問型保育事業（障害児向け）につい
　午前8時～午後6時の間で8時間以内
延長保育（1歳児クラス以上が対象）
午後6時30分～午後7時30分
※その他の時間帯で行っている園もあります。

対象者
集団保育が可能な0歳児（生後57日以

歳児（地域型保育事業は2歳児まで）

申込資格
　就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、
求職活動、就学・職業訓練、虐待・DVなど
よりご家庭において保育のできない保護者

申込方法
　中央区役所6階子育て支援課保育入園係、
月島特別出張所、中央区保健所、日本橋・月
ンターなどで「保育園のごあんない」を配布
をしています。（土・日・祝日・年末年始（1
日～1月3日）を除く。）
希望される月の前月1日までにお申し込みく

1日が土・日・祝日の場合はその前の開庁日
になります。なお、1月～4月入園は別に期
て受付します。3月入園は取り扱いません。
　郵送などによる申し込みは受付できません。
※居宅訪問型保育事業（待機児童向け）は内定
開始まで日を要します。詳しくはお問い合わせく

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課保育入園係

☎（3546）5387

認可保育所のご案内
保護者が働いていたり、病気などの理由で家庭で

お子さんを見ることができない場合に、お子さんを
預かり、保育する施設で、区立と私立があります。

認定こども園のご案内
　小学校に就学する前の子どもの教育・保育・子育て
支援を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の役割を
果たす施設です。

地域型保育事業のご案内
　地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応で
きる保育事業です。家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業があります。

●家庭的保育事業とは
家庭的保育者（保育ママ）の居宅において、家庭

的な雰囲気の中で、少人数（定員３人）を対象にき
め細かな保育を行う事業です。

●小規模保育事業とは
少人数（定員 6～ 19人）を対象に、家庭的保

育に近い雰囲気のもと保育を行う事業です。

●居宅訪問型保育事業（障害児向け）とは
障害などで個別の対応が必要な子どもを対象に、住
み慣れた居宅で1対1を基本として保育を行う事業
です。（待機児童対象とは異なります）

●居宅訪問型保育事業（待機児童向け）とは
　認可保育所の入所が待機となった子どもを対象に、
利用者の自宅にベビーシッターを派遣し、1対 1の
保育を行う事業です。

●事業所内保育事業とは
　会社の従業員用の保育施設で、従業員の子どもと
地域の子どもを一緒に保育する事業です。

保育園・幼稚園・児童館・就学準備

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
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幼児教育・保育の無償化制度とは？

保育園・幼稚園

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

●児童虐待かな？と思ったら

★児童虐待情報専用電話
「子どもほっとライン」 ☎（3542）6328
月～金曜日　午前9時～午後5時

★夜間、土・日曜日、祝日、年末年始の場合

　国連では平成元年に「子どもの権利条約（児童の権
利に関する条約）」を定め、日本は平成6年にこれを
批准しました。
この条約では、次の4つを「子どもの権利」として
守るよう定めています。

●生きる権利
・ 住む場所や食べ物があること
・ 病気やけがをしたら治療を受けられること

●育つ権利
・ 教育を受けたり遊んだりできること
・ もって生まれた能力を十分に伸ばしながら
成長できること

●守られる権利
・ あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること
・ 紛争に巻き込まれず、難民になったら保護される
こと

●参加する権利
・ 自由に意見を表したり、集まってグループを作った
り、自由な活動を行ったりできること

　自分や他の人の権利についてよく学び、世界中の子
どもたちが幸せになるよう努めていきましょう。

●子どもの人権に関する相談は
★東京法務局人権擁護部
「こどもの人権110番」 ☎0120（007）110
月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

★東京弁護士会
「子どもの人権110番」 ☎（3503）0110
月～金曜日 午後1時30分～午後4時30分

午後5時～午後8時
　土曜日 午後1時～午後4時

★東京都児童相談センター
「子供の権利擁護専門相談事業」

☎0120（874）374
月～金曜日 午前9時～午後9時
土・日・祝日 午前9時～午後5時（年末年始を除く。）

◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3542）6322

子どもの権利を守ろう

迷わずご連絡ください。通告後、慎重に調査をして
対応します。通告した方の秘密は守られます。虐待
ではなかったとしても通告した方の責任は問われ
ません。あなたの一言が子どもと保護者を救うきっ
かけになります。

オレンジリボンとは…
　子ども虐待を防止する
というメッセージがこめら
れています。

・ 児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189
　夜間、緊急の場合
・ お近くの警察署 ☎ 110番
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保育園に関する情報は
　中央区ホームページ
　http：//www.city.chuo.lg.jp
トップページ → 子育て・教育 → 保育園

開所時間
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。）
午前7時30分～午後6時30分
※家庭的保育事業については、
　午前8時30分～午後5時の間で8時間以内
※居宅訪問型保育事業（障害児向け）につい
　午前8時～午後6時の間で8時間以内
延長保育（1歳児クラス以上が対象）
午後6時30分～午後7時30分
※その他の時間帯で行っている園もあります。

対象者
集団保育が可能な0歳児（生後57日以

歳児（地域型保育事業は2歳児まで）

申込資格
　就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、
求職活動、就学・職業訓練、虐待・DVなど
よりご家庭において保育のできない保護者

申込方法
　中央区役所6階子育て支援課保育入園係、
月島特別出張所、中央区保健所、日本橋・月
ンターなどで「保育園のごあんない」を配布
をしています。（土・日・祝日・年末年始（1
日～1月3日）を除く。）
希望される月の前月1日までにお申し込みく

1日が土・日・祝日の場合はその前の開庁日
になります。なお、1月～4月入園は別に期
て受付します。3月入園は取り扱いません。
　郵送などによる申し込みは受付できません。
※居宅訪問型保育事業（待機児童向け）は内定
開始まで日を要します。詳しくはお問い合わせく

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課保育入園係

☎（3546）5387

認可保育所のご案内
保護者が働いていたり、病気などの理由で家庭で

お子さんを見ることができない場合に、お子さんを
預かり、保育する施設で、区立と私立があります。

認定こども園のご案内
　小学校に就学する前の子どもの教育・保育・子育て
支援を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の役割を
果たす施設です。

地域型保育事業のご案内
　地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応で
きる保育事業です。家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業があります。

●家庭的保育事業とは
家庭的保育者（保育ママ）の居宅において、家庭

的な雰囲気の中で、少人数（定員３人）を対象にき
め細かな保育を行う事業です。

●小規模保育事業とは
少人数（定員 6～ 19人）を対象に、家庭的保

育に近い雰囲気のもと保育を行う事業です。

●居宅訪問型保育事業（障害児向け）とは
障害などで個別の対応が必要な子どもを対象に、住
み慣れた居宅で1対1を基本として保育を行う事業
です。（待機児童対象とは異なります）

●居宅訪問型保育事業（待機児童向け）とは
　認可保育所の入所が待機となった子どもを対象に、
利用者の自宅にベビーシッターを派遣し、1対 1の
保育を行う事業です。

●事業所内保育事業とは
　会社の従業員用の保育施設で、従業員の子どもと
地域の子どもを一緒に保育する事業です。

保育園・幼稚園・児童館・就学準備

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
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幼児教育・保育の無償化制度とは？

保育園・幼稚園

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど
もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。
　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。
●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。
●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型
保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

●児童虐待かな？と思ったら

★児童虐待情報専用電話
「子どもほっとライン」 ☎（3542）6328
月～金曜日　午前9時～午後5時

★夜間、土・日曜日、祝日、年末年始の場合

　国連では平成元年に「子どもの権利条約（児童の権
利に関する条約）」を定め、日本は平成6年にこれを
批准しました。
この条約では、次の4つを「子どもの権利」として
守るよう定めています。

●生きる権利
・ 住む場所や食べ物があること
・ 病気やけがをしたら治療を受けられること

●育つ権利
・ 教育を受けたり遊んだりできること
・ もって生まれた能力を十分に伸ばしながら
成長できること

●守られる権利
・ あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること
・ 紛争に巻き込まれず、難民になったら保護される
こと

●参加する権利
・ 自由に意見を表したり、集まってグループを作った
り、自由な活動を行ったりできること

　自分や他の人の権利についてよく学び、世界中の子
どもたちが幸せになるよう努めていきましょう。

●子どもの人権に関する相談は
★東京法務局人権擁護部
「こどもの人権110番」 ☎0120（007）110
月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

★東京弁護士会
「子どもの人権110番」 ☎（3503）0110
月～金曜日 午後1時30分～午後4時30分

午後5時～午後8時
　土曜日 午後1時～午後4時

★東京都児童相談センター
「子供の権利擁護専門相談事業」

☎0120（874）374
月～金曜日 午前9時～午後9時
土・日・祝日 午前9時～午後5時（年末年始を除く。）

◆問合せ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」

☎（3542）6322

子どもの権利を守ろう

迷わずご連絡ください。通告後、慎重に調査をして
対応します。通告した方の秘密は守られます。虐待
ではなかったとしても通告した方の責任は問われ
ません。あなたの一言が子どもと保護者を救うきっ
かけになります。

オレンジリボンとは…
　子ども虐待を防止する
というメッセージがこめら
れています。

・ 児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189
　夜間、緊急の場合
・ お近くの警察署 ☎ 110番
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子どもをあずける
あなたの利用できる預け先は？下の表で確認してみましょう。

教育・保育給付認定
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、幼稚園（子ども・子育

て支援新制度に移行した園に限る）を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。この認定は、
子どもの年齢や保育の必要性の有無に応じて次の3つの区分に分けられます。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無
償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

幼児教育・保育の無償化の主な例

幼稚園の利用に加え、
月額11,300円まで無償

月額37,000円
まで無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

ともに無償

3歳児クラス～
5歳児クラス

保育を必要と
する事由に
該当する子ども

・共働き家庭
・ひとり親で
働いている家庭など

3歳児クラス～
5歳児クラス

上記以外

・専業主婦（夫）家庭など

利用

利用

複数利用

利用
（複数利用）

幼稚園、認可保育所、認定こども
園（長時間・保育所部分）、就学

前障害児の発達支援
新たな手続きの必要はなし

幼稚園の預かり保育
無償化の対象となるためには、

施設等利用給付認定と施設等利用費
請求書などの提出が必要

認可外保育施設、
一時預かり事業など
無償化の対象となるためには、

施設等利用給付認定と施設等利用費
請求書などの提出が必要

幼稚園、
認可保育所、
認定こども園

＋
就学前
障害児の
発達支援

※住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについ
ても、上記と同様の考え方により無償化の対象となります。（認可外保育
施設の場合は月額42,000円、幼稚園の預かり保育の場合は２歳児クラ
スの満３歳児として月額16,300円まで無償）

（幼稚園は
月額25,700円まで）

無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

ともに無償

利用

複数利用
幼稚園、

認定こども園
（短時間・幼
稚園部分）

＋
就学前
障害児の
発達支援

幼稚園、認定こども園（短時間・
幼稚園部分）、就学前障害児の

発達支援
新たな手続きの必要はなし

【幼児教育・保育の無償化について】
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子どもをあずける
あなたの利用できる預け先は？下の表で確認してみましょう。

教育・保育給付認定
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、幼稚園（子ども・子育
て支援新制度に移行した園に限る）を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。この認定は、
子どもの年齢や保育の必要性の有無に応じて次の3つの区分に分けられます。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

幼児教育・保育の無償化の主な例

幼稚園の利用に加え、
月額11,300円まで無償

月額37,000円
まで無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

ともに無償

3歳児クラス～
5歳児クラス

保育を必要と
する事由に
該当する子ども

・共働き家庭
・ひとり親で
働いている家庭など

3歳児クラス～
5歳児クラス

上記以外

・専業主婦（夫）家庭など

利用

利用

複数利用

利用
（複数利用）

幼稚園、認可保育所、認定こども
園（長時間・保育所部分）、就学

前障害児の発達支援
新たな手続きの必要はなし

幼稚園の預かり保育
無償化の対象となるためには、

施設等利用給付認定と施設等利用費
請求書などの提出が必要

認可外保育施設、
一時預かり事業など
無償化の対象となるためには、

施設等利用給付認定と施設等利用費
請求書などの提出が必要

幼稚園、
認可保育所、
認定こども園

＋
就学前
障害児の
発達支援

※住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについ
ても、上記と同様の考え方により無償化の対象となります。（認可外保育
施設の場合は月額42,000円、幼稚園の預かり保育の場合は２歳児クラ
スの満３歳児として月額16,300円まで無償）

（幼稚園は
月額25,700円まで）

無償

（幼稚園は
月額25,700円まで）

ともに無償

利用

複数利用
幼稚園、

認定こども園
（短時間・幼
稚園部分）

＋
就学前
障害児の
発達支援

幼稚園、認定こども園（短時間・
幼稚園部分）、就学前障害児の

発達支援
新たな手続きの必要はなし

【幼児教育・保育の無償化について】

保護者の状況が、次のいずれかに当てはまりますか？

はい

はいはい はい

はい

いいえ

いいえ

いいえいいえ

保育を必要とする事由
□ 就労　□ 妊娠・出産　□ 疾病・障害　□ 介護・看護
□ 災害復旧　□ 求職活動　□ 就学・職業訓練

お子さんは
3歳以上ですか？（※1）

お子さんは
3歳以上ですか？（※1）

お子さんは
3歳以上ですか？（※1）

保護者のうち、就労時間の
短い方は、1カ月に何時間
働いていますか

48時間
未満

48時間
以上

保護者のうち、就労時間の
短い方は、1カ月に何時間
働いていますか

48時間
未満

48時間
以上

保育施設等での
一時預かりなど

保育施設等での
一時預かりなど

・幼稚園（※3）
・認定こども園（短時間）
・保育施設等での一時預かりなど

・認可保育所
・認定こども園（長時間）
・認証保育所（※2）

・認可保育所 ・居宅訪問型保育事業
・認定こども園（長時間） ・事業所内保育事業
・小規模保育事業 ・認証保育所（※2）

・認可保育所
・認定こども園（長時間）
・認証保育所（※2）

（※1） 年齢の基準日は、預けたい年度の 4月1日現在。
（※2） 認証保育所保育料の補助については、P63をご参照ください。
（※3）区立幼稚園では預かり保育を実施しています。P65をご参照ください。

はい いいえ

事由：就労 事由：就労以外

年齢 利用する施設 認定 認定条件

満3歳以上

●幼稚園
●認定こども園（短時間）

1号認定
（教育認定）

教育のみを希望していて、「保育を必要と
する事由」に該当しない場合

●認可保育所
●認定こども園（長時間）
●小規模保育事業※
●居宅訪問型事業（障害児向け）
●居宅訪問型事業（待機児童向け）※
●事業所内保育事業※

2号認定
（保育認定）

保育所等での保育を希望していて、「保育
を必要とする事由」に該当する場合

3歳未満

●認可保育所
●認定こども園（長時間）
●小規模保育事業
●居宅訪問型事業（障害児・待機児童向け）
●事業所内保育事業

3号認定
（保育認定）

保育所等での保育を希望していて、「保育
を必要とする事由」に該当する場合

※2歳児クラスに該当する方のみ利用可能
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入船1－1－1（桜川公園内） 3553－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 115 中央区

明石町12－1 3542－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 128 中央区

築地4－15－1 3543－3156 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 123 中央区

八丁堀4－5－10 3537－6551 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 79 （株）ベネッセ

スタイルケア

日本橋小伝馬町5－1 5651－3915 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 94 （福）清香会

日本橋堀留町1－1－1 5641－0125 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 81 （株）ベネッセ

スタイルケア

人形町2－14－5 3669－3450 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 105 中央区

日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 91 中央区

日本橋浜町3－37－1 3668－2353 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 125 中央区

佃2－2－2 3531－3595 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 131 中央区

月島2－10－3 3531－6933 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 128 中央区

勝どき1－8－1
勝どきビュータワー 3階 3534－7681 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後57日から 120 中央区

勝どき1－4－1 3531－5901 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 138 中央区

晴海1－5－15 3533－1463 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 107 中央区

橋こども園
公設民営園） 京橋2－17－7 3564-5531 7:30 ～18:30

（18:30 ～22:00） 生後7カ月から 60

海こども園
公設民営園） 晴海2－4－31 3534-3551 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 120 ライク
アカデミー（株）

学館アカデミー
どきこども園

勝どき1－3－1
ブリリアイストタワー勝どき2階 5547-8550

7:30 ～20:30
（1
スポット延長は20:30まで
8:30 ～19:30） 生後7カ月から 108 （株）小学館集英社

プロダクション

（株）小学館集英社
プロダクション

川保育園

石町保育園

地保育園

丁堀保育園
公設民営園）

思保育園
公設民営園）

留町保育園
公設民営園）

形町保育園

本橋保育園

町保育園

くだ保育園

島保育園

ちどき西保育園

どき保育園

海保育園

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

■ 区立認可保育所一覧
名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

■ 認定こども園一覧
名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

※ 桜川保育園は工事中のため桜川園内の仮園舎で保育を行います。新園舎の完成は令和2年度（2020年度）の予定です。
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日本橋兜町15－18 令和3年4月開設予定（詳細は未定）阪本こども園
（仮称）

入船1－1－13 3553－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30）

生後57日から 139 中央区

明石町12－1 3542－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から

128
（3）※ 中央区

築地4－15－1 3543－3156 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 123 中央区

八丁堀4－5－10 3537－6551 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 79 （株）ベネッセ

スタイルケア

日本橋小伝馬町5－1
十思スクエア3階 5651－3915 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 94 （福）清香会

日本橋堀留町1－1－1
日本橋保健センター2階 5641－0125 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 81 （株）ベネッセ
スタイルケア

日本橋人形町2－14－5 3669－3450 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 105 中央区

日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 91 中央区

日本橋浜町3－37－1 3668－2353 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 125 中央区

佃2－2－2 3531－3595 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 131 中央区

月島2－10－3 3531－6933 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 128 中央区

勝どき1－8－1
勝どきビュータワー3階 3534－7681 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後57日から 120 中央区

勝どき1－4－1 3531－5901 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 143 中央区

晴海1－5－15 3533－1463 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 107 中央区

※認定こども園短時間（幼稚園部分）は3歳児クラスから

※（ ）内は医療的ケア児専用保育室の定員です。

桜川保育園

明石町保育園

築地保育園

八丁堀保育園
（公設民営園）

十思保育園
（公設民営園）

堀留町保育園
（公設民営園）

人形町保育園

日本橋保育園

浜町保育園

つくだ保育園

月島保育園

かちどき西保育園

勝どき保育園

晴海保育園

（令和7年4月1日現在）

（令和7年4月1日現在）

■ 区立認可保育所一覧

区

立

名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

■ 認定こども園一覧

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど
もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。
　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。
●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型
保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【認可保育所施設案内】 【認定こども園に関する情報】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

開所時間
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。）
午前7時30分～午後6時30分
※認定こども園短時間（幼稚園部分）については、
午前9時～午後2時

※居宅訪問型保育事業（障害児向け）については、
　午前8時～午後6時の間で8時間以内
延長保育（1歳児クラス以上が対象）
午後6時30分～午後7時30分
※その他の時間帯で行っている園もあります。

対象者
集団保育が可能な0歳児（生後57日以上）～5

歳児（地域型保育事業は2歳児まで）

申込資格
　就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、
求職活動、就学・職業訓練などの事由によりご家庭に
おいて保育のできない保護者

申込方法

申込期間
　区のホームページをご覧ください。
　なお、3月入園は取り扱いません。

※居宅訪問型保育事業（待機児童向け）は内定から利用
開始まで日を要します。詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

認定こども園のご案内
　小学校に就学する前の子どもの教育・保育・子育て
支援を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の役割を
果たす施設で、区立と私立があります。

地域型保育事業のご案内
　地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応で
きる保育事業です。小規模保育事業、居宅訪問型保育
事業、事業所内保育事業があります。

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業のご案内

【保育園に関する情報】 【認可保育所申し込み手続き】

●小規模保育事業
少人数(定員6～19人)で、家庭的保育に近い雰囲
気のもと保育を行う施設です。保育料は認可保育所
と同額です。ただし、延長保育料は事業所で設定し
ます。

●事業所内保育事業
会社の従業員用の保育施設で、従業員の子どもと
地域の子どもを一緒に保育する施設です。保育料
は認可保育所と同額です。ただし、延長保育料は事
業所で設定します。

●居宅訪問型保育事業(障害児向け)
医療的ケアが必要な子どもに対して、集団保育が著
しく困難と認められる場合に、子どもの居宅等にお
いて保育者による1対1の保育を行います。保育時
間は午前8時～午後6時までの間で8時間以内で
す。保育料は認可保育所と同額です。

●居宅訪問型保育事業(待機児童向け)
認可保育園に申し込み、待機(見込みを含む。)と
なった子どもの居宅に保育者を派遣し、1対1の保
育を行います。保育料は認可保育所と同額です。延
長保育料は1時間あたり1,000円です。

認可保育所のご案内
保護者が就労や病気などの理由により家庭で子ど

もを見ることができない場合に、保護者に代わって
保育する施設で、区立と私立があります。

区役所6階保育課保育入園係、特別出張所、保健
所・保健センターなどで「保育園のごあんない」
を配布し、受付をしています。（土・日・祝日・
年末年始（12月29日～1月3日）を除く。）
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入船1－1－1（桜川公園内） 3553－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 115 中央区

明石町12－1 3542－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 128 中央区

築地4－15－1 3543－3156 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 123 中央区

八丁堀4－5－10 3537－6551 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 79 （株）ベネッセ

スタイルケア

日本橋小伝馬町5－1 5651－3915 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 94 （福）清香会

日本橋堀留町1－1－1 5641－0125 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 81 （株）ベネッセ

スタイルケア

人形町2－14－5 3669－3450 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 105 中央区

日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 91 中央区

日本橋浜町3－37－1 3668－2353 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 125 中央区

佃2－2－2 3531－3595 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 131 中央区

月島2－10－3 3531－6933 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 128 中央区

勝どき1－8－1
勝どきビュータワー 3階 3534－7681 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後57日から 120 中央区

勝どき1－4－1 3531－5901 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 138 中央区

晴海1－5－15 3533－1463 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 107 中央区

橋こども園
公設民営園） 京橋2－17－7 3564-5531 7:30 ～18:30

（18:30 ～22:00） 生後7カ月から 60

海こども園
公設民営園） 晴海2－4－31 3534-3551 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 120 ライク
アカデミー（株）

学館アカデミー
どきこども園

勝どき1－3－1
ブリリアイストタワー勝どき2階 5547-8550

7:30 ～20:30
（1
スポット延長は20:30まで
8:30 ～19:30） 生後7カ月から 108 （株）小学館集英社

プロダクション

（株）小学館集英社
プロダクション

川保育園

石町保育園

地保育園

丁堀保育園
公設民営園）

思保育園
公設民営園）

留町保育園
公設民営園）

形町保育園

本橋保育園

町保育園

くだ保育園

島保育園

ちどき西保育園

どき保育園

海保育園

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

■ 区立認可保育所一覧
名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

■ 認定こども園一覧
名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

※ 桜川保育園は工事中のため桜川園内の仮園舎で保育を行います。新園舎の完成は令和2年度（2020年度）の予定です。
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日本橋兜町15－18 令和3年4月開設予定（詳細は未定）阪本こども園
（仮称）

入船1－1－13 3553－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30）

生後57日から 139 中央区

明石町12－1 3542－0020 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から

128
（3）※ 中央区

築地4－15－1 3543－3156 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 123 中央区

八丁堀4－5－10 3537－6551 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 79 （株）ベネッセ

スタイルケア

日本橋小伝馬町5－1
十思スクエア3階 5651－3915 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 94 （福）清香会

日本橋堀留町1－1－1
日本橋保健センター2階 5641－0125 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 81 （株）ベネッセ
スタイルケア

日本橋人形町2－14－5 3669－3450 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 105 中央区

日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 91 中央区

日本橋浜町3－37－1 3668－2353 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 125 中央区

佃2－2－2 3531－3595 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 131 中央区

月島2－10－3 3531－6933 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後57日から 128 中央区

勝どき1－8－1
勝どきビュータワー3階 3534－7681 7:30 ～18:30

（18:30 ～19:30） 生後57日から 120 中央区

勝どき1－4－1 3531－5901 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 143 中央区

晴海1－5－15 3533－1463 7:30 ～18:30
（18:30 ～19:30） 生後7カ月から 107 中央区

※認定こども園短時間（幼稚園部分）は3歳児クラスから

※（ ）内は医療的ケア児専用保育室の定員です。

桜川保育園

明石町保育園

築地保育園

八丁堀保育園
（公設民営園）

十思保育園
（公設民営園）

堀留町保育園
（公設民営園）

人形町保育園

日本橋保育園

浜町保育園

つくだ保育園

月島保育園

かちどき西保育園

勝どき保育園

晴海保育園

（令和7年4月1日現在）

（令和7年4月1日現在）

■ 区立認可保育所一覧

区

立

名　称 所 在 地 電話番号 定員 運営事業者

■ 認定こども園一覧

開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【認可保育所施設案内】 【認定こども園に関する情報】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

開所時間
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。）
午前7時30分～午後6時30分
※認定こども園短時間（幼稚園部分）については、
午前9時～午後2時

※居宅訪問型保育事業（障害児向け）については、
　午前8時～午後6時の間で8時間以内
延長保育（1歳児クラス以上が対象）
午後6時30分～午後7時30分
※その他の時間帯で行っている園もあります。

対象者
集団保育が可能な0歳児（生後57日以上）～5

歳児（地域型保育事業は2歳児まで）

申込資格
　就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、
求職活動、就学・職業訓練などの事由によりご家庭に
おいて保育のできない保護者

申込方法

申込期間
　区のホームページをご覧ください。
　なお、3月入園は取り扱いません。

※居宅訪問型保育事業（待機児童向け）は内定から利用
開始まで日を要します。詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

認定こども園のご案内
　小学校に就学する前の子どもの教育・保育・子育て
支援を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の役割を
果たす施設で、区立と私立があります。

地域型保育事業のご案内
　地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応で
きる保育事業です。小規模保育事業、居宅訪問型保育
事業、事業所内保育事業があります。

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業のご案内

【保育園に関する情報】 【認可保育所申し込み手続き】

●小規模保育事業
少人数(定員6～19人)で、家庭的保育に近い雰囲
気のもと保育を行う施設です。保育料は認可保育所
と同額です。ただし、延長保育料は事業所で設定し
ます。

●事業所内保育事業
会社の従業員用の保育施設で、従業員の子どもと
地域の子どもを一緒に保育する施設です。保育料
は認可保育所と同額です。ただし、延長保育料は事
業所で設定します。

●居宅訪問型保育事業(障害児向け)
医療的ケアが必要な子どもに対して、集団保育が著
しく困難と認められる場合に、子どもの居宅等にお
いて保育者による1対1の保育を行います。保育時
間は午前8時～午後6時までの間で8時間以内で
す。保育料は認可保育所と同額です。

●居宅訪問型保育事業(待機児童向け)
認可保育園に申し込み、待機(見込みを含む。)と
なった子どもの居宅に保育者を派遣し、1対1の保
育を行います。保育料は認可保育所と同額です。延
長保育料は1時間あたり1,000円です。

認可保育所のご案内
保護者が就労や病気などの理由により家庭で子ど

もを見ることができない場合に、保護者に代わって
保育する施設で、区立と私立があります。

区役所6階保育課保育入園係、特別出張所、保健
所・保健センターなどで「保育園のごあんない」
を配布し、受付をしています。（土・日・祝日・
年末年始（12月29日～1月3日）を除く。）

名　称 所　在　地 電話番号 開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス※ 定員

（短時間） 運営事業者

区

立

京橋こども園
　（公設民営園） 京橋２ー１７ー７ 3564-5531

7：30〜18：30
（18：30〜22：00）

生後 7 カ月から
60

（9）
（株）小学館
アカデミー

晴海こども園
　（公設民営園） 晴海２ー４ー３１ 3534-3551

7：30〜18：30
（18：30〜19：30）

生後 7 カ月から
120

（30）
ライクキッズ（株）

私

立

昭和こども園 八重洲２ー１−４
八重洲セントラルスクエア２・３階

5542-1731
7：30〜18：30

（18：30〜19：30）
1 歳児クラスから

66
（15）

（福）東京児童協会

小学館アカデミー
勝どきこども園

勝どき１ー３ー１
ブリリアイストタワー勝どき２階

5547-8550
7：30〜18：30

（18：30〜19：30）
スポット延長は20：30まで

生後 7 カ月から
105
（6）

（株）小学館
アカデミー

阪本こども園 日本橋兜町１５ー１８ 6661-1176
7：30〜18：30

（18：30〜19：30）
1 歳児クラスから

69
（45）

（学）渋谷教育学園

渋谷教育学園
晴海西こども園 晴海４ー８ー１ 6204-2620

7：30〜18：30
（18：30〜19：30）

1 歳児クラスから
135

（140）
（学）渋谷教育学園



60 ※定員は変更となる可能性があります。区ホームページの施設案内に随時情報を掲載しますので、ご確認ください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

（令和7年4月1日現在）

※定員は変更となる可能性があります。区ホームページの施設案内に随時情報を掲載しますので、ご確認ください。

（令和7年4月1日現在）■ 私立認可保育所一覧

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

名称 所在地 電話番号 開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス 定員 運営事業者

私
　
　
　
立

まなびの森保育園
銀座 銀座1−12−6 6264−4645 7:30 〜 20:30

（18:30 〜 20:30） 生後57日から 92 （株）こどもの森

ブライト保育園
東京入船

入船3−5−10
藤和入船ビル2階 5540−0190 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 38 （福）済聖会

TKチルドレンズ
ファーム湊校

湊1−2−9
TKオフィスビルディング1 〜 4 階 6222−9440 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 64 （有）ティー・
ケイオフィス

ぽけっとランド
明石町保育園

明石町 7−15
ぱぱす明石町ビル2・3階 5148−1102 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 91 （学）三幸学園

さくらさくみらい
新富町

築地3 ー 1 ー 12
フィル・パークTOKYO GINZA
Shintomi.Lab １〜３階

6260 ー 4838 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 40 （株）さくらさく

みらい

さくらさくみらい築地 築地 3−10−7 6264−1439 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 48 （株）さくらさく

みらい

太陽の子新川保育園 新川1−24−1
ユニゾ新川永代通りビル2階 6222−6611 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 80 HITOWAキッズ
ライフ（株）

アイグラン保育園新川 新川1−26−9
新川イワデビル1・2階 5542−0848 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 80 （株）アイグラン

ミアヘルサ保育園
ひびき八丁堀

新川2−30−3
NMビル1 〜 4 階 6262−8715 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 80 ミアヘルサ（株）

にじいろ保育園
小伝馬町

日本橋小伝馬町13−7
銀泉日本橋小伝馬町ビル1 〜 4 階 3527−2484 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 72 ライクキッズ（株）

ほっぺるランド
日本橋堀留町

日本橋堀留町2−8−4
日本橋コアビル1階 6661−7579 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 70 （株）テノ.
コーポレーション

さくらさくみらい
人形町 日本橋富沢町2−6 6231−0597 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 74 （株）さくらさく
みらい

まちのてらこや
保育園

日本橋富沢町4−1
ミズホビル1・2階 6661−2216 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） １歳児クラスから 30 （株）サムライ
ウーマン

アイグラン保育園日本橋 日本橋富沢町９−１０
稲村ビル1階 6264−9465 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 60 （株）アイグラン

かふう保育園日本橋 日本橋富沢町10−18
日本橋富沢町スクエア2階 6661−7087 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 70 （福）幸福義会

モニカ人形町園 日本橋人形町3−4−8
アイビーコート日本橋人形町1 〜 4 階 6264−9244 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） １歳児クラスから 63 （株）モニカ

グローバルキッズ
かきがら園

日本橋蛎殻町1−16−11
EDGE日本橋蛎殻町1・2階 3666−5411 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） １歳児クラスから 45 （株）グローバル
キッズ

アイグラン保育園水天宮 日本橋蛎殻町1−29−9
ネオテック水天宮ビル1・2階 6264−9202 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 90 （株）アイグラン

キッズラボ
水天宮前園

日本橋蛎殻町1−35−5
セイラン水天宮前1・2階 5643−8484 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
２歳児クラスから
５歳児クラスまで 40 キッズラボ（株）

キッズラボ
水天宮前園分園

日本橋蛎殻町1−25−7
澤田ビル1階 5643−8484 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） １歳児クラス 8 キッズラボ（株）

THREE STAR NURSERY
蛎殻町園

日本橋蛎殻町2−15−5
水天宮CPビル1 〜 4 階 6661−7945 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 120 STAR.C（株）

コビープリスクール
はこざき

日本橋箱崎町17−9
箱崎升喜ビル1・2階 6661−7046 7:30 〜 20:30

（18:30 〜 20:30） 生後57日から 70 （株）コビー
アンドアソシエイツ

テンダーラビング
保育園東日本橋

東日本橋1−4−6
東日本橋1丁目ビル1・2階 5825−4324 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 70 （株）テンダー
ラビングケアサービス

ミアヘルサ保育園
ひびき東日本橋

東日本橋1−5−13
セイワ東日本橋ビル1 〜 4 階 5829−8581 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 90 ミアヘルサ（株）

ほっぺるランド
東日本橋

東日本橋3−3−3
Anelaビル1 〜 3階 5962−3841 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 72 （株）テノ．
コーポレーション

さくらさくみらい
東日本橋 東日本橋3−6−15 6661−9939 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 58 （株）さくらさく
みらい

ナーサリールーム
ベリーベアー日本橋 日本橋久松町9−4 5847−4067 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 70 （株）ネス・コーポ
レーション

AIAI NURSERY
日本橋浜町

日本橋浜町1−9−12
日本橋プラヤビル2階 5829−5815 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 40 AIAI Child
Care（株）

キッズハウス
浜町公園

日本橋浜町2−44−4
第17村上ビル1・2階 6264−9870 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
3歳児クラスから
5歳児クラスまで 30 （福）信和会

キッズハウス
浜町公園分園

日本橋浜町2−29−6
河合ビル1階 6264 ー 9177 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
生後7カ月から
2 歳児クラスまで 18 （福）信和会

グローバルキッズ
浜町園

日本橋浜町3-40-3
パークホームズ日本橋浜町
ザレジデンス1・2階

6661 ー7287 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 40 （株）グローバル

キッズ

EDO日本橋保育園 日本橋3−15−10 6262−5971 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 60 （福）東京児童協会

ほっぺるランド
茅場町 日本橋茅場町2−16−6 6810−7630 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 60 （株）テノ．
コーポレーション

さくらさくみらい佃 佃1−4−8 5547−4139 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 40 （株）さくらさく

みらい

さくらさくみらい
つくだ大通り

佃1−10−7コンフォール月島
1 〜 3階 5859−5139 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 40 （株）さくらさく
みらい
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61｜ 子育てガイドブック｜※定員は変更となる可能性があります。区ホームページの施設案内に随時情報を掲載しますので、ご確認ください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

（令和7年4月1日現在）

※定員は変更となる可能性があります。区ホームページの施設案内に随時情報を掲載しますので、ご確認ください。

（令和7年4月1日現在）■ 私立認可保育所一覧

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

名称 所在地 電話番号 開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス 定員 運営事業者

私
　
　
　
立

ほっぺるランド佃
佃1−11−8ピアウエストスクエア
ノースウイング2階
サウスウイング2階

3532−5230 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 90 （株）テノ．

コーポレーション

インターナショナル保育
所まぁむ月島駅前園

佃2−10−9
ライオンズタワー月島1階 3520−8600 7:30 〜 20:30

（18:30 〜 20:30）
3歳児クラスから
5歳児クラスまで 39 （株）WITH

インターナショナル保育
所まぁむ月島駅前園分園

月島1−3−14
ドゥーエ月島1階 5166−7541 7:30 〜 20:30

（18:30 〜 20:30）
生後57日から
2歳児クラスまで 30 （株）WITH

みちてる保育園 佃2−22−2 3531−8809 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 64 （福）道輝会

ほっぺるランド相生橋
つくだ

佃3 ー 2 ー１1エムエー月島
１〜３階 3520−9301 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 50 （株）テノ．
コーポレーション

ほっぺるランド
佃大橋

月島1−1−13プライマル月島
1・2階 5859−0571 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 50 （株）テノ.
コーポレーション

太陽の子月島保育園 月島1−5−2
キャピタルゲートプレイス2階 5547−8343 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 95 HITOWAキッズ
ライフ（株）

アンジェリカ月島
保育園

月島2−13−5
オルフェ月島ビル2・3階 6204−9344 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 100 （株）アンジェリカ

クオリスキッズ
月島保育園

月島3−16−1
アヴェルーナ月島1 〜 3階 6910 ー 1417 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 70 （株）クオリス

月島雲
き ら ら

母保育園 月島3−26−11
レジデンスシャルマン月島1階 6864−9810 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 60 （株）モード・プラン
ニング・ジャパン

さくらさくみらい
東仲通り 月島4−3−14 5534−9439 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 56 （株）さくらさく
みらい

さくらさくみらい
月の岬 月島4−4−11 3520−9833 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 56 （株）さくらさく
みらい

月島聖ルカ保育園 月島4−5−8 3533−6231 7:15 〜19:15
（18:15 〜19:15） 生後57日から 99 （福）ひかりの子

勝どきちとせ保育園 勝どき2−16−3 3536−1233 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 70 （福）ちとせ交友会

まなびの森保育園
勝どき

勝どき3−3−7
KNリバーシティ 2階 6220−8786 7:30 〜 20:00

（18:30 〜 20:00） 生後57日から 70 （株）こどもの森

ほっぺるランド
勝どき 勝どき3−4−4 5859−0450 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後7カ月から 130 （株）テノ.
コーポレーション

ほっぺるランド
清澄通り勝どき 勝どき3−7−2 6910−1640 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 90 （株）テノ.
コーポレーション

さくらさくみらい
パークタワー勝どき

勝どき４−６−2
パークタワー勝どきミッド２階 6204−2039 7:30 〜18:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 43 （株）さくらさく
みらい

さくらさくみらい
勝どき 勝どき4−8−4 6910−1039 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 50 （株）さくらさく
みらい

アスク勝どき保育園 勝どき4−8−14 3536−7402 7:30 〜19:30
（18:30 〜19:30） 生後57日から 74 （株）日本保育

サービス

ベネッセ
勝どき保育園

勝どき5−1−17
勝どきザ・リバーフロント2階 3534−7661 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 45 （株）ベネッセ
スタイルケア

ほっぺるランド
新島橋かちどき

勝どき5−2−15
EDGE勝どき1・2階 6228−2250 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 114 （株）テノ.
コーポレーション

インターナショナル
勝どきえほん保育園 勝どき6−1−9 6204−2401 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 90 （株）アンジェリカ

ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園

勝どき6−3−1ザ・トーキョー
タワーズシータワー 3階 3531−8854 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
生後57日から
2歳児クラスまで 45 （株）ニチイ学館

ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園分園 勝どき4−13−8 6219−6461 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
3歳児クラスから
5歳児クラスまで 60 （株）ニチイ学館

太陽の子晴海
トリトン保育園

晴海1−8−2晴海トリトン
スクエア展示棟3階 6228−2085 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 1歳児クラスから 49 HITOWAキッズ
ライフ（株）

ポピンズナーサリー
スクール晴海

晴海2−1−40
晴海プライムスクエア2階 5547−8487 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
2歳児クラスから
5歳児クラスまで 72 （株）ポピンズ

エデュケア

ポピンズナーサリー
スクール晴海分園

晴海2−3−2ザ・パークハウス
晴海タワーズティアロレジデンス1階 6204−2384 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
生後57日から
1歳児クラスまで 24 （株）ポピンズ

エデュケア

さくらさくみらい
晴海

晴海2−5−24
晴海センタービル1階 3520−9811 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
生後57日から
2歳児クラスまで 26 （株）さくらさく

みらい

小学館アカデミー
晴海保育園

晴海3−6−8
スカイリンクタワー 2階 5547−5717 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
生後57日から
2歳児クラスまで 33 （株）小学館

アカデミー

小学館アカデミー
晴海保育園分園

晴海2−2−42
パークタワー晴海1階 5547−0127 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30）
3歳児クラスから
5歳児クラスまで 45 （株）小学館

アカデミー

アスク晴海3丁目
保育園

晴海3−10−1
Daiwa晴海ビル1階 5547−8019 7:30 〜19:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 45 （株）日本保育
サービス

ポピンズナーサリースクール
ららテラス HARUMI FLAG

晴海５−２−31
ららテラス HARUMI FLAG ３階 5534−9516 7:30 〜18:30

（18:30 〜19:30） 生後57日から 143 （株）ポピンズ
エデュケア

ポピンズナーサリースクール
HARUMI FLAG PORT VILLAGE（本園）

晴海５−３−２　HARUMI FLAG 
PORT VILLAGE　B棟１階 6204−2027 7:30 〜18:30

（18:30 〜19:30）
生後57日から
4歳児クラスまで 164 （株）ポピンズ

エデュケア

ポピンズナーサリースクール
HARUMI FLAG PORT VILLAGE（分園）

晴海５−３−１　HARUMI FLAG 
PORT VILLAGE　A棟１階 6228−2005 7:30 〜18:30

（18:30 〜19:30） 5歳児クラス 20 （株）ポピンズ
エデュケア
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事や病気などの理由により、家庭での保育ができ
めに認証保育所にお子さんを預けている保護者
経済的負担を軽減するため、対象施設に支払って
額保育料と認可保育園に在園した場合の月額保育
額に応じて、保育料を補助しています。

●対象施設
　東京都認証保育所
　※詳細はお問い合わせください。

● 0歳から2歳児までの課税世帯
保育料差 ）】Ｂ【－】Ａ【（額 補助金額（月額）

10,000円以上20,000円未満 10,000円
20,000円以上30,000円未満 20,000円
30,000円以上40,000円未満 30,000円
40,000円以上50,000円未満 40,000円
50,000円以上 50,000円

● 3歳から5歳児まで
補助金額（月額）

1円以上 37,000円未満
37,000円以上40,000円未満 37,000円
40,000円以上50,000円未満 40,000円
50,000円以上 50,000円

● 0歳から2歳児までの非課税世帯
認証保育所の保育料

認証保育所の保育料

補助金額（月額）
1円以上 42,000円未満 認証保育所の保育料

認証保育所の保育料

42,000円以上50,000円未満 42,000円
50,000円以上 50,000円

※認証保育所の保育料が42,000円未満の場合、入所料も含みます。

※認証保育所の保育料
※令和2年度から多子軽減の導入を予定しています。

が37,000円未満の場合、入所料も含みます。

せ先
　福祉保健部子育て支援課保育運営係

☎（3546）5422

認証保育所とは？
保育所は、東京都が独自に基準を決めて認証し
所です。中央区には現在12か所の認証保育所
、多様な保育ニーズに対応しています。

●入所の申し込み
　直接各施設へお問い合わせください。
●認証保育所保育料の補助

契約で認証保育所を利用されている保護者の方
保育料の補助を実施しています。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課保育運営係

☎（3546）5422

証保育所のご案内

各施設および他区認証保育所の情報は東京都福祉保健局
ホームページにも掲載されています。
　http：//www.fukushihoken.metro.tokyo.
　jp/kodomo/hoiku/

■ 認証保育所一覧表

ピンズナーサリースクール京橋 銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 40 （株）ポピンズ

ローバルキッズ新川園 新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

スク人形町駅前保育園 日本橋人形町3－4－14
KDX人形町ビル2階 5649－8019 7:30～ 22:00 生後45日～5歳児クラス 40 （株）日本保育

サービス

ローバルキッズ水天宮前園 日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル1～3階 3662－1717 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

チイキッズさわやか日本橋浜町保育園 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141 7:30～ 21:00 生後8週～3歳児クラス 29

ミーズエンジェル月島保育園 月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288 7:30～ 22:00 生後43日～5歳児クラス 33 （株）マミーズ

エンジェル

ゃいれっく月島駅前保育園 月島1－3－2 
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308 7:30～ 21:00 生後43日～5歳児クラス 50 （株）プロケア

くらさくみらい 月島 月島2－18－2 6225－0239 7:30～ 21:00 生後57日～2歳児クラス 36 （株）さくらさく
みらい

ピンズナーサリースクール月島 月島3－1－11 1・2階 5547－2113 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 30 （株）ポピンズ

ノキオ幼児舎月島園 月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370 7:30～ 20:30 生後1カ月～5歳児クラス 20 （株）ピノー

コーポレーション

チイキッズさわやかプラザ勝どき保育園 勝どき1－1－1
プラザ勝どき1階 3532－6730 7:30～ 21:00 生後8週～5歳児クラス 60 （株）ニチイ学館

（株）ニチイ学館

スク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325 7:30～ 22:00 生後45日～5歳児クラス 60 （株）日本保育

サービス

（令和2年4月1日現在）

（令和2年3月現在）

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定
員 運営事業者

57子育てガイドブック
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■ 補助額一覧表
認証保育所保育料の補助

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

認証保育所とは？
認証保育所は、東京都が独自に基準を決めて認証し

た保育所です。中央区には現在10カ所の認証保育所
があり、多様な保育ニーズに対応しています。
●入所の申し込み
　直接各施設へお問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育計画係 ☎（3546）5739

認証保育所のご案内

各施設および他区認証保育所の情報は東京都福祉局
ホームページにも掲載されています。

　https：//www.fukushi.metro.tokyo.lg.
　jp/kodomo/hoiku/

■ 認証保育所一覧

A
型

ポピンズナーサリースクール京橋 銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 40 （株）ポピンズ

グローバルキッズ新川園 新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

エデュケア

アスクバイリンガル保育園　人形町駅前 日本橋人形町3－4－14
FORECAST人形町PLACE2階 5649－8019 7:30～ 20:30 生後45日～5歳児クラス 40 （株）日本保育

サービス

グローバルキッズ水天宮前園 日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル 3662－1717 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

ニチイキッズさわやか日本橋浜町保育園 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141 7:30～ 21:00 25

マミーズエンジェル月島保育園 月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288 7:30～ 22:00 生後43日～5歳児クラス

生後57日～2歳児クラス

33 （株）マミーズ
エンジェル

ちゃいれっく月島駅前保育園 月島1－3－2 
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 50 （株）プロケア

さくらさくみらい 月島 月島2－18－2 6225－0239 7:30～ 21:00 生後57日～2歳児クラス 27 （株）さくらさく
みらい

ピノキオ幼児舎月島園 月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370 7:30～ 20:30 生後1カ月～2歳児クラス 20 （株）ピノー

コーポレーション

（株）ニチイ学館

アスク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325 7:30～ 21:00 生後45日～5歳児クラス 60 （株）日本保育

サービス

（令和7年4月1日現在）

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定
員 運営事業者

認証保育所保育料の補助

認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に子
どもを預けている保護者の方の経済的負担を軽減す
るため、対象施設に支払っている月額保育料と認可保
育園に在園した場合の月額保育料の差額に応じて、保
育料を補助しています。

●対象施設
　東京都認証保育所
　※詳しくはお問い合わせください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【認証保育所保育料の補助】

【認証保育所一覧】 【東京都福祉局
     ホームページ】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

※定員は変更になる可能性があります。詳しくは直接各施設にお問い合わせください。

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定員 運営事業者

キャリー保育園八丁堀

（令和2年

6228-3426 7：30～19：30
（18：30～19：30）生後57日～２歳児クラス １８ スリーシーズ（株）

■ 小規模保育事業所一覧

湊1－2－2
大倉ビル1階

キッズラボ水天宮前園 5643-8484 7：30～19：30
（18：30～19：30）生後57日～２歳児クラス １5 キッズラボ（株）日本橋蛎殻町1－25－7

澤田ビル1階

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定員 運営事業者

Kuukids（クーキッズ） 5524-2867 8：00～21：00
（19：00～21：00）生後57日～２歳児クラス １０ （株）アルビオン

（運営委託先：（株

（令和2年■ 事業所内保育事業所一覧

銀座1－19－7
銀座一丁目イーストビル1階

氏　　名地　　域 住　　所

石　島　洋　子 日本橋人形町
１丁目日本橋

（令和2年4月１日現在）
■ 家庭的保育事業者（保育ママ）一覧

氏　　名地　　域 地　　域住　　所 氏　　名 住　　所

石　島　洋　子 日本橋人形町
１丁目 原　　　眞　澄

伊　藤　みつ江

真　部　のぶ子 佃２丁目

遠　藤　美枝子 月島１丁目

月島２丁目

祖父江　由　美 日本橋浜町
２丁目

日本橋中州 月島１丁目日本橋中州

（平成27年4月１日現在）■ 中央区家庭的保育事業者（保育ママ）一覧
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令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス 定員 運営事業者

キャリー保育園八丁堀

（令和7年4月1日現在）

6228-3426 7：30～19：30
（18：30～19：30）

生後57日から
２歳児クラスまで １８ スリーシーズ（株）

■ 小規模保育事業所一覧

湊1－2－2
大倉ビル1階

【小規模保育事業】

名　　称 所 在 地 電話番号 入所可能クラス 定員 運営事業者

Kuukids（クーキッズ） 5524-2867 8：00～21：00
（19：00～21：00）

生後7カ月から
２歳児クラスまで 12 （株）アルビオン

（運営委託先：（株）ポピンズエデュケア）

（令和7年4月1日現在）■ 事業所内保育事業所一覧

銀座1－19－7
JRE銀座一丁目イーストビル1階

【事業所内保育事業】

運営事業者 所 在 地 電話番号 定員
（利用者数） 対象児童

特定非営利活動法人
フローレンス 6811-0907 （3） 集団保育が困難な1歳児から小学校

就学前までの子ども

（令和7年4月1日現在）■ 居宅訪問型保育事業者一覧

千代田区神田神保町
1－14－1KDX神保町ビル4階

（株）ポピンズファミリーケア 0120-27-2100 30 認可保育所を待機となっている0歳
児から２歳児クラスまでの子ども

渋谷区広尾5－6－6
広尾プラザ5階

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

開所時間
（延長保育時間）

【居宅訪問型保育事業（障害児向け）】 【居宅訪問型保育事業（待機児童向け）】
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事や病気などの理由により、家庭での保育ができ
めに認証保育所にお子さんを預けている保護者
経済的負担を軽減するため、対象施設に支払って
額保育料と認可保育園に在園した場合の月額保育
額に応じて、保育料を補助しています。

●対象施設
　東京都認証保育所
　※詳細はお問い合わせください。

● 0歳から2歳児までの課税世帯
保育料差 ）】Ｂ【－】Ａ【（額 補助金額（月額）

10,000円以上20,000円未満 10,000円
20,000円以上30,000円未満 20,000円
30,000円以上40,000円未満 30,000円
40,000円以上50,000円未満 40,000円
50,000円以上 50,000円

● 3歳から5歳児まで
補助金額（月額）

1円以上 37,000円未満
37,000円以上40,000円未満 37,000円
40,000円以上50,000円未満 40,000円
50,000円以上 50,000円

● 0歳から2歳児までの非課税世帯
認証保育所の保育料

認証保育所の保育料

補助金額（月額）
1円以上 42,000円未満 認証保育所の保育料

認証保育所の保育料

42,000円以上50,000円未満 42,000円
50,000円以上 50,000円

※認証保育所の保育料が42,000円未満の場合、入所料も含みます。

※認証保育所の保育料
※令和2年度から多子軽減の導入を予定しています。

が37,000円未満の場合、入所料も含みます。

せ先
　福祉保健部子育て支援課保育運営係

☎（3546）5422

認証保育所とは？
保育所は、東京都が独自に基準を決めて認証し
所です。中央区には現在12か所の認証保育所
、多様な保育ニーズに対応しています。

●入所の申し込み
　直接各施設へお問い合わせください。
●認証保育所保育料の補助

契約で認証保育所を利用されている保護者の方
保育料の補助を実施しています。

◆問合せ先
　福祉保健部子育て支援課保育運営係

☎（3546）5422

証保育所のご案内

各施設および他区認証保育所の情報は東京都福祉保健局
ホームページにも掲載されています。
　http：//www.fukushihoken.metro.tokyo.
　jp/kodomo/hoiku/

■ 認証保育所一覧表

ピンズナーサリースクール京橋 銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 40 （株）ポピンズ

ローバルキッズ新川園 新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

スク人形町駅前保育園 日本橋人形町3－4－14
KDX人形町ビル2階 5649－8019 7:30～ 22:00 生後45日～5歳児クラス 40 （株）日本保育

サービス

ローバルキッズ水天宮前園 日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル1～3階 3662－1717 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

チイキッズさわやか日本橋浜町保育園 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141 7:30～ 21:00 生後8週～3歳児クラス 29

ミーズエンジェル月島保育園 月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288 7:30～ 22:00 生後43日～5歳児クラス 33 （株）マミーズ

エンジェル

ゃいれっく月島駅前保育園 月島1－3－2 
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308 7:30～ 21:00 生後43日～5歳児クラス 50 （株）プロケア

くらさくみらい 月島 月島2－18－2 6225－0239 7:30～ 21:00 生後57日～2歳児クラス 36 （株）さくらさく
みらい

ピンズナーサリースクール月島 月島3－1－11 1・2階 5547－2113 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 30 （株）ポピンズ

ノキオ幼児舎月島園 月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370 7:30～ 20:30 生後1カ月～5歳児クラス 20 （株）ピノー

コーポレーション

チイキッズさわやかプラザ勝どき保育園 勝どき1－1－1
プラザ勝どき1階 3532－6730 7:30～ 21:00 生後8週～5歳児クラス 60 （株）ニチイ学館

（株）ニチイ学館

スク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325 7:30～ 22:00 生後45日～5歳児クラス 60 （株）日本保育

サービス

（令和2年4月1日現在）

（令和2年3月現在）

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定
員 運営事業者

57子育てガイドブック
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■ 補助額一覧表
認証保育所保育料の補助

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

認証保育所とは？
認証保育所は、東京都が独自に基準を決めて認証し

た保育所です。中央区には現在10カ所の認証保育所
があり、多様な保育ニーズに対応しています。
●入所の申し込み
　直接各施設へお問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育計画係 ☎（3546）5739

認証保育所のご案内

各施設および他区認証保育所の情報は東京都福祉局
ホームページにも掲載されています。

　https：//www.fukushi.metro.tokyo.lg.
　jp/kodomo/hoiku/

■ 認証保育所一覧

A
型

ポピンズナーサリースクール京橋 銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101 7:00～ 22:00 生後57日～5歳児クラス 40 （株）ポピンズ

グローバルキッズ新川園 新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

エデュケア

アスクバイリンガル保育園　人形町駅前 日本橋人形町3－4－14
FORECAST人形町PLACE2階 5649－8019 7:30～ 20:30 生後45日～5歳児クラス 40 （株）日本保育

サービス

グローバルキッズ水天宮前園 日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル 3662－1717 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 40 （株）グローバル

キッズ

ニチイキッズさわやか日本橋浜町保育園 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141 7:30～ 21:00 25

マミーズエンジェル月島保育園 月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288 7:30～ 22:00 生後43日～5歳児クラス

生後57日～2歳児クラス

33 （株）マミーズ
エンジェル

ちゃいれっく月島駅前保育園 月島1－3－2 
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308 7:30～ 20:30 生後43日～5歳児クラス 50 （株）プロケア

さくらさくみらい 月島 月島2－18－2 6225－0239 7:30～ 21:00 生後57日～2歳児クラス 27 （株）さくらさく
みらい

ピノキオ幼児舎月島園 月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370 7:30～ 20:30 生後1カ月～2歳児クラス 20 （株）ピノー

コーポレーション

（株）ニチイ学館

アスク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325 7:30～ 21:00 生後45日～5歳児クラス 60 （株）日本保育

サービス

（令和7年4月1日現在）

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定
員 運営事業者

認証保育所保育料の補助

認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に子
どもを預けている保護者の方の経済的負担を軽減す
るため、対象施設に支払っている月額保育料と認可保
育園に在園した場合の月額保育料の差額に応じて、保
育料を補助しています。

●対象施設
　東京都認証保育所
　※詳しくはお問い合わせください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【認証保育所保育料の補助】

【認証保育所一覧】 【東京都福祉局
     ホームページ】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

※定員は変更になる可能性があります。詳しくは直接各施設にお問い合わせください。

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定員 運営事業者

キャリー保育園八丁堀

（令和2年

6228-3426 7：30～19：30
（18：30～19：30）生後57日～２歳児クラス １８ スリーシーズ（株）

■ 小規模保育事業所一覧

湊1－2－2
大倉ビル1階

キッズラボ水天宮前園 5643-8484 7：30～19：30
（18：30～19：30）生後57日～２歳児クラス １5 キッズラボ（株）日本橋蛎殻町1－25－7

澤田ビル1階

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間 入所可能クラス 定員 運営事業者

Kuukids（クーキッズ） 5524-2867 8：00～21：00
（19：00～21：00）生後57日～２歳児クラス １０ （株）アルビオン

（運営委託先：（株

（令和2年■ 事業所内保育事業所一覧

銀座1－19－7
銀座一丁目イーストビル1階

氏　　名地　　域 住　　所

石　島　洋　子 日本橋人形町
１丁目日本橋

（令和2年4月１日現在）
■ 家庭的保育事業者（保育ママ）一覧

氏　　名地　　域 地　　域住　　所 氏　　名 住　　所

石　島　洋　子 日本橋人形町
１丁目 原　　　眞　澄

伊　藤　みつ江

真　部　のぶ子 佃２丁目

遠　藤　美枝子 月島１丁目

月島２丁目

祖父江　由　美 日本橋浜町
２丁目

日本橋中州 月島１丁目日本橋中州

（平成27年4月１日現在）■ 中央区家庭的保育事業者（保育ママ）一覧
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令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

名　　称 所 在 地 電話番号 開所時間
（延長保育時間） 入所可能クラス 定員 運営事業者

キャリー保育園八丁堀

（令和7年4月1日現在）

6228-3426 7：30～19：30
（18：30～19：30）

生後57日から
２歳児クラスまで １８ スリーシーズ（株）

■ 小規模保育事業所一覧

湊1－2－2
大倉ビル1階

【小規模保育事業】

名　　称 所 在 地 電話番号 入所可能クラス 定員 運営事業者

Kuukids（クーキッズ） 5524-2867 8：00～21：00
（19：00～21：00）

生後7カ月から
２歳児クラスまで 12 （株）アルビオン

（運営委託先：（株）ポピンズエデュケア）

（令和7年4月1日現在）■ 事業所内保育事業所一覧

銀座1－19－7
JRE銀座一丁目イーストビル1階

【事業所内保育事業】

運営事業者 所 在 地 電話番号 定員
（利用者数） 対象児童

特定非営利活動法人
フローレンス 6811-0907 （3） 集団保育が困難な1歳児から小学校

就学前までの子ども

（令和7年4月1日現在）■ 居宅訪問型保育事業者一覧

千代田区神田神保町
1－14－1KDX神保町ビル4階

（株）ポピンズファミリーケア 0120-27-2100 30 認可保育所を待機となっている0歳
児から２歳児クラスまでの子ども

渋谷区広尾5－6－6
広尾プラザ5階

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

開所時間
（延長保育時間）

【居宅訪問型保育事業（障害児向け）】 【居宅訪問型保育事業（待機児童向け）】
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私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

多様な集団活動等利用支援事業

区内に在住で子どもが私立幼稚園などに通う保護
者に対し、補助金を支給しています。所得等により補
助額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金】

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要
な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象
とした多様な集団活動について、区の定める基準に適
合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負
担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付し
ています。
●対象者
対象施設を利用する3歳児クラスから小学校就学
前の幼児の保護者であって、子育てのための施設等
利用給付等を受けていない方
詳しくはお問い合わせください。

　教育委員会事務局学務課幼児教育支援係
☎（6278）8089

◆問合せ先

　福祉保健部保育課保育給付係　　  ☎（3546）5422
◆問合せ先

【多様な集団活動等利用支援事業】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

■幼稚園の預かり保育 ◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課幼児教育支援係

☎（6278）8089
幼稚園教育時間終了後、引き続き保育を希望する保
護者のニーズにお応えするため、区立幼稚園全園で
預かり保育を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。

【区立幼稚園の預かり保育】

幼稚園のご案内

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

幼稚園は〈子どもがはじめて出会う〉学校です。「生き
る力」の基礎を、豊かな遊びと学びを通して育てます。
　区立幼稚園全園で3歳児保育を実施しています。　
園児募集は毎年10月末ごろ実施しますが、定員に空
きのある園では随時入園を受け付けています。また、
通園区域は小学校の通学区域に準じています。

【区立幼稚園一覧】

【区立幼稚園の弁当給食】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

幼　稚　園　名 所　在　地   電話番号 

日本橋本石町4－4－26

泰明幼稚園 銀座5－1－13 3571－5395

中央幼稚園 湊1－4－1 3551－4498

明石幼稚園 明石町1－15 3541－9522

京橋朝海幼稚園 築地2－13－1 3541－6280

明正幼稚園 新川2－13－4 3551－4864

常盤幼稚園 休園中

日本橋幼稚園 日本橋人形町1－1－17 3668－2362

有馬幼稚園 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－7998

久松幼稚園 日本橋本石町4ー4ー26 3277－9071

月島幼稚園 月島1－9－7 3531－1573

月島第一幼稚園 月島4－15－1 3532－2921

月島第二幼稚園 勝どき1－12－2 3532－2922

晴海幼稚園 晴海1－4－1 3532－2923

豊海幼稚園 豊海町3－1 3533－0725

■ 区立幼稚園一覧

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

認可外保育施設保育料の補助

認可保育所の入所基準を満たし、認可外保育施設
を利用する多子世帯の経済的負担を軽減するため、
０～２歳児クラスに在籍する第２子以降の子どもに
係る保育料の一部を補助しています。

●対象施設
　指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた
　認可外保育施設
　※詳細はお問い合わせください。 【認可外保育施設保育料の補助】

◆問合せ先
教育委員会事務局学務課学事係　☎（3546）5514

■幼稚園弁当給食の提供
区立幼稚園全園で、希望者に対して無償で弁当給食
を提供しています。
なお、夏休みなどの長期休業日（預かり保育利用時）
は有料です。 
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私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

多様な集団活動等利用支援事業

区内に在住で子どもが私立幼稚園などに通う保護
者に対し、補助金を支給しています。所得等により補
助額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

【私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金】

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要
な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象
とした多様な集団活動について、区の定める基準に適
合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負
担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付し
ています。
●対象者
対象施設を利用する3歳児クラスから小学校就学
前の幼児の保護者であって、子育てのための施設等
利用給付等を受けていない方
詳しくはお問い合わせください。

　教育委員会事務局学務課幼児教育支援係
☎（6278）8089

◆問合せ先

　福祉保健部保育課保育給付係　　  ☎（3546）5422
◆問合せ先

【多様な集団活動等利用支援事業】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

■幼稚園の預かり保育 ◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課幼児教育支援係

☎（6278）8089
幼稚園教育時間終了後、引き続き保育を希望する保
護者のニーズにお応えするため、区立幼稚園全園で
預かり保育を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。

【区立幼稚園の預かり保育】

幼稚園のご案内

令和元年10月に、総合的な少子化対策を推進する
一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減
を図るため、区市町村の確認を受けた幼児期の教育
及び保育等を行う施設等の利用に関する給付につい
て、創設された制度のことです。　

［幼児教育・保育の無償化制度の主な内容］

（1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ど

もの利用料が無償になります。
●幼稚園については、月額上限25，700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日か
ら小学校入学前までの3年間です。

　（注）幼稚園については、入学できる時期に合わせ
て、満3歳から無償となります。

●認可保育所・認定こども園（長時間・保育園部分）・
地域型事業の副食費は無償化されています。

●通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護
者の負担になります。
・1号認定（教育）
　小学校3年生までの範囲
・2号認定（保育）
　小学校就学前までの範囲

0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもにつ
いては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無
償になります。
●そのほか、0歳児クラスから2歳児クラスまでの
第2子以降の子どもの利用料は無償になりま
す。

【対象となる施設・事業】
幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型

保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も
同様に無償化の対象になります。
（注）地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的
保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を
指します。

（2）幼稚園の預かり保育を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額

11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償
になります。満3歳児の非課税世帯の子どもについて
も対象となります。
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

（3）認可外保育施設等を利用する子ども

【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、子育てのための施設

等利用給付認定（保育の必要性の認定）を受ける必要
があります。
（注1）幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用
していない方が対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月

額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスま
での住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円
までの利用料が無償になります。（上限金額は、利用
施設によって異なる場合があります。）
なお、無償化の給付（施設等利用給付）を受けるた

めには、別途請求手続が必要です。

【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病

後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
（送迎利用のみは除く）を対象とします。（ただし、自治
体が確認をしている施設に限ります。）
（注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施
設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。
（注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都
道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすこ
とが必要です。

幼稚園は〈子どもがはじめて出会う〉学校です。「生き
る力」の基礎を、豊かな遊びと学びを通して育てます。
　区立幼稚園全園で3歳児保育を実施しています。　
園児募集は毎年10月末ごろ実施しますが、定員に空
きのある園では随時入園を受け付けています。また、
通園区域は小学校の通学区域に準じています。

【区立幼稚園一覧】

【区立幼稚園の弁当給食】

（4）就学前の障害児の発達支援を
利用する子ども

【対象者・利用料】
3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無

償になります。

◆問合せ先
　「施設等利用給付の認定」について
　福祉保健部保育課保育入園係

☎（3546）5227・5387・9587

　「施設等利用給付の給付（請求）」について
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

幼　稚　園　名 所　在　地   電話番号 

日本橋本石町4－4－26

泰明幼稚園 銀座5－1－13 3571－5395

中央幼稚園 湊1－4－1 3551－4498

明石幼稚園 明石町1－15 3541－9522

京橋朝海幼稚園 築地2－13－1 3541－6280

明正幼稚園 新川2－13－4 3551－4864

常盤幼稚園 休園中

日本橋幼稚園 日本橋人形町1－1－17 3668－2362

有馬幼稚園 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－7998

久松幼稚園 日本橋本石町4ー4ー26 3277－9071

月島幼稚園 月島1－9－7 3531－1573

月島第一幼稚園 月島4－15－1 3532－2921

月島第二幼稚園 勝どき1－12－2 3532－2922

晴海幼稚園 晴海1－4－1 3532－2923

豊海幼稚園 豊海町3－1 3533－0725

■ 区立幼稚園一覧

◆問合せ先
　福祉保健部保育課保育給付係 ☎（3546）5422

認可外保育施設保育料の補助

認可保育所の入所基準を満たし、認可外保育施設
を利用する多子世帯の経済的負担を軽減するため、
０～２歳児クラスに在籍する第２子以降の子どもに
係る保育料の一部を補助しています。

●対象施設
　指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた
　認可外保育施設
　※詳細はお問い合わせください。 【認可外保育施設保育料の補助】

◆問合せ先
教育委員会事務局学務課学事係　☎（3546）5514

■幼稚園弁当給食の提供
区立幼稚園全園で、希望者に対して無償で弁当給食
を提供しています。
なお、夏休みなどの長期休業日（預かり保育利用時）
は有料です。 
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学　校　名 所　在　地 電話番号

城東小学校 日本橋兜町15－3（坂本町公園内）※改築中のため、令和4年8月（予定）まで一時移転中 5644－3020

泰明小学校 銀座5－1－13 3571－1765

中央小学校 湊1－4－1 3551－0565

明石小学校 明石町1－15 3541－8335

京橋築地小学校 築地2－13－1 3541－0642

明正小学校 新川2－13－4　 3551－5812

常盤小学校 日本橋本石町4－4－26 3241－1910

日本橋小学校 日本橋人形町1－1－17 3668－2361

有馬小学校 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－5702

久松小学校 日本橋久松町7－2 3661－6016

阪本小学校 日本橋兜町15－3（坂本町公園内）※改築中のため、令和2年7月（予定）まで一時移転中 3666－0044

佃島小学校 佃2－3－1 3531－7208

月島第一小学校 月島4－15－1 3531－7285

月島第二小学校 勝どき1－12－2 3531－7268

月島第三小学校 晴海1－4－1 3531－7225

豊海小学校 豊海町3－1 3534－1251

学　校　名 所　在　地 電話番号

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

佃中学校 佃2－3－2 3531－7214

晴海中学校 晴海1－5－3 3531－6308

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074

■ 区立小学校一覧

■ 区立中学校一覧

的な理由により国公立小中学校への就学が困難
児童生徒の保護者を対象に、その費用の一部（学用

ど）を援助する「就学援助・就学奨励制度」が
す。中央区立小中学校に在籍している方は、学
じて4月当初に申請書を配布します。国立・他

区立の小中学校に在籍している方は、学務課窓口で申
配布します。
、新入学児童生徒学用品費については、入学前

に支給しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課学事係 ☎（3546）5513

学校・中学校のご案内
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学援助・就学奨励制度

区立小学校の在籍児童または区内に住所を有する
小学校児童。ただし、通学先の学校と通学区域内の
学校の双方にプレディが開設されている場合は、
いずれか一方にしか登録できません。

無料。ただし傷害・賠償責任保険料と各種教室の
材料費などの実費は保護者負担です。午後 6時以
降の利用は有料となります。

●対象者（利用登録申込制）

●プレディ設置校

●開設日時
・ 月曜日～金曜日　放課後～午後5時
・ 土曜日、春・夏・冬休みなど　午前8時 30分～
午後5時

※日曜日・祝日・年末年始はお休み
※保護者の就労など特別な事情がある場合は午後7時
30分まで（土曜日は午後6時まで）

●費　用

●利用登録申込
　毎年2月に次年度の利用登録申込を受付けます。
※年度の途中で申込むこともできます。

　◎詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先
　各プレディへ

子どもの居場所「プレディ」

学童クラブ

名　称 名　称所在地・電話 所在地・電話

プレディ月一
（月島第一小学校内） 3531－4746

月島4-15-1プレディ京築
（京橋築地小学校内） 3545－2843

築地2-13-1

プレディ明正
（明正小学校内） 3551－3673

新川2-13-4 プレディ月二
（月島第二小学校内） 3531－1045

勝どき1-12-2

プレディ日本橋
（日本橋小学校内） 3668－2331

日本橋人形町1-1-17 プレディ月三
（月島第三小学校内） 3531－7251

晴海1-4-1

プレディ有馬
（有馬小学校内） 3666－3960

日本橋蛎殻町2-10-23 プレディ豊海
（豊海小学校内） 3534－1300

豊海町3-1

プレディ晴海西
（晴海西小学校内） 3520－8552

晴海5-3-5

プレディ佃島
（佃島小学校内） 3536－7041

佃2-3-1プレディ明石
（明石小学校内） 3544－2860

明石町1-15
3663－7045

プレディ久松
（久松小学校内）

日本橋久松町7-2
3551－0522

プレディ中央
（中央小学校内）

湊1-4-1

【子どもの居場所(プレディ）づくりの推進】

　保護者の就労、疾病等の理由により、放課後に家庭
での適切な保護を受けることができない児童を対象
に、各児童館および一部の小学校内に学童クラブを設
けています。

●対象　
・児童館学童クラブ
区立小学校に在学している児童または区内に居住
し、区の区域外の小学校に在学している児童

※日曜日、年末年始および祝日は休み
※就労などにより必要と認められる方については、
土曜日を除き午後7時30分まで時間延長できま
す。（午後 6時以降の利用は有料になります。）
※学校内学童クラブは、土曜日は午前8時30分～
午後6時

民設民営学童クラブ
利用日時、利用料金については、以下二次元コード
内の施設へお問い合わせください。

●その他
入会については、入会者を募集して、選考のうえ決
定します。募集時期などについては各施設へお問い
合わせください。

※令和7年度は中央小学校、京橋築地小学校、久松小学校、
月島第一小学校、月島第二小学校、豊海小学校および晴海
西小学校で、学校内学童クラブ登録児童とプレディ登録児
童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施します。

※公設学童クラブおよび民設学童クラブと重複して登録
　することはできません。

・学校内学童クラブ
学校内学童クラブのある小学校に在学している児
童または当該小学校の通学区域内に居住する児童

●利用日時
公設（公営・民営）学童クラブ
月曜日～金曜日　下校時～午後 6時
土曜日　午前 8時30分～午後5時
春、夏、冬休みなど　午前 8時30分～午後6時

※学校内学童クラブでは、学校内学童クラブ登録児童とプレディ
登録児童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施してい
ます。なお、学校内学童クラブについては、順次拡大予定です。

お子さんの健全育成を図るため、保護者の就労状況
にかかわらず、放課後や土曜日などに児童が安全に安
心して過ごせるよう、小学校の施設内で子どもの居場所
「プレディ」を開設しています。また、プレディでは「地域
の子どもは地域で育てよう！」という趣旨のもとサポー
ター（保護者や地域のボランティア）の協力も得ており、
毎日の勉強や遊びの中で地域の大人と交流することが
できます。

就学時健康診断 ☆月島児童館　住所：月島4－1－1　　　　　　　　　　　　　　　　   ☎（3533）0885

☆晴海児童館　住所：晴海2－4－31　　　　　　　　　　　　  　　　  ☎（3534）3021

☆勝どき児童館　住所：勝どき1－8－1 　　　　　　　　　　　　　　 ☎（3531）3250

☆佃児童館　住所：佃1－11－1　　　　　　　　　　　　　　　　　     ☎（3531）7811

おひさまクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

ひよこクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

らっこランド
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

いちごクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

あおぞらクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

うさぎクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

ぺんぎんランド
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

バナナクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

こんぺいとうクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

きりんクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 1

いるかランド
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 1

メロンクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

　教育委員会では、翌年4月に小学校入学予定のお
子さんを対象に、就学時健康診断を行います。対象と
なるお子さんの保護者あて、教育委員会から就学時健
診のご案内をし、毎年11月に学区域の小学校を会場
に実施しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課保健給食係

☎（3546）5515

就学時健康診断
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学　校　名 所　在　地 電話番号

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

佃中学校 佃2－3－2 3531－7214

晴海中学校 晴海1－5－3 3531－6308

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074

晴海西中学校 晴海５－３－5 5560－1270

■ 区立中学校一覧
学　校　名 所　在　地 電話番号

城東小学校

泰明小学校

中央小学校

明石小学校

京橋築地小学校

明正小学校

常盤小学校

日本橋小学校

有馬小学校

久松小学校

阪本小学校

佃島小学校

月島第一小学校

月島第二小学校

月島第三小学校

豊海小学校

晴海西小学校

八重洲２ー２－１

銀座5－1－13

湊1－4－1

明石町1－15

築地2－13－1

新川2－13－4　

日本橋本石町4－4－26

日本橋人形町1－1－17

日本橋蛎殻町2－10－23

日本橋久松町7－2

日本橋兜町15－18

佃2－3－1

月島4－15－1

勝どき1－12－2

晴海1－4－1

豊海町3－1

晴海５－３－5

3272－1611

3571－1765

3551－0565

3541－8335

3541－0642

3551－5812

3241－1910

3668－2361

3666－5702

3661－6016

3666－0044

3531－7208

3531－7285

3531－7268

3531－7225

3534－1251

5560－1640

■ 区立小学校一覧

小学校・中学校のご案内

　経済的な理由により国公立小中学校への就学が困難
な児童生徒の保護者を対象に、その費用の一部（学用
品費など）を援助する「就学援助・就学奨励制度」が
あります。中央区立小中学校に在籍している方は、学
校を通じて4月当初に申請書を配布します。国立・他
区立の小中学校に在籍している方は、学務課窓口で申
請書を配布します。

　また、新入学児童生徒学用品費については、入学前
に支給しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課学事係 ☎（3546）5514

就学援助・就学奨励制度

【区立学校一覧】

就学・子どもの居場所づくり

　教育委員会では、翌年4月に小学校入学予定のお子
さんを対象に、就学時健康診断を行います。対象とな
るお子さんの保護者あて、教育委員会から就学時健診
のご案内をし、毎年11月に学区域の小学校を会場に
実施しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課保健給食係

☎（3546）5516
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学　校　名 所　在　地 電話番号

城東小学校 日本橋兜町15－3（坂本町公園内）※改築中のため、令和4年8月（予定）まで一時移転中 5644－3020

泰明小学校 銀座5－1－13 3571－1765

中央小学校 湊1－4－1 3551－0565

明石小学校 明石町1－15 3541－8335

京橋築地小学校 築地2－13－1 3541－0642

明正小学校 新川2－13－4　 3551－5812

常盤小学校 日本橋本石町4－4－26 3241－1910

日本橋小学校 日本橋人形町1－1－17 3668－2361

有馬小学校 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－5702

久松小学校 日本橋久松町7－2 3661－6016

阪本小学校 日本橋兜町15－3（坂本町公園内）※改築中のため、令和2年7月（予定）まで一時移転中 3666－0044

佃島小学校 佃2－3－1 3531－7208

月島第一小学校 月島4－15－1 3531－7285

月島第二小学校 勝どき1－12－2 3531－7268

月島第三小学校 晴海1－4－1 3531－7225

豊海小学校 豊海町3－1 3534－1251

学　校　名 所　在　地 電話番号

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

佃中学校 佃2－3－2 3531－7214

晴海中学校 晴海1－5－3 3531－6308

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074

■ 区立小学校一覧

■ 区立中学校一覧

的な理由により国公立小中学校への就学が困難
児童生徒の保護者を対象に、その費用の一部（学用

ど）を援助する「就学援助・就学奨励制度」が
す。中央区立小中学校に在籍している方は、学
じて4月当初に申請書を配布します。国立・他

区立の小中学校に在籍している方は、学務課窓口で申
配布します。
、新入学児童生徒学用品費については、入学前

に支給しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課学事係 ☎（3546）5513

学校・中学校のご案内
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学援助・就学奨励制度

区立小学校の在籍児童または区内に住所を有する
小学校児童。ただし、通学先の学校と通学区域内の
学校の双方にプレディが開設されている場合は、
いずれか一方にしか登録できません。

無料。ただし傷害・賠償責任保険料と各種教室の
材料費などの実費は保護者負担です。午後 6時以
降の利用は有料となります。

●対象者（利用登録申込制）

●プレディ設置校

●開設日時
・ 月曜日～金曜日　放課後～午後5時
・ 土曜日、春・夏・冬休みなど　午前8時 30分～
午後5時

※日曜日・祝日・年末年始はお休み
※保護者の就労など特別な事情がある場合は午後7時
30分まで（土曜日は午後6時まで）

●費　用

●利用登録申込
　毎年2月に次年度の利用登録申込を受付けます。
※年度の途中で申込むこともできます。

　◎詳しくはお問い合わせください。

◆問合せ先
　各プレディへ

子どもの居場所「プレディ」

学童クラブ

名　称 名　称所在地・電話 所在地・電話

プレディ月一
（月島第一小学校内） 3531－4746

月島4-15-1プレディ京築
（京橋築地小学校内） 3545－2843

築地2-13-1

プレディ明正
（明正小学校内） 3551－3673

新川2-13-4 プレディ月二
（月島第二小学校内） 3531－1045

勝どき1-12-2

プレディ日本橋
（日本橋小学校内） 3668－2331

日本橋人形町1-1-17 プレディ月三
（月島第三小学校内） 3531－7251

晴海1-4-1

プレディ有馬
（有馬小学校内） 3666－3960

日本橋蛎殻町2-10-23 プレディ豊海
（豊海小学校内） 3534－1300

豊海町3-1

プレディ晴海西
（晴海西小学校内） 3520－8552

晴海5-3-5

プレディ佃島
（佃島小学校内） 3536－7041

佃2-3-1プレディ明石
（明石小学校内） 3544－2860

明石町1-15
3663－7045

プレディ久松
（久松小学校内）

日本橋久松町7-2
3551－0522

プレディ中央
（中央小学校内）

湊1-4-1

【子どもの居場所(プレディ）づくりの推進】

　保護者の就労、疾病等の理由により、放課後に家庭
での適切な保護を受けることができない児童を対象
に、各児童館および一部の小学校内に学童クラブを設
けています。

●対象　
・児童館学童クラブ
区立小学校に在学している児童または区内に居住
し、区の区域外の小学校に在学している児童

※日曜日、年末年始および祝日は休み
※就労などにより必要と認められる方については、
土曜日を除き午後7時30分まで時間延長できま
す。（午後 6時以降の利用は有料になります。）
※学校内学童クラブは、土曜日は午前8時30分～
午後6時

民設民営学童クラブ
利用日時、利用料金については、以下二次元コード
内の施設へお問い合わせください。

●その他
入会については、入会者を募集して、選考のうえ決
定します。募集時期などについては各施設へお問い
合わせください。

※令和7年度は中央小学校、京橋築地小学校、久松小学校、
月島第一小学校、月島第二小学校、豊海小学校および晴海
西小学校で、学校内学童クラブ登録児童とプレディ登録児
童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施します。

※公設学童クラブおよび民設学童クラブと重複して登録
　することはできません。

・学校内学童クラブ
学校内学童クラブのある小学校に在学している児
童または当該小学校の通学区域内に居住する児童

●利用日時
公設（公営・民営）学童クラブ
月曜日～金曜日　下校時～午後 6時
土曜日　午前 8時30分～午後5時
春、夏、冬休みなど　午前 8時30分～午後6時

※学校内学童クラブでは、学校内学童クラブ登録児童とプレディ
登録児童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施してい
ます。なお、学校内学童クラブについては、順次拡大予定です。

お子さんの健全育成を図るため、保護者の就労状況
にかかわらず、放課後や土曜日などに児童が安全に安
心して過ごせるよう、小学校の施設内で子どもの居場所
「プレディ」を開設しています。また、プレディでは「地域
の子どもは地域で育てよう！」という趣旨のもとサポー
ター（保護者や地域のボランティア）の協力も得ており、
毎日の勉強や遊びの中で地域の大人と交流することが
できます。

就学時健康診断 ☆月島児童館　住所：月島4－1－1　　　　　　　　　　　　　　　　   ☎（3533）0885

☆晴海児童館　住所：晴海2－4－31　　　　　　　　　　　　  　　　  ☎（3534）3021

☆勝どき児童館　住所：勝どき1－8－1 　　　　　　　　　　　　　　 ☎（3531）3250

☆佃児童館　住所：佃1－11－1　　　　　　　　　　　　　　　　　     ☎（3531）7811

おひさまクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

ひよこクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

らっこランド
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

いちごクラブ
0 歳児
火曜日　10:30～ 11:30

あおぞらクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

うさぎクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

ぺんぎんランド
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

バナナクラブ
1 歳児
木曜日　10:30～ 11:30

こんぺいとうクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

きりんクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 1

いるかランド
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 1

メロンクラブ
2 歳児以上
金曜日　10:30～ 11:30

　教育委員会では、翌年4月に小学校入学予定のお
子さんを対象に、就学時健康診断を行います。対象と
なるお子さんの保護者あて、教育委員会から就学時健
診のご案内をし、毎年11月に学区域の小学校を会場
に実施しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課保健給食係

☎（3546）5515

就学時健康診断
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学　校　名 所　在　地 電話番号

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

佃中学校 佃2－3－2 3531－7214

晴海中学校 晴海1－5－3 3531－6308

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074

晴海西中学校 晴海５－３－5 5560－1270

■ 区立中学校一覧
学　校　名 所　在　地 電話番号

城東小学校

泰明小学校

中央小学校

明石小学校

京橋築地小学校

明正小学校

常盤小学校

日本橋小学校

有馬小学校

久松小学校

阪本小学校

佃島小学校

月島第一小学校

月島第二小学校

月島第三小学校

豊海小学校

晴海西小学校

八重洲２ー２－１

銀座5－1－13

湊1－4－1

明石町1－15

築地2－13－1

新川2－13－4　

日本橋本石町4－4－26

日本橋人形町1－1－17

日本橋蛎殻町2－10－23

日本橋久松町7－2

日本橋兜町15－18

佃2－3－1

月島4－15－1

勝どき1－12－2

晴海1－4－1

豊海町3－1

晴海５－３－5

3272－1611

3571－1765

3551－0565

3541－8335

3541－0642

3551－5812

3241－1910

3668－2361

3666－5702

3661－6016

3666－0044

3531－7208

3531－7285

3531－7268

3531－7225

3534－1251

5560－1640

■ 区立小学校一覧

小学校・中学校のご案内

　経済的な理由により国公立小中学校への就学が困難
な児童生徒の保護者を対象に、その費用の一部（学用
品費など）を援助する「就学援助・就学奨励制度」が
あります。中央区立小中学校に在籍している方は、学
校を通じて4月当初に申請書を配布します。国立・他
区立の小中学校に在籍している方は、学務課窓口で申
請書を配布します。

　また、新入学児童生徒学用品費については、入学前
に支給しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課学事係 ☎（3546）5514

就学援助・就学奨励制度

【区立学校一覧】

就学・子どもの居場所づくり

　教育委員会では、翌年4月に小学校入学予定のお子
さんを対象に、就学時健康診断を行います。対象とな
るお子さんの保護者あて、教育委員会から就学時健診
のご案内をし、毎年11月に学区域の小学校を会場に
実施しています。

◆問合せ先
　教育委員会事務局学務課保健給食係

☎（3546）5516
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子どもの学習・生活支援事業
生活困窮家庭、ひとり親家庭などの小学4年生から

中学生向けに、大学生や社会人の学習支援ボランティ
アによる少人数制指導の学習会を行っています。また、
高校生世代には学習指導や、進路相談のための支援ス
タッフが常駐する学習スペース（居場所）を設けていま
す。

●対象
区内在住の生活困窮家庭（生活保護世帯、就学援助
受給世帯）、ひとり親家庭など（児童扶養手当受給世
帯）または所得がこれに相当する世帯の小学4年生
から高校生世代（高校中退者や未進学者を含みま
す。）

●場所
区内公共施設など

●費用
無料

◎詳しくは、お問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部地域福祉課福祉総合相談係

☎（6278）8059
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（3546）5444

【事業の詳細は区の
HPをご覧ください。】

　保護者の就労、疾病等の理由により、放課後に家庭
での適切な保護を受けることができない児童を対象
に、各児童館および一部の小学校内に学童クラブを設
けています。

●対象　
・児童館学童クラブ
区立小学校に在学している児童または区内に居住
し、区の区域外の小学校に在学している児童

新川学童クラブ
(新川児童館内)

新川2－13－4
3553－2084

月島学童クラブ
（月島児童館内）

月島4－1－1
3533－0885

佃学童クラブ
(佃児童館内)

佃1－11－1
3531－7811

堀留町学童クラブ
(堀留町児童館内)

日本橋堀留町1－1－1
3661－8937

晴海学童クラブ
(晴海児童館内)

晴海2－4－31
3534－3021

勝どき学童クラブ
(勝どき児童館内)

勝どき1－8－1
3531－3250

月島第一小学童クラブ
（月島第一小学校内）

月島4－15－1
3531－4746

月島第二小学童クラブ
（月島第二小学校内）

勝どき1－12－2
3531－1045

京橋築地小学童クラブ
（京橋築地小学校内）

築地2－13－1
3545－2843

久松小学童クラブ
（久松小学校内）

日本橋久松町7ー2
3663－7045

晴海西小学童クラブ
（晴海西小学校内）

晴海5－3－5
3520－8552

豊海小学童クラブ
（豊海小学校内）

豊海町3－1
3534－1300

浜町学童クラブ
(浜町児童館内)

日本橋浜町3－37－1
3669－3386

学
校
内
学
童
ク
ラ
ブ

◆公設（公営・民営）学童クラブ

児
童
館
学
童
ク
ラ
ブ

名称
築地学童クラブ
(築地児童館内)

所在地・電話
築地7－9－17
3544－0127

中央小学童クラブ
(中央小学校内)

湊１ー４－１
3551－0522

【学童クラブ事業】

※日曜日、年末年始および祝日は休み
※就労などにより必要と認められる方については、
土曜日を除き午後7時30分まで時間延長できま
す。（午後 6時以降の利用は有料になります。）
※学校内学童クラブは、土曜日は午前8時30分～
午後6時
民設民営学童クラブ
利用日時、利用料金については、以下二次元コード
内の施設へお問い合わせください。

●その他
入会については、入会者を募集して、選考のうえ決
定します。募集時期などについては各施設へお問い
合わせください。

・学校内学童クラブ
学校内学童クラブのある小学校に在学している児
童または当該小学校の通学区域内に居住する児童

●利用日時
公設（公営・民営）学童クラブ
月曜日～金曜日　下校時～午後 6時
土曜日　午前 8時30分～午後5時
春、夏、冬休みなど　午前 8時30分～午後6時

※学校内学童クラブでは、学校内学童クラブ登録児童とプレディ
登録児童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施してい
ます。なお、学校内学童クラブについては、順次拡大予定です。

児童館
区内の18歳までの児童に健全な遊びの場を提供
し、健康の増進と豊かな情操を育てることを目的とし
て区内8カ所に設置しています。児童館では、スポー
ツ教室、工作教室、各種行事の開催を行っています。

●開館時間
築地・浜町・月島児童館　午前9時～午後5時
（学童クラブは別途利用時間を設けている。）
新川・堀留町・佃・勝どき・晴海児童館
午前9時～午後8時（小学生以下は午後5時まで）
休館日
祝日（こどもの日を除く。）および年末年始

◆問合せ先 各児童館へ

施設名 所　在　地 電話番号

築地児童館 築地7－9－17 3544－0127

新川児童館 新川2－13－4 3553－2084

堀留町児童館 日本橋堀留町1－1－1 3661－8937

浜町児童館 日本橋浜町3－37－1 3669－3386

佃児童館 佃1－11－1 3531－7811

月島児童館 月島4－1－1 3533－0885

勝どき児童館 勝どき1－8－1 3531－3250

晴海児童館 晴海2－4－31 3534－3021
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子どもの学習・生活支援事業
生活困窮家庭、ひとり親家庭などの小学4年生から
中学生向けに、大学生や社会人の学習支援ボランティ
アによる少人数制指導の学習会を行っています。また、
高校生世代には学習指導や、進路相談のための支援ス
タッフが常駐する学習スペース（居場所）を設けていま
す。

●対象
区内在住の生活困窮家庭（生活保護世帯、就学援助
受給世帯）、ひとり親家庭など（児童扶養手当受給世
帯）または所得がこれに相当する世帯の小学4年生
から高校生世代（高校中退者や未進学者を含みま
す。）

●場所
区内公共施設など

●費用
無料

◎詳しくは、お問い合わせください。

◆問合せ先
　福祉保健部地域福祉課福祉総合相談係

☎（6278）8059
　福祉保健部子ども子育て支援課子ども子育て支援係

☎（3546）5444

【事業の詳細は区の
HPをご覧ください。】

　保護者の就労、疾病等の理由により、放課後に家庭
での適切な保護を受けることができない児童を対象
に、各児童館および一部の小学校内に学童クラブを設
けています。

●対象　
・児童館学童クラブ
区立小学校に在学している児童または区内に居住
し、区の区域外の小学校に在学している児童

新川学童クラブ
(新川児童館内)

新川2－13－4
3553－2084

月島学童クラブ
（月島児童館内）

月島4－1－1
3533－0885

佃学童クラブ
(佃児童館内)

佃1－11－1
3531－7811

堀留町学童クラブ
(堀留町児童館内)

日本橋堀留町1－1－1
3661－8937

晴海学童クラブ
(晴海児童館内)

晴海2－4－31
3534－3021

勝どき学童クラブ
(勝どき児童館内)

勝どき1－8－1
3531－3250

月島第一小学童クラブ
（月島第一小学校内）

月島4－15－1
3531－4746

月島第二小学童クラブ
（月島第二小学校内）

勝どき1－12－2
3531－1045

京橋築地小学童クラブ
（京橋築地小学校内）

築地2－13－1
3545－2843

久松小学童クラブ
（久松小学校内）

日本橋久松町7ー2
3663－7045

晴海西小学童クラブ
（晴海西小学校内）

晴海5－3－5
3520－8552

豊海小学童クラブ
（豊海小学校内）

豊海町3－1
3534－1300

浜町学童クラブ
(浜町児童館内)

日本橋浜町3－37－1
3669－3386

学
校
内
学
童
ク
ラ
ブ

◆公設（公営・民営）学童クラブ

児
童
館
学
童
ク
ラ
ブ

名称
築地学童クラブ
(築地児童館内)

所在地・電話
築地7－9－17
3544－0127

中央小学童クラブ
(中央小学校内)

湊１ー４－１
3551－0522

【学童クラブ事業】

※日曜日、年末年始および祝日は休み
※就労などにより必要と認められる方については、
土曜日を除き午後7時30分まで時間延長できま
す。（午後 6時以降の利用は有料になります。）
※学校内学童クラブは、土曜日は午前8時30分～
午後6時

民設民営学童クラブ
利用日時、利用料金については、以下二次元コード
内の施設へお問い合わせください。

●その他
入会については、入会者を募集して、選考のうえ決
定します。募集時期などについては各施設へお問い
合わせください。

・学校内学童クラブ
学校内学童クラブのある小学校に在学している児
童または当該小学校の通学区域内に居住する児童

●利用日時
公設（公営・民営）学童クラブ
月曜日～金曜日　下校時～午後 6時
土曜日　午前 8時30分～午後5時
春、夏、冬休みなど　午前 8時30分～午後6時

※学校内学童クラブでは、学校内学童クラブ登録児童とプレディ
登録児童が一緒に活動するプレディプラス事業を実施してい
ます。なお、学校内学童クラブについては、順次拡大予定です。

児童館
区内の18歳までの児童に健全な遊びの場を提供

し、健康の増進と豊かな情操を育てることを目的とし
て区内8カ所に設置しています。児童館では、スポー
ツ教室、工作教室、各種行事の開催を行っています。

●開館時間
築地・浜町・月島児童館　午前9時～午後5時
（学童クラブは別途利用時間を設けている。）
新川・堀留町・佃・勝どき・晴海児童館
午前9時～午後8時（小学生以下は午後5時まで）
休館日
祝日（こどもの日を除く。）および年末年始

◆問合せ先 各児童館へ

施設名 所　在　地 電話番号

築地児童館 築地7－9－17 3544－0127

新川児童館 新川2－13－4 3553－2084

堀留町児童館 日本橋堀留町1－1－1 3661－8937

浜町児童館 日本橋浜町3－37－1 3669－3386

佃児童館 佃1－11－1 3531－7811

月島児童館 月島4－1－1 3533－0885

勝どき児童館 勝どき1－8－1 3531－3250

晴海児童館 晴海2－4－31 3534－3021
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困ったときの相談窓口

ひとりで悩まないで

子どもと子育て家庭の総合相談 子ども家庭支援センター 「きらら中央」 （3542）6322
　　毎日　午前9時～午後5時（祝日・年末年始は休み）Ｐ30参照

児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」 子ども家庭支援センター 「きらら中央」 （3542）6328
　　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時 Ｐ54参照

● 子育てについての相談

教育相談
　　　お子さんの教育で困ったときは

教育センター
　・来所相談（要予約） （3545）9200
　　月曜日～土曜日　午前9時～午後5時
　・電話相談、子ども電話相談 （3545）9203
　　月曜日～土曜日　午前9時～午後5時

こどもの発達相談
　　　お子さんの発達が心配なときは

子ども発達支援センター　ゆりのき 
（3545）9844　　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時 

（要予約）

児童相談センター

児童相談所全国共通ダイヤル

　　　よいこに電話相談
　　　18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談

（子どもの養育・しつけ・発達など）

東京都児童相談センター
　　月曜日～金曜日  　 午前9時～午後9時 （3366）4152

189

　　土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時
　　（12月29日から1月3日を除く）

不登校・いじめ・進級など学校教育や家庭教育の相談

東京都教育相談センター
　・電話相談 （3360）8008
　　月曜日～金曜日　午前9時～午後9時
土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時（年末年始を除く）

＊東京都いじめ相談ホットライン 0120-53-8288　24時間対応

警視庁ヤング・テレホン・コーナー
　　　子どもの非行・いじめなどについて

警視庁少年相談室（24時間対応） （3580）4970
　　月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時15分（専門の担当者対応）
　　夜間、土・日曜日、祝日（宿直の警察官対応）

子育てやさまざまな相談をお受けしています。不安や悩み等ございましたら、いつでもお気軽にご相談
ください。　　印の相談については、お持ちのパソコンやスマートフォンなどを用いたオンラインでの
相談を受け付けています。

オンライン相談 

【子どもと子育て家庭の総合相談】

◎以下のURLからご申請ください。
◯子どもと子育て家庭の総合相談
▶ https://logoform.jp/form/CxKB/364806

【ひとり親家庭相談・女性相談・家庭相談】

◯ひとり親家庭相談・女性相談・家庭相談
▶ https://logoform.jp/form/CxKB/311396
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●健康・育児についての相談

ママのこころの相談 中央区保健所健康推進課　月 1 回（要予約） （3541）5963

すくすく健康相談（乳幼児健康相談）

中央区保健所健康推進課  （3541）5930
日本橋保健センター健康係 　（要予約） （3661）5071
月島保健センター健康係  （5560）0765
晴海保健センター健康係  （6381）2972

乳幼児アレルギー専門相談

日本橋保健センター健康係 （3661）5071
月島保健センター健康係 （5560）0765
晴海保健センター健康係  （6381）2972
年 6 回（要予約）午前 9 時〜午前 11 時 

栄養相談
　　　食生活全般について

中央区保健所健康推進課  （3541）4260
日本橋保健センター健康係　 （要予約） （3661）5071
月島保健センター健康係  （5560）0765
晴海保健センター健康係  （6381）2972

子どもの歯の健康相談

中央区保健所健康推進課  （3541）5930
日本橋保健センター健康係 （要予約） （3661）5071
月島保健センター健康係  （5560）0765
晴海保健センター健康係  （6381）2972

保育園入園相談

福祉保健部保育課保育入園係
　　月曜日〜金曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時

（保育園入園  出張相談）日本橋・月島・晴海特別出張所・子ども家庭
支援センター「きらら中央」勝どき分室・中央区保健所・日本橋保健セ
ンター）
　　日程については HP を確認してください。
　　保育課保育入園係 （3546）5227・5387・9587

夜間休日の電話相談
　　　「子供の健康相談室（小児救急相談）」

東京都「子供の健康相談室」 （5285）8898
　　月曜日〜金曜日  午後 6 時〜翌朝 8 時
　　土・日曜日、休日、年末年始  午前 8 時〜翌朝 8 時

TOKYO子育て情報サービス
　　　妊娠中の不安や子育てについての情報提供サービス
　　　「子育てベビーガイド」
　　　「子どもの事故防止・応急手当ガイド」

https://www.fukushi.metro.tokyo.jp/ 
kodomo/kosodate/info_service/index.html

【TOKYO 子育て情報サービス】

困ったときの相談窓口

ひとりで悩まないで

子どもと子育て家庭の総合相談 子ども家庭支援センター 「きらら中央」 （3542）6322
　　毎日　午前9時～午後5時（祝日・年末年始は休み）Ｐ30参照

児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」 子ども家庭支援センター 「きらら中央」 （3542）6328
　　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時 Ｐ54参照

● 子育てについての相談

教育相談
　　　お子さんの教育で困ったときは

教育センター
　・来所相談（要予約） （3545）9200
　　月曜日～土曜日　午前9時～午後5時
　・電話相談、子ども電話相談 （3545）9203
　　月曜日～土曜日　午前9時～午後5時

こどもの発達相談
　　　お子さんの発達が心配なときは

子ども発達支援センター　ゆりのき 
（3545）9844　　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時 

（要予約）

児童相談センター

児童相談所全国共通ダイヤル

　　　よいこに電話相談
　　　18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談

（子どもの養育・しつけ・発達など）

東京都児童相談センター
　　月曜日～金曜日  　 午前9時～午後9時 （3366）4152

189

　　土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時
　　（12月29日から1月3日を除く）

不登校・いじめ・進級など学校教育や家庭教育の相談

東京都教育相談センター
　・電話相談 （3360）8008
　　月曜日～金曜日　午前9時～午後9時
土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時（年末年始を除く）

＊東京都いじめ相談ホットライン 0120-53-8288　24時間対応

警視庁ヤング・テレホン・コーナー
　　　子どもの非行・いじめなどについて

警視庁少年相談室（24時間対応） （3580）4970
　　月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時15分（専門の担当者対応）
　　夜間、土・日曜日、祝日（宿直の警察官対応）

子育てやさまざまな相談をお受けしています。不安や悩み等ございましたら、いつでもお気軽にご相談
ください。　　印の相談については、お持ちのパソコンやスマートフォンなどを用いたオンラインでの
相談を受け付けています。

オンライン相談 

【子どもと子育て家庭の総合相談】

◎以下のURLからご申請ください。
◯子どもと子育て家庭の総合相談
▶ https://logoform.jp/form/CxKB/364806

【ひとり親家庭相談・女性相談・家庭相談】

◯ひとり親家庭相談・女性相談・家庭相談
▶ https://logoform.jp/form/CxKB/311396
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担 当 区 域 氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

八重洲二丁目、京橋一～三丁目

銀座一丁目2～11番、二～四丁目

銀座一丁目12～28番

銀座五～八丁目、浜離宮庭園

新富一丁目

新富二丁目

入船一丁目、二丁目1番、5～10番

入船二丁目2～4番、三丁目、明石町1番　

湊一丁目　

湊二丁目11～16番　

湊三丁目1～8番　

湊三丁目9～18番　

明石町2～9番、12～14番

築地一丁目1～6番、二丁目1～10番、三丁目1～5番

築地一丁目7～13番、二丁目11～15番、三丁目6～17番

築地四・五丁目

築地六丁目1～19番

築地六丁目20～27番

明石町10・11番、築地七丁目1～9番

築地七丁目10～17番

築地七丁目18・19番

八丁堀一丁目、二丁目1～19番

八丁堀二丁目20～30番、三丁目18～28番、四丁目8～14番

八丁堀三丁目1～17番、四丁目1～7番

新川一丁目1・2番、3番1～10号、7番1～4号、8番、
9番1～4号・10・14号、15～25番、29～31番

9番（1～4号・10・14号を除く）、10・11番
新川二丁目1～8番、9番1～10号

新川一丁目12～14番、26～28番、32番

新川二丁目9番11号、10・11番、18～22番、28～32番

新川二丁目12～17番、23～27番

福島 定雄

東 美穂子

鈴木 雅之

伊藤 正章

鈴木 康介

池田由美子

箱守 由記

向當 光生

鈴木 英子

澤

鈴木 康子

大谷のぶ子

菅野 玲子

伊東 洋子

礒野 京子

秋

欠員

山真知子

雨宮 優子

牛嶋 智春

寺田　　伸

久保　邦雄

髙本眞左子

松本　好江

徳堂　康彦

藤丸　麻紀

清水 学

菊田佐智子

須藤　尚子

松岡 正美

阪口美佐子

湊二丁目1～9番 大塚　之子

田島　啓子

任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日 構成人員31人 （男10人・女21人）

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（京橋地域）
（令和7年2月1日現在）

民生・児童委員、主任児童委員
民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域の身近な相談相手として、福祉に関するさまざまな相談に応じてい

ます。また、児童福祉法に基づく児童委員を兼ねており、一部の児童委員は児童や子育てに関する問題を専門的に
担当する主任児童委員に指名されています。
民生・児童委員、主任児童委員は相談内容などについて秘密を守ることが義務付けられていますので安心してご

相談ください。
委員の連絡先については、福祉保健部地域福祉課地域福祉推進係（☎3546-5393）までお問い合わせください。

主任児童委員（京橋地域全域）

主任児童委員（京橋地域全域）

新川一丁目3番（1～10号を除く）、4～6番、7番（1～4号を除く）、

●健康・育児についての相談

ひとり親家庭相談・女性相談・家庭相談 福祉保健部子ども子育て支援課
　　月曜日〜金曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時  （6278）8421

「ブーケ21」女性相談

男女平等センター「ブーケ 21」
　・面談・電話相談（要予約）  （5543）0653
　　託児付
　　毎月第 1・5 水曜日 ・第 4 火曜日 午前 10 時〜午後 4 時
　　毎月第 2 火曜日 ・第 3 水曜日 午後 3 時 30 分〜午後 8 時 30 分
　・電話相談（予約不要） （5543）0653
　　月曜日 午前 10 時〜午後 4 時  ※祝日・休日及び年末年始を除く

男性電話相談
男女平等センター「ブーケ 21」 （3495）7770
　　電話相談（予約不要）
　　毎月第 1・3 水曜日　午後 3 時〜午後 8 時

SNS相談 (チャット相談 )　
　　　性別や年齢を問わず、誰でも気軽に文字で相談できます。

 
男女平等センター「ブーケ２１」
毎週月曜日から土曜日　午後７時〜午後９時

ふくしの総合相談
　　　福祉の困りごと全般や生活困窮に関する相談

京橋ふくしの総合相談窓口
　　月曜日〜金曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 （3546）5303
月島ふくしの総合相談窓口（令和 7 年 7 月開設予定）

区民相談 まごころステーション
　　月曜日〜金曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 （3546）0561

法律相談

区民相談室
　　毎週金曜日　午後 1 時〜午後 4 時
日本橋特別出張所
　　毎月第 2・4 水曜日 午後 1 時〜午後 4 時　　
月島特別出張所
　　毎月第 1 ・3 月曜日 午後 1 時〜午後 4 時 

相談日が祝日、休
日に当たるときは
別の日に振り替え
ます。晴海特別出張所

　　毎月第３木曜日　　 午後 1 時〜午後 4 時
（3546）9590（要予約）

人権擁護相談
不当な差別やいじめなど人権の侵害を受けた人たちのた
めに、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談に応
じます。

区民相談室
　　毎月第３木曜日 午後 1 時〜午後 4 時（3546）9590（予約不要）
法務省みんなの人権 110 番
　　月曜日〜金曜日（休日及び年末年始を除く）
　　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分 0570 ｰ 003-110
法務省インターネット人権相談
　　https://www.jinken.go.jp/

SIDS電話相談
SIDS（乳幼児突然死症候群）などでお子さんを亡くさ
れたご家族のために

東京都福祉局
　　毎週金曜日　午前 10 時〜午後 4 時 （5320）4388
　　　（休日及び年末年始を除く）

中央区配偶者暴力相談支援センター
配偶者等からの暴力被害に関する相談

中央区配偶者暴力相談支援センター
　　月曜日〜金曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 （6264）7412



ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で

73｜ 子育てガイドブック｜

担 当 区 域 氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

八重洲二丁目、京橋一～三丁目

銀座一丁目2～11番、二～四丁目

銀座一丁目12～28番

銀座五～八丁目、浜離宮庭園

新富一丁目

新富二丁目

入船一丁目、二丁目1番、5～10番

入船二丁目2～4番、三丁目、明石町1番　

湊一丁目　

湊二丁目11～16番　

湊三丁目1～8番　

湊三丁目9～18番　

明石町2～9番、12～14番

築地一丁目1～6番、二丁目1～10番、三丁目1～5番

築地一丁目7～13番、二丁目11～15番、三丁目6～17番

築地四・五丁目

築地六丁目1～19番

築地六丁目20～27番

明石町10・11番、築地七丁目1～9番

築地七丁目10～17番

築地七丁目18・19番

八丁堀一丁目、二丁目1～19番

八丁堀二丁目20～30番、三丁目18～28番、四丁目8～14番

八丁堀三丁目1～17番、四丁目1～7番

新川一丁目1・2番、3番1～10号、7番1～4号、8番、
9番1～4号・10・14号、15～25番、29～31番

9番（1～4号・10・14号を除く）、10・11番
新川二丁目1～8番、9番1～10号

新川一丁目12～14番、26～28番、32番

新川二丁目9番11号、10・11番、18～22番、28～32番

新川二丁目12～17番、23～27番

福島 定雄

東 美穂子

鈴木 雅之

伊藤 正章

鈴木 康介

池田由美子

箱守 由記

向當 光生

鈴木 英子

澤

鈴木 康子

大谷のぶ子

菅野 玲子

伊東 洋子

礒野 京子

秋

欠員

山真知子

雨宮 優子

牛嶋 智春

寺田　　伸

久保　邦雄

髙本眞左子

松本　好江

徳堂　康彦

藤丸　麻紀

清水 学

菊田佐智子

須藤　尚子

松岡 正美

阪口美佐子

湊二丁目1～9番 大塚　之子

田島　啓子

任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日 構成人員31人 （男10人・女21人）

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（京橋地域）
（令和7年2月1日現在）

民生・児童委員、主任児童委員
民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域の身近な相談相手として、福祉に関するさまざまな相談に応じてい
ます。また、児童福祉法に基づく児童委員を兼ねており、一部の児童委員は児童や子育てに関する問題を専門的に
担当する主任児童委員に指名されています。
民生・児童委員、主任児童委員は相談内容などについて秘密を守ることが義務付けられていますので安心してご
相談ください。
委員の連絡先については、福祉保健部地域福祉課地域福祉推進係（☎3546-5393）までお問い合わせください。

主任児童委員（京橋地域全域）

主任児童委員（京橋地域全域）

新川一丁目3番（1～10号を除く）、4～6番、7番（1～4号を除く）、
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2 本町 ・四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　      冨田 佳子三

1 本石町、室町一～四丁目、本町一・二丁目 田中 二郎

担 当 区 域 氏　　名

3 小舟町、小網町　　　　　　　　　　　　　      井戸田幸子

6 堀留町一丁目 原　　摂子

種田　綾子

12 人形町二丁目4～10番、21～31番、37番、三丁目8～13番 石田　玲生

28 中洲1～4番 宮下　一雄

4 小伝馬町 欠員

5 大伝馬町 欠員

14 蛎殻町一丁目29～39番　　　　　　　    　　 欠員

16 箱崎町1～18番、19番（24～38号を除く）、20番1～7号、21番 欠員

18 馬喰町、横山町 欠員

27 浜町三丁目24・25番、26番5～11号、28～45番、
中洲9・10・12番　 高橋　勝彦

9 人形町一丁目1～7番、17～19番、三丁目1～7番 津田 章

10 人形町一丁目8～16番、蛎殻町一丁目7～16番

11 人形町二丁目1～3番、11～20番、32～36番 荒木 豊美

13 蛎殻町一丁目1～6番、17～28番　　　　　　　    　　 藤牧なおか

15 蛎殻町二丁目　 田口　和子

17 箱崎町19番24～38号、20番8～16号、22～44 小笠原宣夫番　　　　　　　    　　

19 東日本橋一丁目　                         　　　 小越 潤子

20 東日本橋二丁目 川口修一郎

21 東日本橋三丁目　                         　　　 五味まさみ

22 久松町、浜町一丁目 髙野 大輔

23 浜町二丁目1～4番、19～23番、三丁目3番 田中 榮子

24 浜町二丁目5～18番、31～42番、60～62番 植田 朱美

25 浜町二丁目24～30番、43～59番、三丁目23番 福田 俊子

29 中洲5～8番、11番 伊藤みつ江

30 八重洲一丁目、日本橋一丁目1～3番、二丁目1～3番、三丁目1～4番

31 日本橋一丁目4～21番、二丁目4～16番、三丁目5～15番 小村 眞理

32 茅場町一丁目、兜町 奈良阿久利

33 茅場町二・三丁目 本橋 慶子

34 主任児童委員（日本橋地域全域） 太田 明実

35 主任児童委員（日本橋地域全域） 北角 満

7 欠員堀留町二丁目

8 川端 利勝富沢町

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（日本橋地域） （令和7年2月1日現在）

構成人員29人 （男12人・女17人）任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日

26 浜町三丁目1・2番、4～22番、26番4・12号、27番 横山 彦枝

担 当 区 域 氏　　名

1 佃一丁目1～10番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村上 久子

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（月島地域） （令和7年2月1日現在）

3 長谷部千春佃二丁目1番1号、2番8号

4 佃二丁目1番2～4号、2番1～7号、9号 直江菜穂子

2 佃一丁目11番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠員

5 佃二丁目2番10・11号 欠員

7 佃二丁目6～10番、15・16番 木元須美江

8 佃二丁目14番、17～22番 森山美枝子

6 佃二丁目3～5番、11～13番 福井　啓子

9 佃三丁目 袖山千鶴子

29

30

勝どき四丁目６番1号（パークタワー勝どきサウス）

勝どき四丁目６番2号（パークタワー勝どきミッド）

担 当 区 域 氏　　名

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

55

56

57

月島三丁目1～12番

月島四丁目6～14番、18番

月島四丁目15～17番、19～21番

勝どき一丁目1・2番、13番

勝どき一丁目3～7番

勝どき一丁目8～12番、三丁目3～6番

勝どき二丁目1～7番、15～18番

勝どき二丁目8～14番

勝どき三丁目1・2番、7～16番　　

勝どき四丁目1～4番、8～13番

勝どき五丁目1番、5～7番、8番10号

勝どき五丁目2～4番（3番1号を除く）、9～12番

勝どき五丁目3番1号（勝どきザ・タワー1～26階）

勝どき五丁目3番1号（勝どきザ・タワー27～53階）

勝どき五丁目8番（10号を除く）、13番

勝どき六丁目1・2番、3番1号（ザ・トーキョータワーズ シータワー）

勝どき六丁目3番2号（ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー）

勝どき六丁目5～7番、豊海町

晴海一丁目1～5番、6番3～6号、7番1号

晴海一丁目6番1・2号、8番7号

晴海一丁目7番2号、8番5号

晴海二丁目3番2号（ザ・パークハウス 晴海タワーズティアロレジデンス）

晴海二丁目3番30号（ザ・パークハウス 晴海タワーズクロノレジデンス）

晴海二丁目5番16号

晴海三丁目（13番1・2号、16番1号を除く）

晴海三丁目13番1号（DEUX TOURS EAST棟）

晴海三丁目13番2号（DEUX TOURS WEST棟）

晴海三丁目16番1号（ベイサイドタワー晴海）

晴海四・五丁目1番

13 月島一丁目22番（MID TOWER GRAND） 欠員

15 月島二丁目13～15番、17～20番 薩埵 稔

17 月島三丁目13～26番 大矢 智子

18 月島三丁目27～32番 濵中 悦子

19 月島四丁目1～5番 木皿儀孝子

脇山 明子

角山比佐子

赤熊 弥生

渡邉美希子

細貝　和世

宮下美代子

近藤　雄二

石渡みゆき

欠員

井上富士子

矢田美枝子

伊藤　志帆

林　　照恵

上野　双葉

仲佐 直子

小原 昌子

欠員

欠員

欠員

町村 米子

中西 幸二

早乙女道子

守屋 ゆか

欠員

欠員

晴海二丁目2番42号（パークタワー晴海） 欠員

佐野 美惠

原 マツ子

51 晴海五丁目3番

52 晴海五丁目4番 欠員

欠員

53 晴海五丁目5番

54 晴海五丁目6番 欠員

14 月島二丁目1～12番 礒田　晴美

阿部むつ子

楢崎小夜子

飯嶌　久枝

仲　　愛弓

10 月島一丁目1～14番（5番を除く） 中川 恭子

11 月島一丁目5番 柳瀬 佳子

12 月島一丁目15～21番、25～27番、二丁目16番 宮田 優美

構成人員44人　　（男3人・女41人）

主任児童委員（月島地域全域）

主任児童委員（月島地域全域）

主任児童委員（月島地域全域）

関屋 衣江

濱川　浩子

萩原　裕子

任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日

中島 静枝

（令和7年2月1日現在）
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2 本町 ・四丁目　　　　　　　　　　　　　　　　      冨田 佳子三

1 本石町、室町一～四丁目、本町一・二丁目 田中 二郎

担 当 区 域 氏　　名

3 小舟町、小網町　　　　　　　　　　　　　      井戸田幸子

6 堀留町一丁目 原　　摂子

種田　綾子

12 人形町二丁目4～10番、21～31番、37番、三丁目8～13番 石田　玲生

28 中洲1～4番 宮下　一雄

4 小伝馬町 欠員

5 大伝馬町 欠員

14 蛎殻町一丁目29～39番　　　　　　　    　　 欠員

16 箱崎町1～18番、19番（24～38号を除く）、20番1～7号、21番 欠員

18 馬喰町、横山町 欠員

27 浜町三丁目24・25番、26番5～11号、28～45番、
中洲9・10・12番　 高橋　勝彦

9 人形町一丁目1～7番、17～19番、三丁目1～7番 津田 章

10 人形町一丁目8～16番、蛎殻町一丁目7～16番

11 人形町二丁目1～3番、11～20番、32～36番 荒木 豊美

13 蛎殻町一丁目1～6番、17～28番　　　　　　　    　　 藤牧なおか

15 蛎殻町二丁目　 田口　和子

17 箱崎町19番24～38号、20番8～16号、22～44 小笠原宣夫番　　　　　　　    　　

19 東日本橋一丁目　                         　　　 小越 潤子

20 東日本橋二丁目 川口修一郎

21 東日本橋三丁目　                         　　　 五味まさみ

22 久松町、浜町一丁目 髙野 大輔

23 浜町二丁目1～4番、19～23番、三丁目3番 田中 榮子

24 浜町二丁目5～18番、31～42番、60～62番 植田 朱美

25 浜町二丁目24～30番、43～59番、三丁目23番 福田 俊子

29 中洲5～8番、11番 伊藤みつ江

30 八重洲一丁目、日本橋一丁目1～3番、二丁目1～3番、三丁目1～4番

31 日本橋一丁目4～21番、二丁目4～16番、三丁目5～15番 小村 眞理

32 茅場町一丁目、兜町 奈良阿久利

33 茅場町二・三丁目 本橋 慶子

34 主任児童委員（日本橋地域全域） 太田 明実

35 主任児童委員（日本橋地域全域） 北角 満

7 欠員堀留町二丁目

8 川端 利勝富沢町

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（日本橋地域） （令和7年2月1日現在）

構成人員29人 （男12人・女17人）任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日

26 浜町三丁目1・2番、4～22番、26番4・12号、27番 横山 彦枝

担 当 区 域 氏　　名

1 佃一丁目1～10番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村上 久子

■ 民生・児童委員、主任児童委員名簿（月島地域） （令和7年2月1日現在）

3 長谷部千春佃二丁目1番1号、2番8号

4 佃二丁目1番2～4号、2番1～7号、9号 直江菜穂子

2 佃一丁目11番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠員

5 佃二丁目2番10・11号 欠員

7 佃二丁目6～10番、15・16番 木元須美江

8 佃二丁目14番、17～22番 森山美枝子

6 佃二丁目3～5番、11～13番 福井　啓子

9 佃三丁目 袖山千鶴子

29

30

勝どき四丁目６番1号（パークタワー勝どきサウス）

勝どき四丁目６番2号（パークタワー勝どきミッド）

担 当 区 域 氏　　名

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

55

56

57

月島三丁目1～12番

月島四丁目6～14番、18番

月島四丁目15～17番、19～21番

勝どき一丁目1・2番、13番

勝どき一丁目3～7番

勝どき一丁目8～12番、三丁目3～6番

勝どき二丁目1～7番、15～18番

勝どき二丁目8～14番

勝どき三丁目1・2番、7～16番　　

勝どき四丁目1～4番、8～13番

勝どき五丁目1番、5～7番、8番10号

勝どき五丁目2～4番（3番1号を除く）、9～12番

勝どき五丁目3番1号（勝どきザ・タワー1～26階）

勝どき五丁目3番1号（勝どきザ・タワー27～53階）

勝どき五丁目8番（10号を除く）、13番

勝どき六丁目1・2番、3番1号（ザ・トーキョータワーズ シータワー）

勝どき六丁目3番2号（ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー）

勝どき六丁目5～7番、豊海町

晴海一丁目1～5番、6番3～6号、7番1号

晴海一丁目6番1・2号、8番7号

晴海一丁目7番2号、8番5号

晴海二丁目3番2号（ザ・パークハウス 晴海タワーズティアロレジデンス）

晴海二丁目3番30号（ザ・パークハウス 晴海タワーズクロノレジデンス）

晴海二丁目5番16号

晴海三丁目（13番1・2号、16番1号を除く）

晴海三丁目13番1号（DEUX TOURS EAST棟）

晴海三丁目13番2号（DEUX TOURS WEST棟）

晴海三丁目16番1号（ベイサイドタワー晴海）

晴海四・五丁目1番

13 月島一丁目22番（MID TOWER GRAND） 欠員

15 月島二丁目13～15番、17～20番 薩埵 稔

17 月島三丁目13～26番 大矢 智子

18 月島三丁目27～32番 濵中 悦子

19 月島四丁目1～5番 木皿儀孝子

脇山 明子

角山比佐子

赤熊 弥生

渡邉美希子

細貝　和世

宮下美代子

近藤　雄二

石渡みゆき

欠員

井上富士子

矢田美枝子

伊藤　志帆

林　　照恵

上野　双葉

仲佐 直子

小原 昌子

欠員

欠員

欠員

町村 米子

中西 幸二

早乙女道子

守屋 ゆか

欠員

欠員

晴海二丁目2番42号（パークタワー晴海） 欠員

佐野 美惠

原 マツ子

51 晴海五丁目3番

52 晴海五丁目4番 欠員

欠員

53 晴海五丁目5番

54 晴海五丁目6番 欠員

14 月島二丁目1～12番 礒田　晴美

阿部むつ子

楢崎小夜子

飯嶌　久枝

仲　　愛弓

10 月島一丁目1～14番（5番を除く） 中川 恭子

11 月島一丁目5番 柳瀬 佳子

12 月島一丁目15～21番、25～27番、二丁目16番 宮田 優美

構成人員44人　　（男3人・女41人）

主任児童委員（月島地域全域）

主任児童委員（月島地域全域）

主任児童委員（月島地域全域）

関屋 衣江

濱川　浩子

萩原　裕子

任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日

中島 静枝

（令和7年2月1日現在）
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いざというときに備えて

子どもを守るための防災対策
災害時でも自宅での生活を続けるためには、
飲料水や食料、生活用品の備蓄、家具類の転倒
防止対策など、日頃からの備えが大切です。
また、家族全員がそろっている時に、必ずし
も災害が起こるとは限りません。いざ！という
時のために、家族との連絡方法や避難先など
を事前に確認しておきましょう。

◆問合せ先
　防災危機管理課防災危機管理担当
 ☎（3546）5510

◇飲料水や食料、生活用品を備蓄しましょう。
◇妊娠週数や子どもの年齢に応じた備蓄品を
備えましょう。
※最低3日分（推奨1週間分）を備えましょ
う！
※日常生活で必要な飲料水や食料を多めに
購入し、消費した分を補充する日常備蓄が
有効です。
※アレルギーや疾患がある場合など、自分や
家族にとって必要なものを確認して、準備
しましょう。

主
な
備
蓄
品

□ 飲料水（1人1日3ℓ）　□ 食料
□ 携帯トイレ（1人1日5枚）
□ ウェットティッシュ　□ ティッシュペーパー
□ トイレットペーパー　□ 生理用品
□ 常備薬　□ 懐中電灯　□ 携帯ラジオ
□ 電池　□ モバイルバッテリー　
□ カセットコンロ　□ カセットガスボンベ

【飲料水・食料・生活用品】

□ 飲料水（粉ミルク用）　□ 育児用ミルク
□ 離乳食　□ 紙おむつ　□ おしりふき
□ 哺乳瓶・消毒剤または使い捨て哺乳瓶・乳首
※母乳育児、また普段から育児用ミルクを使用
している場合、普段使用していない乳首や育
児用ミルクを嫌がることがあるため、事前に
試した上で用意しておくことが必要です。

※育児用ミルク（アレルギー用ミルク、特殊ミル
クを含む）は、災害時に備えて、普段から多め
に購入しておきましょう。

【乳幼児に必要なもの】

〈 携帯トイレの使い方と処理 〉

①便座に便袋を被せて使用する。 ②使用後、便袋に凝固剤を入れ
て、空気を抜き、口をしっかり
結ぶ。

③便袋をごみ袋にまとめ、新聞
紙などの可燃物を入れて、ご
みの収集が再開するまでの
間ベランダなどで保管する。

家庭での備蓄

凝固
剤

可燃物

◇家具類転倒防止器具を設置しましょう。
◇ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。
※室内の安全性を確保することは、普段の子どもの事故予防にも役立ちます！

室内の家具類転倒防止などの対策

◇家族との連絡方法を確認しましょう。
◇子どもの保育園・幼稚園、かかりつけ医療機関の連絡先を確認しましょう。

家族との連絡方法などの確認

家具類転倒防止 ガラス飛散防止

大きな棚や冷蔵庫、テレビなどは、つっぱり棒やストッパーで固定します。 食器棚などのガラスに
飛散防止フィルムを貼ります。

◇自宅で安全が確保できる場合は「在宅避難」を
推奨しています。

◇避難所（防災拠点）を確認しましょう。
◇非常時の持ち出し品を確認しましょう。
※区では、家屋の倒壊や焼失で、自宅での生活
が困難になった区民の方を一時的に受け入
れるため、小・中学校などの区立施設を避難
所（防災拠点）に指定しています。

※持ち出し品は、妊娠週数や乳幼児の年齢に
応じて必要なものを確認して、準備しましょ
う。

※母子健康手帳や診察券、お薬手帳なども携
帯しておくと、災害時に役立ちます。

避難所（防災拠点）は、中央区ホームページや
中央区防災マップアプリで確認できます。
また、区役所本庁舎１階防災危機管理課の窓

口や各出張所で防災マップを配布しています。

避難所（防災拠点）の確認方法

避難先の確認

【区ホームページ】 【中央区防災マップアプリ】
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いざというときに備えて

子どもを守るための防災対策
災害時でも自宅での生活を続けるためには、

飲料水や食料、生活用品の備蓄、家具類の転倒
防止対策など、日頃からの備えが大切です。
また、家族全員がそろっている時に、必ずし

も災害が起こるとは限りません。いざ！という
時のために、家族との連絡方法や避難先など
を事前に確認しておきましょう。

◆問合せ先
　防災危機管理課防災危機管理担当
 ☎（3546）5510

◇飲料水や食料、生活用品を備蓄しましょう。
◇妊娠週数や子どもの年齢に応じた備蓄品を
備えましょう。
※最低3日分（推奨1週間分）を備えましょ
う！
※日常生活で必要な飲料水や食料を多めに
購入し、消費した分を補充する日常備蓄が
有効です。

※アレルギーや疾患がある場合など、自分や
家族にとって必要なものを確認して、準備
しましょう。

主
な
備
蓄
品

□ 飲料水（1人1日3ℓ）　□ 食料
□ 携帯トイレ（1人1日5枚）
□ ウェットティッシュ　□ ティッシュペーパー
□ トイレットペーパー　□ 生理用品
□ 常備薬　□ 懐中電灯　□ 携帯ラジオ
□ 電池　□ モバイルバッテリー　
□ カセットコンロ　□ カセットガスボンベ

【飲料水・食料・生活用品】

□ 飲料水（粉ミルク用）　□ 育児用ミルク
□ 離乳食　□ 紙おむつ　□ おしりふき
□ 哺乳瓶・消毒剤または使い捨て哺乳瓶・乳首
※母乳育児、また普段から育児用ミルクを使用
している場合、普段使用していない乳首や育
児用ミルクを嫌がることがあるため、事前に
試した上で用意しておくことが必要です。

※育児用ミルク（アレルギー用ミルク、特殊ミル
クを含む）は、災害時に備えて、普段から多め
に購入しておきましょう。

【乳幼児に必要なもの】

〈 携帯トイレの使い方と処理 〉

①便座に便袋を被せて使用する。 ②使用後、便袋に凝固剤を入れ
て、空気を抜き、口をしっかり
結ぶ。

③便袋をごみ袋にまとめ、新聞
紙などの可燃物を入れて、ご
みの収集が再開するまでの
間ベランダなどで保管する。

家庭での備蓄

凝固
剤

可燃物

◇家具類転倒防止器具を設置しましょう。
◇ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。
※室内の安全性を確保することは、普段の子どもの事故予防にも役立ちます！

室内の家具類転倒防止などの対策

◇家族との連絡方法を確認しましょう。
◇子どもの保育園・幼稚園、かかりつけ医療機関の連絡先を確認しましょう。

家族との連絡方法などの確認

家具類転倒防止 ガラス飛散防止

大きな棚や冷蔵庫、テレビなどは、つっぱり棒やストッパーで固定します。 食器棚などのガラスに
飛散防止フィルムを貼ります。

◇自宅で安全が確保できる場合は「在宅避難」を
推奨しています。
◇避難所（防災拠点）を確認しましょう。
◇非常時の持ち出し品を確認しましょう。
※区では、家屋の倒壊や焼失で、自宅での生活
が困難になった区民の方を一時的に受け入
れるため、小・中学校などの区立施設を避難
所（防災拠点）に指定しています。
※持ち出し品は、妊娠週数や乳幼児の年齢に
応じて必要なものを確認して、準備しましょ
う。
※母子健康手帳や診察券、お薬手帳なども携
帯しておくと、災害時に役立ちます。

避難所（防災拠点）は、中央区ホームページや
中央区防災マップアプリで確認できます。
また、区役所本庁舎１階防災危機管理課の窓

口や各出張所で防災マップを配布しています。

避難所（防災拠点）の確認方法

避難先の確認

【区ホームページ】 【中央区防災マップアプリ】

1．安否確認方法

災害用伝言ダイヤル（171）
災害用伝言板（web171）
SNS（X（旧Twitter）、Facebook、LINEなど）
Googleパーソンファインダー

2．非常時の連絡先

保育園・幼稚園の連絡先
連絡先：
かかりつけ医療機関の連絡先
連絡先：



78

　子どもにとって、事故やケガはつきものです。ほとんどの事故は、周囲の大人が注意すれば防げることが多いの
ですが、目を離した隙や、ついうっかりしていた時によく起こりがちです。事故予防対策はもちろんですが、事故が起
こっても慌てずに済むよう応急処置の方法を知っておきましょう。

子どもに起こりやすい事故とその予防・ 対処法

● 子どもの発達と起こりやすい事故
　子どもは運動機能の発達とともに、いろいろなことができるようになります。その一方で、様々な事故に遭う
おそれが出てきます。起こりやすい主な事故が、発生しやすい時期の目安を矢印で記載しました。

出典：「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」（子ども家庭庁ホームページ）（参照　令和7年 3月1日）

発達の
目安

誕生 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
首がすわる
足をバタバタさせる

離乳食を始める 寝返りをうつ 一人座り ハイハイをする 指 　で物をつかむ　つかまり立ち 一人歩き
	 走る

階段を昇り降りする
その場でジャンプ
	 高い所へ登れる

主
な
起
こ
り
や
す
い
事
故

窒
息
・
誤
飲
事
故

〈就寝時の窒息事故〉	 ・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・うつぶせで寝て、顔が柔らかい寝具に埋もれる	 ・家族の身体の一部で圧迫される
・掛布団、ベッド上の衣類、ぬいぐるみ、スタイなどで窒息	 ・ミルクの吐き戻しによる窒息

・食事中に食べ物で窒息　　・おもちゃなどの小さなもので窒息
・ボタン電池、吸水ボール、磁石などの誤飲 　
・医薬品、洗剤、化粧品などの誤飲　　・たばこ、お酒などの誤飲　　　　　　・包装フィルム・シールなどの誤飲

・ブラインドやカーテンのひもなどによる窒息

水
ま
わ
り
の

事
故

・入浴時に溺れる
・浴槽へ転落し溺れ 　る
・洗濯機、バケツや 　洗面器などによる事故

・ビニールプールやプールなどでの事故
・海や川での事故・ため池、用水路、排水溝、浄化槽での事故

や
け
ど

事
故

・お茶、みそ汁、カップ麺などでのやけど　　・電気ケトル、ポット、炊飯　　　器でのやけど　・調理器具やアイロンでのやけど
・暖房器具や加湿器でのやけど

・ライター、花火によるやけど

転
落
・
転
倒
事
故

・大人用ベッドやソファからの転落　　・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落
・抱っこひも使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・椅子やテーブルからの転落
・階段からの転落、 　段差での転倒

・ベランダなどからの転落　　・窓や出窓からの転落
・ショッピングカートからの転落

・遊具（すべり台、ジャングルジム、ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具、キックスケーター等での転倒

車
・
自
転
車

関
連
の
事
故

・チャイルドシート未使用による事故
・車内での熱中症

・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故
・子ども乗せ自転車での転倒
・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる、ス 　ポーク外傷

・道路上などでの事故

挟
む
・
切
る
・
そ
の
他
の
事
故

・エスカレーター、エレベーターでの事故
・テーブルなどの家 　具で打撲

・カミソリ、カッター、はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や耳に入れる

・キッチン付近で包丁、ナイフでのけが
・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・ドラム式洗濯機での事故
・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故
・機械式立体駐車場での挟まれ事故
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　子どもにとって、事故やケガはつきものです。ほとんどの事故は、周囲の大人が注意すれば防げることが多いの
ですが、目を離した隙や、ついうっかりしていた時によく起こりがちです。事故予防対策はもちろんですが、事故が起
こっても慌てずに済むよう応急処置の方法を知っておきましょう。

子どもに起こりやすい事故とその予防・ 対処法

発達の
目安

誕生 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
首がすわる
足をバタバタさせる

離乳食を始める 寝返りをうつ 一人座り ハイハイをする 指 　で物をつかむ　つかまり立ち 一人歩き
	 走る

階段を昇り降りする
その場でジャンプ
	 高い所へ登れる

主
な
起
こ
り
や
す
い
事
故

窒
息
・
誤
飲
事
故

〈就寝時の窒息事故〉	 ・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・うつぶせで寝て、顔が柔らかい寝具に埋もれる	 ・家族の身体の一部で圧迫される
・掛布団、ベッド上の衣類、ぬいぐるみ、スタイなどで窒息	 ・ミルクの吐き戻しによる窒息

・食事中に食べ物で窒息　　・おもちゃなどの小さなもので窒息
・ボタン電池、吸水ボール、磁石などの誤飲 　
・医薬品、洗剤、化粧品などの誤飲　　・たばこ、お酒などの誤飲　　　　　　・包装フィルム・シールなどの誤飲

・ブラインドやカーテンのひもなどによる窒息

水
ま
わ
り
の

事
故

・入浴時に溺れる
・浴槽へ転落し溺れ 　る
・洗濯機、バケツや 　洗面器などによる事故

・ビニールプールやプールなどでの事故
・海や川での事故・ため池、用水路、排水溝、浄化槽での事故

や
け
ど

事
故

・お茶、みそ汁、カップ麺などでのやけど　　・電気ケトル、ポット、炊飯　　　器でのやけど　・調理器具やアイロンでのやけど
・暖房器具や加湿器でのやけど

・ライター、花火によるやけど

転
落
・
転
倒
事
故

・大人用ベッドやソファからの転落　　・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落
・抱っこひも使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・椅子やテーブルからの転落
・階段からの転落、 　段差での転倒

・ベランダなどからの転落　　・窓や出窓からの転落
・ショッピングカートからの転落

・遊具（すべり台、ジャングルジム、ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具、キックスケーター等での転倒

車
・
自
転
車

関
連
の
事
故

・チャイルドシート未使用による事故
・車内での熱中症

・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故
・子ども乗せ自転車での転倒
・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる、ス 　ポーク外傷

・道路上などでの事故

挟
む
・
切
る
・
そ
の
他
の
事
故

・エスカレーター、エレベーターでの事故
・テーブルなどの家 　具で打撲

・カミソリ、カッター、はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や耳に入れる

・キッチン付近で包丁、ナイフでのけが
・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・ドラム式洗濯機での事故
・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故
・機械式立体駐車場での挟まれ事故
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家の中には危険がいっぱい

たばこ・コイン・薬はしまう。
テーブルクロスは使わない。
家具の角、ドアの蝶番部分に

ガードを付ける。

けが・誤飲・やけど

浴室のドアをロックする。
浴槽の水は抜いておく。

おぼれ

階段に転落防止の柵を付ける。
窓に鍵をかける。

ベランダに踏み台になるような
物は置かない。

転倒・転落

刃物などは子どもの
手の届かない所にしまう。
蒸気の出るポットや炊飯器、
熱い料理の入った鍋や

子どもの手の届かない所へ！

けが・やけど

カミソリ・シャンプー・洗剤などは
子どもの手の届かない所へ！

洗濯機の水は抜く。

けが・誤飲・おぼれ

●対応に困ったら・・・

◆つくば中毒110番
　365日対応　9時～21時 ☎029（852）9999
◆大阪中毒110番
　365日対応　24時間 ☎072（727）2499
◆たばこ誤飲事故専用電話
　365日対応　24時間 ☎072（726）9922
　自動音声応答による情報提供

●病院に行った方がいいか迷ったら・・・
　子供の健康相談室（小児救急相談）
　＊＃8000（プッシュ回線の固定電話・携帯電話）
　＊03（5285）8898（ダイヤル回線・IP電話など
      すべての電話）
　月～金曜日（休日・年末年始を除く）・・午後6時～翌朝8時
　土日、休日、年末年始・・午前8時～翌朝8時

★救急車の呼び方

①「119」に電話して「救急です」と伝えましょう。
②聞かれたことに答えましょう。
・ 氏名、電話番号
・ 救急車を呼ぶ場所と目印を伝える
・ 状況を伝える

③救急車が到着するまでの対応を聞きましょう。

　中毒110番〈（公財）日本中毒情報センター〉
化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒な
どによる中毒事故が実際に起きて、どう対処したらよいか
迷った場合は相談してください。

●事故が起こってしまったら・・・

・ 応急手当をしながら、他者の助けを求めましょう。
・まずは気持ちを落ち着かせましょう。

「いつ・どこで・誰が・どうした・今の様子」

お風呂場

居間

台所

洗面所

窓・ベランダ・階段

電気コードは

　「見ているから大丈夫」ではなく、少し目を離して
も安心な事故予防対策をとることが大切です。

　
乳幼児の誤飲事故原因で最も多いのはたばこです。
たばこ製品には、紙巻きたばこと加熱式たばこがあ

り、近年は加熱式たばこの誤飲が増えています。
加熱式たばこのカートリッジは小さく、子どもの口

に簡単に入ってしまいます。
また、火を使わないため、使用後のカートリッジをご

み箱に捨てることが多く、子どもが拾って誤飲する事
故も多く発生しています。誤飲した際には、悪心、嘔吐、
顔面蒼白などの急性症状が見られることがあります。

たばこの誤飲を予防する一番良い方法は、乳幼児の
環境からたばこを一切なくすことです。

たばこの誤飲

　乳幼児突然死症候群（SIDS）は、それまで元気だっ
た赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突
然死亡してしまう病気です。

〈SIDSから赤ちゃんを守るための3つのポイント〉
　SIDSのはっきりとした発病原因は、いまだに解明さ
れていませんが、これまでの研究から3つのポイント
に留意すれば、発症の可能性は小さくすることができ
ます。
1.　うつぶせ寝は避ける
2.　たばこはやめる
3.　できるだけ母乳で育てる

SIDSから赤ちゃんを守ろう！

それが難しいのであれば
①たばこを床から高さ1メートル以下の場所に置かな
いこと

②ジュースの缶などを灰皿の代わりに使ったりしない
こと

③加熱式たばこのカートリッジをゴミ箱に捨てないこ
と

が重要です。
万が一、子どもが誤飲した時には、吐かせないで、至

急医療機関を受診しましょう。
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家の中には危険がいっぱい

たばこ・コイン・薬はしまう。
テーブルクロスは使わない。
家具の角、ドアの蝶番部分に

ガードを付ける。

けが・誤飲・やけど

浴室のドアをロックする。
浴槽の水は抜いておく。

おぼれ

階段に転落防止の柵を付ける。
窓に鍵をかける。

ベランダに踏み台になるような
物は置かない。

転倒・転落

刃物などは子どもの
手の届かない所にしまう。
蒸気の出るポットや炊飯器、
熱い料理の入った鍋や

子どもの手の届かない所へ！

けが・やけど

カミソリ・シャンプー・洗剤などは
子どもの手の届かない所へ！

洗濯機の水は抜く。

けが・誤飲・おぼれ

●対応に困ったら・・・

◆つくば中毒110番
　365日対応　9時～21時 ☎029（852）9999
◆大阪中毒110番
　365日対応　24時間 ☎072（727）2499
◆たばこ誤飲事故専用電話
　365日対応　24時間 ☎072（726）9922
　自動音声応答による情報提供

●病院に行った方がいいか迷ったら・・・
　子供の健康相談室（小児救急相談）
　＊＃8000（プッシュ回線の固定電話・携帯電話）
　＊03（5285）8898（ダイヤル回線・IP電話など
      すべての電話）
　月～金曜日（休日・年末年始を除く）・・午後6時～翌朝8時
　土日、休日、年末年始・・午前8時～翌朝8時

★救急車の呼び方

①「119」に電話して「救急です」と伝えましょう。
②聞かれたことに答えましょう。
・ 氏名、電話番号
・ 救急車を呼ぶ場所と目印を伝える
・ 状況を伝える

③救急車が到着するまでの対応を聞きましょう。

　中毒110番〈（公財）日本中毒情報センター〉
化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒な
どによる中毒事故が実際に起きて、どう対処したらよいか
迷った場合は相談してください。

●事故が起こってしまったら・・・

・ 応急手当をしながら、他者の助けを求めましょう。
・まずは気持ちを落ち着かせましょう。

「いつ・どこで・誰が・どうした・今の様子」

お風呂場

居間

台所

洗面所

窓・ベランダ・階段

電気コードは

　「見ているから大丈夫」ではなく、少し目を離して
も安心な事故予防対策をとることが大切です。

　
乳幼児の誤飲事故原因で最も多いのはたばこです。
たばこ製品には、紙巻きたばこと加熱式たばこがあ
り、近年は加熱式たばこの誤飲が増えています。
加熱式たばこのカートリッジは小さく、子どもの口
に簡単に入ってしまいます。
また、火を使わないため、使用後のカートリッジをご
み箱に捨てることが多く、子どもが拾って誤飲する事
故も多く発生しています。誤飲した際には、悪心、嘔吐、
顔面蒼白などの急性症状が見られることがあります。

たばこの誤飲を予防する一番良い方法は、乳幼児の
環境からたばこを一切なくすことです。

たばこの誤飲

　乳幼児突然死症候群（SIDS）は、それまで元気だっ
た赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突
然死亡してしまう病気です。

〈SIDSから赤ちゃんを守るための3つのポイント〉
　SIDSのはっきりとした発病原因は、いまだに解明さ
れていませんが、これまでの研究から3つのポイント
に留意すれば、発症の可能性は小さくすることができ
ます。
1.　うつぶせ寝は避ける
2.　たばこはやめる
3.　できるだけ母乳で育てる

SIDSから赤ちゃんを守ろう！

それが難しいのであれば
①たばこを床から高さ1メートル以下の場所に置かな
いこと

②ジュースの缶などを灰皿の代わりに使ったりしない
こと

③加熱式たばこのカートリッジをゴミ箱に捨てないこ
と

が重要です。
万が一、子どもが誤飲した時には、吐かせないで、至

急医療機関を受診しましょう。
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背部叩打（こうだ）法〈乳児〉
うつぶせにした子の下側に腕を通し、指で

乳児の下あごを支えて軽く突き出し背中の

まん中を4～5回叩きます。

背部叩打（こうだ）法変法
〈少し大きい子〉

立て膝で前腕がうつぶせにした子のみぞお

ちを圧迫するようにして、頭をさげた状態

で背中を平手で4～5回叩きます。

ハイムリッヒ法〈年長児〉
子を後ろから抱きかかえて腹部を上方へ

圧迫します。

のどにものを詰まらせ、気道がふさがった場合の応急手当

　心肺停止の場合は、できるだけ早く救急蘇生を行う
ことが救命率を高めます。

　子ども達の周りにいる人たちが、速やかに実施でき
るように日頃から練習しておきましょう。

AEDが
到着したら

（JRCガイドライン2020に基づく
東京消防庁「心肺蘇生の手順」）より

う
迷
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心肺蘇生法の手順

　保健所・保健センターでは、子どもの事故を防ぐために、子どもの年齢に応じて
起こりやすい事故の特徴と対策に関する講義、心肺蘇生法の実習などを年2回、
実施しています。　日程、開催場所などは、「区のおしらせ ちゅうおう」に掲載します
ので、いざという時、慌てないように、この機会に体験しましょう。

交通安全について
●ヘルメットを正しく着用しましょう
自転車事故による死者のうち、約7割が頭部の損傷が主因で亡
くなっていますが、ヘルメットを正しく着用することで、およそ4
分の1に低減します。大人も子どももヘルメットを正しく着用
し、安全に自転車を利用しましょう。

●自転車保険に加入しましょう
自転車事故に係る高額賠償請求事例が発生しています。都条例
で、自転車利用者および未成年の子どもが自転車を利用するとき
は、保護者に対して自転車損害賠償保険などの加入が義務化さ
れています。いざという時に備え、自転車保険に加入しましょう。

●遊具は安全な場所で使用しましょう
ローラースケート、スケートボード、キックスケーターなどは乗
り物ではなく遊具です。事故を防ぐためにも、道路上で使用し
てはいけません。使ってもよい場所で安全に楽しみましょう。

幼児2人を乗せる場合には一定の安全基準を満たした「幼児 2人同乗用自転車」を使いましょう。
普通の自転車の前後に座席を取り付けて幼児2人を乗せてはいけません。

● お子さん2人を乗せる場合は基準を満たした自転車に乗りましょう

出典：東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
　　  「令和6年3月発行 自転車安全利用普及啓発リーフレット」

【自転車安全利用五則】

1

2

3

4

5

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用

◆問合せ先
　環境土木部交通課交通対策係　☎（6278）8171

● 電動アシスト自転車を安全に利用しましょう

注意
・お子さんを座席に乗せる時は、必ずベルトをしめましょう。
・お子さんを座席に乗せたまま、自転車から離れ
  ないでください。

発進時は、ペダルをゆっ
くり踏み込みましょう。

前抱っこはダメ

電源を入れるときは、両手
はハンドル、両足は地面に。

ON!
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背部叩打（こうだ）法〈乳児〉
うつぶせにした子の下側に腕を通し、指で

乳児の下あごを支えて軽く突き出し背中の

まん中を4～5回叩きます。

背部叩打（こうだ）法変法
〈少し大きい子〉

立て膝で前腕がうつぶせにした子のみぞお

ちを圧迫するようにして、頭をさげた状態

で背中を平手で4～5回叩きます。

ハイムリッヒ法〈年長児〉
子を後ろから抱きかかえて腹部を上方へ

圧迫します。

のどにものを詰まらせ、気道がふさがった場合の応急手当

　心肺停止の場合は、できるだけ早く救急蘇生を行う
ことが救命率を高めます。

　子ども達の周りにいる人たちが、速やかに実施でき
るように日頃から練習しておきましょう。

AEDが
到着したら

（JRCガイドライン2020に基づく
東京消防庁「心肺蘇生の手順」）より
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心肺蘇生法の手順

　保健所・保健センターでは、子どもの事故を防ぐために、子どもの年齢に応じて
起こりやすい事故の特徴と対策に関する講義、心肺蘇生法の実習などを年2回、
実施しています。　日程、開催場所などは、「区のおしらせ ちゅうおう」に掲載します
ので、いざという時、慌てないように、この機会に体験しましょう。

交通安全について
●ヘルメットを正しく着用しましょう
自転車事故による死者のうち、約7割が頭部の損傷が主因で亡
くなっていますが、ヘルメットを正しく着用することで、およそ4
分の1に低減します。大人も子どももヘルメットを正しく着用
し、安全に自転車を利用しましょう。

●自転車保険に加入しましょう
自転車事故に係る高額賠償請求事例が発生しています。都条例
で、自転車利用者および未成年の子どもが自転車を利用するとき
は、保護者に対して自転車損害賠償保険などの加入が義務化さ
れています。いざという時に備え、自転車保険に加入しましょう。

●遊具は安全な場所で使用しましょう
ローラースケート、スケートボード、キックスケーターなどは乗
り物ではなく遊具です。事故を防ぐためにも、道路上で使用し
てはいけません。使ってもよい場所で安全に楽しみましょう。

幼児2人を乗せる場合には一定の安全基準を満たした「幼児 2人同乗用自転車」を使いましょう。
普通の自転車の前後に座席を取り付けて幼児2人を乗せてはいけません。

● お子さん2人を乗せる場合は基準を満たした自転車に乗りましょう

出典：東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
　　  「令和6年3月発行 自転車安全利用普及啓発リーフレット」

【自転車安全利用五則】

1

2

3

4

5

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認

夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用

◆問合せ先
　環境土木部交通課交通対策係　☎（6278）8171

● 電動アシスト自転車を安全に利用しましょう

注意
・お子さんを座席に乗せる時は、必ずベルトをしめましょう。
・お子さんを座席に乗せたまま、自転車から離れ
  ないでください。

発進時は、ペダルをゆっ
くり踏み込みましょう。

前抱っこはダメ

電源を入れるときは、両手
はハンドル、両足は地面に。

ON!
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　子どもが使う製品は、対象の月齢や年齢に合ったものを選び、取扱説明書や使用上の注意をよく読んで、正しく使用しまし
ょう。また、安全に配慮された製品には様々なマークが付いたものがあります。マークの意味を知って、製品選びに役立てま
しょう。

PSCマークは Product（製品）、Safety（安全）、Consumer（消費者）を表し、
国の定めた安全基準検査に合格した製品に付いています。対象製品には、製造又
は輸入業者に国の安全基準に適合しているかどうかの自己確認が義務付けられて
いる「特別特定製品以外の特定製品」と、第三者機関の検査が義務付けられて
いる「特別特定製品」があります。特別特定製品には乳幼児用ベッドやライター
も指定されています。

SG マークは、Safe Goods（安全な製品）を表し、一般財団法人製品安全協会
が定めた安全基準に適合したと認証されたことを示すマークです。万が一、SG
マーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償す
る制度も付加されています。SGマークの表示対象の子ども向け製品には、ベビー
カー、すべり台、乳幼児用ベッド、抱っこひも、幼児用ベッドガードなどがあります。

STマークは、14歳未満の子ども向け玩具に付けられるマークで、「安全面につい
て注意深く作られたおもちゃ」として玩具業界が推奨するものです。一般社団法人
日本玩具協会が策定した玩具安全（ST）基準に適合している玩具にはSTマーク
が表示されています。また、STマーク付きの玩具には、対象年齢が記載されてい
ます。対象年齢が低い玩具は、喉に詰まらない大きさである、部品が外れにくい、
尖った部分がない等、安全性をより配慮した設計になっています。

出典：「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」（子ども家庭庁ホームページ）（参照　令和7年3月1日）

なお、事故が起きた場合、製造元や中央区消費生活センターに情報提供してください。一人一人の行動が次の事故を防
ぎ、より安全・安心な商品の改善・開発につながります。

◆問合せ先
　中央区消費生活センター　☎（3543）0084

安全な製品を選び、取扱説明書をよく読んで使用しましょう。
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尖った部分がない等、安全性をより配慮した設計になっています。

出典：「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」（子ども家庭庁ホームページ）（参照　令和7年3月1日）

なお、事故が起きた場合、製造元や中央区消費生活センターに情報提供してください。一人一人の行動が次の事故を防
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親子で遊べる公園を紹介します

越前堀児童公園

コンクリート製の造形
遊具やキャッチボール
場がある。毎年夏に
じゃぶじゃぶ池を開催。

新川1-12-1

あかつき公園

明るく開放的なメタセコ
イアの林と噴水広場が
特徴。冒険広場がある。

築地7-19-1

蛎殻町公園

小学校の校庭と一体
になった公園。池や複
合遊具がある。

日本橋蛎殻町2-10-6

築地川公園

樹木や水景施設により
四季折々の変化が感じ
られる公園。入船橋下
には多目的広場がある。

明石町10-2

豊海運動公園

複合遊具やすべり台など
の遊具の他、多目的広
場がある。朝潮運河に
面し、レインボーブリッ
ジと東京湾が臨める。

豊海町3-19

黎明橋公園

複合遊具や広々とした
芝生広場、キャッチ
ボール場がある。レク
リエーションや憩いの
場として利用できる。

晴海3-1-6

浜町公園

区立公園で最大の広
さを持つ。遊具・休養
施設・運動施設が充実
しており、子どもから大
人まで楽しめる公園。

日本橋浜町2-59-1

地
域
情
報
ガ
イ
ド
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番号 公園名 所在地 遊具 主な施設

京橋地域

① 水谷橋公園 銀座1-12-6 滑り台、ジャンプメーター

② 京橋公園 銀座1-25-2 ブランコ、スプリング遊具、滑り台、鉄棒、複合遊具、
砂場

③ 数寄屋橋公園 銀座 4-1-2
銀座5-1-1 鉄棒、ジャングルジム、登り棒、砂場 公衆便所

④ 桜川公園 入船1-1-1 ブランコ、ロッキング遊具、複合遊具、滑り台、砂場、 
鉄棒 公衆便所

⑤ 桜川屋上公園 湊1-1-2 ロッキング遊具、砂場

⑥ 鉄砲洲児童公園 湊1-5-1 ブランコ、スプリング遊具、ロッキング遊具、クラ
イミング遊具、複合遊具、砂場

公衆便所、
じゃぶじゃぶ池

⑦ 明石児童公園 明石町6-5 スプリング遊具、シーソー、滑り台、丸太ステップ、
鉄棒

⑧ 築地川公園 明石町10-2 バスケットゴール、複合遊具 公衆便所、
多目的広場

⑨ 市場橋公園 築地 4-15-2 ブランコ、滑り台、砂場 公衆便所

⑩ あかつき公園 築地7-19-1

ブランコ、スプリング遊具、ロッキング遊具、シーソー、
滑り台、ローラー滑り台、雲梯、鉄棒、ジャングルジム、
登り棒、砂場、冒険広場内遊具（ロープウェイ、クラ
イミング遊具、コンクリート遊具、タイヤ遊具）

公衆便所、
冒険広場

⑪ 越前堀児童公園 新川1-12-1 ブランコ、鉄棒、砂場、バスケットゴール、滑り台、 
造形遊具

公衆便所、
キャッチボール場、
じゃぶじゃぶ池

日本橋地域

① 常盤公園 日本橋本石町
4-4-3 ブランコ 公衆便所

② 十思公園 日本橋小伝馬町
5-2

複合遊具、ブランコ、砂場、葉っぱ型梯子、ロッキ
ング遊具 公衆便所

③ 堀留児童公園 日本橋堀留町
1-1-16

ブランコ、ロッキング遊具、鉄棒、クライミング遊具、
複合遊具、砂場 公衆便所

④ 久松児童公園 日本橋富沢町
16-6

ブランコ、スプリング遊具、雲梯、鉄棒、登り棒、 
複合遊具、砂場

公衆便所、
じゃぶじゃぶ池

⑤ 蛎殻町公園 日本橋蛎殻町
2-10-6

ブランコ、ロッキング遊具、シーソー、雲梯、クラ
イミング遊具、複合遊具、砂場、バスケットゴール、
鉄棒

公衆便所

⑥ 箱崎川第一公園 日本橋箱崎町
2-1 造形遊具、クライミング遊具、砂場

⑦ 箱崎川第二公園 日本橋箱崎町
3-1 ロッキング遊具、滑り台 公衆便所、

キャッチボール場

⑧ 箱崎公園 日本橋箱崎町
18-18 ブランコ、ロッキング遊具、複合遊具、砂場 公衆便所

⑨ 浜町公園※ 日本橋浜町
2-59-1

ブランコ、ロッキング遊具、スプリング遊具、鉄棒、
ジャングルジム、複合遊具、砂場、バスケットゴール

公衆便所、運動場、
総 合 ス ポーツ セ ン
ター

⑩ あやめ第二公園 日本橋中洲13-1 ブランコ、ロッキング遊具、シーソー、滑り台 キャッチボール場

⑪ あやめ第一公園 日本橋中洲14-1 複合遊具 公衆便所

⑫ 坂本町公園 日本橋兜町15-3 クライミング遊具 公衆便所
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番号 公園名 所在地 遊具 主な施設

月島地域

① 佃公園 佃1-11-4 ブランコ、ロッキング遊具、滑り台、鉄棒、ジャン
グルジム、砂場、家型遊具 公衆便所

② 石川島公園 佃2-1-5 ロッキング遊具 公衆便所

③ わたし公園 月島3-24-11 複合遊具、ロッキング遊具 公衆便所

④ 月島第一児童公園 月島 4-2-1 ブランコ、ロッキング遊具、鉄棒、クライミング遊具、
複合遊具、砂場、バスケットゴール

公衆便所、
キャッチボール場

⑤ 月島第二児童公園 勝どき1-9-8 ブランコ、スプリング遊具、滑り台、ローラー滑り台、
鉄棒、クライミング遊具、複合遊具、砂場、家型遊具

公衆便所、
じゃぶじゃぶ池

⑥ 勝どき五丁目
親水公園

勝どき
5-2-19先 複合遊具、ブランコ、砂場

⑦ 勝どき
見晴らし公園

勝どき5-7先 ブランコ、鉄棒、複合遊具、砂場 公衆便所

⑧ 勝どき六丁目
親水公園

勝どき6-2先 滑り台、バスケットゴール キャッチボール場

⑨ 豊海児童公園 勝どき6-6-6 ブランコ、スプリング遊具、ロッキング遊具、太鼓
型梯子、鉄棒、複合遊具、砂場 公衆便所

⑩ 豊海運動公園 豊海町3-19 ロッキング遊具、家型遊具、複合遊具、滑り台 公衆便所、
多目的広場

⑪ 新月島公園 晴海1-3-29 鉄棒 公衆便所、運動場

⑫ 晴海第二公園 晴海1-6-3 複合遊具

⑬ 晴海第一公園 晴海1-7-3 ブランコ、ロッキング遊具、滑り台、鉄棒、砂場 公衆便所

⑭ 黎明橋公園 晴海3-1-6 複合遊具、ブランコ、滑り台、雲梯、ロッキング遊具、
砂場、バスケットゴール

公衆便所、
キャッチボール場

⑮ 佃三丁目公園 佃3-11-4先 ブランコ、スプリング遊具、シーソー、滑り台、平均台
（ステップ付）、複合遊具、砂場、ジャングルジム 公衆便所

⑯ 晴海臨海公園 晴海2-4-27 スプリング遊具、滑り台、複合遊具、砂場、鉄棒 公衆便所、
多目的広場

公園の場所は、各地区ごとに番号に対応して、P88〜 P94の施設ガイドマップに掲載しています。
※浜町公園は、令和12年3月末（予定）まで、日本橋中学校仮校舎、公園復旧工事のため、一部エリアの
ご利用ができません。

スプリング遊具 複合遊具ロッキング遊具 複合遊具
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茅場町日本橋駅 茅場町日本橋駅

駅
京
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八丁堀駅

宝町駅京橋駅

有楽町駅

銀座駅

東銀座駅

汐留駅
新橋駅

築地社会教育会館

築地市場駅

新富町駅

築地駅

銀座一丁目駅

中央区役所
中央区保健所
福祉センター
子ども家庭支援センター「きらら中央」
子ども発達支援センター ゆりのき
教育センター

1

1 2
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3
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フ
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サポートセンター
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男女平等センター
「ブーケ21」

1
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3 4
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5

2
5 6

13

2
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11
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1

8

6

2

4 5

3

1
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施設ガイドマップ　京橋地区

10

2

9

1

1

4

7

中央区役所 築地
新富1－13－14
1－1－1 代3543－0211

京橋図書館（本の森ちゅうおう） 3551－2151
中央区保健所

明石町12－1

3541－5936

子ども家庭支援センター「きらら中央」 3542－6321
福祉センター 3545－9311

子ども発達支援センター ゆりのき 3545－9844
教育センター 3545－9201

湊1－1－1男女平等センター「ブーケ21」 5543－0651
築地社会教育会館 築地4－15－1 3542－4801
社会福祉協議会ファミリーサポートセンター 八丁堀4－1－5 3206－0120

ポピンズナーサリー
スクール京橋

銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101

グローバルキッズ
新川園

新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141

築地児童館 築地7－9－17 3544－0127

新川児童館 新川2－13－4 3553－2084

泰明幼稚園 銀座5－1－13 3571－5395

中央幼稚園 湊1－4－1 3551－4498

明石幼稚園 明石町1－15 3541－9522

京橋朝海幼稚園 築地2－13－1 3541－6280

明正幼稚園 新川2－13－4 3551－4864

桜川保育園 入船1－1－13 3553－0020
明石町保育園 明石町12－1 3542－0020
築地保育園 築地4－15－1 3543－3156
八丁堀保育園 八丁堀4－5－10 3537－6551

太陽の子
新川保育園

新

築地3－10－7

川1－24－1
ユニゾ新川永代通りビル2階 6222－6611

アイグラン
保育園新川

新川1－26－9
新川イワデビル1・2階 5542－0848

ミアヘルサ保育園
ひびき八丁堀

新川2－30－3
NMビル1～4階 6262－8715

ブライト保育園
東京入船

入船3－5－10
藤和入船ビル2階 5540－0190

6264－4645まなびの森保育園
銀座 1銀座1－ 2－6

TKチルドレンズ
ファーム湊校

湊1－2－9
TKオフィスビルディング1～4階 6222－9440

ぽけっとランド
明石町保育園

さくらさくみらい
築地

明石町7－15
ぱぱす明石町ビル2・3階

6264－1439

5148－1102

キャリー保育園
八丁堀

湊1－2－2
大倉ビル1階

Kuukids
（クーキッズ）

銀座1－19－7
JRE銀座一丁目イーストビル1階 5524－2867

6228－3426

認証保育所

児童館

幼稚園

地域型保育事業所

◎
●
●

●
●

●
●
●
●
●

認可保育所
❶
❷
❸
❹

❾

❽

11

10

12

13

❺

❻

❼

❶

❷

❶

❷

認定こども園
①

②

❶

❷

❶
❷
❸
❹

❺

城東小学校 八重洲2ー2ー1

泰明小学校 銀座5－1－13 3571－1765

3272－1611

中央小学校
（プレディ中央） 湊1－4－1

明石小学校
（プレディ明石） 明石町1－15 3541－8335

（3544－2860）

京橋築地小学校
（プレディ京築） 築地2－13－1

新川2－13－4

3541－0642
（3545－2843）

明正小学校
（プレディ明正）

3551－5812
（3551－3673）

3551－0565
（3551－0522）

小学校
❶

❷

❸

❹

❺

❻

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

中学校
❶

水谷橋公園 銀座1－12－6

京橋公園 銀座1－25－2

数寄屋橋公園 銀座4－1－2、銀座5－1－1

桜川公園 入船1－1－1

桜川屋上公園 湊1－1－2

鉄砲洲児童公園

明石児童公園

築地川公園

市場橋公園

あかつき公園

越前堀児童公園

湊1－5－1

明石町6－5

明石町10－2

築地4－15－2

築地7－19－1

新川1－12－1

公園
❶

❷
❸
❹

❺

❻
❼
❽
❾
10
11

さくらさくみらい
新富町

築地3－1ー12
フィル・パークTOKYO GINZA 
Shintomi.Lab1～3階

6260ー4838

昭和こども園
八重洲2－1－4
八重洲セントラル
スクエア2・3階

5542－1731

京橋こども園 京橋2－17－7 3564－5531
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茅場町日本橋駅 茅場町日本橋駅

駅
京
東

八丁堀駅

宝町駅京橋駅

有楽町駅

銀座駅

東銀座駅

汐留駅
新橋駅

築地社会教育会館

築地市場駅

新富町駅

築地駅

銀座一丁目駅

中央区役所
中央区保健所
福祉センター
子ども家庭支援センター「きらら中央」
子ども発達支援センター ゆりのき
教育センター

1

1 2

5

3

9

8

10

2

1

フ
本の森
ちゅうおうァミリー

サポートセンター

1

2

6
3

4

男女平等センター
「ブーケ21」

1
7

3 4

4

5

2
5 6

13

2

11

11
12

1

8

6

2

4 5

3

1
2

施設ガイドマップ　京橋地区

10

2

9

1

1

4

7

中央区役所 築地
新富1－13－14
1－1－1 代3543－0211

京橋図書館（本の森ちゅうおう） 3551－2151
中央区保健所

明石町12－1

3541－5936

子ども家庭支援センター「きらら中央」 3542－6321
福祉センター 3545－9311

子ども発達支援センター ゆりのき 3545－9844
教育センター 3545－9201

湊1－1－1男女平等センター「ブーケ21」 5543－0651
築地社会教育会館 築地4－15－1 3542－4801
社会福祉協議会ファミリーサポートセンター 八丁堀4－1－5 3206－0120

ポピンズナーサリー
スクール京橋

銀座1－25－3
京橋プラザ1階 3538－2101

グローバルキッズ
新川園

新川2－16－10
プライムアーバン新川3階 3553－4141

築地児童館 築地7－9－17 3544－0127

新川児童館 新川2－13－4 3553－2084

泰明幼稚園 銀座5－1－13 3571－5395

中央幼稚園 湊1－4－1 3551－4498

明石幼稚園 明石町1－15 3541－9522

京橋朝海幼稚園 築地2－13－1 3541－6280

明正幼稚園 新川2－13－4 3551－4864

桜川保育園 入船1－1－13 3553－0020
明石町保育園 明石町12－1 3542－0020
築地保育園 築地4－15－1 3543－3156
八丁堀保育園 八丁堀4－5－10 3537－6551

太陽の子
新川保育園

新

築地3－10－7

川1－24－1
ユニゾ新川永代通りビル2階 6222－6611

アイグラン
保育園新川

新川1－26－9
新川イワデビル1・2階 5542－0848

ミアヘルサ保育園
ひびき八丁堀

新川2－30－3
NMビル1～4階 6262－8715

ブライト保育園
東京入船

入船3－5－10
藤和入船ビル2階 5540－0190

6264－4645まなびの森保育園
銀座 1銀座1－ 2－6

TKチルドレンズ
ファーム湊校

湊1－2－9
TKオフィスビルディング1～4階 6222－9440

ぽけっとランド
明石町保育園

さくらさくみらい
築地

明石町7－15
ぱぱす明石町ビル2・3階

6264－1439

5148－1102

キャリー保育園
八丁堀

湊1－2－2
大倉ビル1階

Kuukids
（クーキッズ）

銀座1－19－7
JRE銀座一丁目イーストビル1階 5524－2867

6228－3426

認証保育所

児童館

幼稚園

地域型保育事業所

◎
●
●

●
●

●
●
●
●
●

認可保育所
❶
❷
❸
❹

❾

❽

11

10

12

13

❺

❻

❼

❶

❷

❶

❷

認定こども園
①

②

❶

❷

❶
❷
❸
❹

❺

城東小学校 八重洲2ー2ー1

泰明小学校 銀座5－1－13 3571－1765

3272－1611

中央小学校
（プレディ中央） 湊1－4－1

明石小学校
（プレディ明石） 明石町1－15 3541－8335

（3544－2860）

京橋築地小学校
（プレディ京築） 築地2－13－1

新川2－13－4

3541－0642
（3545－2843）

明正小学校
（プレディ明正）

3551－5812
（3551－3673）

3551－0565
（3551－0522）

小学校
❶

❷

❸

❹

❺

❻

銀座中学校 銀座8－19－15 3545－8011

中学校
❶

水谷橋公園 銀座1－12－6

京橋公園 銀座1－25－2

数寄屋橋公園 銀座4－1－2、銀座5－1－1

桜川公園 入船1－1－1

桜川屋上公園 湊1－1－2

鉄砲洲児童公園

明石児童公園

築地川公園

市場橋公園

あかつき公園

越前堀児童公園

湊1－5－1

明石町6－5

明石町10－2

築地4－15－2

築地7－19－1

新川1－12－1

公園
❶

❷
❸
❹

❺

❻
❼
❽
❾
10
11

さくらさくみらい
新富町

築地3－1ー12
フィル・パークTOKYO GINZA 
Shintomi.Lab1～3階

6260ー4838

昭和こども園
八重洲2－1－4
八重洲セントラル
スクエア2・3階

5542－1731

京橋こども園 京橋2－17－7 3564－5531

地
域
情
報
ガ
イ
ド
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八丁堀駅八丁堀駅駅駅駅

馬喰町駅

馬喰横山駅
東日本橋駅

浜町駅

総合スポーツセンター
小伝馬町駅

新日本橋駅

三越前駅

人形町駅

水天宮駅

駅
京
東

茅場町

日本橋駅

日本橋
保健センター

日本橋図書館
日本橋社会教育会館

子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室

4

2

3
5 3

3

4

2

5

1011

9

3

26

17

25

23

7

1

19
20

3

2
1

6

2
1

1
12

2
2

13

4

14

818

5

1
1

22
24

1

８9

28

施設ガイドマップ　日本橋地区

16

29

15

21

27

日本橋特別出張所
子ども家庭支援センター
「きらら中央」日本橋分室

4

1
1

11

7

6

12

10

◎ 日本橋特別出張所
日本橋蛎殻町1－31－1

3666－4251
子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室 3666－4267

日本橋保健センター 日本橋堀留町1－1－1 3661－3515
子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室 日本橋小伝馬町5－1 3665－6530

日本橋図書館
日本橋人形町1－1－17

3669－6207
日本橋社会教育会館 3669－2102

3666－1501総合スポーツセンター 日本橋浜町2－59－1

アスクバイリンガル保育園
人形町駅前

日本橋人形町3－4－14
FORECAST人形町PLACE2階 5649－8019

グローバルキッズ
水天宮前園

日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル 3662－1717

ニチイキッズ
さわやか日本橋浜町保育園

日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141

常盤公園 日本橋本石町4－4－3

十思公園 日本橋小伝馬町5－2

堀留児童公園 日本橋堀留町1－1－16

十思保育園 日本橋小伝馬町5－1
十思スクエア3階 5651－3915

堀留町保育園 日本橋堀留町1－1－1
日本橋保健センター2階 5641－0125

人形町保育園 日本橋人形町2－14－5 3669－3450
日本橋保育園 日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584
浜町保育園 日本橋浜町3－37－1 3668－2353

6661－7579

6231－0597

6661－2216

ほっぺるランド
日本橋堀留町
さくらさくみらい
人形町
まちのてらこや
保育園

さくらさくみらい
東日本橋

日本橋富沢町2－6

6264－9465アイグラン
保育園日本橋

アイグラン
保育園水天宮

日本橋富沢町9－10
稲

日本橋富沢町4－1
ミズホビル1・2階

村ビル1階

6661－7087かふう保育園
日本橋

日本橋富沢町10－18
日本橋富沢町スクエア2階

6264－9244モニカ人形町園 日本橋人形町3－4－8
アイビーコート1～4階

3666－5411グローバルキッズ
かきがら園

日本橋蛎殻町1－16－11
EDGE日本橋蛎殻町1・2階

6264－9202日本橋蛎殻町1－29－9
ネオテック水天宮ビル1・2階

5825－4324テンダーラビング
保育園東日本橋

東日本橋1－4－6
東日本橋一丁目ビル1・2階

6661－7945THREE STAR NURSERY
蛎殻町園

日本橋蛎殻町2－15－5
水天宮CPビル1～4階

6661－7046コビープリスクール
はこざき

日本橋箱崎町17－9
箱崎升喜ビル1・2階

6264－9870キッズハウス
浜町公園

日本橋浜町2－44－4
第17村上ビル1・2階

5847－4067ナーサリールーム
ベリーベアー日本橋 日本橋久松町9－4

EDO日本橋保育園 日本橋3－15－10

5829－8581

－3841

ミアヘルサ保育園
ひびき東日本橋

東日本橋1－5－13
セイワ東日本橋ビル1～4階

日本橋堀留町2－8－4
日本橋コアビル1階

3527－2484にじいろ保育園
小伝馬町

日本橋小伝馬町13－7
銀泉日本橋小伝馬町ビル1～4階

久松児童公園 日本橋富沢町16－6
蛎殻町公園 日本橋蛎殻町2－10－6

箱崎川第一公園 日本橋箱崎町2－1

認証保育所

公園

●

●
●

●
●
●

認可保育所
❶

❷

❸
❹

❽

❾

10

11

12

13

17

5643－8484キッズラボ
水天宮前園分園

日本橋蛎殻町1－25－7
澤田ビル1階16

5643－8484キッズラボ
水天宮前園

日本橋蛎殻町1－35－5
セイラン水天宮前1・2階15

14

18

19

22

5829－5815AIAI NURSERY
日本橋浜町

日本橋浜町1－9－12
日本橋プラヤビル2階

6661－9939東日本橋3－6－15

20

23

❺

❼

❻

❶

❷

❸

堀留町児童館 日本橋堀留町1－1－1 3661－8937

浜町児童館 日本橋浜町3－37－1 3669－3386

児童館
❶

❷

阪本こども園 日本橋兜町15－18

認定こども園
①

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074
中学校

❶

キッズクラブ・日本橋 日本橋人形町3-5-1 1F 048－778－7783（三楽事務局）

民設・民営学童クラブ

❶

❶

❷
❸

❹
❺

❻
箱崎川第二公園 日本橋箱崎町3－1❼
箱崎公園 日本橋箱崎町18－18❽
浜町公園 日本橋浜町2－59－1❾
あやめ第二公園 日本橋中洲13－110

坂本町公園 日本橋兜町15－312
あやめ第一公園 日本橋中洲14－111

6264－9177キッズハウス
浜町公園分園

日本橋浜町2－29－6
河

29

24

25

26

6661－7287グローバルキッズ
浜町園

日本橋浜町3－40－3
パークホームズ日本橋浜町
ザレジデンス1・2階

27

28
6810－7630ほっぺるランド

茅場町 日本橋茅場町2－16－6

合ビル1階

6262－5971

6661－1176

ほっぺるランド
東日本橋 Anelaビル1～3階21 5962東日本橋3－3－3

常盤小学校 日本橋本石町4－4－26 3241－1910
日本橋小学校
（プレディ日本橋） 日本橋人形町1－1－17 3668－2361

（3668－2331）
有馬小学校
（プレディ有馬） 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－5702

（3666－3960）
久松小学校
（プレディ久松） 日本橋久松町7－2 3661－6016

（3663－7045）

阪本小学校 3666－0044

小学校
❶

❷

❸

❹

❺ 日本橋兜町15-18

常盤幼稚園 日本橋本石町4－4－26

日本橋本石町4－4－26

休園中

日本橋幼稚園 日本橋人形町1－1－17 3668－2362

有馬幼稚園 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－7998

久松幼稚園 3277－9071

幼稚園
❶
❷
❸
❹
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八丁堀駅八丁堀駅駅駅駅

馬喰町駅

馬喰横山駅
東日本橋駅

浜町駅

総合スポーツセンター
小伝馬町駅

新日本橋駅

三越前駅

人形町駅

水天宮駅

駅
京
東

茅場町

日本橋駅

日本橋
保健センター

日本橋図書館
日本橋社会教育会館

子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室

4

2

3
5 3

3

4

2

5

1011

9

3

26

17

25

23

7

1

19
20

3

2
1

6

2
1

1
12

2
2

13

4

14

818

5

1
1

22
24

1

８9

28

施設ガイドマップ　日本橋地区

16

29

15

21

27

日本橋特別出張所
子ども家庭支援センター
「きらら中央」日本橋分室

4

1
1

11

7

6

12

10

◎ 日本橋特別出張所
日本橋蛎殻町1－31－1

3666－4251
子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室 3666－4267

日本橋保健センター 日本橋堀留町1－1－1 3661－3515
子ども家庭支援センター「きらら中央」十思分室 日本橋小伝馬町5－1 3665－6530

日本橋図書館
日本橋人形町1－1－17

3669－6207
日本橋社会教育会館 3669－2102

3666－1501総合スポーツセンター 日本橋浜町2－59－1

アスクバイリンガル保育園
人形町駅前

日本橋人形町3－4－14
FORECAST人形町PLACE2階 5649－8019

グローバルキッズ
水天宮前園

日本橋箱崎町44－7
箱崎YMビル 3662－1717

ニチイキッズ
さわやか日本橋浜町保育園

日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 3249－7141

常盤公園 日本橋本石町4－4－3

十思公園 日本橋小伝馬町5－2

堀留児童公園 日本橋堀留町1－1－16

十思保育園 日本橋小伝馬町5－1
十思スクエア3階 5651－3915

堀留町保育園 日本橋堀留町1－1－1
日本橋保健センター2階 5641－0125

人形町保育園 日本橋人形町2－14－5 3669－3450
日本橋保育園 日本橋蛎殻町1－1－2 3666－9584
浜町保育園 日本橋浜町3－37－1 3668－2353

6661－7579

6231－0597

6661－2216

ほっぺるランド
日本橋堀留町
さくらさくみらい
人形町
まちのてらこや
保育園

さくらさくみらい
東日本橋

日本橋富沢町2－6

6264－9465アイグラン
保育園日本橋

アイグラン
保育園水天宮

日本橋富沢町9－10
稲

日本橋富沢町4－1
ミズホビル1・2階

村ビル1階

6661－7087かふう保育園
日本橋

日本橋富沢町10－18
日本橋富沢町スクエア2階

6264－9244モニカ人形町園 日本橋人形町3－4－8
アイビーコート1～4階

3666－5411グローバルキッズ
かきがら園

日本橋蛎殻町1－16－11
EDGE日本橋蛎殻町1・2階

6264－9202日本橋蛎殻町1－29－9
ネオテック水天宮ビル1・2階

5825－4324テンダーラビング
保育園東日本橋

東日本橋1－4－6
東日本橋一丁目ビル1・2階

6661－7945THREE STAR NURSERY
蛎殻町園

日本橋蛎殻町2－15－5
水天宮CPビル1～4階

6661－7046コビープリスクール
はこざき

日本橋箱崎町17－9
箱崎升喜ビル1・2階

6264－9870キッズハウス
浜町公園

日本橋浜町2－44－4
第17村上ビル1・2階

5847－4067ナーサリールーム
ベリーベアー日本橋 日本橋久松町9－4

EDO日本橋保育園 日本橋3－15－10

5829－8581

－3841

ミアヘルサ保育園
ひびき東日本橋

東日本橋1－5－13
セイワ東日本橋ビル1～4階

日本橋堀留町2－8－4
日本橋コアビル1階

3527－2484にじいろ保育園
小伝馬町

日本橋小伝馬町13－7
銀泉日本橋小伝馬町ビル1～4階

久松児童公園 日本橋富沢町16－6
蛎殻町公園 日本橋蛎殻町2－10－6

箱崎川第一公園 日本橋箱崎町2－1

認証保育所

公園

●

●
●

●
●
●

認可保育所
❶

❷

❸
❹

❽

❾

10

11

12

13

17

5643－8484キッズラボ
水天宮前園分園

日本橋蛎殻町1－25－7
澤田ビル1階16

5643－8484キッズラボ
水天宮前園

日本橋蛎殻町1－35－5
セイラン水天宮前1・2階15

14

18

19

22

5829－5815AIAI NURSERY
日本橋浜町

日本橋浜町1－9－12
日本橋プラヤビル2階

6661－9939東日本橋3－6－15

20

23

❺

❼

❻

❶

❷

❸

堀留町児童館 日本橋堀留町1－1－1 3661－8937

浜町児童館 日本橋浜町3－37－1 3669－3386

児童館
❶

❷

阪本こども園 日本橋兜町15－18

認定こども園
①

日本橋中学校 東日本橋1－10－1 3851－4074
中学校

❶

キッズクラブ・日本橋 日本橋人形町3-5-1 1F 048－778－7783（三楽事務局）

民設・民営学童クラブ

❶

❶

❷
❸

❹
❺

❻
箱崎川第二公園 日本橋箱崎町3－1❼
箱崎公園 日本橋箱崎町18－18❽
浜町公園 日本橋浜町2－59－1❾
あやめ第二公園 日本橋中洲13－110

坂本町公園 日本橋兜町15－312
あやめ第一公園 日本橋中洲14－111

6264－9177キッズハウス
浜町公園分園

日本橋浜町2－29－6
河

29

24

25

26

6661－7287グローバルキッズ
浜町園

日本橋浜町3－40－3
パークホームズ日本橋浜町
ザレジデンス1・2階

27

28
6810－7630ほっぺるランド

茅場町 日本橋茅場町2－16－6

合ビル1階

6262－5971

6661－1176

ほっぺるランド
東日本橋 Anelaビル1～3階21 5962東日本橋3－3－3

常盤小学校 日本橋本石町4－4－26 3241－1910
日本橋小学校
（プレディ日本橋） 日本橋人形町1－1－17 3668－2361

（3668－2331）
有馬小学校
（プレディ有馬） 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－5702

（3666－3960）
久松小学校
（プレディ久松） 日本橋久松町7－2 3661－6016

（3663－7045）

阪本小学校 3666－0044

小学校
❶

❷

❸

❹

❺ 日本橋兜町15-18

常盤幼稚園 日本橋本石町4－4－26

日本橋本石町4－4－26

休園中

日本橋幼稚園 日本橋人形町1－1－17 3668－2362

有馬幼稚園 日本橋蛎殻町2－10－23 3666－7998

久松幼稚園 3277－9071

幼稚園
❶
❷
❸
❹

地
域
情
報
ガ
イ
ド
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新富町駅駅

中央区役所

勝どき駅

月島保健センター

子ども家庭支援センター
「きらら中央」勝どき分室

月島社会教育会館
晴海分館アートはるみ

月島スポーツプラザ

晴海地域交流センター
「はるみらい」

月島駅

1
1

月
月島図書館・

1

4

1

1

2

5

2

2

14
10

2

4

2

23

13

16

1

3

33

412

14

4

3

4

5 5

4

11
9

22

23

17

27

8

31

28
29

30
32

39

1

36 35

15

19
20

5

2

1

38

37
34

3321

施設ガイドマップ　月島地区

5

18

10

8

11

15

2

67

3

中央区役所

築地駅

7
6

13

24

12

16

26 25

1島特別出張所
月島社会教育会館

2
9

晴海特別出張所・晴海保健センター
晴海図書館

3

6
3

40 41

42

晴海特別出張所 3520－8096
5166－3131

◎
晴海図書館 晴海4－8－1●
晴海保健センター 6381－2972●

月島特別出張所
月島4－1－1

3531－1151
月島図書館 3532－4391
月島社会教育会館 3531－6367
月島保健センター 月島2－10－3

勝どき1－4－1
5560－0765

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室 3534－2103
月島スポーツプラザ 月島1－9－2 3534－5883
月島社会教育会館晴海分館アートはるみ 晴海1－4－1 3531－9190

3531－2743

◎
●
●
●

●
●

晴海地域交流センター「はるみらい」 晴海5－2－3●

●

佃児童館 佃1－11－1
月島児童館 月島4－1－1 3533－0885

3531－7811

勝どき児童館 勝どき1－8－1 3531－3250
3534－3021晴海児童館 晴海2－4－31

児童館
❶
❷
❸
❹

月島幼稚園 月島1－9－7 3531－1573
3532－2921

3532－2922

月島第一幼稚園 月島4－15－1

月島第二幼稚園 勝どき1－12－2

晴海幼稚園 晴海1－4－1 3532－2923
豊海幼稚園 豊海町3－1 3533－0725

幼稚園
❶
❷
❸
❹
❺

晴海西小学校
（プレディ晴海西） 晴海5－3－5 5560－1640

（3520－8552）❻

佃島小学校
（プレディ佃島） 佃2－3－1 3531－7208

（3536－7041）
月島第一小学校
（プレディ月一） 月島4－15－1 3531－7285

（3531－4746）
月島第二小学校
（プレディ月二） 勝どき1－12－2 3531－7268

（3531－1045）
月島第三小学校
（プレディ月三） 晴海1－4－1 3531－7225

（3531－7251）
豊海小学校
（プレディ豊海） 豊海町3－1 3534－1251

（3534－1300）

小学校

❶

❷

❸

❹

❺

佃中学校 3531－7214
晴海中学校 晴海1－5－3

佃2－3－2
3531－6308

中学校
❶
❷
晴海西中学校 晴海5－3－5 5560－1270❸

マミーズエンジェル
月島保育園

月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288

ちゃいれっく
月島駅前保育園

月島1－3－2
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308

さくらさくみらい
月島 月島2－18－2 6225－0239

アスク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325

認証保育所
❶

❷

❸

❺

ピノキオ幼児舎
月島園

月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370❹

渋谷教育学園
晴海西こども園 6204－2620③

晴海こども園 晴海2－4－31

晴海4－8－1

3534－3551
小学館アカデミー
勝どきこども園

勝どき1－3－1ブリリア
イストタワー勝どき2階 5547－8550

認定こども園
①

②

晴海1－8－2晴海トリトン
スクエア展示棟3階

太陽の子晴海
トリトン保育園 6228－208533

アスク勝どき保育園 勝どき4－8－14 3536－740227
ベネッセ
勝どき保育園

勝どき5－1－17
勝どきザ・リバーフロント2階 3534－766128

インターナショナル
勝どきえほん保育園 勝どき6－1－9 6204－240130
ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園

勝どき6－3－1ザ・トーキョー
タワーズシータワー3階 3531－885431

小学館アカデミー
晴海保育園

晴海3－6－8
スカイリンクタワー2階 5547－571737

小学館アカデミー
晴海保育園分園

晴海2－2－42
パークタワー晴海1階 5547－012738

アスク晴海3丁目
保育園

晴海3－10－1
Daiwa晴海ビル1階 5547－801939

ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園分園 勝どき4－13－8 6219－646132

ポピンズナーサリー
スクール晴海

晴海2－1－40
晴海プライムスクエア2階 5547－848734

ポピンズナーサリー
スクール晴海分園

晴海2－3－2ザ・パークハウス
晴海タワーズティアロレジデンス1階 6204－238435

さくらさくみらい晴海 晴海2－5－24
晴海センタービル1階 3520－981136

ほっぺるランド
新島橋かちどき

勝どき5－2－15
EDGE勝どき1・2階 6228－225029

勝どき4－8－4 6910－103926 さくらさくみらい
勝どき

勝どき４－６－2
パークタワー勝どきミッド２階 6204－203925 さくらさくみらい

パークタワー勝どき

晴海５－３－２ HARUMI FLAG
PORT VILLAGE B棟１階 6204－202741 ポピンズナーサリースクール

HARUMI FLAG PORT VILLAGE（本園）

晴海５－２－31 ららテラス
HARUMI FLAG３階 5534－951640 ポピンズナーサリースクール

ららテラス HARUMI FLAG

晴海５－３－１ HARUMI FLAG
PORT VILLAGE A棟１階 6228－200542 ポピンズナーサリースクール

HARUMI FLAG PORT VILLAGE（分園）

きらら

6864－9810月島雲母保育園 月島3－26－11
レジデンスシャルマン月島1階17

月島3ー16 ー1
アヴェルーナ月島1～3階 6910－141716 クオリスキッズ

月島保育園

ほっぺるランド
相生橋つくだ

佃3ー2ー11
エムエー月島1～3階 3520－930112

つくだ保育園 佃2－2－2 3531－3595❶
月島2－10－3月島保育園 3531－6933❷
勝どき1－8－1
勝どきビュータワー3階かちどき西保育園 3534－7681❸
勝どき1－4－1勝どき保育園 3531－5901❹

月島1－3－14
ドゥーエ月島1階

インターナショナル保育所
まぁむ月島駅前園分園 5166－754110

佃2－22－2みちてる保育園 3531－880911

月島1－5－2
キャピタルゲートプレイス2階

太陽の子
月島保育園 5547－834314

晴海1－5－15晴海保育園 3533－1463❺
佃1－4－8さくらさくみらい佃 5547－4139❻

月島1－1－13
プライマル月島1・2階

ほっぺるランド
佃大橋 5859－057113

勝どき3－7－2ほっぺるランド
清澄通り勝どき 6910－164024

佃1－10－7
コンフォール月島1～3階

さくらさくみらい
つくだ大通り 5859－5139❼

佃2－10－9
ライオンズタワー月島1階

インターナショナル保育所
まぁむ月島駅前園 3520－8600❾

佃1－11－8ピアウエスト
スクエアノースウイング2階・
サウスウイング2階

ほっぺるランド佃 3532－5230❽

さくらさくみらい
月の岬 3520－9833月島4－4－1119

月島2－13－5
オルフェ月島ビル2・3階

アンジェリカ
月島保育園 6204－934415

勝どき3－3－7
KNリバーシティ2階 6220－8786まなびの森保育園

勝どき22
ほっぺるランド
勝どき 勝どき3－4－4 5859－045023

月島4－5－8 3533－6231月島聖ルカ保育園20

さくらさくみらい
東仲通り 5534－9439月島4－3－1418

勝どきちとせ保育園 3536－1233勝どき2－16－321

認可保育所

ベネッセ
学童クラブ月島

月島3－7－12
THE CITY月島2階

民設・民営学童クラブ
❶ 3532－6378

ベネッセ
学童クラブ晴海

晴海4－6－5
3階❷ 5859－0721
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新富町駅駅

中央区役所

勝どき駅

月島保健センター

子ども家庭支援センター
「きらら中央」勝どき分室

月島社会教育会館
晴海分館アートはるみ

月島スポーツプラザ

晴海地域交流センター
「はるみらい」

月島駅

1
1

月
月島図書館・

1

4

1

1

2

5

2

2

14
10

2

4

2

23

13

16

1

3

33

412

14

4

3

4

5 5

4

11
9

22
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晴海特別出張所 3520－8096
5166－3131

◎
晴海図書館 晴海4－8－1●
晴海保健センター 6381－2972●

月島特別出張所
月島4－1－1

3531－1151
月島図書館 3532－4391
月島社会教育会館 3531－6367
月島保健センター 月島2－10－3

勝どき1－4－1
5560－0765

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室 3534－2103
月島スポーツプラザ 月島1－9－2 3534－5883
月島社会教育会館晴海分館アートはるみ 晴海1－4－1 3531－9190

3531－2743

◎
●
●
●

●
●

晴海地域交流センター「はるみらい」 晴海5－2－3●

●

佃児童館 佃1－11－1
月島児童館 月島4－1－1 3533－0885

3531－7811

勝どき児童館 勝どき1－8－1 3531－3250
3534－3021晴海児童館 晴海2－4－31

児童館
❶
❷
❸
❹

月島幼稚園 月島1－9－7 3531－1573
3532－2921

3532－2922

月島第一幼稚園 月島4－15－1

月島第二幼稚園 勝どき1－12－2

晴海幼稚園 晴海1－4－1 3532－2923
豊海幼稚園 豊海町3－1 3533－0725

幼稚園
❶
❷
❸
❹
❺

晴海西小学校
（プレディ晴海西） 晴海5－3－5 5560－1640

（3520－8552）❻

佃島小学校
（プレディ佃島） 佃2－3－1 3531－7208

（3536－7041）
月島第一小学校
（プレディ月一） 月島4－15－1 3531－7285

（3531－4746）
月島第二小学校
（プレディ月二） 勝どき1－12－2 3531－7268

（3531－1045）
月島第三小学校
（プレディ月三） 晴海1－4－1 3531－7225

（3531－7251）
豊海小学校
（プレディ豊海） 豊海町3－1 3534－1251

（3534－1300）

小学校

❶

❷

❸

❹

❺

佃中学校 3531－7214
晴海中学校 晴海1－5－3

佃2－3－2
3531－6308

中学校
❶
❷
晴海西中学校 晴海5－3－5 5560－1270❸

マミーズエンジェル
月島保育園

月島1－2－13
ワイズビルディング1階 3534－8288

ちゃいれっく
月島駅前保育園

月島1－3－2
佃権月島ビルヂング3階 5548－2308

さくらさくみらい
月島 月島2－18－2 6225－0239

アスク晴海保育園 晴海1－8－16
晴海トリトン2階 5546－1325

認証保育所
❶

❷

❸

❺

ピノキオ幼児舎
月島園

月島4－18－3
クイーンズハウス1階 3532－5370❹

渋谷教育学園
晴海西こども園 6204－2620③

晴海こども園 晴海2－4－31

晴海4－8－1

3534－3551
小学館アカデミー
勝どきこども園

勝どき1－3－1ブリリア
イストタワー勝どき2階 5547－8550

認定こども園
①

②

晴海1－8－2晴海トリトン
スクエア展示棟3階

太陽の子晴海
トリトン保育園 6228－208533

アスク勝どき保育園 勝どき4－8－14 3536－740227
ベネッセ
勝どき保育園

勝どき5－1－17
勝どきザ・リバーフロント2階 3534－766128

インターナショナル
勝どきえほん保育園 勝どき6－1－9 6204－240130
ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園

勝どき6－3－1ザ・トーキョー
タワーズシータワー3階 3531－885431

小学館アカデミー
晴海保育園

晴海3－6－8
スカイリンクタワー2階 5547－571737

小学館アカデミー
晴海保育園分園

晴海2－2－42
パークタワー晴海1階 5547－012738

アスク晴海3丁目
保育園

晴海3－10－1
Daiwa晴海ビル1階 5547－801939

ニチイキッズさわやか
勝どき6丁目保育園分園 勝どき4－13－8 6219－646132

ポピンズナーサリー
スクール晴海

晴海2－1－40
晴海プライムスクエア2階 5547－848734

ポピンズナーサリー
スクール晴海分園

晴海2－3－2ザ・パークハウス
晴海タワーズティアロレジデンス1階 6204－238435

さくらさくみらい晴海 晴海2－5－24
晴海センタービル1階 3520－981136

ほっぺるランド
新島橋かちどき

勝どき5－2－15
EDGE勝どき1・2階 6228－225029

勝どき4－8－4 6910－103926 さくらさくみらい
勝どき

勝どき４－６－2
パークタワー勝どきミッド２階 6204－203925 さくらさくみらい

パークタワー勝どき

晴海５－３－２ HARUMI FLAG
PORT VILLAGE B棟１階 6204－202741 ポピンズナーサリースクール

HARUMI FLAG PORT VILLAGE（本園）

晴海５－２－31 ららテラス
HARUMI FLAG３階 5534－951640 ポピンズナーサリースクール

ららテラス HARUMI FLAG

晴海５－３－１ HARUMI FLAG
PORT VILLAGE A棟１階 6228－200542 ポピンズナーサリースクール

HARUMI FLAG PORT VILLAGE（分園）

きらら

6864－9810月島雲母保育園 月島3－26－11
レジデンスシャルマン月島1階17

月島3ー16 ー1
アヴェルーナ月島1～3階 6910－141716 クオリスキッズ

月島保育園

ほっぺるランド
相生橋つくだ

佃3ー2ー11
エムエー月島1～3階 3520－930112

つくだ保育園 佃2－2－2 3531－3595❶
月島2－10－3月島保育園 3531－6933❷
勝どき1－8－1
勝どきビュータワー3階かちどき西保育園 3534－7681❸
勝どき1－4－1勝どき保育園 3531－5901❹

月島1－3－14
ドゥーエ月島1階

インターナショナル保育所
まぁむ月島駅前園分園 5166－754110

佃2－22－2みちてる保育園 3531－880911

月島1－5－2
キャピタルゲートプレイス2階

太陽の子
月島保育園 5547－834314

晴海1－5－15晴海保育園 3533－1463❺
佃1－4－8さくらさくみらい佃 5547－4139❻

月島1－1－13
プライマル月島1・2階

ほっぺるランド
佃大橋 5859－057113

勝どき3－7－2ほっぺるランド
清澄通り勝どき 6910－164024

佃1－10－7
コンフォール月島1～3階

さくらさくみらい
つくだ大通り 5859－5139❼

佃2－10－9
ライオンズタワー月島1階

インターナショナル保育所
まぁむ月島駅前園 3520－8600❾

佃1－11－8ピアウエスト
スクエアノースウイング2階・
サウスウイング2階

ほっぺるランド佃 3532－5230❽

さくらさくみらい
月の岬 3520－9833月島4－4－1119

月島2－13－5
オルフェ月島ビル2・3階

アンジェリカ
月島保育園 6204－934415

勝どき3－3－7
KNリバーシティ2階 6220－8786まなびの森保育園

勝どき22
ほっぺるランド
勝どき 勝どき3－4－4 5859－045023

月島4－5－8 3533－6231月島聖ルカ保育園20

さくらさくみらい
東仲通り 5534－9439月島4－3－1418

勝どきちとせ保育園 3536－1233勝どき2－16－321

認可保育所

ベネッセ
学童クラブ月島

月島3－7－12
THE CITY月島2階

民設・民営学童クラブ
❶ 3532－6378

ベネッセ
学童クラブ晴海

晴海4－6－5
3階❷ 5859－0721
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施設ガイドマップ　月島地区

子どものふるさとをつくろう！
子どもにとって、みこしを担ぎ、山車を引いた楽しさや自
分でついた餅のおいしさは一生の思い出です。また、子ど
もの安全を守るために、防災訓練や夜警に参加することは
大事なことです。
まちのイベントの多くは、町会・自治会が運営をしてい
ます。今後も安全で安心な、にぎわいのあるまちにしてい
くためには、あなたの力が必要です。興味のあるイベント
への参加やお手伝いから「子どものふるさとづくり」を始
めてみませんか。
あなたのまちの町会・自治会の連絡先を紹介します。

◆町会・自治会についてのお問合せ
京 橋 地 域　　区民部地域振興課　☎（3546）5337
日本橋地域　　日本橋特別出張所　☎（3666）4251
月 島 地 域　　
（晴海地区を除く）　　月島特別出張所　☎（3531）1151
（晴海地区）　　晴海特別出張所　☎（3520）8096

「中央区ひととのつながりまちのいろ」
（こんにちは町会です　特別号）

中央区町会・自治会ネット
X(旧Twitter)

新富町駅駅

中央区役所

勝どき駅

月島保健センター

子ども家庭支援センター
「きらら中央」勝どき分室

月島社会教育会館
晴海分館アートはるみ

月島スポーツプラザ

晴海地域交流センター
「はるみらい」
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　診療日・診療時間については、事前に電話でご確認のうえご利用ください。

小児科一覧

　診療日・診療時間については、事前に電話でご確認のうえご利用ください。

お医者さん情報

名　　　　称 所　在　地 電話番号

銀座ハートクリニック 銀座五丁目１３番１４号 銀座オリオルビル２階 5148-3921

一般財団法人小松診療所 銀座七丁目１２番１８号 第一銀座ビル３階 3543-7611

八丁堀３丁目クリニック 八丁堀三丁目２番５号 八丁堀医療ビル２階 6222-2772

東京保健生活協同組合　鉄砲洲診療所 入船一丁目５番４号  3551-1616

厚生診療所 湊三丁目１８番１７号 マルキ榎本ビル１階 3551-4690

清水内科クリニック 築地六丁目２番８号  3541-0446

医療法人社団　橘耳鼻咽喉科クリニック 佃一丁目１１番８号 ピアウエストスクエア3階３０１号室 5548-6011

リバーシティこどもクリニック 佃二丁目１番６号 リバーシティＭ－スクエア１階 5548-2323

月島キャピタル・クリニック 月島一丁目５番２号 キャピタルゲートプレイス２０３ 3533-8981

わたなべこどもクリニック 月島一丁目８番１号 アイ・マークタワー２０２ 5548-2511

医療法人社団恵杏会　河内クリニック 月島一丁目１４番１３号 月島ホームズ１０２号 5548-7060

善利医院 月島三丁目１３番４号 善利ビル２階 3531-1566

小坂こども元気クリニック・病児保育室 月島三丁目３０番３号 ベルウッドビル２・３・４階 5547-1191

大築耳鼻咽喉科医院 月島四丁目３番１号 １階 3531-3387

鈴木クリニック 月島四丁目５番１２号 ベルハイツ２０１ 3531-1685

小森小児科医院 勝どき一丁目３番１号 アパートメンツタワー勝どき３階 3531-1318

医療法人社団健杏会　勝どきビュータワークリニック 勝どき一丁目８番１号 勝どきビュータワー２１５号 5859-0781

医療法人社団健杏会　杉野内科クリニック 勝どき二丁目９番１２号 ＨＢビル３階 5547-0961

医療法人社団リゾーム慶和会　ザ東京タワーズクリニック 勝どき六丁目３番２号 102 3534-9002

たけぶちファミリークリニック 晴海二丁目５番２４号 晴海センタービル１階 3534-2757

日本橋内科・アレルギー科クリニック 日本橋室町二丁目４番３号 日本橋室町野村ビル７階 3274-4159

医療法人社団松洲会　鈴木医院 日本橋大伝馬町３番１１号  3661-5281

大伝馬クリニック 日本橋大伝馬町９番７号  3661-5367

水天宮前小児科 日本橋人形町二丁目１２番１１号 水天宮Ｍ.Ｙ.ビル301 3639-0021

医療法人社団　鷗盟会　津布久医院 日本橋小網町３番１２号 １階・２階 3666-1687

塙小児科医院 日本橋浜町二丁目２０番２号  3666-6035

日本橋浜町クリニック 日本橋浜町二丁目３８番３号  3663-1811

（平成27年9月1日現在）

小児科一覧
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施設ガイドマップ　月島地区

子どものふるさとをつくろう！
子どもにとって、みこしを担ぎ、山車を引いた楽しさや自

分でついた餅のおいしさは一生の思い出です。また、子ど
もの安全を守るために、防災訓練や夜警に参加することは
大事なことです。
まちのイベントの多くは、町会・自治会が運営をしてい

ます。今後も安全で安心な、にぎわいのあるまちにしてい
くためには、あなたの力が必要です。興味のあるイベント
への参加やお手伝いから「子どものふるさとづくり」を始
めてみませんか。
あなたのまちの町会・自治会の連絡先を紹介します。

◆町会・自治会についてのお問合せ
京 橋 地 域　　区民部地域振興課　☎（3546）5337
日本橋地域　　日本橋特別出張所　☎（3666）4251
月 島 地 域　　
（晴海地区を除く）　　月島特別出張所　☎（3531）1151
（晴海地区）　　晴海特別出張所　☎（3520）8096

「中央区ひととのつながりまちのいろ」
（こんにちは町会です　特別号）

中央区町会・自治会ネット
X(旧Twitter)

新富町駅駅

中央区役所

勝どき駅

月島保健センター

子ども家庭支援センター
「きらら中央」勝どき分室

月島社会教育会館
晴海分館アートはるみ

月島スポーツプラザ

晴海地域交流センター
「はるみらい」

月島駅
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　診療日・診療時間については、事前に電話でご確認のうえご利用ください。

小児科一覧

　診療日・診療時間については、事前に電話でご確認のうえご利用ください。

お医者さん情報

名　　　　称 所　在　地 電話番号

銀座ハートクリニック 銀座五丁目１３番１４号 銀座オリオルビル２階 5148-3921

一般財団法人小松診療所 銀座七丁目１２番１８号 第一銀座ビル３階 3543-7611

八丁堀３丁目クリニック 八丁堀三丁目２番５号 八丁堀医療ビル２階 6222-2772

東京保健生活協同組合　鉄砲洲診療所 入船一丁目５番４号  3551-1616

厚生診療所 湊三丁目１８番１７号 マルキ榎本ビル１階 3551-4690

清水内科クリニック 築地六丁目２番８号  3541-0446

医療法人社団　橘耳鼻咽喉科クリニック 佃一丁目１１番８号 ピアウエストスクエア3階３０１号室 5548-6011

リバーシティこどもクリニック 佃二丁目１番６号 リバーシティＭ－スクエア１階 5548-2323

月島キャピタル・クリニック 月島一丁目５番２号 キャピタルゲートプレイス２０３ 3533-8981

わたなべこどもクリニック 月島一丁目８番１号 アイ・マークタワー２０２ 5548-2511

医療法人社団恵杏会　河内クリニック 月島一丁目１４番１３号 月島ホームズ１０２号 5548-7060

善利医院 月島三丁目１３番４号 善利ビル２階 3531-1566

小坂こども元気クリニック・病児保育室 月島三丁目３０番３号 ベルウッドビル２・３・４階 5547-1191

大築耳鼻咽喉科医院 月島四丁目３番１号 １階 3531-3387

鈴木クリニック 月島四丁目５番１２号 ベルハイツ２０１ 3531-1685

小森小児科医院 勝どき一丁目３番１号 アパートメンツタワー勝どき３階 3531-1318

医療法人社団健杏会　勝どきビュータワークリニック 勝どき一丁目８番１号 勝どきビュータワー２１５号 5859-0781

医療法人社団健杏会　杉野内科クリニック 勝どき二丁目９番１２号 ＨＢビル３階 5547-0961

医療法人社団リゾーム慶和会　ザ東京タワーズクリニック 勝どき六丁目３番２号 102 3534-9002

たけぶちファミリークリニック 晴海二丁目５番２４号 晴海センタービル１階 3534-2757

日本橋内科・アレルギー科クリニック 日本橋室町二丁目４番３号 日本橋室町野村ビル７階 3274-4159

医療法人社団松洲会　鈴木医院 日本橋大伝馬町３番１１号  3661-5281

大伝馬クリニック 日本橋大伝馬町９番７号  3661-5367

水天宮前小児科 日本橋人形町二丁目１２番１１号 水天宮Ｍ.Ｙ.ビル301 3639-0021

医療法人社団　鷗盟会　津布久医院 日本橋小網町３番１２号 １階・２階 3666-1687

塙小児科医院 日本橋浜町二丁目２０番２号  3666-6035

日本橋浜町クリニック 日本橋浜町二丁目３８番３号  3663-1811

（平成27年9月1日現在）
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名称 所在地 電話番号

医療法人社団仁医会 吉川医院 中央区銀座1-9-17 3561-4010

EASE 女性のクリニック 中央区入船1-1-24 5Ｆ 3206-1112

厚生診療所 中央区湊3-18-17 マルキ榎本ビル4F 〜 6F 3551-4690

学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 中央区明石町9-1 3541-5151

八丁堀3丁目クリニック 中央区八丁堀3-2-5 八丁堀医療ビル2F 6222-2772

リバーシティこどもクリニック 中央区佃2-1-6 リバーシティ Mスクエア1F 5548-2323

月島きずなクリニック 中央区月島2-7-9 5859-0157

月島キャピタル・クリニック 中央区月島1-5-2-203 3533-8981

わたなべこどもクリニック 中央区月島1-8-1  アイ・マークタワー 202 5548-2511

善利医院 中央区月島3-13-4 3531-1566

小坂こども元気クリニック・病児保育室 中央区佃1-9-3 5547-1191

勝どき小児クリニック 中央区勝どき1-3-1 Brillia ist Tower 勝どき3F 5166-0150

医療法人社団健杏会 杉野内科クリニック 中央区勝どき2-9-12 HBビル3F 5547-0961

有明こどもクリニック勝どき院 中央区勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3F 3533-7281

晴海トリトン夢未来クリニック 中央区晴海1-8-16 晴海トリトンスクエア3F 3536-1361

たけぶちファミリークリニック 中央区晴海2-5-24 晴海センタービル1F 3534-2757

大伝馬クリニック 中央区日本橋大伝馬町9−7 3661-5367

水天宮前小児科 中央区日本橋人形町2−12−11 水天宮Ｍ.Ｙ.ビル3F 3639-0021

医療法人社団松洲会 鈴木医院 中央区日本橋大伝馬町3−11 3661-5281

塙小児科医院 中央区日本橋浜町2-20-2 3666-6035

日本橋浜町クリニック 中央区日本橋浜町2−38−3 3663-1811

医療法人社団すもも会 人形町こどもクリニック 中央区日本橋蛎殻町1−9−1 アポテックビル1F 3669-2828

箱崎診療所 中央区日本橋箱崎町32−9 猪子ビル1F 6661-6688

（令和 7年 4月1日現在）
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話でご確認のうえご利用ください。

関歯科医院 八重洲二丁目7番2号 八重洲三井ビル地下1階 3271-7611

東京デンタルオフィス 京橋一丁目1番9号 レオ八重洲ビル6階 3272-1886

渡辺歯科医院 京橋一丁目5番1号 昌平ビル3階 3281-8635

医療法人社団京二会　田中歯科医院 京橋二丁目6番19号 溝口山陽ビル3階 3561-0088

歯科渋井クリニック 京橋二丁目8番2号 3564-4416

河西歯科医院 銀座一丁目6番14号 3561-3893

セキネデンタルクルニック 銀座一丁目15番8号 銀座耀ビル5階 3567-4182

パークサイト歯科クリニック 銀座一丁目24番3号 銀座マスキービル1階 3564-1183

銀座三原通り歯科クリニック 銀座二丁目8番5号 石川ビル2階 5250-0525

松山歯科 銀座三丁目3番14号 啓徳ビル5階 3535-6849

石川歯科医院 銀座三丁目5番15号 3561-8021

吉田歯科診療室　デンタルメンテナンスクリニック 銀座三丁目11番16号 銀座Saliceビルディング2階 3248-0418

医療法人社団純厚会　銀座デンタルケアークリニック 銀座四丁目3番11号 松崎ビル6階 3563-1188

南海デンタルクリニック 銀座五丁目15番1号 南海東京ビルディング地下2階 0120-278-241

加藤歯科医院 銀座五丁目15番18号 銀座東新ビル6階 3543-9680

歯科室青山 銀座六丁目9番4号 岩崎ビル2階 3573-8110

医療法人社団綴理会　大山歯科クリニック 銀座六丁目14番5号 銀座ホウライビル2階 3545-7811

遠藤歯科医院 新富二丁目4番6号 アーベイン三井2階 3523-1080

ひがし歯科クリニック 新富二丁目11番2号 新富MTビル2階 3555-0012

医療法人社団成扶会　馬見塚デンタルクリニック 明石町8番1号 聖路加ガーデン内 3541-8110

伊藤淳二歯科診療室 築地一丁目5番8号 樋泉ビル4階 5647-8217

Ginza　East　Dental　Clinic 築地一丁目5番11号 2階 6278-7817

医療法人社団正路会　すみれ歯科　築地・新富町駅前クリニック 築地二丁目4番10号 SAテンハウス3階 3248-4618

別部歯科診療所 築地二丁目9番7号 3542-3781

こばやしデンタルクリニック 築地三丁目4番7号 ギンリンビル201号 5565-1876

松木歯科医院 築地六丁目14番8号 3541-0108

鳥山歯科医院 築地六丁目15番6号 大川ビル1階 3543-5871

（平成27年9月1日現在）
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　治療対象年齢が医療機関ごとに異なります。また、保険の取扱いをしていない医療機関がありますので事前に電
話でご確認のうえご利用ください。
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名称 所在地 電話番号

歯科渋井クリニック 中央区京橋2-8-2 3564-4416

医療法人扶桑会 中田診療所歯科 中央区京橋2-8-16 中田ビル1F 3561-1076

小嶋歯科クリニック 中央区京橋2-6-11 ＭＹ京橋ビル3F 3561-6301

関歯科医院 中央区京橋2-6-15 6228-7631

河西歯科医院 中央区銀座1-6-14 3561-3893

医療法人社団GY会 銀座柳通り歯科クリニック 中央区銀座1-5-11 小林ビル2F 3563-5817

銀座三原通り歯科クリニック 中央区銀座2-8-5 石川ビル2F 5250-0525

医療法人社団あすなろ会 藤見歯科医院 中央区銀座1-8-21 第21中央ビル4F 3535-2022

石川歯科医院 中央区銀座3-5-15 石川ビル2F 3561-8021

DIO 文野矯正歯科 中央区銀座 4-3-10 モトキN4ビル3F 3538-2113

銀座オーラルケアクリニック 中央区銀座6-3-11　西銀座ビル1F 6263-9923

歯科室  青山 中央区銀座6-9-4 岩崎ビル2F 3573-8110

銀座並木通りさゆみ 矯正歯科デンタルクリニック81 中央区銀座7-5-5 長谷第一ビル6-Ｂ 5568-7118

医療法人メディア 銀座コア歯科矯正クリニック 中央区銀座5-8-20 銀座コアビル8F 5568-0002

パークサイト歯科クリニック 中央区銀座1-24-3 銀座マスキービル1F 3564-1183

医療法人ＵＣ会 銀座ＵＣデンタル 中央区銀座 4-12-19 日章興産ビル7F 3544-7711

榎本歯科医院 中央区新富2-5-6 3551-2327

林田歯科医院 中央区新富1-8-2 新富ビル2F 3551-8211

医療法人社団徳勝会 遠藤歯科医院 中央区新富2-4-6 アーベイン三井ビル2F 3523-1080

別部歯科診療所 中央区築地2-9-7 3542-3781

医療法人社団藤和会 三幸歯科診療所 中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビルＢ1F 3541-5493

村田歯科医院 中央区築地2-14-4 3542-3400

みやかわビル歯科 中央区築地2-1-17 ミヤカワビル2F 3543-6482

伊藤淳二歯科診療室 中央区築地1-9-12 今里ビル5F 5647-8217

Ｇｉｎｚａ Ｅａｓｔ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 中央区築地1-5-11 ＡＳ ＯＮＥ Ｇｉｎｚａ Ｅａｓｔ 2F 6278-7817

松木歯科医院 中央区築地6-14-8 3541-0108

医療法人社団成扶会 馬見塚デンタルクリニック 中央区明石町8-1 聖路加ｶﾞー ﾃﾞﾝ内ｾﾝﾄﾙｰｸｽﾀﾜｰ1F 3541-8110

こばやしデンタルクリニック 中央区築地3-4-7 銀鱗ビル2F 5565-1876

（令和 7年 4月1日現在）
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　治療対象年齢が医療機関ごとに異なります。また、保険の取扱いをしていない医療機関がありますので事前に電
話でご確認のうえご利用ください。

関歯科医院 八重洲二丁目7番2号 八重洲三井ビル地下1階 3271-7611

東京デンタルオフィス 京橋一丁目1番9号 レオ八重洲ビル6階 3272-1886

渡辺歯科医院 京橋一丁目5番1号 昌平ビル3階 3281-8635

医療法人社団京二会　田中歯科医院 京橋二丁目6番19号 溝口山陽ビル3階 3561-0088

歯科渋井クリニック 京橋二丁目8番2号 3564-4416

河西歯科医院 銀座一丁目6番14号 3561-3893

セキネデンタルクルニック 銀座一丁目15番8号 銀座耀ビル5階 3567-4182

パークサイト歯科クリニック 銀座一丁目24番3号 銀座マスキービル1階 3564-1183

銀座三原通り歯科クリニック 銀座二丁目8番5号 石川ビル2階 5250-0525

松山歯科 銀座三丁目3番14号 啓徳ビル5階 3535-6849

石川歯科医院 銀座三丁目5番15号 3561-8021

吉田歯科診療室　デンタルメンテナンスクリニック 銀座三丁目11番16号 銀座Saliceビルディング2階 3248-0418

医療法人社団純厚会　銀座デンタルケアークリニック 銀座四丁目3番11号 松崎ビル6階 3563-1188

南海デンタルクリニック 銀座五丁目15番1号 南海東京ビルディング地下2階 0120-278-241

加藤歯科医院 銀座五丁目15番18号 銀座東新ビル6階 3543-9680

歯科室青山 銀座六丁目9番4号 岩崎ビル2階 3573-8110

医療法人社団綴理会　大山歯科クリニック 銀座六丁目14番5号 銀座ホウライビル2階 3545-7811

遠藤歯科医院 新富二丁目4番6号 アーベイン三井2階 3523-1080

ひがし歯科クリニック 新富二丁目11番2号 新富MTビル2階 3555-0012

医療法人社団成扶会　馬見塚デンタルクリニック 明石町8番1号 聖路加ガーデン内 3541-8110

伊藤淳二歯科診療室 築地一丁目5番8号 樋泉ビル4階 5647-8217

Ginza　East　Dental　Clinic 築地一丁目5番11号 2階 6278-7817

医療法人社団正路会　すみれ歯科　築地・新富町駅前クリニック 築地二丁目4番10号 SAテンハウス3階 3248-4618

別部歯科診療所 築地二丁目9番7号 3542-3781

こばやしデンタルクリニック 築地三丁目4番7号 ギンリンビル201号 5565-1876

松木歯科医院 築地六丁目14番8号 3541-0108

鳥山歯科医院 築地六丁目15番6号 大川ビル1階 3543-5871

（平成27年9月1日現在）
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　治療対象年齢が医療機関ごとに異なります。また、保険の取扱いをしていない医療機関がありますので事前に電
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名称 所在地 電話番号

医療法人社団芳友会　金子歯科クリニック 中央区八丁堀2-13-2 Frisch八重洲1F 3552-7859

小林歯科診療所 中央区八丁堀2-3-2 3552-5885

うすい歯科医院 中央区八丁堀1-8-3 仁成堂ビル1F 3553-2461

医療法人社団愛英会　新田歯科医院 中央区八丁堀3-26-8 高橋ビル3F 3553-3456

かわすみ歯科医院 中央区八丁堀2-21-5 西勘ビル2F 3551-8521

ダイヤビル歯科 中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館1F 3552-8000

医療法人社団明徳会　福岡歯科医院　新川院 中央区新川1-3-7 六甲第二ビル2F 3555-2222

山田歯科診療所 中央区晴海1-6-5-204 3531-2507

佐藤歯科医院 中央区勝どき2-10-4 3533-7200

半田歯科クリニック 中央区勝どき3-2-3 セルリアンホームズ勝どき1F 3536-1414

つがわ歯科・矯正歯科 中央区勝どき1-13-6 プラザタワー勝どき2F 6204-2001

エトワール歯科医院 中央区勝どき3-5-6 シャンボール築地204 5144-4618

医療法人社団ブライトスマイル ミモデンタルクリニック 中央区勝どき1-3-1 ブリリアイストタワー勝どき3F 3536-8264

医療法人社団世航会 RKデンタルオフィス晴海 中央区晴海3-10-1 Daiwaビル晴海1F 6225-0844

つきしま矯正こども歯科 中央区月島3-13-7 3520-9272

島本歯科医院 中央区月島3-10-5 3533-0210

高橋歯科医院 中央区佃2-15-10　セザール月島101 3534-0118

医療法人社団医伸会 つきしま歯科 中央区月島1-26-4 長正社ビル2F 5560-3717

高津歯科医院 中央区月島1-12-8 柴田ビル1F 5548-4618

医療法人社団スマイルデント ピアウエストスクエア歯科 中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア1F 5548-5018

アイマーク歯科 中央区月島1-8-1 アイマークタワー 201 3533-5454

プロデンタル 中央区佃2-22-1 プラクティス佃 3520-8631

月島キャピタルゲート歯科 中央区月島1-5-2 キャピタルゲートプレイス2F 202 5859-5393

医療法人社団正路会 すみれ歯科日本橋クリニック 中央区日本橋室町1-11-8 神茂ビル2F 5542-1686

高梨歯科 中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル7F 3279-2280

たべ歯科クリニック 中央区日本橋室町1-6-12 3270-8167

医療法人社団早蕨会 日本橋矯正歯科 中央区日本橋室町1-9-1 日本橋室町ビル5F 6231-9866

原歯科医院 中央区日本橋本石町4-2-2　 3243-0220

（令和 7年 4月1日現在）
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名称 所在地 電話番号

かとう歯科クリニック 中央区日本橋小伝馬町2-8 新小伝馬町ビル2F 5645-2097

医療法人社団恵清会 福本歯科 中央区日本橋本石町4-5-16 3241-5498

TI歯科医院 中央区日本橋小伝馬町4-3 サンコー・フジスター共同ビル4F 3666-8818

吉成歯科医院 中央区日本橋富沢町10-10 インテリジェントフラッツ201 3668-6248

医療法人社団寿幸会 笠原歯科 中央区日本橋人形町1-7-7 笠原ビルB1F 3666-3690

小川源歯科医院 中央区日本橋富沢町5-4 ゲンベエビル1F 3663-6783

日本橋さくらば歯科クリニック 中央区日本橋小舟町15-17 協栄ビル2F 3666-3582

第一歯科 中央区日本橋本町2-6-13 山三ビル1F 3249-0174

五十嵐デンタルオフィス 中央区日本橋大伝馬町7-1 3666-1122

成末歯科医院 中央区日本橋堀留町1-11-10 堀留ファーストビル6F 3661-8210

人形町きんざ通り歯科クリニック 中央区日本橋人形町3-3-10 日本橋ＴＥＣビル2F 6667-0489

ヤマトビル内デンタルクリニック 中央区日本橋大伝馬町9-9 ヤマトビルPARTⅡ 3667-3503

日本橋人形町ジェム矯正歯科 中央区日本橋堀留町2-1-15 6661-9870

児玉歯科クリニック 中央区日本橋本町2-8-6 日本橋ビル1F 3664-4180

塙歯科医院 中央区日本橋蛎殻町1-34-13 3666-4097

医療法人社団山輝会  横山デンタルクリニック 中央区日本橋人形町3-10-2 フローラビル1F 3664-8400

北村歯科医院 中央区日本橋人形町2-4-3 人形町KMビル2F 3667-1327

飯塚歯科医院 中央区日本橋人形町2-2-1 西浦本舗ビル2F 3669-7468

水天宮前歯科医院 中央区日本橋蛎殻町2-14-5 KDX 浜町中ノ橋ビル3F 3666-1818

中村歯科クリニック 中央区日本橋蛎殻町1-36-7 千葉ビル1F 5652-5008

アライヴ歯科医院 中央区日本橋人形町2-2-3 アライヴ人形町4F 5614-0545

メープル矯正歯科 中央区日本橋蛎殻町1-15-7 小林洋行ビル2号館1F 5614-0401

MAKI DENTAL OFFICE 中央区日本橋人形町1-14-10 三原堂本店ビル4F 3666-6480

医療法人社団ＹＭ歯好会 水天宮前ステーション歯科 中央区日本橋箱崎町42-1-212 5623-3688

日本橋すこやか歯科 中央区日本橋蛎殻町1-6-3 VORT 茅場町Ｉ 1F 5695-0955

ゆずり葉歯科 中央区日本橋人形町1-16-1 6661-0070

おおや歯科医院 中央区日本橋蛎殻町2-8-5 興洋ビル1F 3660-1400

日本橋人形町歯科 中央区日本橋人形町2-1-7-202 6206-2050

（令和 7年 4月1日現在）
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（令和 7年 4月1日現在）

名称 所在地 電話番号

田嶋歯科浜松クリニック 中央区日本橋浜町2-43-4 日本橋浜町2丁目ビル2F 3663-9439

医療法人社団尚歯会 小池歯科医院 中央区日本橋馬喰町1-5-4 中庄ビル3F 3662-8371

日本橋中央歯科 中央区日本橋浜町2-11-2 日本橋中央ビル2F 3664-8556

脇田歯科 中央区東日本橋1-6-10 Ｋ・Ｋビル2F 3865-0408

東陽歯科 中央区日本橋横山町4-14 マスダビル2F 3661-9492

マーレ日本橋デンタルクリニック 中央区東日本橋3-3-18 シトラス東日本橋1F 6661-2296

日本橋江戸通り歯科 中央区日本橋馬喰町1-5-3 陽光日本橋馬喰町ビル1F 3527-2802

日本橋りゅうデンタルクリニック 中央区日本橋3-8-9 日本橋ホリビル4F 6225-2933

医療法人社団アゼリア会 東京日本橋歯科 中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザ2F 3275-3719

医療法人社団応和会 三園歯科診療所 中央区日本橋2-1-19 三幸ビル2F 3271-9203

医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 中央区日本橋2-2-6 日本橋通り2丁目ビル8F 3278-0801

医療法人社団凛菫会 日本橋中央通り歯科室 中央区日本橋1-2-10 一東洋ビル2F 6281-9841

医療法人社団明徳会 福岡歯科日本橋茅場町医院 中央区日本橋茅場町1-8-3 JP 茅場町ビル3F 3664-1145

松下デンタルクリニック 中央区日本橋茅場町2-7-9 コニーセントラルビル3F 3660-1677

リーフ歯科 中央区日本橋馬喰町1-6-1 JU SKYTOWER日本橋6階 3667-4775



100

休日夜間の医療機関案内（24時間年中無休）

休日夜間など、開いている医療機関が
分からないときに相談に応じます。救急の相談など

＃7119

【東京消防庁救急相談センター】 【東京都医療機関案内サービス「ひまわり」】　

○携帯・PHS・プッシュ回線
○ダイヤル回線　（3212）2323
東京消防庁ホームページ

○電 話 （5272）0303
○FAX （5285）8080
ホームページ

土曜・休日などの診療

外国語による医療機関案内
TELEPHONE INFORMATION SERVICE ON MEDICAL INSTITUTIONS

In case you cannot find a hospital when you are ill or injured.
please contact the telephone information service.

対応言語／英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語
相談日時／9：00～20：00

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
☎ 5285-8181

　

　 　

Languages＝English,Chinese,Korean,
Thai,Spanish 
Hours＝9：00～20：00

Tokyo Metropolitan Health and
Medical Information Center
（“HIMAWARI”）
Telephone　☎ 5285-8181
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外国語による医療機関案内
TELEPHONE INFORMATION SERVICE ON MEDICAL INSTITUTIONS

In case you cannot find a hospital when you are ill or injured.
please contact the telephone information service.
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土　曜　・　休　日　診　療
診療科目 診　療　場　所　な　ど 診　療　時　間 担当医師会

内　科
小児科

京 橋 休 日 応 急 診 療 所
銀座1-25-3（京橋プラザ内）　　　　　　　　　☎（3561）5171

休　日

中 央 区 休 日 応 急 診 療 所
佃2-17-8　　　　　　　　　　☎（3533）3136 土　曜

日 本 橋 休 日 応 急 診 療 所
日本橋久松町1-2　　　　　　　☎（5640）2570

休　日

歯　科 休　日

中 央 区 休 日 応 急 歯 科 診 療 所
明石町12-1 （中央区保健所内）　  ☎（3541）5420

日 本 橋 休 日 応 急 歯 科 診 療 所
日本橋久松町1-2　　　　　　　☎（5640）5256

調　剤

中 央 区 休 日 応 急 薬 局
佃2-17-8　　　　　　　　　　☎（3533）5170

休　日
土　曜

日 本 橋 休 日 応 急 薬 局
日本橋久松町1-2　　　　　　　☎（5640）9856

休　日
土　曜

中央区医師会

日本橋医師会

東京都中央区
京橋歯科医師会

お江戸日本橋歯科医師会

京橋薬剤師会

日本橋薬剤師会

午前9時 ～ 午後5時

午前9時 ～ 午後10時
午後5時 ～ 午後10時
午前9時 ～ 午後10時
午後5時 ～ 午後10時

午前9時 ～ 午後10時
午後5時 ～ 午後10時
午前9時 ～ 午後10時
午後5時 ～ 午後10時

午前9時 ～ 午後5時

休　日

土　曜

平日準夜間の小児科診療

中央区保健所

←入口

明石小学校

聖路加国際大学

院
病
際
国
加
路
聖

←　築地駅

駅
町
富
新
　
↑

小児総合医療センター

最寄りの交通機関
　東京メトロ日比谷線築地駅3番出口徒歩7分
　東京メトロ有楽町線新富町駅6番出口徒歩10分

中央区では、お子さんが急な病気になった場合に備え、
平日準夜間に、小児の初期救急診療を行っています。

○土曜日、休日の初期救急診療は、各休日応急診療所まで

診療科目：小児科（中学生まで／15歳以下）
診 療 日：月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
診療場所：

（聖路加国際病院 小児総合医療センター内）
電話（5550）7040

受付時間：午後6時45分～午後9時45分
診療時間：午後7時～午後10時

中央区明石町10-１

※保険証またはマイナ保険証と　医療証（小学校就学前の方）、　医療証（小中学生の方）、　医療証（高校生等）を必ずお持ちください。
※受診の際はあらかじめ電話で症状を伝えてから来所してください。
※病状によってさらに専門、個別的な治療が必要と判断される場合には、他の専門医療機関をご案内することがあります。

青
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【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車徒歩1分
【東京メトロ日比谷線】築地駅下車徒歩5分
【江戸バス】中央区役所バス停下車徒歩1分

中央区築地1-1-1
☎（3543）0211

日本橋特別出張所

【東京メトロ半蔵門線】水天宮前駅下車徒歩2分
【東京メトロ日比谷線】人形町駅下車徒歩5分
【東京メトロ東西線】　茅場町駅下車徒歩10分
【都営浅草線】人形町駅下車徒歩7分
【江戸バス】日本橋区民センターバス停下車徒歩1分

中央区日本橋蛎殻町1-31-1
☎（3666）4251

月島特別出張所

【東京メトロ有楽町線】月島駅下車徒歩1分
【都営大江戸線】月島駅下車徒歩1分
【江戸バス】月島区民センターバス停下車徒歩2分
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☎（3531）1151

晴海特別出張所

【都営大江戸線】 勝どき駅下車（A5出口）徒歩12分
【江戸バス】 ［■］晴海区民センターバス停下車徒歩1分
【都営バス】 ［●］ホテルマリナーズコート東京前
　　　　　 バス停下車徒歩5分
【東京BRT】 ［▲］晴海中央バス停下車徒歩5分

中央区晴海4-8-1
☎（3520）8096

勝どき駅A5出口

晴海特別出張所

勝どき駅
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清澄通り　豊海町
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晴海郵便局

月島警察署
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勝どき 清澄通り 

月島区民センター 
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月島保健センター 

月
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  江戸バス
［月島区民センター］

コレド室町
  江戸バス
［日本橋保健センター］

﹈
院
病
際
国
加
路
聖
﹇

聖路加国際病院

中 央 区 保 健 所

【東京メトロ日比谷線】築地駅下車3番出口徒歩7分

【江戸バス】あかつき公園バス停下車徒歩1分
【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車6番出口徒歩10分

中央区明石町12-1
☎（3541）5930

日本橋保健センター

【東京メトロ銀座線】三越前駅下車徒歩6分
【東京メトロ日比谷線】人形町駅下車または
　　　　　　　　　　　小伝馬町駅下車徒歩5分
【都営浅草線】人形町駅下車徒歩5分
【江戸バス】日本橋保健センターバス停下車徒歩1分

中央区日本橋堀留町1-1-1
☎（3661）3515・5071

月島保健センター

【東京メトロ有楽町線・都営大江戸線】
　　　　　　　　月島駅下車9番出口徒歩1分
【都営バス】　　月島駅前バス停下車徒歩5分
【江戸バス】月島区民センターバス停下車徒歩3分

中央区月島2-10-3
☎（5560）0765

晴海保健センター

【都営大江戸線】 勝どき駅下車（A5出口）徒歩12分
【江戸バス】 ［■］晴海区民センターバス停下車徒歩1分
【都営バス】 ［●］ホテルマリナーズコート東京前
　　　　　 バス停下車徒歩5分
【東京BRT】 ［▲］晴海中央バス停下車徒歩5分

中央区晴海4-8-1
☎（6381）2972

勝どき駅A5出口

晴海保健センター
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  江戸バス
［中央区役所］

清澄通り 

月島第一小学校 

都バス 月島3丁目 

  江戸バス
［月島区民センター］
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  江戸バス
［日本橋区民センター］

蛎殻町
日比谷線 

都営浅草線 

中 央 区 役 所

【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車徒歩1分
【東京メトロ日比谷線】築地駅下車徒歩5分
【江戸バス】中央区役所バス停下車徒歩1分

中央区築地1-1-1
☎（3543）0211

日本橋特別出張所

【東京メトロ半蔵門線】水天宮前駅下車徒歩2分
【東京メトロ日比谷線】人形町駅下車徒歩5分
【東京メトロ東西線】　茅場町駅下車徒歩10分
【都営浅草線】人形町駅下車徒歩7分
【江戸バス】日本橋区民センターバス停下車徒歩1分

中央区日本橋蛎殻町1-31-1
☎（3666）4251

月島特別出張所

【東京メトロ有楽町線】月島駅下車徒歩1分
【都営大江戸線】月島駅下車徒歩1分
【江戸バス】月島区民センターバス停下車徒歩2分

中央区月島4-1-1
☎（3531）1151

晴海特別出張所

【都営大江戸線】 勝どき駅下車（A5出口）徒歩12分
【江戸バス】 ［■］晴海区民センターバス停下車徒歩1分
【都営バス】 ［●］ホテルマリナーズコート東京前
　　　　　 バス停下車徒歩5分
【東京BRT】 ［▲］晴海中央バス停下車徒歩5分

中央区晴海4-8-1
☎（3520）8096

勝どき駅A5出口

晴海特別出張所
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「 き ら ら 中 央 」
子ども家庭支援センター

【東京メトロ日比谷線】築地駅下車3番出口徒歩7分
【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車6番出口徒歩10分
【江戸バス】あかつき公園バス停下車徒歩1分

中央区明石町12-1
☎（3542）6321﹈

院
病
際
国
加
路
聖
﹇

聖路加国際病院

子ども家庭
支援センター
「きらら中央」

【都営大江戸線】勝どき駅下車徒歩2分
【江戸バス】勝どき駅前バス停下車徒歩3分

中央区勝どき1-4-1
☎（3534）2103

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

「きらら中央」十思分室
子ども家庭支援センター

「きらら中央」日本橋分室
子ども家庭支援センター

中央区日本橋1-31-1
日本橋区民センター2階
☎（3666）4267

中央区日本橋小伝馬町5-1
十思スクエア1階
☎（3665）6530

【江戸バス】小伝馬町駅バス停下車徒歩3分【江戸バス】日本橋区民センターバス停下車徒歩1分

駅
町
宝

行
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田
秋

弾正橋 鍛冶橋通

速
高
都
首

り 八丁堀駅

線
谷
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営
都

り
通
和
昭 り

通
成
平

新金橋

新富橋
京橋プラザ

新富町駅

中央区役所

三吉橋 地下鉄有楽町線

京橋税務署

中央区
社会福祉協議会

〒

〒

駅
町
宝

用
信
国
全

館
会
庫
金

  

江戸バス
［新富区民館］

中央区社会福祉協議会

【都営浅草線】宝町駅下車徒歩3分
【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車徒歩7分
【東京メトロ日比谷線】八丁堀駅下車徒歩7分
【江戸バス】新富区民館バス停下車徒歩4分

中央区八丁堀4-1-5
☎（3206）0506

申請に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの読取ができるスマートフォン
　またはカードリーダライタ付きのパソコン
③電子証明書の暗証番号

＜申請事項変更・消滅の届出＞
◆住所や加入している健康保険が変
更した方 など

【申請画面】

＜氏名変更／住所変更等の届出＞
◆児童手当を受給している方で、配偶
者や児童の住所や氏名が変更した
方 など 【申請画面】

ぴったりサービス オンライン申請

児童手当

～ 以下の内容について申請をしていただけます ～
※その他にも申請できる手続きがあります。

＜認定請求（新規申請）＞
◆お子さんが生まれた方、他の市区町
村から転入された方、受給資格消滅
後に再申請される方 など 【申請画面】

＜額改定認定請求（追加申請）＞
◆児童手当を受給している方で新たに
お子さんが生まれた方 など

【申請画面】

＜振込口座変更の届出＞
◆児童手当を受給している方で振込先
口座の変更をされる方 など

【申請画面】※受給者名義の口座に限り変更できます。

制度の概要

新生児誕生祝品
（区内共通買物・食事券）

＜新生児誕生祝品支給の申請＞
◆お子様が生まれたご家庭で、出生日
に保護者と新生児の住所が区内に
ある方 【申請画面】

制度の概要

江戸バス無料乗車券

＜交付申請書＞
◆区内在住の妊娠中の方
◆２歳到達月の末日までの子の保護者

【申請画面】

制度の概要

出産支援祝品
（タクシー利用券）

＜出産支援祝品支給の申請＞
◆区内在住の妊娠中の方

【申請画面】

制度の概要

子ども医療費助成

＜医療証の交付申請＞
◆お子さんが生まれた方、他の市区町
村から転入された方 など

【申請画面】

＜医療証の再交付申請＞
◆医療証を紛失された方 など

【申請画面】

制度の概要

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
　　　　　　　　　　　☎03（3546）5350・5351
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「 き ら ら 中 央 」
子ども家庭支援センター

【東京メトロ日比谷線】築地駅下車3番出口徒歩7分
【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車6番出口徒歩10分
【江戸バス】あかつき公園バス停下車徒歩1分

中央区明石町12-1
☎（3542）6321﹈

院
病
際
国
加
路
聖
﹇

聖路加国際病院

子ども家庭
支援センター
「きらら中央」

【都営大江戸線】勝どき駅下車徒歩2分
【江戸バス】勝どき駅前バス停下車徒歩3分

中央区勝どき1-4-1
☎（3534）2103

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室

「きらら中央」十思分室
子ども家庭支援センター

「きらら中央」日本橋分室
子ども家庭支援センター

中央区日本橋1-31-1
日本橋区民センター2階
☎（3666）4267

中央区日本橋小伝馬町5-1
十思スクエア1階
☎（3665）6530

【江戸バス】小伝馬町駅バス停下車徒歩3分【江戸バス】日本橋区民センターバス停下車徒歩1分
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江戸バス
［新富区民館］

中央区社会福祉協議会

【都営浅草線】宝町駅下車徒歩3分
【東京メトロ有楽町線】新富町駅下車徒歩7分
【東京メトロ日比谷線】八丁堀駅下車徒歩7分
【江戸バス】新富区民館バス停下車徒歩4分

中央区八丁堀4-1-5
☎（3206）0506

申請に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの読取ができるスマートフォン
　またはカードリーダライタ付きのパソコン
③電子証明書の暗証番号

＜申請事項変更・消滅の届出＞
◆住所や加入している健康保険が変
更した方 など

【申請画面】

＜氏名変更／住所変更等の届出＞
◆児童手当を受給している方で、配偶
者や児童の住所や氏名が変更した
方 など 【申請画面】

ぴったりサービス オンライン申請

児童手当

～ 以下の内容について申請をしていただけます ～
※その他にも申請できる手続きがあります。

＜認定請求（新規申請）＞
◆お子さんが生まれた方、他の市区町
村から転入された方、受給資格消滅
後に再申請される方 など 【申請画面】

＜額改定認定請求（追加申請）＞
◆児童手当を受給している方で新たに
お子さんが生まれた方 など

【申請画面】

＜振込口座変更の届出＞
◆児童手当を受給している方で振込先
口座の変更をされる方 など

【申請画面】※受給者名義の口座に限り変更できます。

制度の概要

新生児誕生祝品
（区内共通買物・食事券）

＜新生児誕生祝品支給の申請＞
◆お子様が生まれたご家庭で、出生日
に保護者と新生児の住所が区内に
ある方 【申請画面】

制度の概要

江戸バス無料乗車券

＜交付申請書＞
◆区内在住の妊娠中の方
◆２歳到達月の末日までの子の保護者

【申請画面】

制度の概要

出産支援祝品
（タクシー利用券）

＜出産支援祝品支給の申請＞
◆区内在住の妊娠中の方

【申請画面】

制度の概要

子ども医療費助成

＜医療証の交付申請＞
◆お子さんが生まれた方、他の市区町
村から転入された方 など

【申請画面】

＜医療証の再交付申請＞
◆医療証を紛失された方 など

【申請画面】

制度の概要

◆問合せ先
　福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
　　　　　　　　　　　☎03（3546）5350・5351
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